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令和８年第１回さつま町議会定例会審議結果 

開会 令和８年２月２４日  

閉会 令和８年３月２５日  

議 案 

番 号 
件           名 上程日 議決日 議決結果 

付  託 

委 員 会 

議案 

１ 

専決処分の承認を求めることについて（専決

第１号）（令和７年度さつま町一般会計補正

予算（第９号）） 

R8.2.24 R8.2.24 承 認 － 

２ 
令和７年度さつま町一般会計補正予算（第

１０号） 
〃 〃 原案可決 － 

３ 
令和７年度さつま町後期高齢者医療特別会計

補正予算（第３号） 
〃 〃 〃 － 

４ 
さつま町特定乳児等通園支援事業の運営に関

する基準を定める条例の制定について 
〃 R8.3.25 〃 総務厚生 

５ さつま町公告式条例の一部改正について 〃 〃 〃 〃 

６ さつま町情報公開条例の一部改正について 〃 〃 〃 〃 

７ さつま町行政手続条例の一部改正について 〃 〃 〃 〃 

８ 
さつま町職員の給与に関する条例等の一部改

正について 
〃 〃 〃 〃 

９ 
さつま町社会体育施設条例の一部改正につい

て 
〃 〃 〃 文教経済 

１０ 
さつま町歴史民俗資料館施設条例の一部改正

について 
〃 〃 〃 〃 

１１ 
さつま町公設地方卸売市場条例の一部改正に

ついて 
〃 〃 〃 〃 

１２ 
さつま町火入れに関する条例の一部改正につ

いて 
〃 〃 〃 〃 

１３ さつま町営住宅等条例の一部改正について 〃 〃 〃 〃 

１４ さつま町火災予防条例の一部改正について 〃 〃 〃 総務厚生 

１５ 
さつま町宮之城文化センター条例の廃止につ

いて 
〃 〃 〃 文教経済 

１６ 
さつま町公の施設使用料徴収条例の一部改正

について 
〃 〃 〃 〃 

１７ 
さつま町公共施設整備基金条例の一部改正に

ついて 
〃 〃 〃 総務厚生 



（2） 

議 案 

番 号 
件           名 上程日 議決日 議決結果 

付  託 

委 員 会 

議案 

１８ 
令和８年度さつま町一般会計予算 R8.2.24 R8.3.25 原案可決 ２委員会 

１９ 
令和８年度さつま町国民健康保険事業特別会

計予算 
〃 〃 〃 総務厚生 

２０ 
令和８年度さつま町後期高齢者医療特別会計

予算 
〃 〃 〃 〃 

２１ 
令和８年度さつま町介護保険事業特別会計予

算 
〃 〃 〃 〃 

２２ 令和８年度さつま町上水道事業会計予算 〃 〃 〃 文教経済 

２３ 
令和８年度さつま町農業集落排水事業会計予

算 
〃 〃 〃 総務厚生 

２４ 町道路線の廃止又は認定について 〃 R8.2.24 可 決 － 

２５ 
第３次さつま町総合振興計画基本構想の策定

について 
〃 R8.3.25 原案可決 － 

２６ 
さつま町過疎地域持続的発展計画の策定につ

いて 
〃 〃 〃 － 

２７ 
令和７年度さつま町一般会計補正予算（第

１１号） 
R8.3.25 〃 〃 － 

２８ 
令和７年度さつま町国民健康保険事業特別会

計補正予算（第３号） 
〃 〃 〃 － 

２９ 
令和７年度さつま町後期高齢者医療特別会計

補正予算（第４号） 
〃 〃 〃 － 

３０ 
令和７年度さつま町介護保険事業特別会計補

正予算（第３号） 
〃 〃 〃 － 

３１ 財産の処分について 〃 〃 〃 － 

３２ 財産の処分について 〃 〃 〃 － 

３３ 財産の処分について 〃 〃 〃 － 

３４ 財産の処分について 〃 〃 〃 － 

３５ 財産の処分について 〃 〃 〃 － 

３６ 財産の処分について 〃 〃 〃 － 
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議 案 

番 号 
件           名 上程日 議決日 議決結果 

付  託 

委 員 会 

議案 

３７ 
財産の処分について R8.3.25 R8.3.25 原案可決 － 

３８ 
令和８年度さつま町一般会計補正予算（第

１号） 
〃 〃 〃 － 

３９ さつま町教育長の任命について 〃 〃 同 意 － 

４０ さつま町教育委員会委員の任命について 〃 〃 〃 － 

４１ 
さつま町固定資産評価審査委員会委員の選任

について 
〃 〃 〃 － 

４２ 
さつま町固定資産評価審査委員会委員の選任

について 
〃 〃 〃 － 

４３ 
さつま町固定資産評価審査委員会委員の選任

について 
〃 〃 〃 － 

４４ さつま町人権擁護委員候補者の推薦について 〃 〃 適 任 － 

令和７年 

陳情 

７ 

日本政府に対して核兵器禁止条約の参加・調

印・批准を求める陳情書 
〃 〃 継続審査 総務厚生 

令和８年 

陳情 

１ 

自衛隊弾薬庫建設計画に関し、誰でも参加で

きる住民説明会の開催を防衛省に求める陳情

書 

〃 〃 不 採 択 防衛特委 

発委 

１ 
さつま町議会会議規則の一部改正について 〃 〃 原案可決 － 

報告 

１ 

令和７年度さつま町土地開発公社事業会計補

正予算（第２号）について 
〃 〃 報 告 済 － 

２ 
令和７年度さつま町土地開発公社事業会計補

正予算（第３号）について 
〃 〃 〃 － 

３ 
令和８年度さつま町土地開発公社事業計画及

び事業会計予算について 
〃 〃 〃 － 

 議員派遣の件 〃 〃 決 定 － 

 閉会中の継続審査・調査の件 〃 〃 〃 － 
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                            （第１日） 
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○本日の会議に付した事件 

第 １ 会議録署名議員の指名 

第 ２ 会期の決定 

第 ３ 諸般の報告 

第 ４ 行政報告 

第 ５ 議案第 １号 専決処分の承認を求めることについて（専決第１号）（令和７年度さつ

ま町一般会計補正予算（第９号）） 

第 ６ 議案第 ２号 令和７年度さつま町一般会計補正予算（第１０号） 
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第１３ 議案第 ９号 さつま町社会体育施設条例の一部改正について 
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第１５ 議案第１１号 さつま町公設地方卸売市場条例の一部改正について 

第１６ 議案第１２号 さつま町火入れに関する条例の一部改正について 

第１７ 議案第１３号 さつま町営住宅等条例の一部改正について 

第１８ 議案第１４号 さつま町火災予防条例の一部改正について 

第１９ 議案第１５号 さつま町宮之城文化センター条例の廃止について 
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第２２ 議案第１８号 令和８年度さつま町一般会計予算 

第２３ 議案第１９号 令和８年度さつま町国民健康保険事業特別会計予算 

第２４ 議案第２０号 令和８年度さつま町後期高齢者医療特別会計予算 
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第３４ 陳情について 
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△開  会  午前９時３０分   

○新改 秀作議長  

 おはようございます。ただいまから、令和８年第１回さつま町議会定例会を開会します。 

 

△開  議   

○新改 秀作議長   

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の日程は、配布してあります議事日程のとおりであります。 

 

△日程第１「会議録署名議員の指名」   

○新改 秀作議長   

 日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定によって、１１番、有川美子議員及び１２番、

川口憲男議員を指名します。 

 

△日程第２「会期の決定」   

○新改 秀作議長   

 日程第２「会期の決定」の件を議題とします。 

 お諮りします。本定例会の会期は、本日から３月２５日までの３０日間にしたいと思います。

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

 異議なしと認めます。よって、会期は、本日から３月２５日までの３０日間に決定しました。 

 

△日程第３「諸般の報告」   

○新改 秀作議長   

 日程第３「諸般の報告」を行います。 

 一般的なことについては、印刷してお配りしてありますので、口頭報告は省略しますが、次の

件について補足して説明します。 

 令和８年２月１７日、鹿児島県町村議会議長会の第７７回定期総会が、鹿児島市において開催

されました。 

総会では、会長挨拶、鹿児島県知事や県議会議長、県町村会長の来賓祝辞のあと、自治功労

者として鹿児島県町村議会議長会表彰及び全国町村議会議長会表彰の伝達が行われました。 

 議事におきましては、会務報告、令和６年度決算、令和８年度の事業計画及び予算が提案され、

審議の結果、全会一致で承認並びに可決されました。 

 また、決議案の朗読が行われ、少子化・高齢化の急速な進行が地域社会に深刻な影響を及ぼす

状況において、分権型社会の実現や地方創生の推進、議会への多様な人材参画など、実現を目指

す１３項目について、決議がなされました。 

 次に、監査委員から例月出納検査の結果について報告がありましたので、その写しをお配りし

てあります。 

 これで諸般の報告を終わります。 

 

－ 3 －



△日程第４「行政報告」   

○新改 秀作議長   

 日程第４「行政報告」を行います。 

 町長の報告を許します。 

〔上野 俊市町長登壇〕 

○上野 俊市町長   

改めまして、おはようございます。 

行政報告につきましては、印刷してお配りしてあるところでございますが、この中で１２月

１１日のＧＤＸセンター開所式及び産官学金コンソーシアム形成式、１月１９日のネーミングラ

イツパートナー発表会について補足して御報告を申し上げます。 

はじめに、１２月１１日のＧＤＸセンター開所式及び産官学金コンソーシアム形成式につい

てでございます。 

去る１２月１１日、本町の新たな地方創生拠点としまして、きららの楽校内に、「さつま町

創生ＧＤＸセンター」を開所いたしました。 

また、これに併せまして、「株式会社 フォーバル」、「鹿児島国際大学」、「株式会社 

鹿児島銀行」、そして、本町の４者による包括連携協定を締結し、産官学金連携コンソーシアム

を形成いたしたところでございます。 

本センターが掲げるＧＤＸとは、環境のグリーンとデジタルを融合させた新たな概念でござ

います。２０５０年カーボンニュートラルに向けた豊かな自然資源の活用と、デジタル技術によ

る業務効率化や柔軟な働き方を掛け合わせることで、人口減少や少子高齢化といった地域課題に

対しまして、これまでにないアプローチで解決を目指してまいりたいと考えているところでござ

います。 

センターでは、デジタルスキルセミナーの開催やリモートワークの導入支援などを通じまし

て、若者や女性が、地域で活躍できる新たな雇用の創出や地域産業の伴走型支援を段階的に進め

ていく計画でございます。 

今後は、このセンターを核としました「産官学金」の強固な連携によりまして地方創生を加

速させ、誰もが心豊かに暮らせる「選ばれるまち」の実現に向けて、地域に根ざした取組を進め

てまいりたいと考えているところでございます。 

次に、１月１９日のネーミングライツパートナー発表会についてでございます。 

今回、新たな自主財源確保策としまして、ネーミングライツ、いわゆる命名権でございます

けれども、これを導入し募集をしたところでございますけれども、そのうち二つの施設におきま

して応募があり、この度、契約を締結したところでございます。 

ネーミングライツパートナーは、鹿児島市に本社があります食肉製造販売業「株式会社 ア

クシーズ」で、施設の愛称は宮之城運動公園が「アクシーズフィールド宮之城」、宮之城総合体

育館が「アクシーズアリーナ宮之城」であります。 

契約期間は、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５年間、命名権料は、年額

１２１万円となっているところでございます。 

今回の契約を契機に、さらに連携を深め、得られるネーミングライツ料を当該施設の改修費

用や備品の充実、地域の活性化に資する財源として、有効に活用してまいりたいと考えていると

ころでございます。 

 以上で、行政報告を終わります。 

〔上野 俊市町長降壇〕 
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○新改 秀作議長  

 これで行政報告を終わります。 

 

△日程第５「議案第１号 専決処分の承認を求めることに

ついて（専決第１号）（令和７年度さつま町一般会計補

正予算（第９号））」   

○新改 秀作議長   

 次は、日程第５「議案第１号 専決処分の承認を求めることについて（専決第１号）」を議題

とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。 

〔上野 俊市町長登壇〕 

○上野 俊市町長   

 それでは、「議案第１号 専決処分の承認を求めることについて」であります。 

これは、令和７年度さつま町一般会計補正予算（第９号）について、衆議院議員選挙費及び

最高裁判所国民審査費に要する経費の補正に緊急を要したため、地方自治法第１７９条第１項の

規定に基づき、専決処分をしたもので、同条第３項の規定により、これを報告し、議会の承認を

求めるものであります。 

内容につきましては、財政課長に説明させますので、よろしく御審議くださるようお願いい

たします。 

〔上野 俊市町長降壇〕 

○垣内 浩隆財政課長   

「議案第１号 令和７年度さつま町一般会計補正予算（第９号）」について説明いたします。 

〔以下議案説明により省略〕 

○新改 秀作議長   

 これから質疑を行います。質疑は、ありませんか。 

○有川 美子議員   

 改めまして、おはようございます。 

稀にみる、この衆議院選挙が短期決戦と短期で自治体のほうも準備をしなければならなかっ

たということで、この専決処分に何か異論があるわけではないんですが、短期で準備をしなけれ

ばならなかったということについて、例えば、職員の残業といいますか、そういう時間外勤務が

増えたとか、そうではなく、短期のために少し通常の準備期間と違う作業をしなければならなか

ったとか、そういったことがあったらお示しください。 

○富満 悦郎選挙管理委員会事務局長   

 今、御質問がありました選挙期間の短いことによっての影響という御質問でございます。 

まず、やはり入場券とポスター掲示板の委託を早く進めていかないと間に合わないというこ

とがありますので、そこの対応、あとは、やはり各投票所を確保する中で、いろいろなもう日程

が入っている中での調整をさせていただいたということ、あとは、不在者投票の封筒が間に合わ

なくて、もう前回のものを使用するように通知があって、途中まではそれを使っていたというふ

うなことが挙げられます。 

○新改 秀作議長   

 ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○新改 秀作議長   

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっています議案第１号は、会議規則第３９条第３項の規定に

よって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

異議なしと認めます。よって、議案第１号は委員会付託を省略することに決定しました。 

これから討論を行います。討論は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから「議案第１号 専決処分の承認を求めることについて（専決第１号）」を採決します。 

 お諮りします。本件は、承認することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

 異議なしと認めます。よって、「議案第１号 専決処分の承認を求めることについて（専決第

１号）」は、承認されました。 

 

△日程第６「議案第２号 令和７年度さつま町一般会計補

正予算（第１０号）」、日程第７「議案第３号 令和

７年度さつま町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

３号）」 

○新改 秀作議長  

次は、日程第６「議案第２号 令和７年度さつま町一般会計補正予算（第１０号）」及び日程

第７「議案第３号 令和７年度さつま町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）」までの議

案２件を一括して議題とします。 

 各議案について、提案理由の説明を求めます。 

〔上野 俊市町長登壇〕 

○上野 俊市町長  

 それでは、議案第２号及び議案第３号を一括して提案理由を申し上げます。 

まず、「議案第２号 令和７年度さつま町一般会計補正予算（第１０号）」についてであり

ます。 

これは、道路新設改良費に要する経費及び県営土地改良事業、戸籍住民基本台帳費、並びに

その他所要の経費を補正しようとするもので、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

２,９５７万４,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１６１億

１,２１６万４,０００円とするものでございます。 

次に、「議案第３号 令和７年度さつま町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）」に

ついてであります。 

これは、後期高齢者医療広域連合納付金に要する経費及びその他所要の経費を補正しようと

するもので、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７６２万４,０００円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ４億３,０９８万３,０００円とするものであります。 

内容につきましては、それぞれ所管の課長に説明させますので、よろしく御審議くださるよ
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うお願い申し上げます。 

〔上野 俊市町長降壇〕 

○垣内 浩隆財政課長 

 「議案第２号 令和７年度さつま町一般会計補正予算（第１０号）」について御説明申し上げ

ます。 

〔以下議案説明により省略〕 

○内村 千鶴ほけん総括監 

 「議案第３号 令和７年度さつま町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）」について御

説明申し上げます。 

〔以下議案説明により省略〕 

○新改 秀作議長  

 これより議案第２号及び議案第３号の議案２件について、一括して質疑を行います。質疑は、

ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっています議案第２号及び議案第３号の議案２件は、会議規

則第３９条第３項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長  

異議なしと認めます。よって、議案第２号及び議案第３号の議案２件は、委員会付託を省略

することに決定しました。 

これから順に討論、採決を行います。 

まず、議案第２号について討論を行います。討論は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長  

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから「議案第２号 令和７年度さつま町一般会計補正予算（第１０号）」を採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長  

異議なしと認めます。よって、「議案第２号 令和７年度さつま町一般会計補正予算（第

１０号）」は、原案のとおり可決されました。 

次に、議案第３号について討論を行います。討論は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから「議案第３号 令和７年度さつま町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）」を

採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長  
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異議なしと認めます。よって、「議案第３号 令和７年度さつま町後期高齢者医療特別会計

補正予算（第３号）」は、原案のとおり可決されました。 

 

△日程第８「議案第４号 さつま町特定乳児等通園支援事

業の運営に関する基準を定める条例の制定について」、

日程第９「議案第５号 さつま町公告式条例の一部改正

について」、日程第１０「議案第６号 さつま町情報公

開条例の一部改正について」、日程第１１「議案第７号 

さつま町行政手続条例の一部改正について」、日程第

１２「議案第８号 さつま町職員の給与に関する条例等

の一部改正について」、日程第１３「議案第９号 さつ

ま町社会体育施設条例の一部改正について」、日程第

１４「議案第１０号 さつま町歴史民俗資料館施設条例

の一部改正について」、日程第１５「議案第１１号 さ

つま町公設地方卸売市場条例の一部改正について」、日

程第１６「議案第１２号 さつま町火入れに関する条例

の一部改正について」、日程第１７「議案第１３号 さ

つま町営住宅等条例の一部改正について」、日程第

１８「議案第１４号 さつま町火災予防条例の一部改正

について」、日程第１９「議案第１５号 さつま町宮之

城文化センター条例の廃止について」、日程第２０「議

案第１６号 さつま町公の施設使用料徴収条例の一部改

正について」、日程第２１「議案第１７号 さつま町公

共施設整備基金条例の一部改正について」、日程第

２２「議案第１８号 令和８年度さつま町一般会計予

算」、日程第２３「議案第１９号 令和８年度さつま町

国民健康保険事業特別会計予算」、日程第２４「議案第

２０号 令和８年度さつま町後期高齢者医療特別会計予

算」、日程第２５「議案第２１号 令和８年度さつま町

介護保険事業特別会計予算」、日程第２６「議案第

２２号 令和８年度さつま町上水道事業会計予算」、日

程第２７「議案第２３号 令和８年度さつま町農業集落

排水事業会計予算」 

○新改 秀作議長 

次に、日程第８「議案第４号 さつま町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定め

る条例の制定について」から日程第２７「議案第２３号 令和８年度さつま町農業集落排水事業

会計予算」までの予算２０件を一括して議題とします。 

各議案について、町長の提案理由及び令和８年度施政方針の説明を求めます。 

〔上野 俊市町長登壇〕 

○上野 俊市町長 

それでは、令和８年３月議会定例会の開会にあたりまして、令和８年度の町政運営について、

私の基本的な考え方を明らかにしますとともに、各会計の当初予算をはじめとする諸議案につき
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まして、その概要を御説明申し上げ、議員各位をはじめ、町民の皆様の一層の御理解と御協力を

お願い申し上げる次第であります。 

さて、国政におきましては、昨年の高市早苗氏の首相就任以降、与党内の構造の変化に加え、

衆議院議員総選挙におきまして、与党が絶対的安定数を超える議席を確保するなど、これまでに

ない大きな転換期を迎えたところでございます。 

また、少子化・人口減少・物価上昇・労働力不足・外国人材政策など、複合的な課題が同時

進行しておりまして、地方自治体を取り巻く環境は、国の制度や財源の方向性が見通しにくい、

予断を許さない状況が続いています。 

こうした不安定な情勢に加え、本町におきましても、人口減少と少子高齢化の加速に歯止め

がかからず、地域産業基盤の弱体化や担い手不足、地域コミュニティーの希薄化といった課題が

顕著となってきております。 

これまでの延長線上の対応では限界が見えつつあり、行政運営そのものが国の動向に依存し

過ぎず、地域の力を最大限に生かす戦略へと変えていく覚悟が求められる時代にあります。 

令和８年度の町政運営にあたりましては、「来たる次代に向けて～元気なさつま町の再生

～」を掲げ、新たにスタートいたします「第３次総合振興計画」に基づき、この実現に向けて不

退転の決意で取り組んでまいる所存であります。 

第３次総合振興計画では、「あなたの夢にまっすぐ新たな挑戦が未来をつくる」を将来像に

掲げており、限られた財源で、将来に必要な投資を確保するためには、事務事業の選択と集中が

不可欠であります。 

所期の目的を達成した事業や効果の薄い事業、また利用の少ない施設などにつきましては、

見直しや再編を恐れず断行し、その分を地域の未来を左右する分野へ重点的に投資することで、

持続可能な行政運営と地域振興・再生につなげてまいりたいと考えているところであります。 

この度の町制施行２０周年を契機に、町民参画による様々な記念行事などが展開され、「未

来へつなぐさつまのわ」を育む機会となっております。こうした機運を力に変え、次の未来に向

けた確かな歩みを進めることが大切であります。 

それでは、本年度の主な事務事業や推進方針につきまして、「第３次総合振興計画（案）」

の項目に沿って御説明を申し上げます。 

まず、「こころのびのび」の取組としまして、第１に「子育て」分野でございます。 

すべての子どもが保育施設を利用できる乳児等通園支援事業、いわゆる「こども誰でも通園

制度」を開始し、保護者の就労状況に左右されない育ちの場を確保いたします。 

また、妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援を提供するため、相談支援体制の強化を図

る「こども家庭センター」と、地域で助け合う「ファミリーサポートセンター」を新たに設置し、

子育てを応援する地域ネットワークの構築を進めてまいります。 

加えて、近年深刻化する猛暑への対策として、「保育所等猛暑対策事業」を創設し、空調設

備の整備や屋外環境の改善など、子どもたちが安全に過ごせる保育環境の確保に努めます。 

母子保健対策につきましては、出産後の母親の心身の負担を軽減し、安心して育児に向き合

えるよう、新たに、宿泊型産後ケアの無償化を実施し、母子の健康保持と家庭の安定を図ってま

いります。 

第２に、「学校教育・社会教育」分野であります。 

教育の推進につきましては、「さつま町教育大綱」及び「第３次さつま町教育振興基本計

画」に基づき、本町の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の推進に取り組んでまい

ります。 
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令和８年４月には、児童生徒及び教職員のタブレットをより使い勝手のよい機器に更新し、

ＩＣＴ機器をさらに活用できる環境を整えます。 

学校施設につきましては、昨年より３か年計画で、全小中学校のトイレの洋式化と老朽化対

策を計画的に進めております。 

公共施設のプールは、安全基準を満たし、専門スタッフによる管理が行われているため、よ

りよい学習環境を提供できますことから小規模校４校については、合同でＢ＆Ｇ海洋センターの

プールを利用して、町内の専門指導員を活用した水泳学習を実施します。 

このように、児童生徒の安全・安心を第一に考え、計画的な環境整備に努めてまいります。 

通学路の安全確保については、交通安全・防犯・防災の観点で、学校・教育委員会・関係機

関等が連携して必要な対策を講じてまいります。 

学校規模の適正化については、「さつま町の学校教育の在り方検討委員会」の答申を踏まえ、

今後の方針を検討いたします。 

また、引き続き学校運営のフォローアップに努め、地域や保護者に信頼される学校づくりを

進めてまいります。 

さつま町が目指す１５歳の姿として掲げた「夢を抱き、自ら未来を切り拓く力を備えた子～

探究心あふれるＳＡＴＳＵＭＡのさつまっ子～」に向けて、学校とともに、子どもたちの成長を

支える様々な取組を進めてまいります。 

子どもが主体的に学べる教育環境については、個別最適な学びと協働的な学びを一体的に推

進し、主体的・対話的で深い学びができる授業を目指します。そのため、さつま町学びのイノ

ベーションプロジェクトを通した学力向上を目指します。 

家庭や子どものニーズに対応できる体制につきましては、家庭環境等により、他校への通級

が困難な児童の困り感を解消するため、専門教諭が各校を訪問する巡回型通級指導を始めてまい

ります。 

また、不登校の子どもの学びを保障するため、県内初となる「学びの多様化学校 宮之城中

学校分教室」を開設し、将来の社会的自立に向けた選択肢の確保を目指してまいります。 

学校給食につきましては、安全・安心でおいしい給食を提供することを第一に、新年度から

国が進める小学校を対象としました学校給食費の抜本的な負担軽減、いわゆる給食無償化への対

応を行い、中学生への給食助成費の増額や食材の地産地消推進に取り組みます。 

さらに、給食センター内の機器等の更新や衛生、労働環境等の整備を行ってまいります。 

すべての教育の出発点であります家庭教育につきましては、自主性を尊重しつつ、家庭の教

育力を高めるため、各学校に家庭教育学級を開設するとともに、地域ぐるみで子育てを支援する

体制づくりに努めてまいります。 

生涯学習につきましては、受講ニーズを捉えた各種講座をはじめ、出前講座・高齢者学級等

を開催し、魅力ある学習環境づくりに努めてまいります。また、ライフステージに応じた学習の

機会を提供するとともに、地域や企業等と連携した生涯学習のメニューを提供し、学びと交流の

機会を創出してまいります。 

青少年育成につきましては、「さつまっ子の日」を中心とした青少年育成活動を展開すると

ともに、ジュニアリーダークラブや「ふるさと体験塾」を中心に、青少年交流事業、体験活動な

どを実施し、未来を担う青少年の健全育成に努めてまいります。なかでも、相互交流を続けてお

ります青森県鶴田町と中種子町につきましては、本年度、両町をそれぞれ訪問する計画でありま

す。両町の豊かな自然や歴史、伝統に触れるとともに、日頃体験できない活動を通じて、たくま

しく、思いやりのある人材育成につながるよう努めてまいります。 
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また、西郷菊次郎翁を縁としました関係市町についても、３月２１日のミュージカル公演を

皮切りに、青少年交流がスタートしますので、台湾宜蘭市を含めた交流の在り方について検討し

てまいります。 

第３に、「文化・スポーツ」分野であります。 

文化の振興につきましては、吹奏楽フェスタや町文化祭、さつま町美術展、青少年劇場など、

芸術・文化に触れる機会や環境づくりを行うとともに、文化協会等と連携し、活発な活動ができ

るよう支援に努めてまいります。 

文化財の保存・活用については、適正な保存管理に努めるとともに、郷土の歴史や身近な文

化財に触れ・学び・親しむ機会を創出し、郷土を愛する心の醸成に努めてまいります。 

郷土芸能の保存・伝承につきましては、地域ごとに特色ある伝統文化や芸能に取り組む団体

と連携し、担い手の育成や活動支援に努めてまいります。 

スポーツ振興につきましては、町民の積極的なスポーツ活動への参加や競技力の向上など、

広くスポーツを普及・振興し、町民の健康増進や体力向上など、スポーツを活かした地域づくり

の推進に努めてまいります。 

次に、「ひと・いきいき」の取組としまして、第１に、「地域コミュニティー」分野であり

ます。 

地域コミュニティーについては、新たな「地区みらい共創計画」に基づく活動を引き続き支

援してまいります。 

さらに、地域が抱える課題を自ら解決する前向きな活動や地区の活性化に資する活動を支援

する新規事業を創設し、住民主体の元気ある取組を支援してまいります。 

地域福祉につきましては、中核組織である社会福祉協議会と共に、「第２次地域福祉計画・

地域福祉活動計画」に基づき、地域共生社会の実現を目指し、地域・住民・行政・その他の関係

機関の協働のもと、助け合い、支え合いながら、それぞれの地域が抱える福祉課題の解決に取り

組んでまいります。 

第２に、「高齢者福祉」分野であります。 

高齢者や支える人が望んだ場所で安心していきいきと暮らせるよう、「高齢者福祉計画・第

９期介護保険事業計画」に基づく各種の高齢者福祉サービスを推進してまいります。 

安定的な高齢者福祉サービスの提供のために、福祉人材の確保及び職場への定着を推進する

ための施策として、ＩＣＴの活用推進などにより、現場の負担軽減にも努めながら、働きやすい

環境づくりを支援してまいります。 

また、地域包括ケアシステムの深化、推進に向けた取組として、高齢者を地域全体で支える

体制をつくるため、保健・医療・介護・福祉分野の連携を強化し、情報共有や支援を行ってまい

ります。 

第３に、「障がい者福祉」分野であります。 

相談支援体制のさらなる充実のため、昨年９月に開所した「障がい者基幹相談支援セン

ター」への支援や「さつまる・ふくしマルシェ」などを通じた障がい者等への理解啓発のほか、

「第７期障がい福祉計画・第３期障がい児福祉計画」に基づき、障害福祉サービスの適切な提供

に取り組んでまいります。 

また、福祉の人材確保及び職場への定着を推進するための施策として、新たに、町内の障害

者福祉施設に勤務する皆様に対し、専門資格の取得や更新、研修受講の際に必要な経費につきま

しても支援をしてまいります。 

第４に、「健康・医療」分野であります。 
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健康づくりの推進については、「第３次健康さつま２１」を基本に、健康さつまポイント事

業・ころばん体操の推進など、町民一人一人が主体的に取り組む健康づくりを進めてまいります。 

特定健診及び各種がん検診については、「第３期データヘルス計画」に基づき、休日健診の

実施など、受診率向上及び保健指導の充実を進め、疾病の早期発見、早期治療並びに生活習慣病

の改善による重症化予防に取り組んでまいります。 

また、国民健康保険及び後期高齢者医療保険加入者の方々につきましては、人間ドックの助

成事業を拡充するとともに、薩摩郡医師会病院が実施する全身ＭＲＩによるがんドックを新たに

追加し、実施してまいります。 

さらに、後期高齢者で医療費割合が最も高い骨折を予防するために、７６歳以上の方を対象

に骨粗しょう検診を無料で実施してまいります。 

ワンコインがん検診につきましては、受診者数の増加で早期発見、早期治療につながるなど

一定の効果があったことから、引き続き取り組んでまいります。 

また、現在実施している腹部超音波検査の費用を一部助成し、受診者の経済的負担軽減と疾

病の早期発見、早期治療につなげてまいります。 

さらに、集団健康診査におきまして、新たに、すい臓がんの早期発見を目的とした血液検査

を導入することで、受診の機会の確保に努め、受診しやすい環境づくりに取り組んでまいります。 

感染症対策については、引き続き国や県の動向を注視し、適切な対応に努めてまいります。 

こころの健康づくりの推進については、「第２次いのち支える対策推進計画」に基づき、相

談支援体制の充実と人材育成に取り組んでまいります。 

二次救急医療及び地域医療の核となります薩摩郡医師会病院の医師確保対策につきましては、

引き続き支援等に努めてまいります。 

次に、「暮らし・おだやか」の取組でございます。 

第１に、「生活基盤」分野であります。 

移住・定住の促進については、鹿児島県等が主催する移住セミナーへ積極的に参加し、魅力

ある移住・定住情報の発信強化に取り組むとともに、宅地の分譲促進や住宅取得等への補助を継

続しながら、新たな住まいの確保を支援してまいります。特に空き家の購入や子育て世帯への支

援を強化するとともに、町内施工業者による住宅建設や改修に対する優遇制度を新設し、地域経

済の活性化を図りながら定住人口の増加につなげてまいります。 

また、民間資本によります賃貸住宅につきましては、新築賃貸住宅の供給は一定の成果を上

げたことから、今後は既存の民間賃貸住宅の改修に重点を移してまいります。 

経年劣化した賃貸住宅の改修を行い、入居希望者のニーズに合った良質な賃貸住宅を提供す

る個人・法人への助成制度により、人口減少の抑制、定住人口の増加、地域経済の活性化につな

げてまいります。 

公営住宅につきましては、安全で快適な住まいを長期にわたって確保するため、公営住宅等

長寿命化計画に基づき、屋根外壁塗装工事を実施するとともに、計画的な点検・修繕を進め、入

居者が安心して生活できる環境づくりに努めてまいります。 

都市下水路につきましては、適切な施設の修繕や維持管理を行うとともに、ストックマネジ

メント計画に基づき、虎居・轟原・豊川都市下水路の改築を計画的に進めてまいります。 

道路整備については、主要幹線道路の整備促進や生活道路の安全対策など、誰もが安全に移

動できる環境改善を計画的に進めてまいります。 

また、高規格道路「北薩横断道路」の早期全線開通、被災した北薩トンネルの早期復旧、

「川内宮之城道路」の高規格道路への指定・事業化など、広域交通ネットワークの整備について
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は、国・県との連携を強化し、必要な要望活動を計画的かつ継続的に展開してまいります。 

水環境の保全については、合併処理浄化槽の設置を推進し、生活排水の水質浄化を図るとと

もに、農業集落排水施設の効率的な運用及び戦略的な維持管理に努めます。 

第２に、「消防・防災」分野であります。 

常備消防につきましては、町民の防災意識の普及啓発に努めるとともに、林野火災注意報・

警報の的確な運用と資機材の整備を図り、林野火災対策の充実強化に努めます。 

また、救急救命士の養成や高規格救急自動車の更新など、救急体制の強化を進めてまいりま

す。 

非常備消防については、消防団活動の積極的な情報発信により、町民の理解を深めることで、

団員確保に取り組みます。また、消防自動車の更新、耐震性貯水槽の設置など、消防用資機材及

び施設等の充実に努めてまいります。 

地域防災力の強化につきましては、引き続き自主防災組織が行う防災活動に対する支援や防

災士など地域防災リーダーの育成費用の助成、出前講座など、防災学習の充実を図ってまいりま

す。 

避難体制につきましては、気象情報や警戒レベルに応じて必要な避難体制を迅速に開設でき

る体制を整えるとともに、避難所物資の備蓄体制の強化やバリアフリー化を進めるなど、町民の

皆様が安心して避難できる環境を整備してまいります。 

第３に、「防犯・交通安全」分野であります。 

防犯対策につきましては、防犯灯や防犯カメラの計画的な維持管理を行うとともに、特殊詐

欺やＳＮＳ犯罪に巻き込まれないための啓発活動を関係機関・団体と連携して強化してまいりま

す。 

交通安全対策については、子どもや高齢者の交通安全教育を充実させるとともに、カーブミ

ラーや区画線などの交通安全施設の整備を図ってまいります。 

次に、「まち・きらきら」の取組としまして、第１に、「農林水産業」分野であります。 

農林業の振興については、「第４次さつま町農林業いきいきプラン」に基づき、稼ぐ力を強

化し、活力ある農林業に取り組んでまいりました。また、令和８年度からは新たに、「第５次プ

ラン」を作成し、野菜・果樹・茶等の重点品目や米の奨励品種「あきの舞」の生産拡大に向けて

取り組んでまいります。 

農業従事者の高齢化や労働力不足が深刻化する中で、先進技術の導入や作業の省力化等によ

るスマート農業等を推進し、農産物の生産支援や耕作地の大規模化に向けた畦畔除去、パイプラ

インの整備等についても新たな制度の確立に向けて、国・県への要望活動を図るとともに、日本

型直接支払制度であります「中山間地域等直接支払制度」、「多面的機能支払制度」、「環境保

全型農業直接支払制度」を活用し、地域の共同取組活動を支援することで、地域資源の適切な保

全管理に努めてまいります。 

農林産物の販売対策につきましては、ＪＡ北さつまと連携し、消費者から信頼される品質と

安定生産に向けた取組を進め、トップセールス等による都市圏での販売促進活動を展開するなど、

地元農林産物のサプライチェーンにおける付加価値の創出に取り組むとともに、茶等の海外輸出

や６次化販売についても推進してまいります。 

有害鳥獣対策につきましては、引き続き山林と集落間の草払いや樹木の伐採を推進し、集落

に有害鳥獣を寄せつけない対策、対象鳥獣の捕獲及び防護柵等の設置など、鳥獣被害対策実施隊

による集落周辺での対策を実施してまいります。 

また、猟友会会員の協力を得ながら、イノシシ・シカ等の捕獲による農作物の被害防止に努
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め、ジビエ処理加工施設との連携を図り、食肉としての有効活用をするなど、地域活性化を図っ

てまいります。 

畜産につきましては、ここ数年の情勢の悪化で、生産母牛・子牛が減少し、農家の体力・活

力が低下しており、復活を目指すため、町の支援策の拡充や国・県の補助事業の有効活用により、

生産基盤の再整備に努めてまいります。 

高病原性鳥インフルエンザや豚熱をはじめとする家畜伝染病の侵入防止策として、家畜飼料

衛生管理基準の遵守と、消毒の徹底を農家に働きかけるなど、家畜防疫体制の強化に努めてまい

ります。 

また、肥料や配合飼料をはじめとする生産資材等の高騰対策については、国・県・町の緊急

支援対策など、状況に応じた支援をしてまいります。 

地域計画に基づく地域農業の振興につきましては、計画の実現化に向け、農業委員会等の関

係団体とともに、各公民館単位で「農業を考える会」を開催し、地域計画のブラッシュアップを

積極的に支援するとともに、農地中間管理事業による担い手への農地の集積・集約化にも取り組

んでまいります。 

認定農業者や認定新規就農者の支援につきましては、県・ＪＡ北さつま等関係機関で組織す

る「さつま町担い手育成総合支援協議会」と連携を図りながら、技術指導や研修会等の活動をは

じめ、国・町の助成を活用した新たな農業経営を目指し、大型農業機械・スマート農業機器の導

入による省力化を進め、また、新たな栽培技術の導入に取り組むことで、効率的で持続可能な経

営を図り、将来に夢と希望の持てる稼げる農業への取組を進めてまいります。 

農業基盤整備等については、県営土地改良事業など優位な事業を積極的に取り入れ、地元の

合意形成を図りながら、老朽化する農業用施設の長寿命化対策や農村環境の基盤強化、防災重点

農業用ため池の耐震対策に努めてまいります。 

林業関係については、森林環境譲与税を活用し、林業担い手の確保、育成対策や森林資源の

適切な管理と循環利用を促進し、林業経営の安定化と強化を図り、元気な林業を目指すとともに、

森林のＣＯ２吸収・固定能力を高めカーボンニュートラルの実現、また、次の世代を担う子ども

たちの森林環境に対する意識の醸成を図るため、森林環境教育にも積極的に取り組んでまいりま

す。 

第２に、「商工業」分野であります。 

商工業の振興については、商工会と連携し、起業・創業時の支援を行うことで新規就業者の

確保を図るとともに、事業承継についても、承継人の確保に向けた支援に取り組みます。 

また、地域おこし協力隊などの人材を活用し、「薩摩のさつま」認証品などを広く対外的に

ＰＲし、ふるさと納税受入れ額の確保に取り組みます。 

まちのにぎわいを進めるまちづくりについては、中心市街地を含む主要施設の活用、整備に

ついて、基本構想・基本計画の策定に着手します。具体的には、町民をはじめ、商工会など関係

機関・団体によるワークショップを通じて、広く意見を集約しながら、丁寧な合意形成を図って

まいります。 

若者等の就労による労働力の確保については、新卒者や転入者に対する就労支援奨励金の支

給を継続してまいります。 

転入者及び新婚世帯にあっては、本町に居住しながら、町内または町外の企業に勤務する場

合の民間賃貸住宅の家賃補助を行い、定住人口の増加を図ってまいります。 

また、社員用住宅の取得等に対する助成金制度については、既存建物を購入し改修する場合

において、町内施工業者を活用した際の補助率を優遇することで、地域経済の活性化を図りなが
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ら、雇用の確保と従業員の利便性向上に努めてまいります。 

性別や町内外在住にかかわらず、本町で働きたい・働きやすい雇用環境の実現につきまして

は、企業間の連携強化を支援するとともに、ワークライフバランスの啓発を進め、働く場や家庭、

地域活動などでの活躍を推進し、誰もがいきいきと働くことができる環境づくりに取り組んでま

いります。 

さらに、町内の高校と企業との連携によるキャリア教育やＵＩＪターンの促進を行い、地域

の担い手確保に努めてまいります。 

誰もが働きやすい環境づくりについては、昨年１２月に設置しました「さつま町創生ＧＤＸ

センター」が核となり、特に若い女性が町内で働ける環境をつくるため、産官学金の連携により、

様々な事業を展開してまいります。 

さらに、デジタルを活用して町内で働く・起業するための実践的な伴走型支援にもスピード

感を持って取り組んでまいります。 

防衛施設の誘致につきましては、現在、防衛省による適地調査が進められているところであ

り、調査の結果を踏まえ、適切な時期に住民説明会を開催するよう防衛省に対して、引き続き要

望してまいります。 

今後も国と連携を図りながら、地域住民を中心とした丁寧な情報提供と調整に努めてまいり

ます。 

第３に、「観光」分野であります。 

観光の振興については、「観光振興基本計画」に基づき、稼ぐ力の向上に向けた取組を進め

てまいります。 

具体的には、宗功寺公園や県が進める虎居城跡の整備と併せ、川内川及び鶴田ダムを核とし

たインフラツーリズムなどによる回遊性を促す取組を進めてまいります。 

また、近年ホタルが減少し、町の観光や魅力発信などに大きな影響を与えていることから、

引き続き「ほたる再生プロジェクト協議会」会員とともに、先進事例の視察やカワニナの養殖な

ど、ホタルの住める環境づくりを進めてまいります。 

温泉やスポーツ施設等を活かしたプロスポーツキャンプやスポーツ合宿等の受入れについて

は、「コンベンションタウンさつま推進協議会」会員と連携し、宿泊者の確保による地域経済の

活性化を図るとともに、おもてなしによる町のイメージアップに向けた取組を進めてまいります。

また、宿泊施設不足対策については、イベント民泊等を活用した宿泊施設の確保に取り組んでま

いります。 

最後に、「みらい・つながる」の取組としまして、第１に、「環境・景観保全」分野であり

ます。 

都市公園につきましては、長寿命化計画に基づき、安全性の確保や計画的な更新、持続可能

な管理を進め、健康や福祉・防災など、多面的な機能を備えた利用しやすい公園づくりを進めて

まいります。 

県立北薩広域公園の整備促進につきましては、歴史ゾーンの早期完成や園内施設の充実が図

られるよう国・県への働きかけを継続してまいります。 

環境美化と循環型社会の形成につきましては、持続可能な未来の実現に向け、町民・事業

者・行政等が連携して、ごみの分別、排出抑制を推進し、限りある資源の再利用、再生利用及び

環境負荷の低減と資源循環に努めてまいります。 

また、２０５０年のカーボンニュートラルを見据え、自然環境との共生を図りながら、再生

可能エネルギー導入を推進するとともに、生物多様性の保全に配慮し、地域の特性を活かした持
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続可能なエネルギー源の活用を目指します。 

第２に、「人権尊重・多様性」分野であります。 

人権尊重につきましては、すべての人がお互いの人権や尊厳を大切にし、いきいきとした人

生が享受できるよう個性と多様性を尊重してまいります。 

また、誰もが社会の一員として平等に共生し、一人一人が安心して暮らせる社会の実現を目

指すため、地域社会・職場・学校など、あらゆる場において、人権教育と啓発活動を積極的に推

進してまいります。 

第３に、「行財政運営」分野であります。 

広報・情報発信につきましては、町広報紙やホームページを中心とし、さらに町公式ＬＩＮ

Ｅ・フェイスブックなどＳＮＳの登録者を増やしながら、複数の手段で確実かつ、きめ細かな分

かりやすい情報発信に努めてまいります。 

また、全２０地区において、「町政座談会」を開催し、各地域の課題や実情を直接お伺いす

るとともに、「町長と語る会」の開催やパブリックコメントの実施、アンケートやデジタル媒体

を活用し、引き続き、よりよいまちづくりに向け、町民の皆様の声を町政に活かしてまいります。 

行政改革につきましては、将来的に厳しさを増す財政状況を見据えながら、本年度から始ま

る「第５次行政改革大綱」並びに「推進計画」に基づき、さらなる自主財源の確保や公共施設の

適切なマネジメントなど、歳入・歳出両面で各般の改革を進め、限られた財源の中で、最大の効

果が発揮できるよう適時行政運営の在り方を見直しながら、質の高い行政サービスの提供と安定

した行財政基盤の確立に取り組んでまいります。 

また、新たな自主財源確保策として、町有施設へのネーミングライツを導入し、地元企業と

連携を深めることで、施設の認知度を高めつつ、地域の活性化やスポーツの振興等を図ってまい

ります。 

人材育成・職場環境改善については、複雑多様化する行政課題に対応するため、職員一人一

人が能力を最大限発揮できるよう計画的な人材育成を進めるとともに、柔軟な働き方や健康支援

の拡充を図り、安心して働き続けられる職場環境を整えることで、持続可能な行政運営を進めて

まいります。 

次に、令和８年度予算編成の概要について申し上げます。 

政府は、令和８年度予算編成について、「経済財政運営と改革の基本方針２０２５」におけ

る重要政策課題に加え、まずは生活の安全保障・物価高への対応、危機管理投資・成長投資によ

る強い経済の実現、防衛力と外交力の強化を３つの柱とする「強い経済を実現する総合経済対

策」を策定し、令和７年度補正予算と一体としながら、切れ目のない経済財政運営を行おうとし

ているところであります。 

また、強い経済の構築に向けた重要施策に対して、必要な予算・税制上の措置等を確実に講

じ、予算等を重点化しつつ、経済・財政・新生計画に基づき、歳出・歳入両面から改革を推進す

るとしています。 

地方財政対策につきましては、物価高が続くとともに、社会保障関係費や人件費の増加等が

見込まれる中、地方公共団体が様々な行政課題に対応しながら、行政サービスを安定的に提供で

きるよう交付団体をはじめ、地方が安定的な財政運営を行うために必要となる一般財源総額につ

いて、経済・物価動向等を適切に反映し、令和７年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質

的にその水準が確保される見通しであります。 

このような中、本町の令和８年度当初予算編成につきましては、「来たる次代へ向けて～元

気なさつま町の再生～」の理念のもと、施策の重点化と選択を徹底し、地域の活力と住民福祉の
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向上を図ることを基本姿勢としながら、一つ目に「持続可能なまちづくり」、二つ目に「人が元

気なまちづくり」、三つ目に「にぎわいのあるまちづくり」、四つ目に「協働とデジタル化によ

るまちづくり」、この四つの項目を念頭に予算編成に取り組んだところであります。 

この結果、一般会計予算の総額につきましては１４５億２,０００万円であります。前年度に

比較いたしまして３億３,３００万円、２.３％の増加となっております。 

目的別の主な増減額につきましては、消防費が、常備消防施設費や防災無線費などにより

５,６２０万９,０００円、民生費が、教育・保育給付費や一般社会福祉費などにより

３,１７６万６,０００円、それぞれ減少となる一方、土木費が、河川維持費や過疎対策道路整備

事業などにより１億６,９３９万円、商工費が、ふるさとさつま応援寄附金事務費や物産観光施

設管理費などにより１億６０７万円、それぞれ増加となっております。 

歳入歳出の性質別内訳は、義務的経費が７３億４,０７４万１,０００円で２,６２３万

８,０００円の増加、主な要因として、人件費や公債費があります。 

投資的経費が１７億５,８１０万７,０００円で、河川維持費などにより２億２,８００万

８,０００円の増加となっておりますけれども、これは令和７年度当初予算が骨格予算であった

ことからの影響によるものであります。 

また、物件費などその他の経費が５４億２,１１５万２,０００円で７,８７５万４,０００円

の増加となっております。 

歳入につきましては、国庫支出金が地方創生道路整備推進交付金などにより１億１,６８４万

８,０００円、諸収入が、デジタル基盤改革支援補助金などにより１億１,６５４万６,０００円、

それぞれ減少する一方で、地方交付税のうち普通交付税により２億４６９万２,０００円、町税

が固定資産税などにより１億３,７９２万４,０００円、町債が緊急減災防災事業などにより１億

２,６５０万円と、それぞれ増加しております。 

このようなことから、歳入の財源割合は、町税や繰入金などの自主財源が５２億５,３０８万

９,０００円で３６.２％、地方交付税や国・県支出金、町債などの依存財源が９２億

６,６９１万１,０００円で６３.８％となり、結果、依存財源が大きく増加したところでありま

す。 

財政の健全化は、町民の皆様の安心・安全な暮らしを守り、将来世代に希望あるさつま町を

引き継ぐための不可欠な土台であります。 

これまで以上に、選択と集中を徹底し、限られた予算をより効果的に活用しながら、持続可

能な財政運営に取り組んでまいります。 

次に、国民健康保険事業特別会計予算についてであります。 

本年度の予算総額は２６億５,５５３万９,０００円で、前年度当初予算と比較いたしまして、

１億６０７万４,０００円の減少となっております。 

これは、被保険者の減少による保険給付費等の減少が影響していると考えております。 

鹿児島県と各市町村が保険者となり、県が責任主体となる国民健康保険新制度へ移行して

９年目を迎えますが、被保険者の減少、医療技術の高度化、高い年齢構成による疾病の重症化な

どにより、引き続き厳しい財政運営となっております。 

このようなことから、財政の安定化を図るため、特定健診等の結果に基づき、リスクに応じ

た個別指導や訪問活動・健康教室等を行い、対象者の生活習慣改善や健康維持増進・重症化予防

に努めてまいります。 

次に、後期高齢者医療特別会計予算についてであります。 

本年度の予算総額は５億１,６６７万６,０００円で、前年度当初予算と比較しまして
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９,３９５万５,０００円の増加となっております。 

市町村業務である届出等の受付事務、保険料の普通徴収業務などを正確に実施し、高齢者の

保健事業と介護予防の一体的実施事業により、フレイル予防・重症化予防など健康課題の解決に

取り組みながら、円滑な事業運営に努めてまいります。 

次に、介護保険事業特別会計予算についてであります。 

本年度の予算総額は３２億１,１２８万９,０００円で、前年度当初予算と比較しまして

７５万８,０００円の減少となっております。 

主に介護予防サービス給付費の減少により、保険給付費は２９億７,８６９万４,０００円、

前年度比０.０９％の減少となったところであります。 

本町の高齢化率は４３％を超え、人口減少と少子高齢化が加速する中、令和８年度は、「第

９期介護保険事業計画」の総仕上げと次期計画の策定準備を進めます。 

また、地域包括ケアシステムの深化に向け、認知症への普及啓発と見守り体制を強化すると

ともに、高齢者やその家族への相談支援体制を充実させ、住み慣れた地域で安心して暮らせるま

ちづくりを推進してまいります。 

次に、上水道事業会計予算についてであります。 

本年度の業務予定量は、給水件数９,７４０件、総給水量１８７万６,０００立方メートルを

予定しており、予算額では収益勘定で収入総額４億４,１１４万１,０００円、支出総額４億

２,７４４万６,０００円と定めています。 

また資本勘定におきましては、収入総額２億４,１８１万７,０００円、支出総額３億

８,０５９万２,０００円と定め、不足する額１億３,８７７万５,０００円につきましては、損益

勘定留保資金などで補てんするものであります。 

主な事業は、令和６年度から整備を進めている佐志地区の水道施設再編推進事業のほか、配

水管等の改良工事、水道施設設備の更新などを予定しております。 

水道は、日常生活におきまして必要不可欠なライフラインであり、安全・安心な水を安定し

て供給する必要があります。水道施設の老朽化、災害に備えての耐震化など、多くの課題を抱え

ておりますが、限られた財源の中で、効率的で健全な事業運営に努めてまいります。 

最後に、農業集落排水事業会計予算についてであります。 

本年度の予定排水戸数は４１９戸、年間総排水量１０万２０３立方メートルを予定しており

ます。 

予算額では、収益勘定で収入総額６,０３０万円、支出総額６,０２１万６,０００円と定めて

おります。 

資本勘定におきましては、収入総額は計上せず、支出総額を８６６万１,０００円と定め、不

足する額８６６万１,０００円につきましては、当年度分損益勘定留保資金などで補てんするも

のであります。 

資本的支出は、下水道債の償還元金であります。 

農業集落排水事業は、施設の老朽化に伴い厳しい財政運営が予想されますが、施設の延命化

を図り、効率的な事業運営に努めてまいります。 

結びに、令和８年度は「第３次総合振興計画」が始動し、本町の新たな船出の年であります。 

議員各位をはじめ、町民の皆様と手を携え、次の１０年、さらにはその先の未来に向けて、

元気なさつま町の再生に全力を尽くすことをお誓い申し上げまして、施政方針といたしたいと思

います。 

〔上野 俊市町長降壇〕 
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○新改 秀作議長   

 ここでしばらく休憩します。再開は、おおむね１０時５０分とします。 

 

休憩 午前１０時３８分 

 

再開 午前１０時５０分 

 

○新改 秀作議長   

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

〔上野 俊市町長登壇〕 

○上野 俊市町長 

 それでは、当初予算以外の各議案につきまして、一括して提案の理由を申し上げます。 

 まず、「議案第４号 さつま町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制

定について」であります。 

これは、特定乳児等通園支援事業の運営に関し必要な事項を定めることに伴い、本条例を制

定しようとするものであります。 

 次に、「議案第５号 さつま町公告式条例の一部改正について」であります。 

これは、地方自治法の一部改正等に伴い、本条例の一部を改正しようとするものであります。 

 次に、「議案第６号 さつま町情報公開条例の一部改正について」であります。 

これは、庁舎内電子決裁システムの導入等に伴い、本条例の一部を改正しようとするもので

あります。 

 次に、「議案第７号 さつま町行政手続条例の一部改正について」であります。 

これは、行政手続法の一部改正に伴い、本条例の一部を改正しようとするものであります。 

 次に、「議案第８号 さつま町職員の給与に関する条例等の一部改正について」であります。 

これは、人事院勧告等に基づく本町職員の手当の改正に伴い、関係する条例の一部を改正し

ようとするものであります。 

 次に、「議案第９号 さつま町社会体育施設条例の一部改正について」であります。 

これは、社会体育施設の一部廃止に伴い、本条例の一部を改正しようとするものであります。 

 次に、「議案第１０号 さつま町歴史民俗資料館施設条例の一部改正について」であります。 

これは、ふるさと薩摩の館を廃止することに伴い、本条例の一部を改正しようとするもので

あります。 

 次に、「議案第１１号 さつま町公設地方卸売市場条例の一部改正について」であります。 

これは、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正

する法律の施行に伴い、本条例の一部を改正しようとするものであります。 

次に、「議案第１２号 さつま町火入れに関する条例の一部改正について」であります。 

これは、さつま町火災予防条例において、林野火災注意報及び林野火災警報が追加されたこ

とに伴い、本条例の一部を改正しようとするものであります。 

次に、「議案第１３号 さつま町営住宅等条例の一部改正について」であります。 

これは、東谷北団地及び中津川団地の用途廃止に伴い、本条例の一部を改正しようとするも

のであります。 

次に、「議案第１４号 さつま町火災予防条例の一部改正について」であります。 

これは、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例
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の制定に関する基準を定める省令等の一部改正に伴い、本条例の一部を改正しようとするもので

あります。 

次に、「議案第１５号 さつま町宮之城文化センター条例の廃止について」であります。 

これは、宮之城文化センターを廃止することに伴い、本条例を廃止しようとするものであり

ます。 

次に、「議案第１６号 さつま町公の施設使用料徴収条例の一部改正について」であります。 

これは、公の施設の一部廃止に伴い、本条例の一部を改正しようとするものであります。 

次に、「議案第１７号 さつま町公共施設整備基金条例の一部改正について」であります。 

これは、公共施設等において整備や長寿命化、除却等も含め総合的に管理するための財源と

して柔軟に活用できるよう、本条例の一部を改正しようとするものであります。 

内容につきましては、それぞれ所管の課長に説明させますので、よろしく御審議くださるよ

うお願いを申し上げます。 

〔上野 俊市町長降壇〕 

○久保田春彦こども課長 

 「議案第４号 さつま町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定につ

いて」内容の説明をいたします。 

〔以下議案説明により省略〕 

○富満 悦郎総務課長 

 続きまして、「議案第５号 さつま町公告式条例の一部改正について」御説明いたします。 

〔以下議案説明により省略〕 

○富満 悦郎総務課長 

 次に、「議案第６号 さつま町情報公開条例の一部改正について」御説明申し上げます。 

〔以下議案説明により省略〕 

○富満 悦郎総務課長 

 次に、「議案第７号 さつま町行政手続条例の一部改正について」御説明いたします。 

〔以下議案説明により省略〕 

○富満 悦郎総務課長 

 次に、「議案第８号 さつま町職員の給与に関する条例等の一部改正について」御説明いたし

ます。 

〔以下議案説明により省略〕 

○中村 英美社会教育課長 

 「議案第９号 さつま町社会体育施設条例の一部改正について」御説明いたします。 

〔以下議案説明により省略〕 

○中村 英美社会教育課長 

 続きまして、「議案第１０号 さつま町歴史民俗資料館施設条例の一部改正について」御説明

いたします。 

〔以下議案説明により省略〕 

○山口 良浩農林課長 

 それでは、「議案第１１号 さつま町公設地方卸売市場条例の一部改正について」御説明申し

上げます。 

〔以下議案説明により省略〕 

○山口 良浩農林課長 
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 続きまして、「議案第１２号 さつま町火入れに関する条例の一部改正について」御説明申し

上げます。 

〔以下議案説明により省略〕 

○原田 健二建設課長 

 それでは、「議案第１３号 さつま町営住宅等条例の一部改正について」御説明申し上げます。 

〔以下議案説明により省略〕 

○木場 哲志消防長 

 それでは、「議案第１４号 さつま町火災予防条例の一部改正について」御説明申し上げます。 

〔以下議案説明により省略〕 

○中村 英美社会教育課長 

 「議案第１５号 さつま町宮之城文化センター条例の廃止について」御説明いたします。 

〔以下議案説明により省略〕 

○中村 英美社会教育課長 

 続きまして、「議案第１６号 さつま町公の施設使用料徴収条例の一部改正について」御説明

いたします。 

〔以下議案説明により省略〕 

○垣内 浩隆財政課長 

 「議案第１７号 さつま町公共施設整備基金条例の一部改正について」内容の説明を申し上げ

ます。 

〔以下議案説明により省略〕 

○垣内 浩隆財政課長 

 続きまして、「議案第１８号 令和８年度さつま町一般会計予算」について内容の説明を申し

上げます。 

〔以下議案説明により省略〕 

○内村 千鶴ほけん総括監 

 それでは、「議案第１９号 令和８年度さつま町国民健康保険事業特別会計予算」について御

説明いたします。 

〔以下議案説明により省略〕 

○内村 千鶴ほけん総括監 

 続きまして、「議案第２０号 令和８年度さつま町後期高齢者医療特別会計予算」について御

説明いたします。 

〔以下議案説明により省略〕 

○川﨑 里志ほけん福祉課長 

 「議案第２１号 令和８年度さつま町介護保険事業特別会計予算」について御説明申し上げま

す。 

〔以下議案説明により省略〕 

○新改 秀作議長   

 ここでしばらく休憩します。再開は、おおむね１時５分とします。 

 

休憩 午前１１時５０分 

 

再開 午後１時０５分 
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○新改 秀作議長   

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

○出水  隆水道課長 

 それでは、「議案第２２号 令和８年度さつま町上水道事業会計予算」について説明いたしま

す。 

〔以下議案説明により省略〕 

○堀  孝志町民環境課長 

 それでは、「議案第２３号 令和８年度さつま町農業集落排水事業会計予算」について御説明

申し上げます。 

〔以下議案説明により省略〕 

○新改 秀作議長   

 ただいま議題となっています各議案に対する質疑は、３月１０日の本会議で行いますので、当

日まで審議を中止しておきます。 

 なお、一般質問者の人数次第では、各議案に対する質疑を３月９日の本会議で行う場合があり

ますので、あらかじめ御了承をお願いいたします。 

 

△日程第２８「議案第２４号 町道路線の廃止又は認定に

ついて」 

○新改 秀作議長 

次は、日程第２８「議案第２４号 町道路線の廃止又は認定について」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

〔上野 俊市町長登壇〕 

○上野 俊市町長 

それでは、「議案第２４号 町道路線の廃止又は認定について」であります。 

これは、道路改良及び道路台帳整備等に伴いまして、道路法第８条第１項及び第１０条第

１項の規定により路線を廃止又は認定しようとするため、同法第８条第２項及び第１０条第３項

の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 

内容につきましては、建設課長に説明させますので、よろしく御審議くださるようお願いい

たします。 

〔上野 俊市町長降壇〕 

○原田 健二建設課長 

 それでは、「議案第２４号 町道路線の廃止又は認定について」御説明申し上げます。 

〔以下議案説明により省略〕 

○新改 秀作議長 

 これから質疑を行います。本件について質疑は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっています議案第２４号は、会議規則３９条第３項の規定に

よって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○新改 秀作議長 

 異議なしと認めます。よって、議案第２４号は委員会付託を省略することに決定しました。 

 これから討論を行います。討論は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから「議案第２４号 町道路線の廃止又は認定について」を採決します。 

 お諮りします。本件は、可決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長 

 異議なしと認めます。よって、「議案第２４号 町道路線の廃止又は認定について」は、可決

されました。 

 

△日程第２９「議案第２５号 第３次さつま町総合振興計

画基本構想の策定について」、日程第３０「議案第

２６号 さつま町過疎地域持続的発展計画の策定につい

て」 

○新改 秀作議長 

 次は、日程第２９「議案第２５号 第３次さつま町総合振興計画基本構想の制定について」及

び日程第３０「議案第２６号 さつま町過疎地域持続的発展計画の策定について」の議案２件を

一括して議題とします。 

 各議案について、提案理由の説明を求めます。 

〔上野 俊市町長登壇〕 

○上野 俊市町長 

 まず、「議案第２５号 第３次さつま町総合振興計画基本構想の策定について」であります。 

これは、第３次さつま町総合振興計画基本構想を定めようとするため、さつま町議会の議決

すべき事項を定める条例第２条の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 

 次に、「議案第２６号 さつま町過疎地域持続的発展計画の策定について」であります。 

これは、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第８条第１項の規定に基づき、さ

つま町過疎地域持続的発展計画を定めようとするため、議会の議決を求めるものであります。 

内容につきましては、総合政策課長に説明させますので、よろしく御審議くださるようお願

いいたします。 

〔上野 俊市町長降壇〕 

○大平  誠総合政策課長 

それでは、「議案第２５号 第３次さつま町総合振興計画基本構想の策定について」御説明

を申し上げます。 

〔以下議案説明により省略〕 

○大平  誠総合政策課長 

引き続きまして、「議案第２６号 さつま町過疎地域持続的発展計画の策定について」別紙

のとおり定めようとするものでございます。 

〔以下議案説明により省略〕 

○新改 秀作議長 
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ただいまの議案２件に対する質疑は、３月２５日の本会議で行いますので、当日まで審議を

中止しておきます。 

 

△日程第３１「報告第１号 令和７年度さつま町土地開発

公社事業会計補正予算（第２号）について」、日程第

３２「報告第２号 令和７年度さつま町土地開発公社事

業会計補正予算（第３号）について」、日程第３３「報

告第３号 令和８年度さつま町土地開発公社事業計画及

び事業会計予算について」 

○新改 秀作議長 

  次は、日程第３１「報告第１号 令和７年度さつま町土地開発公社事業会計補正予算（第

２号）」についてから日程第３３「報告第３号 令和８年度さつま町土地開発公社事業計画及び

事業会計予算について」までの報告３件を一括して議題とします。 

 内容の説明を求めます。 

〔上野 俊市町長登壇〕 

○上野 俊市町長 

それでは、「報告第１号 令和７年度さつま町土地開発公社事業会計補正予算（第２号）につい

て」及び「報告第２号 令和７年度さつま町土地開発公社事業会計補正予算（第３号）につい

て」並びに「報告第３号 令和８年度さつま町土地開発公社事業計画及び事業会計予算につい

て」であります。 

これは、公有地の拡大の推進に関する法律第１８条第２項の規定に基づき、提出がございま

したので地方自治法第２４３条の３第２項の規定に基づき、別冊のとおり提出するものでありま

す。 

内容につきましては、産業・定住支援室長に説明させますので、よろしく御審議くださるよ

うお願いいたします。 

〔上野 俊市町長降壇〕 

○太田 竜也産業・定住支援室長 

 それでは、「報告第１号 令和７年度さつま町土地開発公社事業会計補正予算（第２号）につ

いて」御説明いたします。 

〔以下議案説明により省略〕 

○太田 竜也産業・定住支援室長 

 続きまして、「報告第２号 令和７年度さつま町土地開発公社事業会計補正予算（第３号）に

ついて」御説明いたします。 

〔以下議案説明により省略〕 

○太田 竜也産業・定住支援室長 

 続きまして、「報告第３号 令和８年度さつま町土地開発公社事業計画及び事業会計予算につ

いて」御説明いたします。 

〔以下議案説明により省略〕 

○新改 秀作議長 

 ただいまの報告に対する質疑は、３月２５日の本会議で行いますので、当日まで審議を中止し

ておきます。 
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△日程第３４「陳情について」 

○新改 秀作議長 

 次は、日程第３４「陳情について」であります。 

２月１８日までに受理した陳情書については、配布してあります陳情文書表のとおり、総務

厚生常任委員会及び防衛施設等調査特別委員会に審査を付託します。 

 

△散  会   

○新改 秀作議長   

 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 ３月６日は午前９時３０分から本会議を開き、一般質問を行います。 

 本日は、これで散会します。 

散会時刻 午後１時３８分   
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令 和 ８ 年 第 １ 回 定 例 会 一 般 質 問 

令和８年３月６日（第２日） 

順 番 
（議席番号） 

質 問 者 
質  問  事  項  ・  要  旨 

１ （６） 

古 田  昌 也 

１ 災害・防災・危機管理の対応、在り方について 

  近年、災害・防災・危機管理についての訓練や講習会などが開催

され、多くの方々が関心を持っている。 

本町も２０周年を迎え、時代に合った管理、対応をしていくべき

だと考えるが、どのようになっているか次の点を問う。 

(1) 民間企業などと災害協定を結んでいるが、協定を締結してか

ら更新などは行っているのか。 

(2) 本町の７か所の福祉避難所と連携、避難登録や備品などの更

新はされているのか。 

(3) ４月から一部の指定避難所が地域管理になるが、備品や建物

管理、避難時の対応などに変更があるのか。 

   また、変更などがあった場合は、周知や話し合いはできてい

るのか。 

(4) 災害対応、準備で一番大切なのは人材だと考えるが、確保は

できているのか。 

２ 宮之城中学校分教室について 

  ４月から開校予定の宮之城中学校分教室において、新聞やテレビ

などで報道が多くされている。 

  報道は期待の表れであると考える。そうなると多くの人が視察、

研修などで分教室に訪れることが予想されるが、対応策などは考え

ているのか。 

  また、分教室に通うことを決めた生徒たちが、その後、ふれあい

教室やさつまルームの利用を希望した場合には、併用などの対策を

考えているのか。 

２ （３） 

竪 山 秀 樹 

１ 本町における令和８年産米の政策・方針について 

  令和のコメ騒動を受け国の前政権下では、事実上の減反政策を転

換し主食用の増産を掲げた。しかし、現政権下は一転、需要に応じ

た生産を打ち出しており、生産者は、この揺らぐ農政に振り回され

ている。 
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順 番 
（議席番号） 

質 問 者 
質  問  事  項  ・  要  旨 

  また一方では、令和７年産米の高騰は異常と指摘する声もあり、

消費者のコメ離れが懸念されている。このような状況下、本町にお

いても令和８年産米の作付け調査の取りまとめが実施されている

が、この動向も踏まえ産地形成に向けた本町の政策・方針について

町長の見解を問う。 

２ イチゴ栽培における、ほ場の疫病対策について 

近年、イチゴ栽培農家のほ場において、株が枯れる現象が多数発

生しており、その対策に生産現場では大変苦慮している。原因とし

ては、多くは炭疽病であるとの報告がされているが、中には萎黄病

（いおうびょう）ではないかとの報告もある。 

特に、萎黄病については、一旦発生するとその菌が他の株へ連鎖

することから、非常に厄介な病気であり対策が困難との報告であ

る。 

昨年、実際にこれらの疫病感染により、植え付けを断念した農家

もある。このような状況が続けば、産地を維持形成することに支障

をきたすことも考えられるが、これらの疫病に対する指導、対策に

ついて町長の見解を問う。 

３ 本町の畜産事業（繁殖メス牛）における生産基盤の維持・拡大に

ついて 

  本町における畜産事業、特に繁殖メス牛の飼養農家については、

生産者の高齢化や飼料の高騰を受け、戸数・頭数ともに減少し、令

和７年末現在で１７１戸、３,０１６頭となっている。 

  特に、飼養戸数については、減少に歯止めが掛からない状況にあ

り、このままでは全国に誇れる子牛の供給産地としての維持形成が

困難視される。 

  これまで町としては、生産基盤の維持・拡大を目的とした町単独

の事業を推進しているが、資材価格や子牛価格の高騰を受け、さら

なる事業費の拡大上乗せはできないものか、町長の見解を問う。 

４ 食料品店舗が無い地域における買い物困難者への支援策について 

  近年、近隣に食料品店がない、交通手段がないなどの理由で、食

料品の買い物に苦労を感じる人、いわゆる「買い物難民・買い物弱
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順 番 
（議席番号） 

質 問 者 
質  問  事  項  ・  要  旨 

者」と呼ばれる高齢者が増加している。 

  本町においても、長年、地域を支えてきた店舗が閉鎖し、その近

隣の住民、特に高齢者からは「遠方まで出掛けなければならず非常

に不便を感じている。車の運転ができるうちは良いが、それも長く

は続かない。本当に先行きが不安だ。」との声が寄せられている。 

  このように、高齢者が住み慣れた場所で安心して生活を続けられ

るためには、買い物困難者へ何かしらの支援が必要と考えるが、町

長の見解を問う。 

３ （８） 

武  さ と み 

１ 現在、学校で行っている「フッ素洗口」について 

  学校で、集団フッ素洗口を始めて十数年経過したが、フッ素の中

毒性を訴えている医師もいるなか、学校で行わなければならない合

理的理由を問う。 

２ 教育長のめざす学校（子ども）像について 

  インクルーシブ教育を進め、子どもたちが主体的に楽しく学ぶた

めに「多様化学校分教室」では、どのような子ども像をめざすのか

問う。 

  また、さつま町のすべての学校を、「不登校」ゼロの学校にする

ために、取り組むべきことを問う。 

３ 弾薬庫建設によるデメリットについて 

  弾薬庫のあるところでＰＦＡＳ等の汚染が報道されているが、他

にも建設された時の不安を抱えている住民に、デメリットの面をど

のように解消するつもりか問う。 

４ （４） 

德 留 和 樹 

１ 本町の農業振興について 

  本町における農業振興は喫緊の課題である。 

  担い手不足、人材不足の中、稼げる農業に向けての政策について

問う。 

(1) 人材不足、担い手不足に対し、今後スマート農業への取組を

どのように考えているのか。 

(2)  学校給食を含む、地産地消への新たな考えはないのか。 

２ 今後のスポーツ振興について 

  近年、本県でもプロリーグなど大変盛り上がりを見せてきてい

－ 29 －



順 番 
（議席番号） 

質 問 者 
質  問  事  項  ・  要  旨 

る。本町でも小学生、中学生、高校生と全国で活躍できるレベルで

あり、今後の子どもたちの更なる成長や交流人口増加に向けた各種

スポーツイベント等への更なる支援について問う。 

(1) フラーゴラッド鹿児島との取組はどのようになっているか。 

(2) 交流型イベント（プロ、モータースポーツを含む）の開催等

について。 

(3) 全国大会等に出場する方々への支援、また様々なコンテンツ

でのＰＲ活動など今後、新たな施策はあるのか。 

５ （12） 

川 口 憲 男 

１ 防災体制について 

  これまでも危機管理の在り方について質問してきたが、次の点を

町長に問う。 

(1) 町管理河川の整備は、十分と感じているか。河川の河床の浚

渫（しゅんせつ）や拡幅の必要性を感じるが、近年の線状降水

帯等の影響による降水量の増加に対して、どのような対応策を

考えているか。 

(2) 山の土砂崩れなどに対し、砂防ダムの建設について、住民か

ら要望があるが、町としての今後の対策は。 

(3) 平成１８年７月に発生した県北部豪雨災害以降、川内川の大

規模改修等により、本町では、河川の氾濫はないが、上流地域

の降水量が多い時にはダムの対応を心配している。紫尾山系の

降水量等を考慮した時に、現状の河川の状況をどのように考え

ているか。 

(4) 国では、無人機攻撃、防空網の強化、有事に備えた迎撃体制

の構築を、県では、弾道ミサイル飛来時の対応について、被害

軽減のために一時避難先として、頑丈な建物か地下施設に避難

するなどの避難行動を示している。こうした国・県の対応を踏

まえ、町民への周知をどのように考えているか。 
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令和８年第１回さつま町議会定例会会議録 

                            （第２日） 

○開議期日    令和８年３月６日  午前９時３０分 

 

○会議の場所   さつま町議会議場 

 

○当日の議員の出欠は次のとおり 

 出席議員（１４名） 

   １番  岸 良 光 廣 議員      ２番  上別府 ユ キ 議員 

   ３番  竪 山 秀 樹 議員      ４番  德 留 和 樹 議員 

   ５番  橋之口 富 雄 議員      ６番  古 田 昌 也 議員 

   ７番  桑波田   大 議員      ８番  武   さとみ 議員 

   ９番  宮之脇 尚 美 議員     １０番  柏 木 幸 平 議員 

  １１番  有 川 美 子 議員     １２番  川 口 憲 男 議員 

  １３番  中 村 慎 一 議員     １４番  新 改 秀 作 議員 

 欠席議員（なし） 

 

○出席した議会職員は次のとおり 

  早 﨑 行 宏 事 務 局 長     神 園 大 士 事務局長補佐兼議事係長 

  奥 平 一 樹 議 事 係 主 任 

 

○地方自治法第１２１条の規定による出席者は次のとおり 

  上 野 俊 市 町     長     角   茂 樹 副  町  長 

  中 山 春 年 教  育  長     富 満 悦 郎 総 務 課 長 

  菊 野 祐 二 危 機 管 理 監     大 平   誠 総合政策課長 

垣 内 浩 隆 財 政 課 長     川 﨑 里 志 ほけん福祉課長 

久保田 春 彦 こ ど も 課 長     山 口 良 浩 農 林 課 長 

  今 村   譲 畜 産 振 興 監     山 口 泰 徳 さつまＰＲ課長 

原 田 健 二 建 設 課 長     藤 園 育 美 教育総務課長 

井手口   勉 学校教育課長     串 下 哲 也 学校給食センター所長 

  中 村 英 美 社会教育課長 
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○本日の会議に付した事件 

第 １ 一般質問 
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△開  議  午前９時３０分   

○新改 秀作議長  

 おはようございます。ただいまから、令和８年第１回さつま町議会定例会第２日の会議を開き

ます。 

 本日の日程は、配布してあります議事日程のとおりであります。 

 

△日程第１「一般質問」   

○新改 秀作議長   

 日程第１「一般質問」を行います。 

 一般質問は、一問一答方式となっております。質問時間は答弁を含めて６０分とし、質問回数

の制限はありません。 

 質問通告に従って、順番に発言を許します。 

 まず、６番、古田昌也議員に発言を許します。 

〔古田 昌也議員登壇〕 

○古田 昌也議員   

おはようございます。 

議場にモニターもつきながら、ちょっと新しくなった最初の一般質問をさせていただきたい

と思いますので、何卒よろしくお願いいたします。 

それでは、通告に従いまして、質問のほうさせていただきます。 

まず、災害・防災危機管理の対応の在り方についてでございます。 

近年、災害・防災危機管理について訓練や講習会が開催され、多くの方々が関心を持ってい

ます。 

本町も２０周年を迎え、時代に合った管理対応をしていくべきだと考えるが、どのようにな

っているか、次の点を問いたいと思います。 

まず、（１）民間企業など災害協定を結んでいるが、協定を締結してから更新などは行って

いるのか。 

（２）本町の７か所の福祉避難所と連携、避難登録や備蓄備品などの更新はされているのか。 

（３）４月から一部の指定避難所が地域管理になるが、また備品や建物管理、避難時の対応

など変更があるのか。また、変更などなかった場合は、周知や話合いはできているのか。 

（４）災害対応、準備で一番大切なのは人材だと考えるが、確保はできているのか。 

続いて、宮之城中学校分教室についてでございます。 

４月から開校予定の宮之城中学校分教室において、新聞やテレビなどで報道が多くされてい

ます。 

報道は期待の表れでもあると考えていますが、そうなると、多くの人が視察・研修などで分

教室に訪れることが予想されるが対応策などはどう考えているのか、お示しください。 

また、分教室に通うことを決めた生徒たちが、その後、ふれあい教室やさつまる～ムの利用

を希望した場合には、併用などの対策は考えているのかをお聞かせください。 

まず１回目、最初の質問を終わります。 

〔古田 昌也議員降壇〕 

〔上野 俊市町長登壇〕 

○上野 俊市町長   

改めまして、おはようございます。 
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それでは、古田昌也議員からの質問にお答えをいたします。 

１点目の災害・防災危機管理の対応在り方についてでございます。 

まず、民間企業などとの災害協定の交渉を行っているのかとの御質問であります。 

本町におきましては、災害復旧をはじめ、物資の供給、輸送、医療救護活動、避難所運営支

援など、多様な分野で民間企業の皆様と災害協定を締結させていただいているところでございま

す。 

協定の実効性を維持するため、企業の体制の変更や国・県の指針改定に応じまして、定期的

な連絡調整を行いながら、必要な更新を実施しているところでございます。 

また、防災訓練への参加依頼や協定内容の確認を通じまして、運用上の課題把握と改善にも

取り組んでいるところでございます。 

今後におきましても、民間企業との連携を強化し、災害対応力の向上と安全・安心な地域づ

くりを進めてまいりたいと考えているところであります。 

次に、福祉避難所との連携や避難登録、備品などの更新についての御質問でございます。 

福祉避難所は、指定避難所開設後、特にこの障害など配慮が必要な方がいる場合に、ほけん

福祉課で総合的に検討しまして、災害対策本部の判断、決定を経て開設することといたしている

ところであります。その過程において、要配慮者の受入れを打診する施設とは情報共有をするな

どしながらこの連携をいたしているところであります。 

また避難登録に関しましては、要配慮者が日常サービス利用をする施設が福祉避難所として

登録されている場合は、当該施設への避難が検討されますけれども、福祉避難所ごとの登録は行

っていないところでございます。 

備品については、現在登録してある７つの福祉避難所は避難スペースの借用のみとなってお

りまして、町所有の備品は特にないところでございます。 

施設備品等については、消防設備等の法定検査など適正に行われているものと認識している

ところであります。 

次に、譲渡される指定避難所施設の備品や建物管理、避難所の対応についての御質問でござ

います。 

現在、佐志・山崎の交流館、鶴田地区の３つの施設につきまして、地元への譲渡を予定して

おり、現在その作業を進めているところでございます。 

備蓄品につきましては、マットや簡易ベッド等を一部の交流館に配備していますけれども、

非常食などは、これらの指定避難所には配備しておらず、避難所開設時に備蓄庫等より運搬する

予定といたしているところであります。 

また、避難所の対応につきましては、これまでどおり職員を配置し、避難所の受入れができ

る体制を継続してまいりたいと考えているところであります。 

次に、災害対応の人材確保はできているのかに関する質問であります。 

災害対応の人材確保につきましては、防災は自助・共助が重要と言われておりますとおり、

行政だけで対応できるものではなく、地域コミュニティーとの連携が極めて重要だと認識してお

るところであります。 

避難所の運営や初動の情報収集、高齢者など要配慮者への支援など、地域住民の協力があっ

てこそ迅速で実効性のある対応が可能になると考えているところであります。 

そのため、本町では、自主防災組織や消防団等と平時から連携しまして、災害時にどのよう

に役割を分担するかを確認しながら、地域と行政が一体となって動ける体制づくりを進めている

ところであります。 
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一方で、人口減少が進む中、地域の担い手が減少していくことが大きな課題であります。 

そのため、防災士などを含みます地域の防災リーダーの育成や若い世代の参加促進など、将来

を見据えた取組を進め、持続可能な地域防災の確保に努めてまいりたいと考えているところでご

ざいます。 

〔上野 俊市町長降壇〕 

〔中山 春年教育長登壇〕 

○中山 春年教育長   

おはようございます。 

私のほうから、古田昌也議員の宮之城中学校分教室についての御質問にお答えいたします。 

まず、御質問の１点目、開設後の視察や研修への対応策についてですが、議員御指摘のとお

り、本町が取り組むこの学びの多様化学校は全国的にも注目を集めており、また、公立の分教室

型は九州では、令和７年度現在で１校しかないことから、開設後は、県内外からの視察や研修の

申込みが予想されます。 

本町としましては、多様な学びの在り方について理解が広がるという観点から、視察等は原

則として受け入れる方針です。 

しかしながら、最も優先されるべきは、そこで学ぶ生徒たちの安心・安全な学習環境と心理

的な安定です。 

そのため、視察の受入れに当たっては、事前に生徒たちの意見を丁寧に聞き取り、見られる

ことへの不安や抵抗感に配慮してまいります。 

具体的には授業参観や朝、帰りの会など活動の場面ごとに生徒の意向を確認し、心理的な負

担が大きいと判断される場合には、視察時間の短縮、制限や見学場所の制限、あるいはオンライ

ンの活用など、柔軟かつ細やかな配慮を行ってまいります。 

教育委員会では、これまで全国の先進的な学びの多様化を数多く視察してまいりましたが、

先行する多くの自治体においても、このように生徒の主体性を尊重し、その時々の状態に合わせ

た慎重な対応がとられております。 

本分教室においても、こうした先行事例を参考に、生徒が自分たちの居場所が守られている

と実感できる視察の受入れ体制を構築してまいります。 

次に、２点目のふれあい教室やさつまる～ムとの併用等の対策についてお答えいたします。 

分教室への通級に当たっては、これまで生徒や保護者の方々との延べ７０回以上にわたる個

別面談を重ね、一人一人の抱える不安や学びへの切実な思いを直接伺ってまいりました。 

その過程を通して、生徒個々自らが分教室に通うことを決定したところです。 

議員御質問の校内外の教育支援センターとの併用につきましては、生徒たちの決定を大切に

し、この分教室での教育活動を何よりも充実させ、生徒たちがこここそが自分の居場所であると

確信できる場となるよう準備を進めております。 

令和７年度には、全国各地で学びの多様化学校の設置がさらに加速しており、不登校支援の

在り方は大きな転換期を迎えています。 

本町におきましても分教室において、生徒の自己決定を大切にすること、一人一人の興味・

関心に基づいた特色ある教育課程をしっかりと実践することで、生徒たちが再びふれあい教室や

さつまる～ムなど居場所としての機能を第一とした場所に戻る必要がないほど、分教室での生活

に充実感を感じ、社会的自立に向けて力強く歩んでいけるよう、私たち全力を尽くしてまいる所

存であります。 

〔中山 春年教育長降壇〕 
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○古田 昌也議員   

回答のほうをいただきました。 

それでは、その回答の中で、やはり最後におっしゃっていたように町長、本当に地域コミュ

ニティー、所信表明のほうでもおっしゃったように、人口減の対象で、やっぱりそこら辺の人材

確保というのはすごく難しくなっていると思いますので、そこら辺は、５年、１０年先のことを

考えながら再度やっていただきたいなと思います。 

それでは、ちょっと（１）のほうから細かく聞いていきたいと思いますので、まず、協定の

見直しを随時行っているという形だったんですが、協定の見直しというのはどこら辺を中心に協

定の見直しを進めているのか、お聞かせください。 

○菊野 祐二危機管理監   

それでは、協定内容の見直しについてお答えいたします。 

協定の内容が多様化する災害リスクや社会環境の変化に対応できているかどうか、また、協

定先との連携体制が実効性を持って機能するかといった観点から、定期的な見直しを図っている

ところでございます。 

その中で、内容の見直しは特にございませんが、県ＬＰガス協会川薩支部と協定を締結して

いる民間企業等につきましては、町内に存在する川薩支部宮之城協会からの提案もございまして、

迅速な対応が見込まれることから、この組織との協定について現在協議を進めているところでご

ざいます。 

○古田 昌也議員   

ＬＰガス協会の方々がそういった形で動いていただいたりとか、そういう見直しというのは

随時ちょっとやっていっていただきたいんですが、そうやった見直し・内容ということは、防災

意識の町民の向上のためにも、協定内容の公表とか、周知というのは必ず必要だと思うのですけ

れども、それをする考えはないのか、お聞かせください。 

○菊野 祐二危機管理監   

それでは、公表・周知についてですが、協定内容の公表につきましては、現在、町ホーム

ページにて、さつま町地域防災計画の資料編として協定の内容を掲載しているところでございま

す。 

○古田 昌也議員   

すいません、僕の調べ方が悪かったのか、ちょっとそれが出てくるまでに、だいぶ多分、見

つけにくかったので、ちょっと分かりやすく端的に、こういうことをやっているよという公表と

いうのは、やはり目を見てみて、資料を見て、町民の方々っていうのは、この会社はこういう協

定を結んでいただいてるんだというような意識の向上のためにも、分かりやすいちょっと表記、

ホームページの掲載の方法をちょっとやっていただけますよう要請しときます。 

続いて、協定内容に災害復旧事業の契約に関する要綱付けを考えないかって思うんですけど、

今実際に災害が起きたとき、倒木など、その他もろもろで道路が使えなくなると、すぐに宮之城

支部の建設業協会の方々が自主的に道路のあれをやっていただいていると思います。そこら辺と

か、やっぱりそういう道路の確保とか、すぐ対応していただくように、「それをやっていただい

たら、そこに工事を発注します」みたいな形ではできないのか、ちょっとお聞かせください。 

○菊野 祐二危機管理監   

町では、大規模災害時における応急対策に関する協定を県建設業協会宮之城支部と、そして

薩摩建友会と同様の協定を締結しておりまして、薩摩建友会との協定では、地区ごとに業者の配

置をして対応していただく内容となっており、この協定により対応できるものと認識しておりま
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す。 

○古田 昌也議員   

しているんですね。しているのであればいいです。 

ただですね、もうしているのであれば、災害復旧はスピードが命だと僕は考えております。 

先ほども言いましたが、道路などの復旧が遅れれば、救急搬送もできず、命を落とす可能性

もあるので、それと古い木造住宅が密集している地域とか、その他もろもろで道路が未整備で、

火災の延焼リスクが高い場所や避難が困難な場所もあるので、特に狭い道路では、消火活動や救

助活動が阻害される可能性もありますので、協定の中に、そういった優先的なものがあるのであ

れば、より要綱を強固に、そして柔軟な対応ができるような要綱に変えていただくことが必要だ

と僕は考えますので、ぜひ御検討いただきたいと思います。 

それでは、（２）の福祉施設の避難所についてお伺いいたします。 

基本的に、福祉避難所は二次避難が主だと聞いているんですが、一次避難できる福祉避難所

は現在あるのかどうかだけお聞かせください。 

○川﨑 里志ほけん福祉課長   

福祉避難所開設運営マニュアルにおきまして、本町福祉避難所は、災害対策本部の決定によ

り開設する二次避難所として位置づけられていることから、一次避難所としての福祉避難所は現

在ございません。 

○古田 昌也議員   

一次避難所は現在ないということなんですが、避難できる場所をつくるべきだと思うんです

が、それはどう考えているのか、お聞かせください。 

○川﨑 里志ほけん福祉課長   

一次避難所化につきましては、福祉避難所を迅速に開設できるようにするために、開設手続

を見直すことと併せまして、施設側と協議の上、対応したいと考えております。 

○古田 昌也議員   

ぜひ、一次避難できるように考えているんであれば、早急に手を打っていただきたいなと思

います。 

今現在７か所のうち、高齢者施設が５か所、障害者の福祉施設が２か所あると聞いています

ので、そこら辺の対応とか、そこら辺で考えて、いろいろと対応していただければ多分できると

思いますので、ぜひともその一次避難ができる環境整備というのは、もう必ずやっていただきた

いなと思いますので要請しておきます。 

それでは、今現在、先ほどの回答でちょっとあったんですけど、福祉避難所の登録制ではな

いということだったんですが、その制度的にはどういった形になっているのか、ちょっとお聞か

せください。 

○川﨑 里志ほけん福祉課長   

現在、福祉避難所ごとの避難者の登録というのはございません。 

なお、福祉避難所へ避難できる方につきましては、避難行動要支援者制度への登録者のうち、

特に配慮が必要な方を想定しており、現在進めております避難行動要支援者制度における個別避

難計画の見直しと連動しながら登録を進めてまいりたいと考えております。 

○古田 昌也議員   

そういった形で登録を進めるのであれば、本当に必要な方々が登録をスムーズにできるよう

な体制づくりというのも必要だと思いますので、ぜひとも、そういった形で進めていただくよう

に要請いたします。 
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それで、先ほどの回答の中でも、町長の回答の中でもありましたが、必要な方々の手助けと

いう形で、個別に一次避難とかする際、二次避難でもそうですけど、多分、大きな荷物、一人で

はできない、家族だけではできないという形で多分なっていると思うのですけど、避難所までの

誘導とか、送迎とかの体制はどのようになっているのか、また、その家族とも情報共有ができて

いるのか、するべきだと思うんですが、それはどうなっているのか、お聞かせください。 

○川﨑 里志ほけん福祉課長   

現在、福祉避難所ごとの登録がないということから、情報の共有というのができておりませ

んが、現在進めております個別避難計画の見直しの中で、福祉避難所への避難が必要な方につき

ましては、指定避難所の登録だけではなく、福祉避難所を登録することを考えていることから、

見直し作業の過程で家族などの支援者と協議・情報の共有をしてまいりたいと考えております。 

○古田 昌也議員   

そうしていっていただけるんであれば、もう絶対そっちのほうがいいと思いますので、やは

り、いろいろ聞くとですね、停電その他もろもろになると、呼吸器が使えなくなって命を落とし

たりとか、そういった形になってきたりとかしますので、もう必ず、そこら辺の情報共有という

のは家族の方々、その他もろもろとしていただきながら進めていただかないと、もし仮に何かあ

ったとき、本当にそれで人命を落とすということになりますので、必ずそこはやっていただきた

いと思います。 

その中で、先ほども呼吸器の話とか、医療的な問題があって避難が難しいような形っていう

のもちょっと聞くんですけど、そこら辺で避難をしたときの避難先にそういった人材の確保とい

うものができているのか、お聞かせください。 

○川﨑 里志ほけん福祉課長   

福祉避難所につきましては、医療的ケアが必要な場合があります。専門職の配置が必要であ

りますが、受け入れる施設側も人員不足でありまして、現在、確保できていない状況であります。 

そのことから、医療・福祉・専門職等の団体等と協定を締結いたしまして、連携する方策を

考えているところであります。 

○古田 昌也議員   

できていないのであれば、早急にそこはもうやっていただきたいと思います。 

災害は本当にいつ何どき起こるか分からない。本当にそういった形で人命を落としてしまう

のは、用意が足りないというのは、本当に僕たち、町の行政とか、そういった責任だと思います

ので、必ずそこの連携というのは、いち早くやっていただきたいと思います。 

また、医師会病院とかに避難されるという話も聞きますので、そこら辺、医療機関、先ほど

言っていたような形で、もう素早く対応していただきたいなと思いますので、ぜひとも要請して

おきます。 

続いて、その避難所の施設のことに関してなんですが、備蓄品や備品について、登録のある

福祉避難所は７か所あると思うんですけど、設備等の点検とか、例えばスプリンクラーの耐震化

とかっていうのはできているのですか。 

今ちょっとＳｉｄｅＢｏｏｋｓのほうに資料を出したんですけど、「スプリンクラー設備等

の耐震措置に関するガイドライン概要」というのを、僕ら議員研修でちょっといろいろ聞いたの

で、そこら辺の点検とか、補充とか、そういうのはできているのか、お聞かせください。 

○川﨑 里志ほけん福祉課長   

備品についてでありますが、登録のあります７福祉避難所は、避難スペースの借用のみとな

っております。 
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町所有の備品は特にない状況であります。 

施設備品等については、消防設備等の法定検査などによりまして、適正に実施されていると

認識しているところであります。 

○古田 昌也議員   

ちょっと資料の簡単なあれは見ていただいたら分かると思うんですけど、平成３０年に、消

防庁からスプリンクラーの設備等の耐震措置に関するガイドラインが出されているんです。それ

がこのガイドラインです。 

消防本部に確認すると、本町の福祉避難所の７施設はガイドラインが出される前に完成して

おりまして、耐震化ができてない箇所もあると、できている箇所もあるということでした。 

また、この耐震化は、原則、新築・大規模改修等にガイドラインに基づく措置をできる限り

講じるように指導することが望ましいと、すごく曖昧なガイドラインになっています。しかし、

僕はもう本当備えあれば憂いなしだと思いますので、ガイドラインに基づく備えは必ず福祉避難

所以外の施設にも重要だと考えております。安心で安全な避難を考えるなら、全ての備えが重要

だと考えていますので、特に、福祉避難所に登録している方々は、一次避難すら困難です。理由

としては様々ですけど、家族の方々の付添い、また医療機器の取扱いや準備なども含めて、課題

は多く、本当に人材も多く必要だと本当に考えています。だからこそ、多くの方々が避難したく

ても我慢する傾向が強く、一次避難ともなれば、よけいに考えますので、ぜひとも福祉避難の在

り方というものを再度検討して、よりよいものに変えていただきたいと要請したいと思います。

ということを踏まえながら、福祉避難所の設置の義務というのは市町村にあると聞いているので

すけど、これから福祉避難所を増やすお考えはないか、お聞かせください。 

○川﨑 里志ほけん福祉課長   

現在、登録のあります７施設に避難できる人数になりますが、７１名となっておりまして、

ショートステイなどを利用して避難する方を除いても、十分な人数であるとは考えておりません。

今後におきましても、福祉施設等と協議いたしまして、増やしていけたらと考えているところで

あります。 

○古田 昌也議員   

７１名ということですが、これから高齢化が進んでいきます。高齢者の福祉避難というのも

どんどん増えてきます。本当に増やすように強く要請しますので、ぜひとも必ず増やしていただ

きたいなと思っております。 

それでは、（３）の指定避難所の件についてですけど、先ほどの回答にもありましたが、最

初にも言いましたけど、課題の多いことだとは思っております。最近の課題としては、地域コミ

ュニティーももう変化して住民同士のつながりも希薄化しているケースが多く見うけられます。 

先ほどの回答でもありましたけど、災害時の助け合いなどの周知、そういった形で今の現在

ではできているのかどうか、お聞かせください。 

○菊野 祐二危機管理監   

ただいまの御質問に対してお答えいたします。 

災害時の助け合いなどの周知につきましては、広報紙で特集ページの掲載、防災チラシの全

戸配布等により周知を図り、また、毎年、出水期を目途に各公民館や自主防災組織で訓練を実施

していただくよう呼びかけているところでございます。 

○古田 昌也議員   

呼びかけているということなので、そこら辺の徹底というのをやっていただきたいなと思い

ます。 
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それでは、避難が長期化した場合のケースなどを想定して、備蓄の確保・点検など、そうい

ったものはどういった形になっているのか、ちょっとお聞かせください。 

○菊野 祐二危機管理監   

避難が長く続くことも想定しておりまして、町ではアルファ化米や飲料水、毛布、簡易トイ

レなど、必要な物資の備蓄に取り組んでいるところでございます。 

ただ、町の備蓄品だけでは十分ではないため、避難所を開設する際には、自助の一環として、

住民の皆様にも食料や飲料水、毛布等の持参をお願いしているところでございます。 

また、長期化した場合には、国や県などとの協定により、追加物資を確保できる体制を整え

ているところでございます。 

○古田 昌也議員   

一次避難と二次避難の長期の避難の場合で、いろいろと対処をとって協定を結んでいるとい

うことでしたので、一次避難でも飲料水とか、急な避難で出てきたと、それで飲料水も持ってく

ることもできなかったという場合も考えられますので、そこら辺の対応というものも柔軟な対応

をしていただきたいと思いますので、ぜひともそこら辺は検討してください。 

それと、またちょっと内容が変わるんですけど、ベッドの件です。 

いろいろと確認すると、本町は幼児ベッドを準備していないと。今、段ボールベッドですら

なく、軽量のベッド、簡易ベッドだけでは不十分だと考えているんですけど、その点については

どういった見解を持つのか、お聞かせください。 

○菊野 祐二危機管理監   

幼児ベッドにつきましては、現在のところ町では備蓄していないところでございます。 

簡易ベッドだけでは十分でないことの御指摘は、そのとおりだと受け止めております。 

乳幼児を安心して過ごせる環境を整えるため、幼児用ベッドや代替となるマットの導入につ

いて検討してまいります。 

○古田 昌也議員   

これは僕の反省なのですが、１月に行われた議員研修において、災害の研修を受けてきまし

た。そのときに「幼児ベッドがあるのかどうか、知っている人」ということで、講師の方が質問

されたときに、僕は手を挙げられなかったです。知らなかったっていうのがすごく反省する面で

ありました。 

それで、いろいろと調べると（備蓄が）ないということでしたので、必ずそういったことも、

きめ細かい配慮というものはしていただきたいなと思っております。 

その中で、いろいろと聞いて調べていくと、今、段ボールベッドよりも簡易ベッド、テント

用のすごい軽量の運びやすいベッドに切替えていっているということだったんですけど、そうい

った運搬、軽量化などの運搬方法とか、そういったことを考えているのであれば、保管場所の方

法とか、そういうのも各避難所にやるように再検討するべきではないかと思いますけど、その点

はどう考えているのか、お聞かせください。 

○菊野 祐二危機管理監   

備蓄庫そのものの整備や複数の場所に分けて備蓄する分散備蓄についても、ただいま検討を

進めておりまして、より効率的に物資を届けられる体制づくりに取り組んでまいります。 

○古田 昌也議員   

そうですね、もう本当にいつ起こるかどうか分からないです。大規模災害になると、道路も

ボコボコになり運搬できない、そういったことも考えられます。そういったことを考えると、避

難すら難しくなってきますので、そこら辺の分散の備蓄というのは必ず僕は必要だと考えていま
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すので、ぜひとも、そこはもう本当に早く強く要請しておきますのでお願いいたします。 

人材確保の件については、１回目の回答でちょっと聞くところがちょっとあれだったので、

そこは飛ばしまして、ちょっとまとめになっていきたいと思います。 

今の時点で、人材の確保ができていても５年、１０年後の人材は本当に確保できているので

しょうか。 

これから高齢化、人口減、そういったことを考えると、本当に難しくなってくると思います。 

災害が起こったとき、頼りになる存在が、消防職員、消防団の方々、また、災害が大きく非

難が長引くと、役場の職員の方々や地域コミュニティーの方々、そして地域住民の情報を多く把

握している住民の方々が一番の頼りになってくると思います。 

そして、本町の課題は、この方々が本当に高齢化していっているということが本当に問題だ

と思っております。 

日本各地でも高齢化は同様だと考えていますが、この課題をクリアしないと、本当の意味で

の人材確保ができていないと考えています。 

では、どうするのかというと、今月末で調査が終わる自衛隊との協定を考えるとか、また、

避難が長期化しそうな災害を仮定して、体の動かし方、災害関連死という方がすごく非常に多い、

体を動かさないというような形のところで、日々の体の動かし方のプロの理学療法士さんとか、

日々の連携の活用を本当にやっていくべきだと思いますので、そこら辺は重々に考えながら、災

害の対策、協定、その他もろもろの見直しを、ぜひとも行っていただきますよう強く要請して、

次の質問に移りたいと思います。 

続きまして、宮之城中学校分教室についてでございます。 

今回、最終的に５名が通学すると聞いているんですが、クラス編成とかはどのように考えて

いるのか、お聞かせください。 

○井手口 勉学校教育課長   

学級編制につきましては、２年生が２名、３年生が３名の計５名となっております。 

２学年が複式学級ということになりますので、１学級扱いということになります。 

○古田 昌也議員   

複式学級ということでよかったですね。分かりました。 

複式学級と分かりましたので、今回、通学を決めた生徒たちは自主的に通学を決めたと聞い

ていますけど、通学を決めた生徒とか、保護者の反応はどんな感じだったのか、ちょっと詳細な

ことをお聞かせください。 

○井出口 勉学校教育課長   

昨年９月から、これまで７０回を超える丁寧な面談を重ねてきたところでございます。 

あるときは保護者のみ、あるときは生徒さんのみ、そしてあるときは、親子一緒に様々な形

でお話を伺ってきたところでございます。 

生徒たちには、最終的に決めるのは、やはり自分自身であるということ、時間をかけてじっ

くり考えてもらいたいということを伝えておりました。 

今の自分にとってふれあい教室が一番望ましいのか、さつまる～ムなのか、あるいはこの分

教室なのか、ということをどこが一番自分らしく頑張れそうかと、見つめ直す時間を大切にする

ために丁寧な面談を重ねてまいりました。 

また保護者の皆様にも、お子さんが自分で決めるまで信じて待ってほしいということをお願

いしてまいりました。 

その判断の材料としましては、ソーシャルスキルトレーニングとか、評価学習の体験も取り
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入れて、授業の体験もしていただいたところです。 

その結果、本人自らの意思で、ここで頑張りたいと決意した生徒たちの通級を決めたと考え

ております。 

○古田 昌也議員   

先ほど７０回程度、保護者、その他もろもろ、いろんなケースを踏まえて話合いをしたとい

うことですね。 

やはり徹底的にそうやっていただくと、生徒、保護者の方々というのはすごく安心すると僕

は思っております。その期待を裏切らないように、本当にやっていただきたいなと心の底から思

うんですけど、ぜひとも、そういった面談、その他、信頼関係の構築というものは、開校してか

らもぜひとも続けていただけますよう要請をします。 

次、通学の件に関してちょっとお聞きします。 

この時期３月、４月というと、バスのダイヤ改正とかが行われるんですけど、準備段階で今

現在の直近のバスのダイヤの確認とか、その他もろもろ通学に支障がないかというのはどうなん

でしょうか、お聞かせください。 

○井手口 勉学校教育課長   

通学につきましては、公共バスの利用、あるいは保護者による送迎を想定しているところで

ございます。 

頼もしい例として、登校時刻に合わせて自らバスの乗り方を調べて、１人で乗車する体験を

既に行った生徒さんもおられます。バスから降りてきた姿がとても嬉しそうだったと、保護者の

方からの報告、嬉しいお話も伺っております。 

バスのダイヤにつきましては、確認を行ったところでございました。若干の変更はあるもの

の登下校に支障がないことを把握しているところでございます。 

今後も、常に最新の情報を収集して、生徒たちが安全かつ円滑に通学できるよう注視してい

きたいと考えております。 

○古田 昌也議員   

ちょっと嬉しいですね。自分で調べて通学をするという意思っていうのは、面談の効果なの

かなというのはちょっと僕は思ってしまったんですけど。 

そういった形で、どんどんどんどん自主的にされた（生徒が）分教室を選んでよかったと思

えるように、本当にしていただきたいなと思います。 

また、ちょっと確認になってしまうんですけど、その通級に関して、宮之城中学校と条件と

いうか、その補助の関係とかっていうのは、それはもう同様という形で考えてよろしいですか、

お聞かせください。 

○井手口 勉学校教育課長   

通学に係る補助等の条件につきましては、宮之城中学校の本校に通学している生徒に適用さ

れている基準をそのまま適用いたします。 

○古田 昌也議員   

そこに差があると、僕はもう全く意味がないと思っていたのでよかったです。 

そこら辺の説明というのも重々やっていただきますように要請します。 

それと、ちょっと僕が一番これは懸念することなんですが、分教室に通う生徒たちは、部活

動というものはどう考えているのか。 

どういった話とか、そういった細かい話が出てきてないのか、そこら辺のお話はどうなんで

すか。 
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○井手口 勉学校教育課長   

おっしゃるとおりで、部活動や地域のクラブ活動への参加を希望している生徒が複数名おら

れます。結論から申し上げますと、参加は可能と考えております。 

ただし、下校時刻や移動の負担、そして、体力面やメンタル面でのリスクについては、本人

と保護者に十分説明をこれまでしてまいりました。それらを理解した上で、本人が希望するので

あれば、自己決定を最大限尊重したいと考えているところでございます。 

○古田 昌也議員   

尊重するということで、本当に分教室に通おうが何だろうが、宮之城中学校の生徒です。 

そこら辺は、もう本人の覚悟も必要なのかもしれないですけど、こちらの受入れ体制という

ものが本当に必要だと思います。 

確かに、その負担、デメリット、メリットというのがあると思いますけど、僕は部活動がす

ごく重要なコミュニティーの場だとも考えますし、本当に中学校の部活動でやっている子は、僕

は大阪でやっていましたけど、今でも連絡を取るぐらい、そういった濃いコミュニティーの場に

なっていますので、部活への参加を拒否しないということで、参加できるということだったので

安心はしましたけど、そこら辺のケアというものは、十分にまた細心の注意を払ってやっていた

だきたいなと思います。 

そういった声が上がってくるというのも、ちょっとすごく嬉しいなという回答をいただきま

したので、ぜひとも、そこら辺を共通認識やっていただきたいと思います。 

それとお聞きしたいのですが、ふれあい教室やさつまる～ム、宮之城中学校本校とか、そう

いった形で分教室に通っていた生徒が、やはりそこがちょっと合わないなと、先ほどやってこん

だけ準備をしていただいているんですが、本当に何が起こるか分からない社会ですので、そうい

った形で元の居場所に戻りたいというような意見が生徒たちから出れば戻れるのかどうかだけ、

ちょっとお聞かせください。 

○中山 春年教育長   

今の御質問ですけども、仮に分教室が合わず、ふれあい教室等に戻りたいという希望があっ

た場合につきましては、それを不可とする明確な根拠はございません。 

しかしながら、全国の先行事例を見ましても、一度、分教室という学びの場を選択した生徒

が、再び校内外支援教育支援センターまた通常の学級に戻ることで、事態が好転することは稀で

あり、むしろ心身の状態を悪化させてしまう懸念がございます。また、その事例が多かったです。 

この分教室は、文部科学省の指定を受け、特別な教育課程を実施する場でありますので、宮

之城中学校の学習の進路や取り組む順序が異なります。 

また、途中で本校や他の教室に戻ることには、学習面でも相当なハードルがあるのが現実で

す。 

これらの点につきましては、事前の面談で保護者、生徒へ十分に周知し、納得いただいた上

で入級を決定していただいているところです。 

教育委員会としましては、戻ることを想定するのではなく、先ほど申し上げましたけれども、

この分教室でこそ学びが充実するのだと、子どもさんたちが自信を持って言えるような教育環境

の創造に我々も全力を尽くしてまいります。 

○古田 昌也議員   

様々な先進事例ですね、そういった研修で、戻ったらすごいしんどくなったということだっ

たんですけど、やはりそういったこともケースがあるということは頭に入れながら、準備はちょ

っとやっていただきたいなと思います。 
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これはあくまで、僕自身の理想論かもしれないですけど、あくまでも分教室は宮之城中学校

の分教室であって、普通の学校生活だと考えております。教育要綱とか、いろいろありますけど、

僕は普通の宮之城中学校の普通の学校生活だと本当に考えています。 

ただ、現在さつま町では、小規模学校から来た生徒が一気に増える中学校に、その同級生の

数の多さに驚いて、戸惑いを感じながら、ちょっとなかなか行きにくくなったような形の受け皿

が分教室、さつまる～ム、ふれあい教室なのかなというふうに思っています。 

そのために、本町は、ふれあい教室やさつまる～ムと様々な環境の下で、子どもたちに対す

る受皿を準備して対応はしているっていうのは、もう本当にありがたいことであって、そこはも

う自負というか、本当に自慢していいところだと思っております。 

本当の理想は、この良いいろんな教室の用意が無駄になることだと思って、すべての子ども

たちが宮之城中学校に通学し、共同して卒業してもらうのが僕は本当に最高の理想だと思ってお

ります。 

しかしながら、そういうことが難しい現代、その受け皿を用意するのは我々行政の守りだと

思っておりますので、ぜひともそこら辺は、強くまた再認識していただきたいなと思っておりま

す。 

今回の分教室は、多様化学校で学習指導要綱の一部を学校の裁量に委ねることで十分な教育

課程を編成することができるはずです。 

しかし、学習指導要綱をどこまで尊重して、残りの部分で、どのような多様な学びを提供し

ていくのかは試行錯誤をしている段階なのかなと思っておりますが、ここでもうあえて要請とい

うか、お願いをしておきます。 

決して、試行錯誤している段階でも、自信を持って、もうこれが最高の場所をつくったと自

信を持って開校に臨んでいただきたいと、強く要請しておきます。 

確かに、初めての試みで試行錯誤するのは理解できますが、私たちが子どもたちに最高の教

育環境を用意しているんだという自信を持ち、この分教室に挑んでいただきたいと、再度、申し

上げます。 

自分自身で分教室に登校を決めた子どもたちには生きる力を身につけてもらい、成長の努力

をしながら、ともにつくり上げていく分教室であるように、本当に強く要請をしておきます。 

最後に町長、ちょっとお聞きします。 

町の長として、この分教室の在り方、その他もろもろ、こういった体制で教えている子ども

たちの学習の意味だったり、町の役職というのはどういった形で考えているのか、お聞かせくだ

さい。 

○上野 俊市町長   

私の立場から、お答えさせていただきます。 

私自身、将来を担う、本当にこの大切な児童・生徒でございます。その生徒が等しく学べて、

しっかりと将来に向かって歩んでいただく、そのための分教室も一つの手段だと思っているとこ

ろであります。 

なかなか本校に行けない、行きたくても行けない子、こういう方々がたくさんいらっしゃい

ます。そういう人たちにもやっぱりそういう場所を提供して、何とか将来に、未来にしっかり羽

ばたいていただくような体制づくりをつくっていくのは、我々やはり行政の責務だと思っている

ところであります。そういうような観点からも、しっかりとこの教育の関係等につきましては、

我々もこの行政としての立場から後押ししていきたいと考えているところでございます。 

○古田 昌也議員   
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ですね。本当に教育委員会のみならず、町を挙げて、子どもたちのためにやっていくのが本

当の行政の在り方、教育委員会の在り方、そして、議会の在り方だと思っております。 

本当に初めてのことで試行錯誤すると思いますが、もう本当に自信を持って、すべての子ど

もたちが、「やっぱり、さつま町でよかったな」と思って、将来大きくなって働いて帰って来ら

れるような環境の思い出づくりというのも、教育の一環だと僕は思っておりますので、ぜひとも、

そういった形でやっていただければと強く要請しておきますので、これで、僕の質問は終わりま

す。 

○新改 秀作議長   

 以上で、古田昌也議員の質問を終わります。 

 ここでしばらく休憩します。再開は、おおむね午前１０時３５分とします。 

 

休憩 午前１０時２１分 

 

再開 午前１０時３５分 

 

○新改 秀作議長   

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次は、３番、竪山秀樹議員に発言を許します。 

〔竪山 秀樹議員登壇〕 

○竪山 秀樹議員   

お疲れさまでございます。議席番号３番、竪山秀樹です。本日、２人目の質問者です。よろ

しくお願い申し上げます。 

先般、昨年の鹿児島県産の荒茶生産額は、２年連続で日本一となったとの新聞報道がござい

ました。 

地道に続けた産地化への取組に加え、世界的な抹茶ブームを追い風に日本一の足場を固めた

とされております。その効果もあり、町内の昨年の荒茶販売価格は高値で推移し、生産者には笑

顔が戻ったと思っております。 

また、子牛市場におきましても、昨年の１１月せりより高値に推移し、２月せり市では、総

平均で８３万８,４８５円となり、前回対比で８万３,６６７円高で終了しております。要因とし

ましては、子牛の頭数減少によるところが大きいとされております。しかしながら、市場関係者

によりますと、６月からの夏場にかけての相場がどうなるかが、この相場を維持できるのかのポ

イントになるとの見方もございまして、手放しでは喜べない状態でございます。 

さて今回、私は農業関連の項目としまして、米・イチゴ・畜産に関する質問３項目と、高齢

者支援に関する質問１項、計４項目について質問をさせていただきます。 

はじめに、質問の要旨を申し上げます。 

１、本町における令和８年産米の政策方針について、令和の米騒動を受け、国の前政権下で

は事実上の減反政策を転換し、主食用米の増産を掲げた。しかし、現政権下は一転、需要に応じ

た生産を打ち出しており、生産者はこの揺らぐ農政に振り回されている。また一方では、令和

７年産米の高騰は異常と指摘する声もあり、消費者の米離れが懸念されている。 

このような状況下、本町においても、令和８年産米の作付調査の取りまとめが実施されてい

ますが、この動向も踏まえ、産地形成に向けた本町の政策方針について、町長の見解をお聞かせ

ください。 
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２、イチゴ栽培における圃場の疫病対策について。 

近年、イチゴ栽培農家の圃場におきまして、株が枯れる現象が多数発生しており、その対策

に生産現場は大変苦慮しております。原因としては、多くは炭疽病であるとの報告がされていま

すが、中には萎黄病（いおうびょう）ではないかとの報告もあります。特に萎黄病については、

一旦発生すると、その菌が他の株に連鎖することから、非常に厄介な病気であり、対策が困難と

の報告であります。 

昨年、実際にこれらの疫病感染により植付けを断念した農家もあり、このような状況が続け

ば、産地の維持形成することに支障を来すことも考えられるが、これらの疫病に対する指導・対

策について、町長の見解をお聞かせください。 

３、本町の畜産事業、繁殖雌牛における生産基盤の維持拡大について。 

本町における畜産事業、特に繁殖雌牛の飼養農家については、生産者の高齢化や飼料の高騰

を受け、戸数、頭数ともに減少し、令和７年末現在で１７１戸、３,０１６頭となっております。 

特に、飼養戸数については減少に歯止めがかからない状況にあり、このままでは全国に誇れ

る子牛の供給産地としての維持形成が困難視されます。 

これまで町としては、生産基盤の維持拡大を目的とした町単独の事業を推進しているが、資

材価格や子牛価格の高騰を受け、さらなる事業費の拡大、上乗せはできないものか、町長の見解

をお聞かせください。 

４、食料品店舗がない地域における買い物困難者への支援策について。 

近年、近隣に食料品店がない、交通手段がないなどの理由で食料品の買い物に苦労を感じる

人、いわゆる買い物難民、買い物弱者と呼ばれる高齢者が増加している。 

本町においても、長年地域を支えてきた店舗が閉鎖し、その近隣の住民、特に高齢者からは

「遠方まで出かけなければならず、非常に不便を感じている。」、「車の運転ができるうちはよ

いが、それも長くは続かない。本当に先行きが不安だ」との声も寄せられている。 

このように、高齢者が住みなれた場所で安心して生活を続けられるためには、買い物困難者

へ何かしらの支援が必要と考えるが、町長の見解をお聞かせください。 

以上４項目につきまして、町長の見解をお聞かせください。 

〔竪山 秀樹議員降壇〕 

〔上野 俊市町長登壇〕 

○上野 俊市町長   

それでは、竪山秀樹議員の御質問にお答えさせていただきます。 

まず１点目の本町における令和８年産米の政策方針についてでございます。 

国の米政策につきましては、御案内のとおり二転三転しているところであります。中長期的

なこの確固たる政策が示さない中におきまして、生産現場におきましては、大きな混乱と不安が

生じていると捉えているところでございます。 

また、米価格の高騰によります消費者の米離れにつきましては、中長期的な産地維持におけ

ます大きな課題であり、こうした外的な要因に左右されない選ばれる産地づくりが必要であると

考えているところであります。 

国の令和８年度の鹿児島県の生産目標につきましては、８万９,０００トンでございまして、

令和７年度の９万トンに対しまして、約１,０００トンの減となっているところでございます。 

本町の令和８年産米の作付調査の２月２７日現在の数値ではございますけれども、稲作作付

面積につきましては１,３６５ヘクタール、うち主食用米が１,２４８ヘクタール、ＷＣＳ用稲が

９１ヘクタール、加工用米が２５ヘクタールでございまして、主食用米につきましては、前年対
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比２３ヘクタールの増となっているところであります。 

今後の方針といたしましては、ヒノヒカリから高温耐性の奨励品種でございます「あきの

舞」へのこの転換を図りながら、「あきの舞」の生産拡大に向けて取り組んでいきたいと考えて

いるところであります。 

「あきの舞」につきましては、品質もよく、ヒノヒカリより収量も多く、また食味もという

ようなことが出されているところでございまして、また、栽培管理につきましては、関係機関に

よります栽培技術指導を積極的に行ってまいりたいと考えているところであります。 

ヒノヒカリと若干、栽培管理が違うというようなことも指摘されておりますので、ここあた

りについては、しっかりと対策をとっていく必要があると考えております。 

また、生産者と連携しまして、ふるさと納税の返礼品や学校給食へ提供することで、多くの

方々にさつま町を応援していただけることや生産者の支援、地域の活性化にもつながるものと考

えているところであります。 

今日の米価格の高騰によりまして、消費者側からも、人件費や生産資材の高騰による生産コ

ストの増加等、ある一定の農業経営や農産物価格に対する理解も得られたと考えておりまして、

今後は需要と供給のバランスがとれ、生産者と消費者の双方が満足できる価格を望むところでご

ざいます。 

次に、２点目のイチゴ栽培における圃場の疫病対策についてでございます。 

現在、町内のイチゴ農家は１４戸で、栽培面積は約２ヘクタールありまして、主に県内や名

古屋、大阪方面に出荷されているようでございます。 

苗の定植は、例年９月下旬頃から始まりますけれども、令和６年度では、育苗苗の病害によ

りまして苗の確保が困難となり、作付けを断念した農家もあったとお聞きいたしているところで

あります。私も二、三の農家から直接、その話もお伺いしているところでございます。 

疫病等により、この苗が不足する場合におきましては、ＪＡ北さつまにおきまして、管内や

ほかの県内産地から苗を調達して補っているというようなことでございます。 

疫病の指導体制につきましては、さつま町農林技術協会の園芸部会におきまして、現地検討

会による集団指導や個別に聞き取り調査を行い、植付け時や疫病発生後の対策・指導を行ってい

るところでございますけれども、農家ごとの発生原因にそれぞれ違いがありますことから、より

深い個別調査が必要な状況下にあります。 

今後におきましては、県の園芸振興協議会の技術部会やさつま町農林技術協会の園芸部会、

令和８年度から新たに営農専門指導員を配置しまして、ＪＡ北さつまの営農指導員等の関係者と

連携をとりながら、県のイチゴ栽培指針やさつま町農林業技術協会の園芸部会の栽培暦に沿った

栽培技術の指導、町単独補助事業によります、土壌改良や育苗における雨よけ施設等の整備、生

産資材の支援等を進めてまいりたいと考えているところでございます。 

次に、３点目の本町の畜産業における生産基盤の維持・拡大についてでございます。 

繁殖メス牛の飼養農家及び飼養頭数につきましては、議員からもございましたように、農家

の高齢化、後継者不足に加えまして、長引く配合飼料などの資材高騰、子牛価格の低迷により厳

しい経営環境により、減少傾向に拍車がかかっているものと認識いたしているところであります。 

また、子牛の家畜市場の上場頭数減少につきましても、この繁殖農家の減少に加え、疾病や

分娩時の事故等の増加が大きな要因となっていますことから、ＪＡ・県・共済組合と一体となり、

この対策を協議しているところでございます。 

そのような状況にある中、昨年２月セリ市から子牛価格が上昇しまして、令和８年２月現在、

令和２年度程度の水準まで回復してきているところであります。要因としましては、全国的な子
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牛生産頭数の減少によりまして、購買者の引き合いが強くなっていることも考えられているとこ

ろでございます。 

このような中、増頭対策の強化としましては、国・県の補助事業最大限活用しながら、生産

基盤の充実を図り、また、町費でのさらなる拡大・上乗せにつきましては、大規模農家だけでな

く、兼業・高齢農家に対しましても活用できるように、令和８年度から新たに優良な自家保留牛

の育成に対しての助成を多頭飼育農家や小規模農家の区別なく、産地形成を図っていき、ソフ

ト・ハード両面での支援を行ってまいりたいと考えているところでございます。 

最後に、４点目の食料品店舗がない地域における買い物困難者への支援策でございます。 

地域を支えてこられたお店が閉店され、その周辺地域におきまして、お住まいの町民の方々

にとりましては、生活必需品の買い物など、大変不便になられていると認識しているところでご

ざいます。 

閉店に至る背景には、人件費の高騰や人員不足、それから、機械備品の更新にかかる費用な

どが高額に上がるというようなことなどがあると聞いているところであります。 

買い物の支援につきましては、現在、町内には北さつま農協が運行します「笑味ちゃん号」

や株式会社大和が運行する「とくし丸」などの移動販売車が町内を巡回しているところでありま

す。 

そのほか、電話やネットによる事前注文制の生協コープ鹿児島が運行します宅配などもござ

いまして、お店に行かなくても家の近くで生鮮食料品や日用品を購入できるようになっていると

ころでございますので、この利用促進が図られるよう、また、周知啓発にも努めてまいりたいと

考えているところであります。今後におきましても、買い物困難者対策につきましては、地域や

住民の声を聴きながら対策を講じてまいりたいと考えているところでございます。 

〔上野 俊市町長降壇〕 

○竪山 秀樹議員   

ただいま町長より４項目について、現状及び今後の対策、あるいは方針等について答弁、見

解をいただきました。 

それでは、ただいまの答弁を受けまして、関連した内容について１項目めから順次、再度質

問をさせていただきます。 

まず１項目めの令和８年産米の政策方針について３点ほど、再度質問をさせていただきます。 

１点目、県農業再生協議会が設定した、さつま町の主食用米の生産目標は、２０２４年が

１,３０５ヘクタール、これに対して、さつま町の作付実績は１,１４３ヘクタールでありまして、

１６２.１ヘクタールのマイナス、２０２５年においては、県の目標１,３１３.１ヘクタールに

対しまして、実績は１,２２４.９ヘクタール、８８.２ヘクタールのマイナスとなっております。 

今年は、先ほど町長の答弁にもございましたけれども、県の目標が１,３２５ヘクタールに対

しまして、２月末現在で１,２４８.３ヘクタールとなっているようであります。 

まだ集計の途中ではございますので、正確な数字ではございませんが、今年の作付面積が昨

年、一昨年を既に超えておりますので、買入れ価格の上昇が、生産者の耕作意欲を上げていると

いうふうに考えております。 

町長の施政方針の中では、奨励品種「あきの舞」の生産拡大に向けて取り組むとありました。 

あきの舞の栽培面積が増え、ヒノヒカリにかわる後継品種として、徐々に浸透しつつありま

す。しかしながら、昨年より導入された品種であることから、栽培体系なり、栽培マニュアルが

しっかりと確立されていないのが現状であります。町長の答弁にもございましたけれども、まだ

手探りの状態で栽培をしていると考えます。昨年は、倒伏した圃場が多かったと聞いております。 
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今後、生産の維持拡大に向けてはこの栽培マニュアル、あるいは栽培体系を早期に確立する

ことが重要と考えますが、見解をお聞かせください。 

○山口 良浩農林課長   

それでは、お答えいたします。 

鹿児島県の米の採種である中津川採種生産組合において、令和７年度から新品種のあきの舞

を作付し、県内農家への供給が始まっているところです。 

町内の米農家の方々からは、あきの舞は、議員がおっしゃるように、「量は取れるが倒れや

すい」といったような声が聞かれているところでございます。 

あきの舞の品種の特性としまして、茎が細く、草丈が長い、また粒が大きく、量は取れると

いった特性があるようでございます。倒伏防止の対策としまして、１０年前と比べて、たい肥や

緑肥による地力の高い水田が増えていることから、土壌診断を各圃場行い、診断に沿った適切な

施肥をすることが一点、二点目は、水管理も大事になってくることから、適期に確実に中干しを

実施し、根の活力を高め、土壌を固めることに留意することが重要であると考えます。 

今後は、技連会、普通作部会において、あきの舞の栽培マニュアル、栽培暦を作成し、生産

者への周知を図っていきたいと考えているところでございます。 

○竪山 秀樹議員   

ただいま答弁にもありましたように、あきの舞は、高温耐性に優れた品種であり、食味もよ

く、収量もヒノヒカリより多いとされています。 

昨年のさつま町でのあきの舞の一等比率は５４％、二等米が３９％、三等米が７％であり、

集荷数量が約６,０００袋（タイ）ということでありました。ヒノヒカリに比べて、非常にこの

一等米比率が高く、しかも粒歩合もきれいであったというふうに聞いております。 

ただ、この格下げ要因としては、着色粒、カメムシ、線虫による被害もあったと聞いており

ます。こうした被害を、軽減するためにも栽培指導なり、栽培マニュアルが必要と考えますので、

答弁にもありましたように関係機関と協議を継続し、早期の確立を要請いたします。 

２点目、先ほどの町長の答弁にもありましたように、食用米の作付面積は１,２４８ヘクター

ルであり、昨年より２３ヘクタールの増となっているとありました。 

一昨年から主食用米の買入れ価格が高騰したことによりまして、ＷＣＳや加工用米が減少し、

主食用米へシフトしていると考えます。 

一方で、減少したＷＣＳや加工用米の確保が困難と思われますが、ＷＣＳ及び加工用米につ

いては、今後どのような方向性を見いだすべきか、見解をお聞かせください。 

○山口 良浩農林課長   

先ほど町長の答弁にもありましたように、令和８年２月末現在での令和８年度の米の分類別

作付面積でありますが、主食用米１,２４８ヘクタール、ＷＣＳ用稲９１ヘクタール、加工用米

２５ヘクタールとなっており、ＷＣＳ用稲は前年より２３ヘクタール、加工用米は０.４ヘク

タール、それぞれ減少し、食用米が２３ヘクタール増加しているところでございます。 

昨年９月議会において、竪山議員より加工用米の質問がありました。その中で、さつま町農

業再生協議会において、交付金の引上げも行い、栽培の維持を行っておりますが、令和８年度に

おいても、この交付金を最大限に活用し、ＷＣＳ用稲、そして加工用米の作付面積の維持を図っ

ていきたいというふうに考えているところでございます。 

○竪山 秀樹議員   

今、申し上げたとおり減っていることは確かでございますけれども、畜産農家と提携をして

いた一般農家が主食用米に移行したことが大きな要因でもあります。このＷＣＳが減ったことに
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関しましては。 

畜産農家によりますと、ＷＣＳの減少は藁で代替ができるというふうに言われる方もいらっ

しゃいますけれども、全ての畜産農家が、そのような考えではございませんので、今後、この件

に関しましては、現場の意見を聞きながら対策を講じる必要があると、そのように考えます。 

また加工用米につきましても、昨年、私は町の助成金の上乗せを県レベルにしてくださいと

いうお願いもしておりました。今年の買入れ価格はどうなるか分かりませんけれども、多分、私

は思うのは５,０００円あと上げると、三等米より少し高くなる可能性があると思いますので、

まだ検討の余地がございます。どうか要請をしておきます。 

３点目でございます。 

先ほど町長の答弁では、新品種のあきの舞については生産者と連携し、ふるさと納税の返礼

品や学校給食へ提供することも必要との答弁がありました。 

現在、町内産のヒノヒカリを原料として、薩摩のさつまの銘柄でカタログやネット販売が行

われております。 

そこで、新品種であるあきの舞について、主要産地として県内外へＰＲするためには、どの

ような施策を考えておられるか、お聞かせをください。 

○山口 良浩農林課長   

令和８年度の主食用米の品種ごとの作付面積でございますが、ヒノヒカリが７１７ヘクター

ル、あきほなみが３００ヘクタール、あきの舞が１７９ヘクタールでございます。 

全体の割合から見れば、ヒノヒカリが５７％、あきほなみが２４％、現在、あきの舞が

１４％でございます。 

あきの舞については、今後徐々に増加する品種として考えられ、ＪＡ農協の主食用米として、

銘柄が確立され、市場に出回れば、代替的な販売戦略のＰＲ活動、そしてまた、議員が言われる

ように、薩摩のさつま、ヒノヒカリからあきの舞への転換という活動もできるのではないかとい

うふうに考えます。 

○竪山 秀樹議員   

今、割合的なものはおっしゃいました。依然として、ヒノヒカリが多いということでござい

ます。今後、あきの舞の普及が進むとなれば、今現在ヒノヒカリを中身として、薩摩のさつまで

販売しておりますけど、あきの舞の普及が進むとすれば、現在、薩摩のさつまの中身をあきの舞

に変えるのか、それとも全く新しいネーミングで販売するのか、その点についてはどう考えでし

ょう。 

○山口 良浩農林課長   

農協の共販ということでございます。そしてまた、商工観光ＰＲ課、役場のほうは、薩摩の

さつまというふうに銘打って出しているところでございますので、今後、ＪＡ、そして、役場の

関係課、そして、農林課、関係各位、協議しながら、どれが一番得策かということで話し合って

いきたいというふうに考えます。 

○竪山 秀樹議員   

今おっしゃるとおりだと、そのように考えます。 

ヒノヒカリの後継品種としまして、産地を確立するためには生産・流通・販売、この３つが

整うことが必要でございます。 

これからの施策がとても大切と考えますので、引き続き地域全体で取り組むことを要請いた

します。 

以上で、米の施策についての質問を終わります。 
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２項目め、イチゴ栽培における疫病対策についての質問に入ります。 

２点ほど再度、質問をいたします。 

１点目、昨年のイチゴハウスにおける平均収量は、全体で１０アール当たり２.２トンから

３トン、平均キロ単価は１,３６０円と、これは共販実績でございますが、とのことでありまし

た。 

疫病の影響も多少出ているというふうに聞いております。 

先ほど町長の答弁にもありましたように、昨年は、育苗の病害により作付を断念した農家も

あったとのことでございます。特に萎黄病については、県の回答でございますが、土壌及び株、

ランナーで伝染するもので、対策としては、土壌消毒と感染株の除去しか方法がなく、定植後に

ポンプで発生した場合、対策はないということでございました。 

そのため、健全な親株を県外の種苗会社に依頼し、これは山梨県の種苗会社です、に依頼し

て、取り寄せている農家さんもあります。しかしながら１株当たり６００円程度のコストがかか

るとのことでございます。 

現状、「さつまおとめ」、「さがほのか」の苗生産をしているところは、全国でも山梨県の

業者のみと聞いております。非常に負担が大きいことから、今後、苗の購入に対して、費用の一

部助成措置などできないものか、お尋ねいたします。 

○山口 良浩農林課長   

現在、町の単独補助の経営改善対策事業の中で、重点品目に対し、優良種子、優良苗の新品

種導入に係る助成は行っているところでございます。 

またイチゴに対しても、育苗施設や遮光ビニール、雨よけビニール等の資材購入助成を行っ

ております。 

苗の購入については、現在、農協共販であれば経済連からの購入となり、そしてまた、山梨

の業者から経済連を通じて、こちらのほうに卸されます。 

町が指定する重点品目、イチゴとか、トマトとか、サトイモとか、そういうのも全てです。

経済連のルートで購入しているところでございます。 

今後におきましても、既存の経営改善対策事業を活用していただき、先ほど町長答弁にもご

ざいました「土壌改良事業等」、そういうので産地維持を図っていくことを御理解していただき

たいと思います。 

○竪山 秀樹議員   

新品種の購入には助成措置があるが、既存の品種の購入には制度的なものはないという回答

でございました。 

またイチゴ農家だけではなく、ほかの作物を栽培されている方にも関わることで、簡単では

ないとの答弁でもありました。 

せめて、県外の業者から購入する分だけでも助成ができないかと考えますが、再度、制度の

見直しを強く要望しますけれども、その点はいかがでしょうか、お聞かせください。 

○山口 良浩農林課長   

トマトに対しても県内のタキイ種苗とか、いろいろそういうところとの交流もございます。 

今後、協議しながら検討していきたいというふうに考えます。 

○竪山 秀樹議員   

本当に農家は困っておりますから、制度の見直しを強く要請いたします。 

それでは、２点目でございます。 

この疫病対策については、県をはじめ関係機関も現状を認識していると聞いております。 
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なかなかこれといった対策を打ち出せないのが、現状でございます。 

全国には、大きな産地がたくさんあります。先進地での対策指導を含めた技術指導を学ぶこ

とも大切と考えます。 

町が主体となり、技術員の先進地への研修派遣などは考えておられないか、お尋ねをいたし

ます。 

○山口 良浩農林課長  

イチゴにつきましては、県内外を問わず、いろいろな品種の産地が形成されております。 

現在、主要なものは、私たちのさつま町では「さがほのか」というふうになっているところ

でございます。 

今後も町の議連の野菜部会、ＪＡのイチゴ部会等の関係機関と連携を図りながら、県内外を

問わず、視察研修も行っていきたいというふうに考えます。 

そしてまた、４月からお願いする園芸の営農専門指導員につきましては、イチゴの知識も豊

富で、県内の先進農家の情報も大いに活用・共有できると期待しているところでございます。 

○竪山 秀樹議員   

技術指導や栽培技術は、日々進歩をしております。 

現在の技術指導が悪いとは思っておりませんけれども、全国レベルに引き上げるためには、

研さんを重ねるしかないと考えますので、前向きな取組を要請いたします。 

以上で、イチゴ栽培に関する質問を終わります。 

それでは、続きまして３項目め、本町の畜産事業における生産基盤の維持拡大についての質

問に入ります。 

３点ほど再度、質問をいたします。 

１点目、まず今回の畜産農家物価高騰対策支援事業につきましては、畜産農家より非常にあ

りがたいという声を聞いております。 

また、現在実施されております「町単独肉用牛助成事業」についても、手厚い対策がとられ

ております。中でも、「町肉用牛特別導入事業基金」においては、貸付け上限額を４０万円から

５０万円に引き上げるなど内容の見直しもされております。 

しかしながら、優良雌牛の保留・導入に対する助成項目の中で、補助の条件として、郡の展

示会に出品した子牛が対象となっており、それ以外の子牛は助成対象外となっております。ここ

については、農協ＪＡのみが助成を実施しているということでございます。 

生産者の中には、この事業を活用したいがために、自家保留であっても、わざわざ品評会に

引いてくる方もいらっしゃると聞いております。 

郡展以外の牛に対しても助成措置はできないものか、お尋ねをいたします。 

○山口 良浩農林課長   

先ほどの町長答弁もございましたように、令和８年度より、優良な自家保留の育成に対して

の助成も行うことというふうに、考えているところでございます。郡展に出場しない優良な子牛

を対象に、その畜産農家に対しての助成ということで、大規模飼養農家だけでなく、高齢者等の

小規模飼養農家に対しても、１日でも長く畜産経営してもらうような助成にしたところでござい

ます。 

○竪山 秀樹議員   

そのように、私もそうなる中身的なものをしっかりとまだ把握はしておりませんでしたので、

申し訳ございませんが、今答弁にありましたように、兼業高齢化農家に対して、今年度（令和

８年度）より新たな優良な自家保留牛の育成に対しての助成を行うとありましたので、内容の改
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善点については、生産農家にも周知をしていただきますように要請をします。 

２点目、薩摩中央家畜市場管内では、昨年、子牛の死亡頭数が５００頭を超えていると報告

をされております。 

これは、１回のせり市分に相当する数になります。この数字を減らすことができれば、母牛

の増頭運動をしなくても済むと考えられます。 

死亡の原因については、出産時や出産後の風邪・肺炎・下痢などが挙げられますが、生産農

家への予防・指導については、現在どのように実施されているのか、取組状況をお聞かせくださ

い。 

○山口 良浩農林課長   

議員がおっしゃるように、死亡頭数５００頭と、これは、せりの１日ないしは２日分という

ふうに考えているところでございます。 

令和７年度より毎月のせり前に行われるＪＡ北さつま・県・町で組織する畜産関係職員連絡

会の中で、共済組合を交えて子牛の死亡頭数や死亡原因と思われる要因等の情報の共有、そして、

頭数減少等の対策の構築・強化、飼養管理・衛生指導等について、共済組合の獣医師のデータを

共済組合のほうからもらって、それを活用しながら検討を図っているところでございます。 

そしてまた、令和８年度からは、その情報をもとに、各飼養農家に対して周知を図っていき、

この死亡頭数の減少に努めてまいります。 

○竪山 秀樹議員   

ただいまの答弁に関しましては、非常に基本的なことだと考えます。 

生産者を集約した研修も必要であり、大切なことでありますけれども、最も重要なことは巡

回指導だと考えます。人材が不足しておりまして、事務も煩雑化している中で難しい環境であり

ますけれども、農家のため、行政・ＪＡ・他関係機関が一体となった取組の強化を要請いたしま

す。 

３点目、子牛の供給産地としての維持・拡大については、市場における購買者への支援や購

買者誘致も重要な要素ではないかと考えます。 

現在、薩摩中央家畜市場においては、１回のせり市開催で８０名から９０名の購買者が県内

外から来られております。 

以前は、購買者誘致の対策として、県外の購買者に対して宿泊費の一部助成が行われており

ましたが、現在は行われておりません。ほか、輸送費の助成とか、多数購買された方への助成措

置とか考えられますが、購買者誘致に関して、どのようなお考えをお持ちか、お聞かせください。 

○山口 良浩農林課長   

議員も言われましたように、以前は、県外の購買者に対し、宿泊の助成を行っておりました。 

現在は、町内に宿泊施設が少ないことにより、県外の購買者は霧島市、薩摩川内市、鹿児島

市等に宿泊されているところでございます。 

助成を終了した背景には、町内で宿泊される購買者は毎回同じ購買者であり、その購買者に

対しての助成が繰り返され、偏ったこと等の原因から終了した経緯がございます。 

また、輸送費助成については、例として、北海道からの購買者をとりますと、現在の輸送量

はチャーターで約７０万円、２４頭積載で１頭当たり３万円程度の費用がかかると聞いておりま

す。子牛２４頭の購入については、当さつま市場の１か所だけでなく、せり日の近い県内の各市

場で購入し、最終で２４頭、満載で帰るのが通常であるとのことでした。 

購入する牛もさつまで何頭買われるか予想もつかず、その費用算出についても見通せない状

況でございます。 
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そういうことを鑑みますと、本町は、優良種雄牛（種牛）の産地であることから、県内外の

購買者が、それを目当てにこちらの市場に来られます。 

今後においても、既存の補助事業や令和８年度からの新たな事業を活用しながら、多頭飼養

農家や小規模飼養農家の区別なく助成を図り、県内外の購買者に対し、魅力ある子牛生産に取り

組んでいきたいと考えているところです。 

また、購買者誘致については、トップセールスや担当者レベルでの多頭購買者への個別訪問

を行い、勧誘を進めていきたいというふうに考えているところです。 

○竪山 秀樹議員   

おっしゃるとおりだと、そのように考えますが、輸送費の助成については、国の事業として

はあると聞いております。ただし島への輸送に限定されており、本土にはないとのことでござい

ます。何といいましても、購買者あっての市場でございます。子牛の供給はもちろんのことであ

りますが、特色ある、魅力ある市場として、全国に誇れる市場でもありたいと考えますので、何

とか、知恵と工夫を出しながら、そういうことを対処していただければというふうに要請をいた

します。 

以上で、畜産に関する質問を終わります。 

最後に、４項目め、食料品店舗がない地域における買い物困難者への支援策についての質問

に入ります。 

３点ほど再度、質問をいたします。 

１点目、買い物難民者が発生する原因としては、地域商業の衰退、公共交通網の減少、高齢

者の増加、この３項目が主なものとされております。 

まず、本町における買い物難民者への支援に関しましては、福祉部門なのか、後期高齢者部

門なのか、総合政策部門なのか、そのところをお聞かせください。 

○山口 泰徳さつまＰＲ課長   

食料品等を提供する商店への支援につきましては、商工業振興という観点から、さつまＰＲ

課が担当となります。そのほか、買い物困難者は高齢者が多いことから、ほけん福祉課などが支

援に当たっております。 

○竪山 秀樹議員   

ただいまの答弁では、商工業振興という観点から、さつまＰＲ課、高齢者支援として、ほけ

ん福祉課が行うとありました。 

そこで、２点目の質問です。 

この買い物難民者に関しては、先ほど質問で申し上げましたとおり、商業に関する事項、公

共交通に関する事項、それから、高齢者支援といった一つの部署では解決できない事項が多く存

在をします。 

それぞれの部署には、これまで培ってこられたスキルと経験があるというふうに考えます。 

それを生かした横の連携での対策を講じていただきたいと考えますが、その点についてはど

のようにお考えでしょうか。 

○山口 泰徳さつまＰＲ課長   

先ほど町長が回答されました、株式会社大和が運行する「とくし丸」が町内においても移動

販売車等運行されておりまして、町内で約１００件の登録があり、１日３０件から４０件の利用

があるようでございます。 

また、年末あたりから永野地区のスーパーが閉店されたことから、永野地区において新たに

依頼を受けるようになったと聞いております。 
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周知方法につきましては、地域包括支援センターなどにチラシを預けてあり、高齢者への訪

問などの際に渡してもらうよう、お願いしているとのことであります。 

また、買い物困難者に対する支援事業につきましては、商工会会員等にアンケートをとり、

現状を把握した上で取り組みたいと思っておりまして、現在、制度の創設に向けて検討中であり

ますが、大まかには事業承継に向けた支援と、店舗の改装などへの支援、機械備品等への更新時

の一部補助などを実施したいと考えております。 

○竪山 秀樹議員   

今、申し上げたかったのは、この連携はどうなっているかということで、横の連携で対策を

講じてくださいというふうに申し上げたところでございましたけれど、最後のほうまでちょっと

答弁をいただきました。 

ぜひ、関連部署全体での取組を要請いたします。 

３点目でございます。 

この問題の解決の切り口としましては、「交通手段の支援」、「近くにお店を開設」、「家

まで商品を届ける」この３項目が挙げられております。 

その一つとして、今お話があったように近隣の市町村では、民間のフランチャイズチェーン

と個人が契約し、個人事業主として地元の食料品店舗とコラボした移動販売を展開しているとこ

ろがあります。 

今、言われた伊佐市の「とくし丸」でございます。行政の関わり方としては、個人事業主の

開業に関わる経費の一部を助成しているということでございます。 

この移動販売の利点は、要請があれば高齢者の自宅まで赴くことができ、移動手段のない高

齢者からは重宝されているというふうに聞いております。 

このように、買い物難民者に対する行政の関わり方が一つのポイントになると思いますが、

併せて回答はいただきましたけれども、どのような手だて、ほかに考えていらっしゃるか、お聞

かせをください。 

○上野 俊市町長   

私のほうから、お答えさせていただきます。 

この買い物困難者の方々に対する支援ということでございまして、これまでも様々な議論も

いただいているところでございます。 

なかなか非常に一長一短に解決する問題ではないところでございますけれども、先ほど１回

目の答弁でもお答えをいたしましたが、また課長のほうからもございましたように、今この配達

等々していただいている業者の方々に、また、ここの部分を広く使っていただくというのも私は

一つの手段だろうと思っています。 

それに当たりまして、町がどういう形で支援ができるのかというのは、また今後、詰めてい

かなければならない部分であるかと思っているところであります。 

この大和さんが行っていただいております「とくし丸」の関係につきましても、それぞれの

家庭にやっぱり行ってもらっております。こういうところを、やはり周知をもう少ししなければ

ならないなと思っているところであります。 

また、なかなかやっぱりこの人手が足りないというのも恐らく出てくると思っているところ

でございまして、これにつきましては、そこに対して行政がどういう支援といいますか、手助け

ができるのかどうか。また多角的な面から、これは検討していく必要があるかと思っております。 

できれば、前にもちょっと議員のほうにもお話する機会がありましたので、特に議員の求名

の方にもお店がございませんので、あそこ辺りに、何とか店を開いてくれる方がいらっしゃって、
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そこをまた活用して、その買い物困難者の方々のところに配達をしていただくと、いうような仕

組みができないだろうかという話もしたところでございます。 

やはり、また地域のそういう話もしっかりとお聞きしながら、ここについては取り組んでい

かなければならないと思っているところであります。 

既存の今、やっていらっしゃるところの部分をしっかりと活用していただくということもし

ながら、併せて、また新たな取組というのも当然ながらしていかなければならないと思っており

ますので、これは縦割りじゃなくて、しっかりと横の連携をとって進めていきたいと考えており

ます。 

○竪山 秀樹議員   

町長が今おっしゃいました、この件に関しましては、慎重かつ大胆な施策も必要と考えます。 

回答の中に先ほどありましたように、店舗改装や機械備品への一部支援というふうに、事業

承継に向けた支援というふうにありましたけれども、それだけではなく、今現在行っている事業

も民間でございます。ＪＡの「笑味ちゃん号」、伊佐市の「とくし丸」といった移動販売もやっ

ていらっしゃるようですが、伊佐市の「とくし丸」については、２月１５日現在で事業を休止し

ております。なかなか厳しいと。 

それとＪＡの笑味ちゃん号についても、採算がとれていない。これは、農協のほうに私も言

いまして、車とそれから補助員、それと運転手と品物はＡコープの物を使っていると。農協とし

ては、Ａコープの物を売る僅かな手数料しか入ってこないと、人件費も出ないと、そういうこと

をおっしゃっておりましたので、こういう事業に関しては、今おっしゃったように、目を向けて、

総体的な施策を要請いたします。 

県内にも、様々な取組が紹介をされております。先だって、大隅の曽於市坂元地区の物産館

北マーケットの取組が新聞等で紹介されておりました。 

１７年ほど前に閉店したコンビニ跡に、所有する企業の好意で店舗を設けることができまし

たとありました。運営するのは、地元の女性１０人であり、地域の中心部に十数年ぶりに商店が

復活したと大きく報道されております。 

地域コミュニティーの希薄化といった課題が顕著になっております。生活は、衣食住が基本

であり、その中でも衣食は買い物支援がなければならないと考えます。 

住みやすいまちづくり、誰一人も取り残さないと町長が方針を掲げておられますので、この

言葉を信じつつ、私の全ての質問を終わらせていただきます。 

○新改 秀作議長   

 以上で、竪山秀樹議員の質問を終わります。 

 次は、８番、武さとみ議員に発言を許します。 

〔武 さとみ議員登壇〕 

○武 さとみ議員   

３番ということで、ちょっとお昼を挟むのかなと思いましたが、続けてということになりま

すか。 

では、質問をさせていただきます。 

まず一つ目ですが、現在、学校で行っているフッ素洗口についてです。 

学校で集団フッ素洗口を始めて十数年経過していますが、フッ素の中毒性を訴えている医師

もいる中、学校で行わなければならない合理的理由を問います。 

二つ目、教育長の目指す学校、または子ども像について。 

インクルーシブ教育を進める教育長も前回、インクルーシブ教育が大事だとおっしゃいまし
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たが、子どもたちが主体的に楽しく学ぶために、多様化学校分教室では、どんな基本方針で、ど

のような子ども像を目指しているのかを問います。 

また、さつま町のすべての学校を不登校ゼロの学校にするために、どんなことを取り組めば

いいのか、取り組むべきことを問います。 

三つ目、弾薬庫建設に伴うデメリットについてです。 

弾薬庫のあるところで、ＰＦＡＳ等の汚染が報道されていますが、ほかにも建設されたとき

のデメリットの面について、私たち住民は大変不安を抱えていますが、どのようにそのことを解

消するつもりかを問います。 

以上、御回答お願いします。 

〔武 さとみ議員降壇〕 

〔上野 俊市町長登壇〕 

〇上野 俊市町長 

それでは、武さとみ議員の御質問にお答えいたします。 

まず１点目のフッ素洗口に関する御質問でございます。 

フッ化物洗口につきましては、「第２次さつま町総合振興計画」及び「第３次健康さつま

２１」におきまして、子どものむし歯をなくすことを重要な健康課題として位置づけており、保

育園、幼稚園、小学校、中学校におきまして、フッ化物洗口の集団実施を継続してまいったとこ

ろであります。 

その結果、むし歯の大幅な減少と健康格差の縮小に確実につながっていると考えております。 

鹿児島県が公表している令和６年度の１２歳児でむし歯のない者の割合では、鹿児島県全体

の平均が６３.８％、北薩地区７０.４％となっているのに対しまして、本町では８３.８％と大

きく上回っているところでございます。 

フッ化物洗口につきましては、厚生労働省がむし歯予防施策として推奨している方法であり、

国内外で長年にわたり安全に実施されてきた実績もございます。 

使用するフッ化物濃度は、国の指針に基づき中毒性が問題となる量より極めて低濃度であり

まして、適切な方法で実施する限り、健康への悪影響はないものと認識いたしているところであ

ります。 

学校で実施している合理的理由は何かとの御質問でございますけれども、合理的な理由とし

まして３つほど挙げさせていただきたいと思っております。 

１点目に、むし歯予防効果が高いことがございます。フッ化物洗口につきましては、科学的

根拠に基づきまして、むし歯の発生を大幅に減少させることが確認されているところでございま

す。先ほど、むし歯の数値的なものもお話させていただきましたけれども、その効果があると考

えております。 

特に、乳歯から永久歯へのこの交換期にある子どもにとって効果が高いとされているところ

であります。 

２点目に、家庭の状況に左右されず、すべての子どもに機会を保障できることがございます。 

個々の家庭での実施につきましては、保護者の理解や生活状況により実施率に差が生じるこ

とから、学校での集団実施により、すべての子どもが等しく予防の効果が発揮できる環境が確保

できるものと考えているところでございます。 

３点目に、地域全体の健康指標の向上にもつながると思っているところであります。 

むし歯は感染症であり、生活習慣病であるため、地域の生活環境や保護者の意識・知識によ

って差が生じます。学校等での継続的な取組が、ひいては地域全体の健康水準の向上にもつなが
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っていくものと考えております。 

また、一部にフッ化物の安全性に関する懸念が示されていることは承知しているところでご

ざいますけれども、町としましては、国の指針、科学的根拠、他の自治体の実績等も踏まえ、現

行のフッ化物洗口は、安全かつ有効な公衆衛生施策であると判断しているところでございます。 

今後におきましても、学校における教職員や養護教員の御協力をいただきながら、また保護

者への丁寧な説明や情報提供を行いながら、子どもたちの健康を守るための取組を継続していき

たいと考えているところであります。 

２番目の質問については、後ほど教育長のほうから答弁がございますので、３番目の弾薬庫

建設によるデメリットについてお答えさせていただきます。 

弾薬庫建設によるデメリットということでございます。 

防衛省・自衛隊では、令和６年９月までに、すべての自衛隊施設におきまして、ＰＦＯＳを

含む泡消火薬剤の交換・処分を完了するとともに、令和７年３月までに、すべての自衛隊施設に

おきまして、ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡが混入した泡消火設備専用水槽水の交換・処分を完了したと

公表されているところでございます。 

また、防衛省は、火薬庫等の整備にあたっては、測量調査や土質調査で得られたデータを基

に、地形・地盤強度の安全性、必要な保安距離の確保状況、環境現況調査の結果を踏まえた環境

保全など、住民生活に関わる重要な要素を含めて、総合的に調査をしているところでございます。 

本町としましても、これまで防衛省及び九州防衛局に提出いたしました要望書におきまして、

水資源に関する調査と調査結果を踏まえた利水対策等の対応につきましては、特段の配慮を強く

要望しておりまして、地下水・湧水・農業用水など、地域の生命線となります水源への影響を未

然に防ぐことを最重要視しているところでございます。 

引き続き、調査結果の透明性確保、住民への丁寧な説明、環境保全措置の徹底を引き続き求

め、住民の皆様の安心・安全を最優先に取り組んでまいります。 

〔上野 俊市町長降壇〕 

〔中山 春年教育長登壇〕 

○中山 春年教育長   

武さとみ議員の御質問にお答えいたします。 

インクルーシブ教育につきましては、近年、単に特定の困り感を持つ子どもと、そうでない

子どもが共に学ぶことだけを指すのではなく、すべての子どもを包摂し、子どもたちの多様性を

尊重していくことが本質であるとされております。 

この考え方は、中央教育審議会から次期学習指導要領に向けた検討の基盤となる考え方の一

つとされており、本町における「誰一人取り残さない学びの保障」にも通じるものがあると考え

ております。 

こうした理念を具現化するものとして、分教室における目指す子ども像を、「自他を尊重し、

自らの意思で納得して選択できる生徒」、「自分のペースを大切に、ワクワクして根気強く学び

続ける生徒」、「探究学習の活動を通して社会とつながり、自立して未来へ踏み出す生徒」とし

ました。 

日々の教育活動の中で、生徒自身が学習内容や方法を選択する「自己決定」の機会を意図的

に設定することで、「学ぶことが楽しい」という実感とともに、自己肯定感と自己存在感を醸成

し、社会的な自立に向けた人間性の確立を目指してまいります。 

続きまして、町内すべての学校を不登校ゼロにするための取組についての御質問にお答えい

たします。 
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全国的に急増している中で、現在の状況で完全不登校ゼロにするのは難しいかもしれません。 

しかし、そこを目指して取り組んでいきたいと考えております。 

前回の答弁でも申し上げましたとおり、不登校の未然防止には「魅力ある学校づくり」が不

可欠です。学校が児童・生徒にとって魅力ある場所であるためには、学校の中で、児童・生徒が

最も長い時間を費やす授業が、「『ダルい』、『つまらない』、『わからない』」と子どもたち

が言っているような状況では、なかなか「いじめ」や「不登校」等の生徒指導に関する諸課題の

未然防止にはつながらないと考えます。 

そのため、何よりも児童・生徒が主体となって「学ぶことが楽しい」、「授業が楽しい」と

思えることが必要であり、その基盤を支える教職員の授業力向上は必須の対策であると考えます。 

また、授業力の向上と並んで重要なのは教職員のマインドセットです。 

就任当時からお願いしていることですが、児童・生徒の言動の背景を丁寧に把握する姿勢を、

全教職員で共有していく必要があります。 

表面的な現象だけを捉えるのではなく、その背景にある困り感を見取り、寄り添う恕（じ

ょ）の精神を、これまで同様、教育活動の根幹に据えてまいります。 

さらに令和８年度からは、分教室の職員と各校の生徒指導担当者、スクールソーシャルワー

カー（ＳＳＷ）、教育相談員、さつまる～ム指導員、教育委員会職員等々が、不登校をはじめと

する生徒指導に関する諸課題について学ぶ場を設けることで、分教室で培われた実践を町全体で

共有し、生徒指導力向上へ還元させてまいりたいと考えているところです。 

このような取組を進めることで、「明日も学校に行きたいな」という子どもが１人でも多く

なるような学校づくりを進めてまいります。 

〔中山 春年教育長降壇〕 

〇武 さとみ議員 

では、まず１点目の現在、学校で行っているフッ素洗口についてなんですけれども、町長も

安全性には不安があるという回答もちょこっとされましたけれども、私は、先日、北海道のかた

くり歯科の清水央雄先生、央雄さんという歯科医師のお話を聞きました。 

フッ素研究会の方なんですけれども、その方は、フッ素洗口は、やはり、むし歯予防には逆

効果であるということを言われました。 

いろんなフッ素洗口率の高い１０県と低い１０都道府県とを比べたときに、ＤＭＦという、

むし歯や治療済みや喪失歯の平均値を調べると０.５２と０.５４で洗口が盛んなほうが、むし歯

は少ないけれども、加重平均と言って、重要度を加味した平均というのがあるんですけれども、

それでは０.５０と０.４８で逆の効果であったということです。 

それとあと推進派は、体重１キロ当たり２ミリグラムまでは中毒しないと、古い学説を基に

言っているようなんですけれども、世界中では、中毒事例が多発していて０.１ミリグラムでも

起こっています。 

洗口液は、急性中毒が起こる量であって、実際、腹痛とか吐き気とか、嘔吐とか頭痛、目ま

い、それから、よだれが垂れてきたりとか、ぜんそく発作等が多発していて、長崎県では、

２００１年ですけれども、１４名が洗口後に病院搬送されたということもあるという話です。 

いろんなフッ素による、ほかにも２０２３年なんですが若年者の骨折とか、２０２４年には、

自閉症スペクトラムの関係とか、２０２５年には、矯正用ワイヤーが洗口液によって腐食したと

か、そういうことも報告されました。そういうことは明らかになっているとおっしゃいました。 

さつま町では、役場で保健師が洗口液をつくって、用務員さんが学校まで運び、冷蔵庫に入

れているという方法を私が勤めているときはとっていましたが、今でもそうなんでしょうか、教
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えてください。 

〇上野 俊市町長 

先ほど武議員のほうからございましたが、私もこの健康に不安を持っているということは申

し上げておりません。 

今議員からもありましたように、一部に、このフッ化物の安全性に関する懸念が示されてい

るということがあると、それは承知していると申し上げたところでありまして、私自身は健康に

は問題ないと捉えているところでございますので、あえてお答えさせていただきました。 

〇久保田春彦こども課長 

ただいまの質問でございますが、おっしゃいましたように、フッ化物洗口につきましては、

薬でございます「ミラノール」を原料としまして、役場のほうで精製しまして、火曜日に各学校

の用務員さんが取りに来られまして、保冷庫に入れてお渡ししているということで、学校側では、

水曜日の実施、中には違う日に実施されている学校もあるようでございますけれども、基本的に

は、そのような形で実施されていると認識しております。 

〇武 さとみ議員 

保健師さんがつくってくださっているから間違いはないと思うんですけれども、やはり人間

ですので、間違うことがあると思います。ミスがあると思います。 

説明があるのですけれども、その説明が、私が盈進小学校にいたとき、十数年前に体育館で

説明があって、私たちはやはりこの毒性ということを勉強していたので、ちょっと余り勧めたく

ないという意見を言ったらですね、やはり勧められているお医者さんとかが、知識のない私たち

人が反対するのはどうかっていうようなことを言われて、だけど私たちは自分たちが調べたこと

ではなくて、フッ素研究会の方々がしっかり調べたことに対して、意見を言っているんですけれ

ども、とにかくそのミスっていうのが、誰でも間違えることはあるのが人間です。 

私も体験しているんですけれども、例えば、盈進小学校なんかでは、代わりに、担任ではな

い教員が行ったりするんですね。そのときにフッ化物洗口があったときに、誰がする人で、誰が

しない人か、というのなんかも、しっかり把握されてないと、それが名簿によって把握されてい

るときもありますが、本当に、何かもう軽く考えている人たちは、もう本当に、軽く考えている

と言ったらあれですね、すいません。 

私たちは、とっても不安で、どの子がするのか、しないのか、ということをすごくやはり、

はっきりしてもらわないとできないという気持ちがあるんですけれども、そんなふうにミスが絶

対あってはいけないことなのですが、実際はミスがあります。 

間違って違う子にさせてしまうとか、あと、洗口液をバーッて噴き出して、ほかの子の目に

入ったりとか、使用期限切れの洗口液で洗口をさせたとか、そういうのが身近であることもあっ

たし、ちょっと聞いた話でも、そういうこともあります。 

私たち、担任。私たちというか、担任がそれをさせられているといったら、ちょっとあれな

んですけれども、しているんですけれども、急性中毒を訴えているのかどうなのかというのは、

よく分からないわけですよね。 

どうなのかな「我慢しなさい」って言ったりですね、あと洗口後３０分間、水分を飲んでは

いけないという原則があるので、特に夏はですね、掃除時間に、１週間に１回掃除時間を潰して、

そのときにさせるんですけれども３０秒間ですね。そのあと３０分間飲んではいけないので、水

を。夏の５時間目の体育の時間とか、とても耐えられないんですね。そういうのも、校長先生に

意見を言ったりとかもしました。 

そういうときは「しないでいい」とか言うときもありましたけれども、原則させていました。 
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そういうふうに急性中毒が起こったときでも、不適切な対応をしてしまう現状もあります。 

こんなふうに学校では、医療行為を無資格者が実施・監督するというのは、大いに問題があ

ると思います。文科省からの指示も、それはないと思います。学校保健安全法には、フッ素洗口

は明記されていません。法律も規定がありません。 

まず、説明が私たちもしっかりされていないのに、学校ではフッ化物洗口を子どもたちにさ

せているという。自分の子にはあまりしたくないのに、子どもたちにそうやってさせなければい

けないという、すごいストレスが教員にはあるわけです。 

保護者が選ぶという形態になっているんですけど、するか、しないかは、保護者や子どもが

選ぶとなっているんですけれども、ミラノールという薬を使うのであれば、それの添付文書をち

ゃんと保護者にも配布して、どういう副作用があるとかですね、そういうのもしっかり、慢性中

毒のこととかも、ちゃんとお知らせされているのかをお聞きします。 

〇久保田春彦こども課長 

まず、フッ化物洗口液の作成（精製）についておっしゃいましたけれども、先ほど申し上げ

ましたように、役場・保健所等で、液を精製しておりますけれども、歯科衛生士、保健師等が従

事しております。これは事前に、薩摩郡歯科医師会、薬剤師会等の指導を受けての実施というこ

とで、よくダブルチェックをしながら実施しているところでございますので、人的な間違いとい

うのは、ないものと考えております 

それと、議員おっしゃいましたフッ化物、フッ素の長期的な影響ということで、北海道の歯

科医師等が主張されている内容を申し上げられましたけれども、我々としましては、昭和６０年

３月に、政府の公式見解として、適切な文書によるフッ化物洗口液による洗口については、安全

性に問題はないということから、「フッ化物水溶液による洗口を禁止または停止すべき児童生徒

についての基準は設けていない」と示されております。 

また、国の専門団体であります「日本口腔衛生学会」では、「フッ化物洗口・ファクツ

２０２２」という冊子がございますが、その中で、「適度な濃度・方法で、フッ化物洗口は安全

であり、むし歯予防に有効である」とされております。 

さらに、日本歯科医師会では、１９７１年以来、フッ化物応用において、むし歯予防に有効

であり、適正使用で安全性に問題はないとの見解を示しております。 

以下、これらの見解を基にしまして、本町のフッ化物洗口は、厚生労働省のフッ化物洗口の

推進に関する基本的な考え方及びフッ化物洗口マニュアル等に基づきまして、適切な濃度・頻度

で安全に実施しているものであり、現時点で慢性的な健康影響が生じる科学的な根拠等は認めら

れていないと考えております。 

それと、洗口液のミラノールの薬の件でございますけれども、ミラノールの薬の中に使用説

明書というのがございます。 

その使用説明書の中に書いてある内容としましては、一つは洗口液の作り方、未就学児、小

学校における、その濃度の薄め方、それと、洗口方法としまして、取り出した洗口液を口に含み、

３０秒間のブクブクうがいをするというふうな内容。それと、使用期間中の注意事項としまして、

本体そのままでは劇薬に該当しますが、使用方法どおりに作った洗口液は、普通薬濃度となりま

すということで、洗口液をつくった後、洗口させてくださいというような注意事項も入っており

ますので、これらの内容に基づきまして、作成をしているところでございます。 

〇中山 春年教育長 

先ほど、健康被害の話等をいただいたところですけども、今、歯科医のお名前もおっしゃい

ましたので申し上げますけれども、私、この歯科医の話を聞いたことがあります。 
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あるところで導入にしっかりと携わらせてもらったんですけれども、いろんなそういう反対

意見の中で指摘されたような話が出ますけれども、ほぼ抽象的です。 

私どもが聞いたそのときの事案で、そのとき私のいた職員十数名で、全ての都道府県に電話

を入れました。 

そして、一つの都道府県あたりに３か所、４か所電話を入れて、そこで何かの事案があった

ようだとか、あったとか、というところにつきましては、再度、その関係機関に直接電話を入れ

て、すべての状況を、その後どのようになったのか、子どもの実態はどうだったのか、職員はど

うだったのか、そういったことまで全部確認いたしました。 

あわせて、これは私が直接電話しましたけども、国内の大手企業、歯磨き粉・フッ化物等を

作っている大手企業のほうに電話入れまして、そういう事案等、またそれに対する被害等は届い

てないかということも確認しましたが、どちらに関してもありませんでした。 

そして、ここ最近の話でも確認いたしました。関係機関のほうを通して、「新しい事案とい

うのは、その後ないでしょか」ということを確認しましたけど、出てきておりません。今のとこ

ろ情報は入っておりません。 

フッ化物洗口等を担当している学会の日本口腔衛生学会や日本歯科医師会においては、今お

っしゃったような研究論文ですね、これは過去にあったと。この研究方法やデータ処理の取扱い

に誤りがあり、その後の調査で関連性が示されなかったため、現在では否定されていて、もうそ

ういう学会での賛否の議論すらないんだという話等をいただいたところであります。 

〇武 さとみ議員 

すいません、私、ミラノールの説明書を保護者には示さないのかということをお尋ねしたん

ですけれども、やはりこの薬を学校で使うっていうことは、まず本当は、学校運営法上、そうい

うことをあまりしないほうがいいと思うんですけれども、なぜ、このむし歯予防だけ薬を使うの

かというのがちょっと疑問なので、この薬が、ミラノールというのがどういう薬なのかというこ

とを保護者にもしっかり分かってもらい、そして、あと転入してきた職員とか、どの時点で、全

員の子どもたちにもしっかりそのことを、このフッ化物洗口についての説明をしなければいけな

いと思うんですけれども、それもされているのかっていうことも、再度お聞きしします。 

○新改 秀作議長   

ここでしばらく休憩します。再開は、おおむね午後１時０５分とします。 

 

休憩 午前１１時５４分 

 

再開 午後１時０５分 

 

○新改 秀作議長   

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

〇久保田春彦こども課長 

それでは、質問に対して引き続きお答えしてまいります。 

学校での説明会等の頻度と内容ということでございます。 

学校での説明会等につきましては、まず保護者へは２月から３月にかけて、毎年開催されて

おります入学説明会で、フッ化物洗口の方針、必要性、安全性、有効性、実施方法、洗口に関す

る薬剤、洗口液を町で作成していること、実施の方法などについて記載した説明書を用いて説明

をいたしております。 
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また中学校につきましては、説明資料を配布いたしております。 

先ほど言われました薬剤等の使用説明等については、今後、また加える方向で検討してまい

りたいと考えております。 

このほかに、児童・生徒向けにつきましては、入学後間もない４月から５月にかけまして、

歯科衛生士が学校へ出向きまして、実施方法について説明をしております。 

さらに、学校教員への説明につきましては、４月の職員会等において、校長等から職員に対

して説明を行っていただいております。 

先ほど武議員からありましたような、転入職員等への説明会というのが必要であるとするな

らば、学校等からの要請に基づきまして、薩摩郡歯科医師会、薬剤師会の医師などの同行もいた

だきながら説明会を開催したいと考えております。 

〇武 さとみ議員 

答弁ありがとうございます。 

フッ素は長期的には、先ほど教育長は、かたくり歯科のお医者さんの話を聞いて、あまりそ

れは信憑性がないみたいなことを言われるんですけれども、私はやっぱり個人差があって、人っ

ていうのは、やっぱりどこを信じるかっていうのはあると思うんですよね。 

公教育っていうのは、「誰１人取り残さない」っていうのがあるので、私たちみたいに、や

はり危険なんだっていうのをすごく鵜呑みにする者もいますよね。子どもたちも、保護者もそう

だと思います。 

だからこのかたくり歯科の歯科医がおっしゃったのは、フッ素を長期的に使えばＩＱ低下と

か、ＡＤＨＤの増加とか、甲状腺機能の低下とか、ガンとか、ダウン症とか、様々、いろいろ指

摘されていますので、長期的な影響がとても私は心配しています。 

それで、このミラノールの顆粒についての添付、薬の処方箋っていうか、何かあるんですけ

れども、これにもやはり、「副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認

められた場合には使用中止するなど適切な処置を行う」とか、「歯の形成期や萌出期に当たる

６歳未満の小児が繰り返し試飲した場合、フッ化物の過量摂取による斑状歯、歯が白くなる。エ

ナメル質に小さな白い斑点が現れる状態なんですけれども、その斑状歯が発現する可能性がある

とか、このフッ化物洗口するときに、ガラス容器はフッ化物によって、腐食するとか、飲み込む

恐れのある幼児・小児には使用しないとか、そういうことも書いてありますので、やはりこうい

うものを学校でみんな一緒にやるということは、私はちょっと賛成し兼ねるところなんです。 

子どもの健康とか、教員も今とても多忙です。その中、こういう薬物を使うということで、

すごくやっぱり気も使い、時間もとります。学校教育の健全な推進を考えれば、当然のこととし

て、フッ素洗口は実施しないほうがいいのではないかと、私は思います。 

むし歯は、歯肉炎とか、いろいろあって、フッ化物洗口しているから、歯は丈夫だからと言

って、歯磨きをしなくなると、歯肉炎とかにもなりますよね。そういう心配もあるし、既にむし

歯は激減しているので、これらのリスクを、今まで言ったようなリスクを負ってでも、フッ素洗

口を学校で行わなければならないという合理的理由はないんじゃないかなと、私は思います。 

先ほど言われたように、転入してきた教職員、それから、新入児童、保護者に対しては、し

っかりこのミラノールの添付文書も付けていただいて、また、必ず説明をしていただけるように、

よろしくお願いいたします。 

では次に、学びの多様化学校分教室と、それから不登校ゼロの学校にするための取組につい

てなんですけれども、教育長のお話では、やはり子どもが納得して、自分のペースを大事にする

という言葉が私の心には残りました。 
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自己決定をすごく大事にしてくださるというところは、すごくいいなというふうに思いまし

た。 

やはり学校は、子ども中心じゃないといけないと思っています。 

子どもがいろいろなことを自分で決める。そして、一人一人の違いとか、興味を大事にする。 

それからあと、探究学習の際は、よくパソコン・タブレットを使って調べることのほうが多

いような気がするんですけれども、そういうのも、一つには大事かもしれませんが、直接体験す

ることとか、実際の生活の中で、「あれ、これはどうなのかな」というのを、自分でやってみる

っていうところをすごく大事にした、それを中心にした学習であってほしいなと思います。 

分教室に行こうと思っているお子さんや保護者と面談をされて、先ほど、お話もされたんで

すけれども、保護者の希望やお子さんの思いなどを生かしたサポートについてお聞きしたいんで

すけれども、面談されて、お話を聞いて思われたことで、親同士のつながりとかも、これからど

んなふうにつくっていかれるのかな。またあと、お子さんが、もし来れなくなったときの手だて

について教えてください。 

○中山 春年教育長   

学びの多様化学校の保護者のこれからのつながり、それから子どもさんたち来れなくなった

場合のっていうことでしたけど、誠にすいません。その前に間違いがあったらいけませんので、

確認しておきます。私のほうで訂正をさせてください。 

ミラノールの説明書によると、こちらが新しいミラノールの説明書であります。 

今の新しい説明書によりますと、注意事項のところには、本剤は飲み薬でありません。使用

方法に従って使用させてください。もし飲み薬の間違い、袋に入った顆粒をそのまま飲んでしま

った場合は、嘔吐、腹痛、下痢などの症状があらわれることがあり、その場合は、牛乳、カルシ

ウム剤を飲ませ、医師の診断を受けさせてくださいという注意書きが書かれております。今の新

しい説明書では、そういうふうになっているようです。 

それから、あと先ほどもお話いただきました学校でのヒューマンミス、これは本当に出てく

る場合があるだろうと思います。 

これに関しては、我々はやはり、学校からきちっと報告をいただいて、その報告後、きちっ

と検証して、進めていくことが今後の事故防止対策になると思いますので、ぜひ、そういう場面、

先ほどお話があったケースが本町内で起きているんであれば、また後ほど教えていただければ、

すぐ対応をとっていきたいと思います。 

学びの多様化学校につきましては、本当に議員のおっしゃるとおりであると思います。 

保護者の人たちが、学校でやっている学級ＰＴＡ、ここもだいぶ変わってきたんですけども、

保護者の人たちが自分たちの思いとか、悩みを語れる。また子どもたちの姿を話せる。そういっ

た、お互いの拠り所ができるような場にしていきたいなということで、今考えているところであ

ります。 

また、保護者の皆様方がお集まりになったときに、そういう形をお話をさせていただいて、

そして、いろんな形ができるといいなというふうに思っているところであります。 

二つ目です。もし万一とというお話がありましたけども、その場合には、おっしゃるとおり

でして、先ほどの保護者の方々の思いとか、子どもさんと今、教育委員会の職員が非常につなが

っておりますので、そういった職員も派遣し、子どもさんの思いというのを本当に大事にしなが

ら、対応を考えていきたいと思います。 

○武 さとみ議員   

ミラノールの説明書については、私の平成２６年２月２０日発売と書いてあるんですが、ま
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たあとでお見せします。 

私たち県の議員研修があったのですけれども、新時代に求められる人材育成、主体性と当事

者性という演題で横浜創英中学・高等学校の元校長であった工藤勇一さんという方のお話を聞き

ました。著書に『学校の「当たり前」をやめた』とか、「子どもたちに民主主義を教えよう」な

どがあるということです。その中で、とても心に残ったことがいっぱいあるんですけれども、時

間もありませんので少しお話をします。 

日本社会の問題は、自死とか、昨日、一昨日の南日本新聞にも載っていましたが、大変多い

ということもありましたけれども、そういう自死とか、いじめ問題、不登校とか、それから教員

の過重労働問題とか、そういうものは、学校教育の問題はそのまま日本社会の問題であるという

ことでした。日本の学校教育は、国連に勧告を受けていると。過度な競争と圧力、二つ目に、画

一的な教育と批判的思考の欠如、三つ目に、生徒への多様性への対応不足、四つ目に教師の負担

へのサポートの不足という事を挙げられていました。 

あと、日本の学校は生まれたときから持っている主体性を失わせていると。その中で、宿題

は主体性を失わせる象徴的なものっていうのにも言われました。学ぶ側の立場から、教育を変え

ていくことが大事である。自己決定、先ほど教育長も言われましたけれども、自己決定がなけれ

ば、人のせいにする子が育つと言われました。あと、これからの時代に求められる力としても、

よく教育長がおっしゃる非認知スキル能力、それから自分をコントロールする力、自己決定でき

る環境が大事だということです。対立を対話で解決する力。あと当事者性ですね。それから、み

んな仲よくっていうのは勘違いで、みんな違っているので、仲よくすることは簡単ではないと、

だから、まず日本の学校では多様性を優しさとか、思いやりなどの人間関係で解決しようとしが

ちであると、そうではないんだよということも、おっしゃいました。また分離教育をしているの

で、仲よくできない子どもを非難したり、差別したり、排除するという。今、本当に自分も学校

にいて、なかなか自分たちができてないことだったなあということを、すごくこのお話を聞いて

考えることでした。 

あと、障害のある子どもについて、すいません。もうちょっと時間がないので、では多様化

学校でのこれからの取組について、ぜひ、ほかの学校にも、またお伝えくださって、また研修等

で役立てていただけるように、よろしくお願いいたします。 

では、三つ目の弾薬庫建設による住民に与えるデメリットについてですけれども、先ほどＰ

ＦＡＳについては、もう泡消火器は処分できているという、処分が完了しているというお話でし

たが、この東広島市のことだったんですけれども、東広島市長は、この問題が出たときに、積極

的な血液検査をすることを、住民の不安を煽る可能性があるということで実施しないと言ったら

しいんですね。だけど、地域の住民は、周辺の井戸水や地下水が汚染されたからとても不安にな

って、自費で血液検査をしたところ、やはり規定を遥かに超えるＰＦＡＳの数値が検出されたと

いうことでした。 

本当に私たちは行政とか、町長のおっしゃることを信じたいという気持ちでいるので、ぜひ、

こういうことがないように、あったら困るんですけれども、こんなことが蓄積されることで、ど

んな影響が出るか分かってないので、大変恐ろしいことだなと思いました。 

今回、高市政権に代わって、私はとても不安に感じています。 

高市政権によって、さらに軍事力強化が加速されるのではないかと危惧しているんですけれ

ども、このことが、さつま町の弾薬庫建設計画にも大きく影響してくると思うんですが、前回の

質問で、これまで町が防衛省に請願した様々な施設については、取り下げないと答弁されました

が、取り下げないということは町長としては、このことは要望し続けるということで、よろしい
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のでしょうか。 

あと、紫尾とか鶴田ダムエリアにも野外訓練場とか、地上型ミサイルの発射施設とか、オス

プレイの発着場とか、そのことも要望し続けるということになるんですけれども、紫尾山周辺や

鶴田の住民の皆さんにも説明して、そのことに賛同を得ているのでしょうか、お答えください。 

○上野 俊市町長   

通告書でいただいた質問につきましては、このＰＦＡＳ等の質問でございまして、これまで

申し上げてきたことに対しての質問ではなく、通告されてない質問だと私は考えているところで

ございますので、その件については、これまでどおりでございます。 

○武 さとみ議員   

では、今の質問は取り下げます。 

では、町長の施政方針についてなんですが、この件は、住民のデメリットと関係があります

ので、町長の施政方針で、調査の結果を踏まえ、適切な時期に住民説明会を開催するよう防衛省

に要請するという文章と、国と連携を図りながら地域住民を中心とした丁寧な情報提供と調整に

努めると言われましたが、今年はもう調査が終わって２年となります。 

これまで防衛省と接触されている中で、私たちの不安に関する要望をしてこられたことに対

する回答は、どんな回答だったんでしょうか。 

○新改 秀作議長   

武議員、通告に従った質問をお願いします。 

○武 さとみ議員   

住民の不安を解消するという意味では駄目なんでしょうか。書いてあります。デメリットの

面について、住民の不安を解消するために、防衛省に要望した際の回答は教えてもらえないです

か。 

○新改 秀作議長   

武議員、ＰＦＡＳの不安に対するデメリットの解消、これが通告ですから、ちょっと外れて

いるのではないですか。 

しばらく休憩します。 

 

休憩 午後１時２３分 

 

再開 午後１時２８分 

 

○新改 秀作議長   

 再開します。 

○武 さとみ議員   

このほかにもっていうのは、このＰＦＡＳ以外のことも全て含んでという意味で、私は書い

たんですけれども、ちょっと説明が悪くて申し訳ありませんでした。 

では今、申し上げましたが、防衛省と接触されている中で、私たちの不安に対する回答は、

どんなものだったのか、教えてください。 

○菊野 祐二危機管理監   

ただいまの御質問の中で、調査が終わって２年ということでありましたけども、適地調査に

つきましては現在も実施中でございまして、まだ調査が終わってない段階になります。 

そうした上で、ただいまの質問に対しましては、まだ調査が終わっておりませんので、調査
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結果が出たしだいに、また改めまして説明をしていきたいというふうに考えておりますので、そ

こら辺については、またこちらも九州防衛局と協議してまいります。 

○武 さとみ議員   

では、まだ調査中ということで、何も分かっていない。今の段階での回答は何もないという

ことで、理解してよろしいでしょうか。 

○菊野 祐二危機管理監   

ただいま説明しましたとおり、現時点では適地調査中でありまして、具体的な計画も示され

ておらず、どのような状況で被害が生じるのかといった仮定の前提が定まっていないため、仮定

の御質問にお答えできないことを御理解いただければと考えております。 

○武 さとみ議員   

では、また私たちは「決まっているよ」、「こういうふうに決まりましたからね」という説

明ではないものを望んでいますので、ぜひ計画の段階で、住民説明会をしていただけるように要

望いたします。 

以上で、質問を終わります。 

○新改 秀作議長   

以上で、武さとみ議員の質問を終わります。 

 次は、４番、德留和樹議員に発言を許します。 

〔德留 和樹議員登壇〕 

○德留 和樹議員   

お疲れさまでございます。 

子どもから高齢者の方々に、もっともっと住みやすいまちにと、そして、さつま町のファン

を増やしていくんだと、議員になり１年が経とうとしております。まだまだ力不足でありますが、

様々な課題に向けて提言していければと思っております。 

また、春の風も吹き始め、農業は少しずつ忙しくなり、またスポーツシーズンの開幕をして

いく、わくわくな季節となってまいりました。 

今回は農業、スポーツ振興について質問させていただきます。 

それでは、通告に従い質問をさせていただきます。 

本町の農業振興について、本町における農業振興は喫緊の課題である。担い手不足、人材不

足の中、稼げる農業に向けての政策を問う。 

（１）人材不足、担い手不足に対し、今後、スマート農業への取組をどのように考えているか。 

（２）学校給食を含む地産地消への新たな考えはないのか。 

２、今後のスポーツ振興について。 

近年、本県でもプロリーグなど大変盛り上がりを見せてきている。本町でも小学生、中学生、

高校生と全国で活躍できるレベルであり、今後の子どもたちのさらなる成長や、交流人口増加に

向けた各種スポーツイベント等へのさらなる支援について問う。 

（１）フラーゴラッド鹿児島での取組はどのようになっているか。 

（２）交流型イベント、（プロ、モータースポーツを含む）の開催等について。 

（３）全国大会等に出場する方々への支援、また様々なコンテンツでのＰＲ活動など、今後新た

な政策があるのか、お答えをお願いいたします。 

〔德留 和樹議員降壇〕 

〔上野 俊市町長登壇〕 

○上野 俊市町長   
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それでは、德留和樹議員の御質問にお答えいたします。 

まず、１点目の本町の農業振興についての質問でございます。 

近年、農林業におけるこの人材不足や担い手不足につきましては、非常に深刻な問題となっ

ておりまして、特に、少子高齢化が進む中、スマート農業の導入については、この労働力の効率

化や生産性の向上という観点から考えますと、非常に重要な手段であると考えているところであ

ります。 

スマート農業とは、ＩＣＴ（情報通信技術）でございますけれども、これに加えまして、Ａ

Ｉ（人工知能）などの先進技術を活用し、農業の生産性向上させる取組でありまして、これまで

の本町の導入実績は、直進アシスト田植機やドローン、牛の分娩・発情監視システムやハウスの

自動開閉装置などが、これに該当するところであります。 

これらの導入によりまして、農作業の効率化が図られ、少ない人手で、より多くの成果を上

げることが可能となり、従来の農業に比べて作業時間を大幅に短縮し、労働負担を軽減すること

につながっているところでございます。 

農業用ドローンによる農薬散布を例に挙げますと、従来の動噴による作業から比べますと、

作業時間が５分の１から１０分の１に短縮でき、１ヘクタール当たり約１０分で散布が可能とい

うデータも出ているところであります。 

また、令和８年度におきましては、町の単独補助事業で、認定農業者等の支援事業補助金の

予算を１,１００万円から１,３００万円に引き上げ、今後においても、これを積極的に推進して

いく考えであります。 

施政方針でも申し上げましたけれども、耕作地の大規模化に向けた畦畔の除去、パイプライ

ンの整備等についても、新たなこの制度の確立に向けまして、国・県への要望活動を行ってまい

りたいと考えているところであります。 

次に、学校給食を含む地産地消への新たな考えはないかの御質問でございます。 

現在、町内には５つの農産物直売所があり、地産地消の面からは定年帰農者や生きがい農業

的な方々を中心とした少量多品目農産物の生産出荷により地産地消に努めており、それぞれの地

域の特性に合った農産物の生産を行い、出荷されているところであります。 

町としましても、町の農林産物等直売所連携会の事業といたしまして、館長それから店長に

よる合同会の開催や５つの直売所すべてで買い物をして応募するスタンプラリーなどを実施し、

住民の方々への消費拡大も図っているところであります。 

また、令和８年度からは不在でありました営農専門指導員と果樹専門指導員を各１名配置し

まして、町の農林業いきいきプランで指定されました重点品目や直売所の出荷者協議会の方々へ

の栽培指導、助言を行い、生産振興を図っていきたいと考えております。 

学校給食における地産地消への取組や、町内産品の積極的な活用を目的に、地産地消推進費

として、令和７年度は、１人当たり年額６,０００円を助成しておりましたけれども、令和８年

度の予算におきましては、地産地消の推進と、それから小中学生保護者の負担軽減を一本化した

形で、予算計上をいたしたところであります。 

米、野菜等農産物の購入金額割合は、週４回の米飯給食で、町内産ヒノヒカリを提供してい

ることもあり、本年１月末現在で約６７％になっているところであります。 

米を除く野菜等につきましては、高齢化による農家の減少等もありまして、まとまった数量

を町内産だけでは確保することがなかなか難しい状況下にあります。そういうことでありますの

で、県内産、国内産の順に、これは調達をいたしているところであります。 

地産地消への新たな考えにつきましては、これまで実施しております地元農産物を優先した
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調達はもちろんのこと、食物提供者との交流給食や栄養教諭による食育指導などに加えまして、 

学期ごとに可能な限り、町内産物で賄った仮称ではございますけれども、「さつまの給食の日」

的な、そういう献立ができないかもを検討してまいりたいと考えているところであります。 

２番目の今後のスポーツ振興についてであります。 

町では、令和６年１０月に、男子バレーボールチーム「フラーゴラッド鹿児島」と本町バ

レーボール協会を含めた三者間で、サブタウンパートナー連携協定を締結し、さらに令和７年度

は、スポンサー契約を締結したところであります。 

このスポンサー契約に基づきまして、フラーゴラッド鹿児島では、ホームゲーム開催時に、

会場内でさつま町の名前を掲示していただいたり、ユニフォームにさつま町の名前を入れてもら

うなど、様々なＰＲ活動を行っていただいているところであります。 

現在、ホームタウンの日置市を除く８つの市町で、サブタウン協定を締結されておりまして、

今シーズンは、霧島市やいちき串木野市などでホームゲームが開催されたところであります。 

本町におきましては、昨年５月、令和６年度シーズンの優勝報告のため来町された際に、こ

のプレシーズンマッチの開催やバレーボール教室の実施などを要望いたしたところであります。 

令和７年度は、チームとの日程が合わずに断念をいたしましたけれども、今後、実施に向け

まして、町バレーボール協会と一緒になって、これは取り組んでまいりたいと考えているところ

であります。 

次に、交流イベントの関係でございます。 

交流型イベントへの支援につきましては、令和６年６月に、にぎわいイベント支援事業費補

助金交付要綱を制定いたしまして、地域における賑わいの創出及び交流人口の拡大並びに地域経

済の活性化を図ることを目的として、支援をいたしているところであります。 

この事業補助により、令和６年度が４件、令和７年度が６件、事業を実施されておりまして、

２年間で３２３万６,０００円の補助をいたしているところでございます。 

３番目の質問につきましては、教育長のほうから答弁ございますので、よろしくお願いいたし

ます。 

〔上野 俊市町長降壇〕 

〔中山 春年教育長登壇〕 

○中山 春年教育長   

德留和樹議員の３点目の全国大会等に出場する方々への支援、また様々なコンテンツのＰＲ

活動など、今後新たな施策について私のほうから回答いたします。 

本町における全国大会等に出場する方々への支援策につきましては、これまで児童・生徒・

一般の方々を対象に、補助制度を設けて支援を行ってきております。 

本町唯一の高校である薩摩中央高校生についても、令和６年度から薩摩中央高校各種大会出

場補助金を創設し、生徒たちの大きな挑戦を後押ししております。 

今後、新たな施策として、教育部門では、これまで、それぞれの部署で補助金として支出し

ていたものを全国大会等出場応援金として一本化し、手続きを簡素化した上で、速やかに支出で

きるよう設計しているところでございます。 

また、親元を離れ、町外に住む中高生についても、全国大会等に出場した場合には、ふるさ

とが応援している気持ちを込めて、新たな対象者として拡充するよう検討しているところであり

ます。 

ＰＲ活動につきましては、全国大会等への出場の報告を受けて、広報紙で紹介しているほか、

薩摩中央高校の場合は、大会会場にさつま町とか薩摩中央高校と表記されたのぼり旗の設置等を
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依頼しております。 

これにより、本町の知名度向上を図るとともに、全国の舞台で戦う生徒たちの姿を通じて、

町民の一体感や連帯感を育んでいく考えでございます。 

〔中山 春年教育長降壇〕 

○德留 和樹議員   

お答えをいただきました。 

農業振興の中で、前回もちょっと問わせていただいたんですけれど、交付金のところ、ちょ

っと拡充をしていただき本当にありがとうございます。ちょっと少しここの補助金のこととちょ

っとニュアンス的には重なってしまうところもあるかもしれませんが、２問目の質問をさせてい

ただきます。 

スマート農業を行っていく上で、今後、スマート農業が加速していけば、人手不足等におい

ては解消される可能性はありますが、機械等の高騰が避けられない中で、支援等の考えがあるの

か、もう一度お答えいただきたいと思います。 

○山口 良浩農林課長   

先ほどの町長の答弁にもありましたように、令和８年度において、町単独の補助事業、認定

農業者等の支援事業につきまして、拡充もいたしております。 

新規就農者、認定新規就農者のほうも、限度額の格上げもしているところでございます。 

そしてまた、スマート農業枠、普通枠、新規枠、それぞれの枠の中で、充実を図っていきた

いというふうに考えます。 

○德留 和樹議員   

今後また機械等もどんどんどんどん高騰していく中ではあると思いますけど、このスマート

農業機械というのは、人材不足においてはだいぶ助かるものだと思いますので、今後スマート農

業が行っていけるように、また支援を行っていっていただければなと思っています。 

また、２点目の質問でありますが、このスマート農業する上で、屋外でのスマート農業機械

においては、衛星システムが必要なものが多く、中山間地での精度がよくない場合があります。 

さらなる精度向上に向けて、ＲＴＫ、リアルタイムキネマティック基地局の設置等を行って

いる市町村なども出てきているが、本町での設置の考えはないのか、お聞かせください。 

○山口 良浩農林課長   

ＲＴＫシステムは本町では、井関農機が現在設置しているところは、承知をしているところ

でございます。 

トラクターや田植機の自動走行によるスマート農業推進することは、このシステム活用が最

善と考えているところでございます。 

活用するに当たっては、基地局を設置すること、スマホの通じない山間部では使用できない

こと、維持管理費やランニングコスト、ネットワークの利用料等の費用負担が発生することなど、

多くの課題が考えられます。 

また、基地局設置に対し１基当たり５００万円程度かかります。設置に係る事業主体を町・

ＪＡ・任意組合・農機具メーカーのどこがするのか、事業費の捻出はどうするのか、補助事業の

活用等の課題を整理し、今後、関係機関や生産者と協議していきたいと考えているところでござ

います。 

○德留 和樹議員   

今、私もドローンを使って８年目になるんですけれど、ＲＴＫの基地局なしでＧＰＳを今拾

うと、大体１５個から２０個ぐらい拾うのですけど、ちょっと山間部のほうに行くと、１０個前

－ 70 －



後ぐらいになってくる。精度がだいぶ落ちてきてしまいますので、畦畔のところで１メートル、

２メートルぐらいのちょっと余白をとりながら、自動運転をさせたりとかしているところなんで

すけど、ちょっとこのＲＴＫの基地局が来るとミリ単位での精度が上がってくるということで、

より中山間地でのスマート農業が進めていけるのかなと思っているところであります。 

今、中山間地の地域でスマート農業というと、米づくりに関してですけど、直進アシストの

トラクター、田植機またドローンというところが一番、最前線で働いていけるところなのかなっ

ていうところなんですけど、今スマート農業機械、ドローンもそうですけれど、スマート田植機

ですね、直進アシストがついたやつ、なかなか中山間地に行くと設定をしても真っすぐ行ってく

れないとか、いろいろとせっかく買ったのに、上手く使えないというところがあって、なかなか

このスマート農業機械っていうのが本当に使うと、田植えをされたことがある方は分かると思う

んですけど、真っすぐこう田植をしていくっていうのは、本当に精神的にも大変きつい作業にな

ってくるんですけど、やっぱりそこが補正をかけてくれて、まっすぐ進んでくれるというのは、

大変もうストレス軽減にもなって、また労働力減にもなっていきますので、今後このような基地

局を、また各関係機関と相談していきながら設置をしていただけるよう要望していきたいと思い

ます。 

またこのスマート農業を行う上で、圃場整備、再区画整理や、また中山間地の圃場に隣接し

ている森林や雑木の伐採への取組支援を行えないか、お聞かせください。 

○山口 良浩農林課長   

圃場整備についての御質問でございます。 

畦畔状況等の区画整理については、担い手育成支援室の農地中間管理事業推進員や農業委員、

農地利用最適化推進員等の協力をもらいながら、耕作者が地権者の理解を得られるような対策体

制をとっていきたいというふうに考えます。 

そしてまた、ドローン等の飛行等の関係で墜落、いろいろあると聞いております。 

令和７年度より林政係において、里山林環境改善推進事業を新設し、公民会や農地活動組織

等へ集落道、住家、農地等に隣接する里山林の整備に対する支援も行っておりますので、御活用

いただけたらと思います。 

○德留 和樹議員   

この里山林の関係のところは、なかなかこうスマート農業というか、ドローン等を飛ばす

方々も、山間部とか、木とか、竹とかが圃場のほうに近づいてきていると、どうしても風でド

ローンがどうしてもその竹とか木とかを引きつけてしまってプロペラに竹や木が当たって落とし

てしまうというか、墜落させてしまうケースが非常に中山間地では多いようです。 

またこの伐採等が、中山間事業だったり、多面的機能支払いの事業だと、地域のほかの計画

があったりとかして、なかなか自分個人で使えるところが少ないということで、またこのような

交付金があるのであれば、自分のほうもどんどんどんどん地域や、また農業者の方々に推進して

いければと思っているところです。 

先ほど答弁の中でもちょっとありましたけど、重複してしまいますけど、町長もこの畦畔除

去等において進めていくんだということをお示しいただきましたけど、またこの耕作者と地権者

との交渉に今後なってくると思うんですけど、今現時点で自分たちや、また農業者の方々が、地

権者と話をすると元の畦に将来的に戻してもらえるのかとか、様々な観点からなかなか畦畔除去

にうまく踏み切れないところもあったりするところなんですけど、自分も話を伺っている中では

昔とは違って、ＧＰＳなどでもしっかりと測量ができているから、完全に元に戻すことは可能だ

というふうに伺っておりますが、その辺を町や各関係機関が、また困ったときに説明等行ってい
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ただけるのか、お聞かせください。 

○山口 良浩農林課長   

失礼いたしました。先ほど、質問事項、私間違って回答したと思います。 

畦畔除去等の区画整理、先ほども説明いたしました。担い手室の推進委員や農業委員、最適

化推進委員、そういう方々の協力をもらいながら、先ほど德留議員のほうが言われました、地権

者の同意が得られないと、それが一番の課題だと、私たちも認識しているところでございます。

地権者の理解を得る形をどういうふうな形でとればいいのかと、先ほど言われました方々をお願

いしながらですね、役場も協力して、区画整理のスマート農業化、大規模化を今後、図っていか

なければ、議員がおっしゃるように、機械も入れられないという状況にありますので、そこも、

一緒になりながら行っていきたいというふうに考えます。 

○德留 和樹議員   

なかなか私たちの使っている圃場の高さが合うところであれば、畦畔除去をしたほうがやっ

ぱり作業効率も上がりますし、外していきたいというところもありますけれども、なかなか地権

者との理解がとれないところで、耕作者とちょっとトラブルになったりとか、そういうのを未然

に防いでいただけるように、よろしくお願いいたします。 

次に、地産地消への取組でありますが、直売所等でイベントなどが行える支援もあると伺っ

ております。スタンプラリー等に加え、直売所が行うイベント等、積極的な支援を今後も行って

いただけますと生産者の励みにもなると思います。 

また、各地域にあります直売所は、今後、高齢化につきましては、本当に大事な場所になっ

ていくと思いますので、直売所支援強化も併せて要請をいたします。 

次に、学校給食における地産地消への取組であります。 

物産の調達など大変であると聞くが、新たな取組の考えはないのか、また、生産者への声掛

けはどのように行っているのか、お聞かせください。 

○串下 哲也学校給食センター所長   

お答えいたします。新たな取組はないのかという御質問ですが、先ほど町長が１回目の答弁

で申し上げました。例えば、「さつま給食の日」などのイベントの日を学期ごとに設けるなど、

栄養教諭との協議をしながら研究を重ねていきたいというふうに考えております。 

○德留 和樹議員   

お答えをいただきました。 

問いにもありましたが、私も、特に何か月かに１回、本当に地産地消の日を設けていただい

て、学校給食の日に、生産者に学校へ出向いてもらったり、野菜や作物などについて話をしてい

ただいたり、生産者の見える化と地産地消の大切さについて、学びにつながっていくのではない

かと考えております。 

また生産者も、学校給食を食べている生徒の顔が分かり、「美味しかった」との声掛け一つ

から、生産向上にもつながるのではないかと感じております。 

可能であれば地産地消の日に、生産者を給食に呼び、食べながら生産者の思いを聞くなどの

取組ができればいいなと考えているところであります。 

先日もお茶の農家でありましたけど、小学校にお茶の入れ方教室をしているということで、

新聞にも、この間掲載されていましたけど、お茶を帰っておじいちゃんに注いで「美味しかっ

た」と言ってもらったということで、そういうところで生産者もやっぱりすごく嬉しいですし、

子どもたちもやっぱり作っている方の顔が見えて、また、さつま町のものを手に取っていってく

れるのではないかと考えておりますので、ぜひ実現できるように、よろしくお願いいたします。 
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次の質問ですけれど、学校給食の見える化、ほかの市町村でも行っている事例もあるが、イ

ンスタグラム等での学校給食紹介や地産地消の食材紹介や生産者紹介など行えないか、お聞かせ

ください。 

○串下 哲也学校給食センター所長   

学校給食の見える化の一つの対策といたしまして、インスタグラム等のＳＮＳを通じた学校

給食の献立や生産者の紹介を行っている自治体が数団体あるようでございます。 

現在、本町では、町のホームページで、献立表・献立写真や概要を紹介しておりますが、御

意見のあったＳＮＳの活用についても、先進事例を参考にしながら研究を進めてまいりたいとい

うふうに考えております。 

○德留 和樹議員   

ぜひ取組をしていただければと思います。 

また、親御さんたちにとっても、学校給食が「今日、このような学校給食だった」というこ

とで、インスタグラム等を見ながら、子どもたちとの会話も広がっていくのではないかと考えま

すので、ぜひ要望をいたします。 

農業を取り巻く環境は市場において、価格等の変動が大きいです。２年前の米価高騰、昨年

のお茶の高騰など、予期せぬ喜びもありますが、市場変化によるものが大きく、世界情勢の観点

からも原油価格が再高騰するのではと懸念があり、今後も不安は隠せないところであります。 

自助の努力が大事ではありますが、今後、持続可能な農業、また市場バランスが崩れたとき

の迅速な支援を行う必要があると感じます。国や県、市町村の力は必要であります。 

稼ぐ力の実現というものは、容易なことではありませんが、食を支える農業者が、今後、さ

らなる生産所得向上に向けて、新たな農業政策を本町として行っていただきますよう要請をいた

しまして、次の質問に移らせていただきます。 

先ほど、１問目の回答をいただきましたフラーゴラッド鹿児島との交流についてであります。 

バレーＶリーグで活躍の中のフラーゴラッド鹿児島の支援を行っているが、他市町村は、大

会誘致などを行っております。 

１問目の答えにもありますが、今後実施に向けてどのような取組を行う予定があるのか、お

聞かせください。 

○中村 英美社会教育課長   

大会誘致の御質問でございますけれども、令和７年度につきましては、既に開催場所が決ま

っておりましたものですから、プレシーズンマッチを協議しておりました。ただ、日程が合わず

に、こちらのほうは断念したところでございます。 

現在、令和８年度について協議をしておりますけれども、令和８年度からは、リーグの形態

が大きく変わるということで、ホームゲームについては３,０００人以上規模のアリーナでの開

催を考えられていらっしゃるということでございますので、本町では、現在プレシーズンマッチ

とバレーボール教室を開催できないか、現在協議をしているところでございます。 

○德留 和樹議員   

ぜひ本当にホームゲームというのは、なかなかアリーナ等の増設とか、なかなか難しい部分

はあるとは思いますけど、プレシーズンマッチ実現が可能なのであれば、また今子どもたちが一

生懸命スポーツに取り組んでいる中、また、さつま町も様々なもの「薩摩のさつま」であったり、

ＰＲをたくさんされてきているところでありますので、本町でのＰＲ活動という部分にもつなげ

ていただければなと思います。 

交流型イベントのことについてでありますが、私が今までやってきましたバイクのプロス
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ポーツでありますが、モータースポーツの観点から、ちょっと自分が今回このようなことが、ほ

かのスポーツでもできないのかということで、ちょっと提案をさせていただきたいのですが、

モータースポーツ団体等による学校等でのデモンストレーションなどの取組ができないかという

提案でございます。 

添付してあります資料のように、プロスポーツで夢をつかむ取り組み方、挫折、またプロの

選手から学ぶことも多く、今後、学校での取組や、夢を目標に変え、達成するための強い心が生

まれてくるのでないかと考える。 

フラーゴラッド鹿児島との今後の交流ともつながるが、今後、プロの選手との取組ができる

地域活性化はもちろん、スポーツ少年団、また部活、スポーツチームの協会とつながってくるの

ではないかと考えます。 

今後、学校や町の取組として行っていく考えはないか、お聞かせください。 

○井手口 勉学校教育課長   

本町の児童・生徒が、各分野の第一線で活躍されている方々、いわゆる本物の方々の技術や

生き方に直接触れるということは、学習意欲の向上、そして、将来の夢を育むことなどにつなが

って、進路学習の一つとして極めて重要な場であると、私どもも考えておるところでございます。 

本町におきましては、昨年６月に東京オリンピックボクシング女子フェザー級金メダリスト

の入江聖奈さんを講師として招聘した探求学習講演会で、本町小学校３年生から中学校３年生ま

での児童生徒が講演を聞くことができて、そこから、いろいろなテーマを考えたり、課題を考え

たりすることを通して、多くの学びを得ることができた状況でございます。 

また今年度は、本町の学校が日本のトップアスリート、パラアスリートによる学校訪問、体

育事業を行うアスリート派遣等による体育事業等の充実、高度化の促進事業に申込みをしたとこ

ろでございましたけれども、残念ながら今回については採択には至らなかった状況でございます。 

ですので、今後も各学校に国や県の事業への申請を進めるということと、各種競技団体等や

企業等が開催する幅広い機会を含め、情報提供を進めていきます。そして、交流の場を広げてい

くように取り組んでまいりたいと思っております。 

○德留 和樹議員   

ぜひとも、多分プロのスポーツ団体は、各ところでこの交流型イベントだったり、また講話

という部分は、たくさんコンテンツを持っているのではないかなと思いますので、今回はちょっ

と自分が得意なところのバイクの分野から、ちょっと資料を提供していただいたところでありま

すけれど、自分もプロの生活をしてきた時代がありましたけども、子どもの頃からやっぱり憧れ

る選手を見て、学校で学び、そしてプロになり、その選手、夢を抱いた選手を超えていくんだと

いう目標を持ち、強く生きてきたところであります。 

また子どもたちが、今後、この町でプロを目指して、世界に通用するような選手が出ていっ

てほしいなという願いも込めて、今後、検討していただければと思います。 

次の交流型イベントについてです。 

また、これもちょっと自分が、自分の地域でちょっと取り組んできたことで、またバイクと

関連することなんですけど、にぎわいイベント支援事業費補助金での新規イベントの補助は本当

に有難いです。 

例に挙げさせていただきますが、私たちの地域で「須杭チャンピオンシップ」というものを

２０１１年から開催をさせていただいておりました。 

須杭チャンピオンシップというのは、地域の方々に少しでも地域の活性化ということで、二

渡地区また須杭という地域が、少しでも交流できる場になってほしいなというところから、バイ
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クの有志の方々と始めさせていただきました。 

これもそのときにあった元気再生事業というものを使わせていただきながら、１年目、２年

目と補助援助していただいたところでありました。 

町政１０周年のときには、地域と一緒になって前夜祭をさせていただき、入り口に大きな看

板を設置させていただきました。 

このような交流型イベントを民間の業者もたくさん行っていると思うんですけれど、自分た

ちも、にぎわい交付金が３年度までは出るということでありますけれど、また自分たちも、努力

をしながら、どこのイベント業者等もされていると思うんですけど、周年イベントですね、５周

年、１０周年、１５周年という中では、また補助等は何かしていただける手だてはないか、お聞

かせください。 

○山口 泰徳さつまＰＲ課長   

現在、夏祭りや産業祭＆ＪＡ祭などの大きなイベントにつきましては、実行委員会方式で開

催をしておりまして、町の職員も実行委員会事務局として関与しているところでございます。 

須杭チャンピオンシップなどの地域が主体となって行うイベントなどについては、引き続き、

３年間は、にぎわいイベント支援事業に支援してまいりたいと考えます。 

また、そういう周年に対する年次的なイベントにつきましては、その都度、考えていきたい

というふうに思います。 

○德留 和樹議員   

今回は、ちょっと私どもがしてきた事例を申し上げさせていただきましたけれど、よく、さ

つま町でイベントをされる方々、交流型イベントをされる方々は、やっぱりさつま町が好きで、

さつま町に人を呼びたいという思いがたくさんあると思いますので、少しでも支援が、支援の仕

方っていうんですかね、できていけるように、また要請をいたしたいなと思います。 

次にですが、交流型イベントの関連でありますが、各種町内の大会やスポーツイベントの際

にプロの選手等の招待は行えないか、お聞かせください。 

○中村 英美社会教育課長   

これまで、プロのバスケット選手、ラグビー選手との交流や教室など開催されまして、町内

の小中高生が交流、それから指導を受けたところでございます。 

今月２２日にも、青山学院の原晋先生に来ていただきまして、講演をいただく予定でありま

して、今後も、フラーゴラッド鹿児島の選手を含めて、町内出身のプロレーサーの方々、それか

ら幅広い分野のプロの方々との交流の場を創出できるよう努めてまいりたいと思っております。 

○德留 和樹議員   

町内出身のプロの方々、バレーだったり、ゴルフだったり、またバイクの選手だったりとい

ると伺っております。 

身近なところから、このような町内のスポーツイベントに招待していただき、また町内の

方々にも、町外で活躍する町内のプロの選手の周知にも広がると思いますので、ぜひよろしくお

願いいたします。 

また新たな振興計画にもありますが、全国大会出場に向けた支援などを行っていくとありま

すが、内容的にどのような支援を行っていくのか、もう一度、お聞かせください。 

○中村 英美社会教育課長   

支援についての御質問でございますけれども、これまで全国大会出場に係る交通費を２分の

１以内で補助をしておりましたけれども、新たな全国大会出場応援金では、全国大会・九州大会

で、それぞれの開催地に一定額を定めて、交付する予定にしております。 
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また、町内に保護者が在住で、町外の中学校・高校で、全国大会・九州大会に出場される場

合も対象を拡大して、交付を予定しているところでございます。 

○德留 和樹議員   

今、全国大会など、九州だったりとか、県外に出ていく子どもたちも成績を残していく方々

も多くなってきていますので、親御さんの負担や子どもたちがまた違うところに予算が充てられ、

練習が強化できるように支援をしていっていただければと思います。 

また、親元を離れて戦っている子どもたちにとっては、本当に親元を離れて戦うというのは

心細いところもあったり、また、親も不安があったりとか、何ていうんですかね、すごくこう少

し気持ち的にもちょっとナーバスになる部分もありますので、こういうところも本当に金銭的な

支援もそうですけれど、精神的な支援というのも、今後行っていっていただければなと思います。 

次の質問でありますが、町内で開催される大会の開催日など、ＳＮＳ等でＰＲをより強化し

ていけないか、お聞かせください。 

○中村 英美社会教育課長   

町内で開催される大会等の周知につきまして御質問でございますけれども、すべての大会を

把握して周知するには少し課題がございますけれども、町内のバレーボール協会等の各種団体等

が主催する大会につきましては、日程等の把握ができますので、今後、検討していきたいと考え

ております。 

○德留 和樹議員   

町内で開催される大会等、ホームページ等いろいろ載せていただいている部分もありますけ

ど、なかなか地元の子どもたちをちょっと応援に行こうかなとか、また地元の町内である大会だ

ったりっていうのが、少しでも多くＰＲしていただけると、また選手たちも喜びがあって、いろ

いろと支援をしていきやすくなるのではないかなと思いますので、今後ＰＲを強化していただけ

るよう、よろしくお願いいたします。 

今現在、本町でたくさんの大会があると思います。駅伝大会とかもそうなんですけれど、今

後、大会強化とかを考えていかないかっていうところなんですけども、どこを強化していくのか

っていうところなんですけども、先ほど言われましたＰＲとか、また町内の駅伝大会においても、

各ほかの市町村でもなかなか行っていない町の大会だと思いますので、この辺は何か、今後ＰＲ

等できていけないか、お答えいただければと思います。 

○中村 英美社会教育課長   

 駅伝大会等のＰＲの件でございますけれども、一つには、駅伝の配信っていうのは、やはりＭ

ＢＣ放送とか、そういったところで配信等もあります。そういったところは、ちょっと研究させ

ていただいて、今後、検討させていただきたいと思います。 

○德留 和樹議員   

また検討いただければ、配信等は本当に難しいところもあると思いますけど、町内の人口が

減っていく中で、この駅伝大会だったり、各地区の大会だったりというのは、本当に選手集めに

皆さん御苦労されているところであります。 

駅伝大会においても、今現時点では１チームほど減って、８チームほどで大会運営をされて

いると思います。私も走らせていただいておりますけれど、なかなかこう練習期間も長いですし、

何が魅力があるのかっていうところもなかなかないところで、選手を集めるところも本当に難し

いので、また今後さらなる強化をしていっていただければと思うところであります。 

最後になりますが、ミラノコルティナオリンピックでは、様々な競技においてニューヒー

ローがたくさん誕生いたしました。これは当然、本人の才能、努力、支えてくださる方々のお力
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ではありますが、その他に環境が大事であると感じております。 

なかなか環境というのは選手だけで整えるのは大変でありますが、プロの大会を我がまちで

観戦でき、選手に触れ、新たな夢ができ、夢が一歩ずつ目標に変わっていける環境づくりや本町

の方々が一日でも多く、楽しく元気にスポーツに取り組める環境づくりも大事であると感じます。 

また注目選手等のＰＲ等を行いながら、選手のファンをつくっていくのも我々の仕事だと感

じます。 

私も一応プロとして活動してまいりましたが、プロから学ぶこと、そして地元のファン、地

域の方々の温かい支援というものは本当に力になります。 

今後、輝いていく子どもたちに少しでもいい環境をつくっていければと思っております。 

本町にもプロスポーツ選手も多数おります。この方々のお力をかりながら、様々なスポーツ

イベントの実現を目指し、活性化につなげていけるよう要請いたしまして、私の質問を終わらせ

ていただきます。 

○新改 秀作議長   

以上で、德留和樹議員の質問を終わります。 

 ここでしばらく休憩します。再開は、おおむね午後２時２５分とします。 

 

休憩 午後２時１５分 

 

再開 午後２時２５分 

 

○新改 秀作議長   

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次は、１２番、川口憲男議員に発言を許します。 

〔川口憲男議員登壇〕 

○川口 憲男議員   

今日の最後の番となりました。 

私は先日、申請しました防災対策について質問いたします。 

この件については、これまでも何回かしておりますけれども、再度、お聞きしたいと思いま

す。幸いに雨も今日は降っておりますので、これが災害につながるということはないと思うんで

すけれども、だんだん雨の時期が近づいたということですので、よろしくお願いいたします。 

まず避難所、高齢者避難対策取組等がなされ、さつま町でも備蓄体制や避難情報等、必要か

つ十分な成果が見られるようになってきました。しかし、災害には１００％の成果がない状況で

す。 

先般、同僚議員からもありましたけれども、備えあれば憂いなし、日々の取組が大事と考え

ます。先ほどの取組に併せ更なる施策・取組が必要と感じております。 

日本各地、風水害・地震等、自然の災害はくまなく発生している状況にあります。 

幸いでありますが、さつま町では大きな災害は発生していませんが、今朝ほどには、甑島で

地震がありました。どこで何が起こるか想像できない状況です。 

そしてまた、今日の雨と同じように雨季の時期にも入るが、それゆえに対策に十分な町、地

域の取組が必要と感じます。 

先日、ダムの緊急放流についても質問させていただきました。最大放流量３,０００立方メー

トルとのこと、ダムに流れ込む量は４,８００立方メートルとのことです。 
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町内に県河川、町河川等が数本あり、紫尾山系の雨量が懸念されるところであります。これ

までにも地域の要請や今、必要性を感じている点が見受けられますが、災害のないこのときこそ

十分な対策が必要では。町河川、県河川等の整備が進みつつありますが、山崩れ等、人命にも関

わることです。そのことについて３項目質問いたします。 

昨年、姶良市でも考えられない家の裏山が崩れ、死亡者が出ています。事前の早期避難、装

備品等、呼びかけも進んでいますが、どこが安心で、どこが安全と言えない状況です。災害前の

早期避難、安全対策は十分か。 

しかし、これまでどおりではなく、これ以上に安全確保の呼びかけを町としてはしつこくす

るべきと考えます。災害なきときの対策が、起きたときの対策より大事かと思います。事前の対

策は予測ができないことです。事前の経緯やこれまでの経過を踏まえ、早期避難の対応が必要か

と、それに、一人一人の自覚が、命を守る最大の安全ではないでしょうか。 

最後の４問目は、国・県が有事の避難方法を呼びかけているが、今までにないことと思いま

す。町として、町民への対策をどのように考えているのか。 

ちょっと前語りが長くなりましたが、１回目の質問といたします。 

〔川口 憲男議員降壇〕 

〔上野 俊市町長登壇〕 

○上野 俊市町長   

それでは、川口憲男議員からの防災体制についての質問にお答えをさせていただきます。 

まず１点目の町管理河川の整備が十分と感じているかでございます。 

近年の気候変動に伴いまして、線状降水帯の発生や、短時間豪雨など従来の想定をはるかに

超える降雨が増加しておりまして、河川の安全性確保の重要性が一層高まっていると認識いたし

ております。 

町の管理河川につきましては、土砂堆積が確認された箇所での浚渫、樹木の伐採など必要な

維持管理を計画的に実施している状況であります。 

これによりまして、河川の流れを確保し、洪水リスクの軽減に努めているところであります。 

町では、気候変動の影響を考慮した計画的な浚渫強化や、住民からの情報提供を活用した迅

速な対応など、事前の防災対策を引き続き行ってまいりたいと考えているところであります。 

次に、２点目の土砂災害対策についてであります。 

本町における土砂災害対策につきましては、近年の集中豪雨の激甚化を受けまして、住民の

生命と財産を守るための最重要課題であると認識いたしているところであります。 

まず、ハード対策につきましては、県と連携し、土砂災害警戒区域、特別警戒区域における

砂防堰堤や急傾斜地崩壊対策、法面補強などの整備を計画的に進めております。 

特に、過去の豪雨で被害が発生した箇所や、住家・公共施設への影響が大きい箇所につきま

しては、優先度を高く設定し、危険度評価を踏まえながら事業化を要望いたしているところであ

ります。 

一方、砂防施設等の整備につきましては、地形条件や多額の事業費から短期間で全てを整備

することは困難であり、県全体での順位づけの中で、順次進むものでございますけれども、町と

しましては、危険箇所の情報提供や住民の意見の取りまとめ、現地調査への同行など、県と連携

を密にしながら事業の促進に努めてまいります。 

次に、ソフト対策でありますけれども、ハード整備の限界を踏まえ、気象庁の提供する最新

の降雨予測や「危険度分布・キキクル」でございますけれども、これを活用した迅速な避難情報

の発令、多様な伝達手段の確保、高齢者等の早期避難支援、自主防災組織との連携強化、ハザー
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ドマップの周知、地域での避難訓練の実施など、逃げ遅れゼロを目指した体制づくりを進めてお

ります。 

町といたしましては、県や関係機関、地域の皆様と連携しながら、ハード・ソフト両面から

総合的な土砂災害対策を推進してまいります。 

次に、３点目の紫尾山系の降雨等を考慮した現状の河川状況についてでございます。 

現状の河川状況につきましては先ほど回答したとおりでありますが、ダムの対応等につきまして

は、気象庁の情報、川内川河川事務所の水位情報、そして、鶴田ダムの貯水率や放流量等の情報

を常時確認いたしております。 

特に水位情報につきましては、川内川で２か所、町内の支川７か所から情報収集しまして、

町の管理河川や内水氾濫の危険性のある河川等には、町独自の取組としまして、浸水センサーを

８か所設置しており、早期の初動体制に役立てているところであります。 

町としましても、河川の水位情報や鶴田ダムの貯水率や放流量等の情報が町民の皆様も情報

が確認できるよう防災チラシ等でお示ししているところでありますけれども、出水期前にも広報

紙等で改めて周知に努めてまいりたいと考えているところであります。 

併せまして、地域住民への防災教育や情報提供の強化など、災害時行動指針の周知徹底を図

る取組も進め、万が一の場合でも被害を最小限に抑えられるよう努めてまいります。 

次に、４点目の国民保護に対する国・県の対応を踏まえた町民への周知に関する質問でござ

います。 

国や県では、住民の安全を守るための取組が示されております。こうした考え方は、本町が

国民保護法に基づいて作成しております「国民保護計画」の中にも整備されており、緊急時にど

のように行動するか、どのように連携するかといった基本的な流れを定めているところでありま

す。 

また、必要な情報が速やかに届くようＪアラートを活用した伝達体制も整えております。 

県が定めております有事の避難施設には、市町村が定めている避難所から学校や公民館など

地下構造の有無を含め、比較的強固な施設が指定されているところであります。 

今後におきましても、平時から町民の皆様が行動のポイントを理解できるよう広報紙やホー

ムページ等を通じまして、国民保護に関する内容やＪアラートの仕組み、緊急時の行動例などを

分かりやすく伝えていく取組を進め、町民の安全の確保に努めてまいります。 

〔上野 俊市町長降壇〕 

○川口 憲男議員   

お答えいただきました。 

１問目で古田議員のほうからも、この災害・防災に対する危機管理の在り方については、質

問がなされております。まったく取組については同じようなことも言えることがたくさんあった

んですが、そのときも町長が申されましたように、地域コミュニティーの活用やいろんなことも

適切に行われていると、自助・共助が必要であるということを述べていらっしゃいました。まっ

たくそのとおりで、町がいくら音頭をとっても、地域の人たちがそれに動いてくれなきゃ何もな

らないところでございます。 

町長、さかのぼってもう１回質問いたしますが、１問目の町道河川の整備は十分と感じてい

るかと、土砂堆積が確認された地点が多いということが、私も感じております。町内回って、中

小河川と。 

それと昨年、中津川で河川オーバーフローで田園が埋まったということがありましたが、あ

れもやっぱり取水装置のところであって、それ以上の水が溢れてきて土石が田畑に上がっていっ
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たんじゃないかと思います。 

そういう点を見ますと、非常に町内でもそういうところが多いように感じております。です

から、改めてそういうところを町河川もそういうところを十分監視しているというか、見て回っ

ているということでしたので、そういうところをこういう時期に回ってもらえないか。 

あるいは紫尾の方、それから平川の方、十分、河川整備がなされてきたんですけれども、や

っぱり山からの相当の土石流によって川が埋まるということが非常にありますので、町長の答弁

にありましたように、そういうところをして災害が起こらないような工夫をしていただきたいと、

そういうふうに考えますが、さっき答弁をいただきましたけど、再度町長、そこらの考え方はど

うなんですか。 

○上野 俊市町長   

本町には、一級河川と言われる河川が２１、それから準用河川が４５、普通河川が１２６、

準用河川と普通河川については、町の管理でございます。非常に多くの河川を抱えている状況下

にあります。 

毎年、梅雨時期等々が終わりましたら、それぞれ担当課のほうでも現場も確認をいたしてお

りますし、また地域のほうからも、こういう浚渫等の要望等も出てきているところでございまし

て、そういう要望等を受けまして、状況等を見ながら緊急性の伴うものについては、早めに対処

するように、また、この優先順位をつけながら、この取組を行っているところでございます。 

そのような状況でなかなかすべてができるという状況には、今現在なかなかないところでご

ざいます。そのような状況から、先ほど申しましたように、現場を確認して優先順位を付けなが

ら、これは整備していく必要があると思っております。 

○川口 憲男議員   

町長答弁のとおり、どれを一番、どれを二番とかいうこともないし、あるいはこれが早く必

要だなというところもあるんじゃないかと思いますので、それは担当課なり、町長部局のところ

で優先順位を付けられて、住民に被害が被らないような方向性で取り組んでいただきたいと要請

をしておきます。 

それと、砂防ダムのことも申し上げましたけれども、五、六年前に砂防ダムをしていただい

たところが数か所あります。 

私もそれを見て回りまして、ちょっとした雨じゃもう川に流れ込む排水管ですか、あれのと

ころも詰まって道路が通行止めになるところもあると。 

砂防ダムも家の隣に上のほうにつくってもらったんだけど、完全にそこが土砂で埋まって、

それも機能してないところがあるということでした。これもやっぱり町長のおっしゃるように、

どこがどこということを言えないけれども、巡回をして必要性があればすると。 

私が思うには、人家、人がいるところを優先していただけるのが一番だと思うんですけれど

も、その考え方、私もずっと見て回って、心配だなというところが五、六箇所あるんですけども、

そこはまた担当課とも十分精査されて、対策をとっていただきたいと思うんですが、どうしても

姶良市のあれは竹山だったんですけど、崩れてきて亡くなると、人命が亡くなるということが一

番悲惨な状況ですので、そこあたりが二度と起こらないような対策をしていただきたいと要望す

るんですが、そういう考え方は町長どうですか。どういうふうにお持ちですかね。 

○上野 俊市町長   

まさしく、もう同じ考えでございます。 

砂防ダムにつきましては、これはもう国・県の事業でございますけれども、やはりこの砂防

ダムにつきましても一回大きな大雨等が来ますと、もうすぐ堆積するという状況下にもなります。
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それはそれで、その役割を果たしているわけでございますけれども、先ほどありましたように、

まず人命優先が一番でございます。 

そういうところをしっかりと我々も確認しながら、現場を確認しながら、これはもう国・県

を通じまして、しっかりとその対策をとっていかないといけないということについては変わりは

ないところでございます。 

○川口 憲男議員   

ぜひ人命尊重ということで、それが一番だと思いますので、甲乙は付け難いところもあると

思うんですけど、巡回いろいろしてもらって担当課なり、県の担当のところ、あるいは町がしな

いといけないところがあると思いますので、そこあたりはやっぱり連携をとって、早く取り組ん

でいただきたいと思います。 

平成１８年災害のときに、私も紫尾から神子の方まで回ったんですけど、もう床下まで土砂

が流れ込んで、とても手がつけられないということで、泣きべそでされている奥さんもいらっし

ゃいましたけれども、その明くる日に行ったら、若い人たちはもう自分で重機を借りてきて、そ

の水路（の土砂）を上げているという状況にもありましたけど、自助ができれば、そういうこと

でいいと思うんですけれども、そういうところもあるということを肝に銘じていただきたいと思

います。砂防ダムについてはそれぐらいです。 

自治公民館長会だったですかね、会ったときにも、平川の方も「再度、見て回ってくれ」と

いうことを言われました。そして、神子地区のダムの方も言われました。そこを何回か見て回り

方でしたので、再度町長、そういうところがあるということを肝に銘じていただきたいと思いま

す。 

それから、もう時間があれですけど、３番目の川内川の大規模改修と言いますか、川内川は

もう御存じのとおり、非常によく整備されたというふうに私は思っているんですけど、だけど、

ダムに上流から流れ込む水量、先ほど申し上げた４,８００立方メートル、これは緊急放流量が

４,８００立方メートル、分刻みですね。そして、放流するのが３,０００立方メートルの水を流

すのだと、ダムはそれだけの水を流していくんだと。 

ところがダムから下流に、県河川等を入れれば５本ぐらいあるんですね、宮之城の、この穴

川のところまでくるのに５本ぐらいあるんですね。 

そして、やっぱり平成１８年災害のときに、紫尾山系に時間雨量１００ミリ降ったときには、

夜星川の水量は相当なもので、川内川に流れ込めないというような状況があって、市場・諏訪下

とか大願寺が浸水したという件があるんですよね。 

ある程度、河川整備はなされております。しかし、夜星川の周辺も、それから私のところの

柳野川の周辺も相当の土石で、周りが土で埋まっております。そして、その水が十分はけるかと

いったら、ダムが放流する３,０００立方メートルですか、はるかにこれを今度はもう超えてく

るわけです。 

宮之城の私と同じような係をする人に聞いたときには、推込の分水路を水が越えることで一

つの安心をしたと。虎居の方から流れ込んでくる水の量で、虎居の下手のほうは浸水していたん

だけど、ここ一、二年は安心ではあるよということも言われましたけど、やっぱりそういうふう

にして、上流からの雨で相当この地域が内水面とか浸水するということがきます。 

この平成１８年の災害のときにも、私も白男川の下川口ですね、我々が言うのは下川口です

が、あそこに行きましたけれども、それはそうそうたる土石というか、石ころの流れで大変残念

な思いをしたことがあるのですけれども。 

そういう点を考えてですね、やっぱりこの川内川ももちろんですけど、一番ですけれども、
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それに関わる町河川、それから県河川の整備も十分それが必要かと思います。 

それと町長のさっきの答弁の中にあったんですが、私が記録できなかったのですけど、水位

計をこの河川に何か所か設置してあるということを申されました。 

これの機能が、私も何か所かということな１０か所ぐらいですかね、してあると思うんです

けれども、これの機能が現在、十分発揮されているものなのか、そこのあたりのところ町長分か

っていたらお示し願いたいと思います。 

○菊野 祐二危機管理監   

ただいまの水位計について、お答えいたします。 

危機管理では、警報発生時は川内川の宮之城、そして湯田の２か所、それから、支川につき

ましては、穴川、泊野川、久富木川、夜星川、前川、海老川、大山口川の７か所から情報を収集

しまして、避難所開設や災害対応等の情報を収集しているところでございます。 

一方で、町管理河川や内水氾濫の危険性のある地域につきましては、町独自の取組としまし

て、浸水センサーを８か所設置しているところでございます。この浸水センサーにつきましては、

一定の水位に達した場合に、自動で反応しまして、登録している地域の方々や消防団員等へＬＩ

ＮＥを通じて通知が届く仕組みとなっておりまして、早期の初動対応に役立てているところでご

ざいます。 

○川口 憲男議員   

対応がいろいろなところで、そういう水に対する対応が十分できているということを聞いて

安心しましたけれども、それと同時に、それが有効に使われるようなシステムに切替えていただ

きたいと。 

先ほど、同僚議員の説明の中に、ドローンの活用策がありましたよね。ちょっと山の中に行

けばドローンがあれで聞こえなくなったということがありましたけど、今、庁舎内の中にもド

ローンが４基ぐらいはあるんじゃないかと思います。 

林務関係とか、農業関係とか。そんなのが上手くマッチして使えるように、災害のときにな

ったら体制も必要になってくると思うのです。 

今ドローンも個人で何かとできないものですから、私もちょっと欲しいなと思うんですけど、

そういうことをして、知り得た情報を町にやってはいけないものかなというふうに考えているの

ですが、そういうような町のいろんな情報を持っている活用策は、町長、今後も利活用するべき

だと思うんですけど、町長はどのように考えられますか。 

○上野 俊市町長   

町でも、このドローンについては所有をいたしております。建設課・農林課また消防本部。 

この大雨が降っているとか、風が強いときとかというのは、もうドローンは当然飛ばせませ

んけれども、そのあとの災害の状況等々の確認というのは、もう十分、このドローンを使って今

もやっていますし、また簡単な測量等も今このドローンを使ってできる状況等にあります。 

また消防のほうでは、行方不明者の捜索とか、やっぱりこの状況等を上から確認できるとい

う非常にメリットもございますので、このドローンの関係等については、今でも有効に使ってお

りますけれども、さらにもう一歩踏み込んだ形でも使えるようにですね、これは職員もやっぱり

それなりの訓練も必要になってきます。そのようなこともございますので、ここについては、ま

たしっかりとそこは進めていければと思っております。 

○川口 憲男議員   

ぜひ、そういうメリットのある機器類があるわけですから、それをいかに有効活用するかと

いうことは、また庁舎内の一つの方向性だと思いますので、関連性を持って、ただ農政の林務で
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使うだけ、ここはここだけということじゃなくて、そういう災害のあとの消防と連携した、そう

いう取組はぜひ必要じゃないかと思うし、それをまた町民に発散されるということも必要だと、

私は思います。 

ぜひ、そういういいものがあるんですから、いいものをそういうふうにして広めていただき

たいと、そういうふうにだいぶ私の意図する質問は終わったんですけど、町長、今度は地域コミ

ュニティーセンター、避難所ですね、２０か所の公民館施設等もしましたけれども、それに危機

管理係のほうで、いろんなベッドとか、あるいは水の備蓄とか、いろんなことをしていますよね。

これが今、平川の小学校で集中的にしていますよね。やっぱり今後はどうなんでしょう、災害の

ときになったときに、それで十分と考えなのでしょうか。 

私が思うには、この求名小学校の跡地ですね。これ求名校区の公民館もできてくる。それの

倉庫もあるということも説明を受けたんですけど、そういうふうにして、町内のある何箇所かを

そういう備蓄の拠点として、構成していくような考え方も必要じゃないかと私は思うんですけど。

町長の考えはどうなのですか。 

○菊野 祐二危機管理監   

ただいまの備蓄等々につきましては、先ほど古田議員の御質問にもお答えしましたとおり、

備蓄をそのものの整備や複数の場所に分けて備蓄する分散備蓄についても検討を進めております。

より効率的に物資を届けられる体制づくりに取り組んでまいります。 

○川口 憲男議員   

町長、担当は、今後こういうふうに検討してまいりますということだったんですけど、私が

思うには、もう早く動いて、例えば、今年度中にするよとか、あと一、二年後には、そういうふ

うな体制に持っていくよという姿勢が必要だと思うんですけど、町長の考えはどうなのですか。 

○上野 俊市町長   

危機管理監がお答えしましたけれども、当然ながら私の指示もいたしているところでござい

まして、これにつきましては、やはり状況、状況を見ながら、早めに取り組まなければならない

というようなのは理解しているところであります。 

どのような形で使えるのか、どんな形のものをそこに備蓄するのか、いろんな面からやっぱ

り検討して進めていく必要があるかと思っております。 

とにかく、この問題については、早く取り組んでいくということについては変わりはないと

ころであります。 

○川口 憲男議員   

ですね、私もそのまましてよからよということじゃなくて、やっぱりそういうことが必要性

があったときに、すぐそれで対応できるような方向性をつくるべきだというふうに思って、今こ

ういう質問いたしました。 

それと、町長やっぱりこういう人口減がどんどん広がっていけば、各校区とか何かにしても、

それに対応する人がいなくなる。そこ辺りをどうカバーしていくか。やっぱり各地域の自主防災

組織とか、各公民館がそれに対応していけると、そうなったときに、仮の話で申し訳ないけれど

も、平成１８年の災害申し上げましたときに、柏原区の公民館のところは入っていくところまで

はちょっと川内川が大きく氾濫して、車のあれができなかったと。 

しかし、避難者がやっぱり来て、今度は寝泊まりはどうするかとなったときに、そしたらベ

ッドはどこにあるよとか、応急にできていけば、そこあたりもできていくんじゃないかと。いつ

もそういうふうに感じております。 

これは今後の判断の仕方、あるいは自主防災組織への啓蒙の仕方だと思いますので、ぜひで
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すね、そこあたりも今後の災害に関しては、それ辺りを含めた対策を講じていただきたいという

ふうに要望するんですが、町長、明確に、いつ頃までということあまりきついと思うんですけど、

せめて一、二年、あるいは、近い将来には、そういうことになっていくよということは、答弁で

きませんか。 

○上野 俊市町長   

先ほど来ありますように、緊急性の高い場所というのはもう早くそこは解消しなければなら

ないというのも当然のことでございます。 

できるだけ速やかに安心して避難できるような体制づくりというのは、必要だと思っている

ところであります。 

○川口 憲男議員   

以上で、私の質問を終わります。 

○新改 秀作議長   

 以上で、川口憲男議員の質問を終わります。 

 

△散  会   

○新改 秀作議長   

 これで、本日の日程は全部終了しました。 

 ３月９日は午前９時３０分から本会議を開き、引き続き一般質問を行います。 

 本日は、これで散会します。 

散会時刻 午後２時５７分   
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令 和 ８ 年 第 １ 回 定 例 会 一 般 質 問 

令和８年３月９日（第３日） 

順 番 
（議席番号） 

質 問 者 
質  問  事  項  ・  要  旨 

６ （２） 

上別府ユキ 

１ ジェンダー視点に立った施策について 

  本年２月に総務省が公表した人口移動報告では、若い女性の地方

からの流出が目立っているようである。やりがいのある仕事が見つ

からずに都市部に向かう人が多い中、本町では地元で働く選択肢を

増やそうと、女性のデジタル技術習得を後押しし、地元就労に結び

付ける取組が進められている。また、「男は仕事、女は家庭」とい

った、性別役割分担の意識を改革しようと行政と女性団体が協働で

啓発活動を推進しているところである。そこで、ジェンダー視点で

の施策について町長に問う。 

(1)  各審議会や委員会の女性委員の登用率は、４０％という目標

値に対して、実績は１９.７％（令和７年度）と低い状況であ

るが、登用率向上に向けての策は。 

(2)  子どもの頃から男女共同参画の理解を深め、家庭・地域での

意識醸成を図るために、県が主催する「子どもたちの男女共同

参画・学びの広場」の開催を推進していく考えはないか。 

２ 猫の適正飼養について 

  鹿児島県は、２月を「猫の適正飼養推進月間」として、マイクロ

チップ装着や不妊去勢手術の啓発を進めている。本町では、令和

４年６月に「さつま町猫の適正飼養ガイドライン」を作成し、猫の

適正飼養及び管理の重要性について町民への理解促進を図ってい

る。 

  また、飼い主のいない猫に対して動物愛護団体やボランティアの

協力のもと「公益財団法人どうぶつ基金」の無料不妊手術チケット

を利用したＴＮＲ活動（さくらねこ無料不妊手術）にも取り組んで

いる。その実績も１,５００件を超えている。このような経過を踏

まえ、次のことについて、町長に問う。 

(1)  このＴＮＲ活動の実績をどう評価するか。 

(2)  令和８年度当初予算において、動物愛護団体への補助事業が

計画されているが、この計画の内容はどういったものか。 
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順 番 
（議席番号） 

質 問 者 
質  問  事  項  ・  要  旨 

   また、その財源は。 

(3)  高齢者等が飼育するペットの状況を把握し、多頭飼育崩壊を

未然に防ぐため、担当課だけでなく保健・福祉部局などとの連

携体制をどのように構築していくか。 

   また、動物愛護団体との協力や情報共有の仕組みを制度化す

る考えはあるか。 

７ （13） 

中 村 慎 一 

１ 施政方針について 

(1) 商工業の振興について 

   新規就業者の確保については従来から取組を継続されている

が、今回「事業承継人の確保に向けた支援」について取り組む

とされている。具体的な取組内容と今後の方針について。 

(2) 観光の振興について 

今回の「宗功寺公園、虎居城跡、川内川、鶴田ダムを核とし

たインフラツーリズムによる回遊性の取組」について、具体的

な取組の内容と方針は。 

また、今回新たに「イベント民泊を利用した宿泊施設の確保

の取組」について、制度上、問題はないのか具体的な取組の内

容とその方針は。 

(3) 住みやすい地域づくりのための町道管理について 

生活基盤分野のなかで「生活道路の安全対策、誰もが安全に

移動できる環境改善を計画的に進める」とされているが、具体

的な内容と方針について。 

２ 地方交通対策と移動支援について 

(1) 交通問題で、町内の乗合タクシーなど公共交通機関をはじめ

ライドシェア等の利用の実態、現状と課題、今後の方針は。 

   また、運転免許を持たない交通弱者の移動支援について、課

題とその対策、自治体ライドシェアへの展開等、今後の方針に

ついて。 

(2) 施政方針の高齢者福祉の項で説明された「地域全体で支える

体制づくり」を進める中で、地域の支え合いによる住民主体の

移動支援の取組を普及する考えはないか。 
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順 番 
（議席番号） 

質 問 者 
質  問  事  項  ・  要  旨 

８ （11） 

有 川 美 子 

１ 施政方針について 

  子育て分野について質問する。 

  新規事業ファミリーサポートセンター事業の運営方法は。 

２ 今後の財政運営と財政状況の見える化について 

  町長は、施政方針の予算編成の中で財政の健全化に言及している

が、町民にとって最も見えにくく、理解しにくいのが町の財政状況

だ。今後の財政運営と財政状況の見える化について質問する。 

(1)  自主財源確保のために入湯税引き上げについて 

(2)  宮之城文化センター改修断念に伴う、さつま町文化施設建設

基金の今後について 

(3)  財政調整基金の今後の積立方針及び財政状況の見える化につ

いて 

－ 87 －



令和８年第１回さつま町議会定例会会議録 

                            （第３日） 

○開議期日    令和８年３月９日  午前９時３０分 

 

○会議の場所   さつま町議会議場 

 

○当日の議員の出欠は次のとおり 

 出席議員（１４名） 

   １番  岸 良 光 廣 議員      ２番  上別府 ユ キ 議員 

   ３番  竪 山 秀 樹 議員      ４番  德 留 和 樹 議員 

   ５番  橋之口 富 雄 議員      ６番  古 田 昌 也 議員 

   ７番  桑波田   大 議員      ８番  武   さとみ 議員 

   ９番  宮之脇 尚 美 議員     １０番  柏 木 幸 平 議員 

  １１番  有 川 美 子 議員     １２番  川 口 憲 男 議員 

  １３番  中 村 慎 一 議員     １４番  新 改 秀 作 議員 

 欠席議員（なし） 

 

○出席した議会職員は次のとおり 

  早 﨑 行 宏 事 務 局 長     神 園 大 士 事務局長補佐兼議事係長 

  奥 平 一 樹 議 事 係 主 任 

 

○地方自治法第１２１条の規定による出席者は次のとおり 

  上 野 俊 市 町     長     角   茂 樹 副  町  長 

  中 山 春 年 教  育  長     富 満 悦 郎 総 務 課 長 
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○本日の会議に付した事件 

第 １ 一般質問 
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△開  議  午前９時３０分   

○新改 秀作議長   

 おはようございます。ただいまから、令和８年第１回さつま町議会定例会第３日の会議を開き

ます。 

 本日の日程は、配布してあります議事日程のとおりであります。 

 

△日程第１「一般質問」   

○新改 秀作議長  

 日程第１「一般質問」を行います。 

 一般質問は、一問一答方式となっております。質問時間は、答弁を含めて６０分とし、質問回

数の制限はありません。 

 質問通告に従って、順番に発言を許します。 

 まず、２番、上別府ユキ議員に発言を許します。 

〔上別府ユキ議員登壇〕 

○上別府ユキ議員   

皆さん、おはようございます。昨日が３月８日ということで、国際女性デーということで、

ここ数日間、新聞やテレビでは、ジェンダーに対する報道が目白押しでした。そこで私も、本日

は、胸にミモザの花をさしてきました。 

質問に入る前に、執行部席の皆さん、後ろを御覧ください。あの画面分かりますか。今回か

ら、あの画面に質問する人たちの顔がぱっと映るんです。ですから、質問者は自分の顔を見て質

問することになるので、１日目の議員の皆さんたちは、大変、緊張されたところがありました。 

そして、こちらに映っております画面、そしてもう一つ、傍聴席にあります画面、今回、議

場改修が行われまして、このような改修が行われております。それで、傍聴席のほうは多分発言

するたびに、下のほうが動いていると思います。あそこに同時文字起こしが行われまして、傍聴

席の方たちは文字を見ながら、この傍聴をするというシステムになっております。 

それでは、通告に従いまして、一般質問を行いたいと思います。ちょっと緊張しております。

自分の顔を見るのは、大変、何ていうか緊張するとこがありますけれども、始めたいと思います。 

それでは１番目、ジェンダー視点に立った施策についてということで、本年２月に総務省が

公表した人口移動報告では、若い女性の地方からの流出が目立っているようです。 

やりがいのある仕事が見つからずに、都市部に向かう人が多い中、本町では、地元で働く選

択肢を増やそうと、女性のデジタル技術習得を後押しし、地元就労に結びつける取組が進められ

ています。 

また、男性は仕事、女性は家庭といった性別役割分担の意識を改革しようと、行政と女性団

体が協働で啓発活動を推進しているところでもあります。 

そこで、ジェンダー視点に立った施策について、町長にお伺いしたいと思います。 

まず１番目、各審議会や委員会の女性委員の登用率は４０％という目標に対して、実績は

１９.７％（令和７年度）という低い状況ですが、登用率向上に向けての何か策がありますか。 

２番目、子どもの頃から男女共同参画の理解を深め、家庭・地域での意識醸成を図るために、

県が主催する子どもの男女共同参画学びの広場の開催を推進していく考えはございませんか。 

２番目の質問です。猫の適正飼養についてです。 

データをひとつお願いしたいと思うんですが、鹿児島県は２月に、猫の適正飼養月間として、

マイクロチップ装着や不妊去勢手術の啓発を進めているところです。 
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本町では、令和４年６月に、さつま町猫の適正飼養ガイドラインを作成し、猫の適正飼養及

び管理の重要性について、町民への理解促進を図っています。 

また、飼い主のいない猫に対して、動物愛護団体やボランティアの協力のもと、公益財団法

人どうぶつ基金の無料不妊手術チケットを利用したＴＮＲ活動（さくら猫）無料不妊手術にも取

り組んでいるところです。その実績も１,５００件を超えているところです。 

このような経過を踏まえ、以下の件について、町長にお伺いしたいと思います。 

まず、このＴＮＲ活動の実績をどう評価されるのか。 

２番目、令和８年度当初予算において、動物愛護団体への補助事業が計画されているが、こ

の計画の内容はどういったものですか。また、その財源はどうなっていますか。 

高齢者が飼育するペットの状況を把握し、多頭飼育崩壊を未然に防ぐため、担当課だけでは

なく、福祉部局や保健部局などとの連携体制をどのように構築されていかれますか。 

また、動物愛護団体との協力や情報共有の仕組みを制度化する考えはございませんか。 

以上、１回目の質問を終わります。 

〔上別府ユキ議員降壇〕 

〔上野 俊市町長登壇〕 

○上野 俊市町長   

改めまして、おはようございます。 

それでは、上別府ユキ議員からの御質問にお答えをいたします。 

まず１点目のジェンダー視点に立った施策についての女性登用率の向上の関係でございます。 

議員御指摘の若い女性の地方からの流出につきましては、本年２月の住民基本台帳人口移動

でもありますとおり、転入者数と転出者数の差となる社会増減については、転出超過が続いてお

りまして、本町にとりましても喫緊の課題であると考えているところであります。 

そういう中にありまして、選ばれるまち、特に、若年層から選ばれるまちとしての転換は最

優先事項であると認識しているところであります。 

議員からもありました女性のデジタル技術習得については、こういった背景から、場所や時

間によらない、新たな働き方を創造する第一歩としまして、本年度、株式会社フォーバルとの包

括連携協定に基づきまして、さつま町創生ＧＤＸセンターを設立し、リモートワーク等の多様な

働き方を可能にするデジタル人材育成を進めており、デジタル技術の習得のためのスキルアップ

セミナーを開催するなど、現在、鋭意取り組んでいるところでございます。 

また、男性は仕事、女性は家庭といった性別によって役割を分担する意識などを性差による

固定的意識の解消につきましては、令和４年３月に策定いたしました「第３次さつま町男女いき

いきしあわせプラン」、また令和４年９月の「希望輝くさつま町ＳＤＧｓ推進宣言」により、す

べての人々が、いきいき・健やか・笑顔あふれるまちを目指し、ジェンダー平等の実現に向けた

取組を進めているところであります。 

具体的には、毎年度実施しております人権啓発研修では、家庭での性別による役割意識や、

職場での男女格差の解消、男女協働による地域づくりなど、ジェンダーに関する学びの場の一つ

となっていると考えております。 

また、本町職員につきましては、各種研修プログラムの一環に組み込まれるなど、都度、学

習機会を得ているところであります。 

また、本年度は、女性団体連絡協議会が毎年開催されております女性大会について、男女の

別によらない、多様な方々が親しみ、参加いただけるよう名称を変更して実施されるなど、積極

的に活動されているところであります。 
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地域に根差した活動が、意識の醸成を育むものと感謝申し上げているところでございます。 

御質問の各種審議会等への女性委員登用率の向上策についてであります。 

本町における各種審議会等の女性登用率は、令和７年度現在で１９.７％であり、第３次さつ

ま町男女いきいきしあわせプランで掲げております、令和８年度までに４０％を目指すという目

標とは大きな開きがあるところでございます。 

こういった状況を踏まえまして、役場内におきましても、管理職や管理的職員への女性職員

の積極的な登用を進めているところであります。 

御質問の各種委員会等の委員につきましては、各団体の長や地域役員、またはその推薦によ

るところが大きく、依然として男性が役員の中心となった組織構造であり、女性の登用がなかな

か進まない一因でもあろうかと考えているところであります。 

こういった状況を打開するためにも、地域におけるジェンダー平等の意識醸成なくして、実

現するものではないと改めて感じているところであります。 

女性委員等の登用率向上に向けまして、即効性がある取組はなかなか見つからないところで

はございますけれども、これまでの取組が地域に根差した活動へ着実につながっている事実もご

ざいますので、引き続き、ジェンダー平等社会の実現に向けまして取り組んでまいりたいと考え

ているところでございます。 

次に、子どもの男女共同参画・学びの広場の推進についての御質問でございます。 

御質問の子どもたちの男女共同参画・学びの広場推進事業につきましては、県が「第４次鹿

児島県男女共同参画基本計画」に基づき、次代を担う子どもたちが性別による固定的な役割分担

意識にとらわれず、互いの個性を尊重し合える意識を育むことを目的としまして、平成２５年度

から重点的・戦略的な取組として進められているものであります。 

この学びの広場推進事業の大きな特徴としましては、子ども単独の学びの場ではなく、学校

を拠点とし、一体的に関係者を巻き込んだワークショップを基軸として実施されている点にあり、

児童・生徒、教職員、保護者、地域住民の三者が共に学べる場としまして、すでに県内の多くの

自治体で実施されているところであります。 

子どもたちが無意識の思い込みに気づき、自己肯定感を高めると同時に、子どもを取り巻く

身近な大人自身もジェンダー視点を学び直す、この三者一体のアプローチによりまして、子ども

たちの学びが家庭でもしっかりと定着し、地域全体の人権意識の底上げにつながるよう進められ

ているものであります。 

本町におきましても、第３次のさつま町男女いきいきしあわせプランに基づきまして、次代

を担う子どもたちが性別にとらわれず、自分らしく生きられる社会を目指し取り組んでいるとこ

ろでありますけれども、子どもたちの意識は、学校のみならず、家庭内での役割分担や地域社会

の慣習に強く影響を受けますことから、子どもも大人も共に学ぶこと、そういった場が提供され

ることが重要であると考えているところであります。 

本町としましても、この事業の趣旨や事業効果について十分認識しており、開催推進に向け

まして、教育委員会と連携しながら、これは前向きに検討してまいりたいと考えているところで

あります。 

次に、２点目の猫の適正飼養の関係等についてでございます。 

まず、ＴＮＲ活動についてお答えをいたします。 

ＴＮＲ活動につきましては、将来的な飼い主のいない猫の増加を防ぎ、生活環境被害の軽減

につながるものであり、地域課題の解決に資する有効な取組策であると評価いたしているところ

であります。 
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次に、動物愛護団体への補助事業の関係等でございます。 

令和８年度の当初予算に計上しております補助事業につきましては、ＴＮＲ活動や適正飼養

の普及啓発活動を実施する町内の動物愛護団体に対しまして、活動に要する経費を一部補助する

ものであります。 

具体的には、不妊去勢手術にかかる手術費、飼養管理経費などを対象経費とすることを想定

しております。 

本事業の財源につきましては、クラウドファンディング型ふるさと納税による寄附金の充当

を予定しているところであります。 

次に、高齢者の多頭飼育崩壊の把握や連携体制の構築について、また、動物愛護団体との協

力や情報共有の仕組みの制度化についてであります。 

まず、高齢者の多頭飼育崩壊の把握や連携体制の構築についての御質問でございますけれど

も、近年、ひとり暮らしの高齢者が、寂しさから猫を飼い始め繁殖させてしまい、多頭飼育崩壊

となる事実があることは確認いたしております。 

この高齢者の多頭飼育崩壊が動物愛護の問題にとどまらず、飼い主の孤独やセルフネグレク

ト、ひいては生活困窮といった福祉的課題とも密接に関係があると認識いたしております。 

多頭飼育の状況につきましては、民生委員や地域の役員が行う日頃の見守り活動や町地域包

括支援センターや在宅介護支援センター等の関係機関からの情報提供により、把握に努めている

ところであります。 

把握した案件につきましては、福祉的課題につきましては、社会福祉協議会や地域包括支援

センター、ケアマネジャーなどの関係機関と情報共有を行いながら必要な支援に努めております。 

また、多頭飼育問題につきましては、町民環境課と連携しまして、情報の共有を図っている

ところであります。 

次に、愛護団体との協力や情報共有の仕組みの制度化についてであります。 

現在、社会福祉協議会や町民環境課などの関係機関との情報共有や町民環境課と連携した横

断的な支援を行っているところであります。 

高齢者への支援につきましては、社会福祉法などの福祉関連法に基づくものであること、一方、

動物への対応につきましては、動物愛護法に基づくものであることなど、根拠となる法律や支援

内容が異なるため、福祉と動物愛護の両面から、どのようなこの枠組みが最も実効性があるのか、

今後慎重に検討してまいりたいと考えているところでございます。 

〔上野 俊市町長降壇〕 

○上別府ユキ議員   

御回答いただきました。 

まず、ジェンダー視点に立った施策についてから質問を繰り返させていただきたいと思いま

す。 

女性委員の登用率向上に向けての質問です。 

先ほど、各団体の長や地域役員、また、その推薦によるところが大きいので、依然として男

性が役員の中心となった組織構造であるということでした。 

それでは、その選び方を検討していないのですかというところです。 

充て職となっているところが多いですが、例えば、候補者リストの整備とか、関係団体への

推薦依頼方法とか、固定化した団体への依頼ではないかとか、登用基準の見直しなどの取り決め

はされないのですか。 

○大平  誠総合政策課長   
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女性の登用率の関係でございますけれども、これまで目標を掲げまして取り組んできており

ます。４０％という大きな目標に対して１９.７％ということで、半分いっていないということ

でございますが、そういった中で、審議会・委員会に女性を登用していくという方法だというふ

うに理解しておりますけれども、今後、今２０年ずっと取り組んでまいりましたけれども、今後

におきましても、こういった男女共同参画の社会づくりというのは、とても重要なことだと思っ

ております。少しずつ、少しずつ、そういったものが浸透してきているというふうに思いますの

で、次期計画におきまして、こういった審議会・委員会の構成、充て職となっている部分につい

ても、メスを入れる必要があるというふうに考えております。 

そういったことで、女性の登用率を上げるということはできるというふうに考えているとこ

ろでございます。 

またリスト化につきましては、地域の皆さん方の御協力をいただくということで、行政から

一方的にということではありませんで、しっかりと説明をして、皆さん方に理解をいただきなが

ら進めていくということが大事じゃないかというふうに考えております。 

○上別府ユキ議員   

少しずつ改善をしていくということでありますが、本当にこの部分は、ある意味いろんな審

議会組織、いろんな会議組織の中で、今まで、多くの先人たちの皆さんの経験とか、それから意

見、生きざまとか、そういうのが積み重なって、現在の２０周年のこのさつま町を築いてきたっ

ていう意味で、大きい部分があるなあというのは感じます。そこは大事だと思います。そこに少

しずつでも、女性の登用を図っていきたいということです。 

今までとは違う視点での風を入れる。風通しのいい環境をつくっていく。それが大事だと思

うんですが、古い形を一気に変えるということではないですので、ぜひ、その構造こそを変える

覚悟を持って、臨んでいただきたいと思っております。 

次の質問ですが、いつまでに、どの程度の改善を目指すのか。具体的な数値目標や工程を示

すお考えはございませんか。 

○大平  誠総合政策課長   

具体的な数値目標ということでの御質問かと思いますけれども、本議会に、第３次総合振興

計画を提案させていただいておりますけれども、そういった中で、最終的な目標につきましては、

登用率は４０％というふうに目標を、これまで同様定めております。 

ただ、来年から始まる新しい計画の中の５年間で、まず３０％を目指していこうというとこ

ろが、まず一つの段階でございます。段階的にそういった目標をクリアしていきたいという思い

で、この計画をつくっているところでございます。 

○上別府ユキ議員   

５年間で３０％に到達するように努めるということですね。ということは、今１９.７％です

から、あと約１０％を５年間でなら到達できる可能性があるというところで、進めていかれると

いうことですね。ということは、私が議員の任期の間には到達できないということになりますが、

少しずつ変えていっていただければいいと思うんですけれども。 

それでは、年間で約２％増ならば可能ということであれば、そこに何か根拠がございますか、

何か具体的な策というものがございますでしょうか。 

○大平  誠総合政策課長   

具体的な策につきましては、先ほどからも申し上げておりますとおり、充て職という部分が、

今そういった委員会・審議会にはございます。任意の実行委員会につきましては、女性の活躍を、

女性の方に委員になっていただこうということで、４割を超える方に女性が委員として入ってい
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ただいて、いろいろ御意見等いただいておりますので、策としましては、充て職になっている規

定・要綱・要領、そういったものの改善とか、あるいは代表の方がほとんど名前になっておりま

す。例えば、農協の代表理事とか、商工会長とかですね、そういうところを、北さつま農協とか、

商工会とか、そういうところで選んでいただいて、委員として来ていただくというような策は一

つはあるかというふうに考えます。 

○上別府ユキ議員   

そのような具体的な策を示していただきました。 

すみませんが、御手元のタブレットを御覧いただけますか。 

実は、この数字は、県下の自治会組織における女性代表者の状況です。鹿児島県全体で、自

治会組織における女性代表者は７.５％です。さつま町は１２０公民会で２名、１.６％という低

い数字です。これは、令和６年度の資料ですかね。こういう数字になっております、さつま町の

場合。もうそろそろ選択の視野というところが、図っていければいいんじゃないかなあと思う一

つのこれが資料です。 

今のこの時期は、どこも新しい区、新しい次期の公民会の役員さんが引継ぎの時期です。 

役員の方々に聞きますと、「役員の成り手がいないんだよなあ」、「本当にいないよなあ」

というような会話を本当に耳にする今日この頃です。私はそこにいつも言います。「本当にいら

っしゃいませんか。」周りをよく見てください、多様な目線で探せば、男性だけに偏らない人材

を図っていくのであれば、もっと視野は広がるはずですよということを思っているところなんで

すけれども、まだまださつま町は、そこまで選択肢が広がっていないのが実情ではないかと思い

ます。 

そこで、多様な選択肢のきっかけとなるように、毎年度初めに計画される行政連絡員等の研

修などで、意識改革のためのジェンダーギャップセミナー等を開催していく考えはございません

でしょうか。 

○大平  誠総合政策課長   

セミナーの開催ということでございますけれども、町におきましては、これまで、男女共同

参画の意識醸成に資するセミナーなどを県と連携しながら幅広く取り組んできております。 

県の中でも、さつま町はこういった取組が評価されているところでございますけれども、本

年度におきましても、男女共同参画みんな会議をひまわり館で開催をさせていただきまして、落

語家を招いた親しみやすい学習機会の提供を行ったところでございます。多くの方に参加してい

ただいて、受講していただいたということでございますが、年度当初に開催する行政連絡委員・

推進委員の研修会で、こういったセミナーができないかということでございますけれども、そう

いったセミナーにつきましても、今回、新しく計画を策定していますけれども、そういった中で、

しっかりとこういった地域の方々に理解をしていただくというような取組というのは、今後、考

えていきたいというふうに思っております。 

○上別府ユキ議員   

今後考えていくということでした。 

昨年１２月１３日には、ひまわり館で今課長がおっしゃったように「地域みんな会議」とい

うのがございまして、町内外の皆さんがたくさん参加されていました。 

それから今年になって、１月１８日に改善センターのほうで、「みんなイキイキいってみっ

がフェア」というのも開催されて、たくさんの人たちが集まっていただきました。そこで参加さ

れた方々の声の中にこういうのがありました。「こんな会議の中に、男性の方が参加して、分か

ってほしいよねえ」という声とか、「気づいていただきたいよね」っていう声とかも聞きました。
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そして、「公民館長さんなんかが参加してほしいよね」という声も、数多く聞かれてきたところ

です。 

新たに研修会やセミナーを開催しても、参加者を集めるのは本当に至難の業です。 

今ある集まりに、こちらから出向いていって仕掛けていく姿勢がないと、イベントは人集め

の苦労に終わってしまいます。 

ぜひ、先ほど言ったセミナー等を実現に向けた取組を、ぜひ進めていただきたいということ

を要請していきたいと思います。 

それでは次に、子ども向けのジェンダー施策についての質問に入りたいと思います。 

本町における子ども向け男女共同参画教育の現状は、どのようになっていますか。 

○井手口 勉学校教育課長   

まず、本町では子どもたちの男女共同参画・学びの広場について、来年度、令和８年度薩摩

小学校が希望をして、県にお願いをしているところでございます。 

３年生から６年生の児童を対象としたワークショップと、教職員を対象としたセミナー、そ

して、保護者・地域の方々を対象としたワークショップ、例えば家庭教育学級でありますとか、

地域住民への案内を含んだ申込みを今現在しているところでございます。 

また各学校においては、すべての教育の基盤であります人権教育の一つとして、発達段階に

応じた男女平等についての教育を推進しているところでございます。 

○上別府ユキ議員   

子どもたちに向けた男女共同参画教育・人権教育は、少しずつ進めてきているというところ

ですね。 

そして、今年はこの学びの広場に１校が手を挙げているという事実があるということですね。 

そこでです。 

この学びの広場というのが単発に終わらせないで、年１回ずつでもモデル的な形として取り

組まれるように、やりたいという学校が一つでも増えていくようにしていく取組は、推進されて

いかれませんでしょうか。 

○中山 春年教育長   

ありがとうございます。 

先ほど課長が回答しましたように、町内の学校では、発達段階に応じて様々な課題に対する

人権教育を進めております。 

今回の男女平等の人権についても進めているところでありますが、今、学びの広場について

っていうところで話がありましたが、これにつきましては、県内でなかなか当たるのが難しいと、

手を挙げても、難しい部分がありますので、これをどのように進めていくかということ。 

そしてもう一つは、先ほどの議員のお話、そして町長の回答等含めて、地域という言葉が

キーワードやなあというふうに感じております。 

そこで、教育委員会としましては、各学校が持っています学校運営協議会、ここで、男女平

等の教育と人権を含めて、熟議や活動等、取組等を進めていただくよう、今後、依頼をしていき

たいというふうに思っております。 

○上別府ユキ議員   

各学校の運営協議会の中からの声出しということを進めていきたいということですが、新し

い形でのＣＳ（コミュニティースクール）ということが、これから、どんなふうに変わっていく

のかなあというところで、とても楽しみになってまいりました。 

子どもの頃からのジェンダー平等を教える機会を増やすこと、そして、地域と家庭の意識醸
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成というのは本当に大事です。 

そのためにも、これからは、その予算っていうのが必要になってくるかと思われますので、

ぜひそちらのほうも今後検討していただきますように要請したいと思います。 

ここで、町長に対してお伺いしたいと思います。 

男女共同参画意識の醸成は、少子化問題・人口流出問題・地域活力の維持にも関わる課題で

す。本町はどの程度、政策的優先度を置いていらっしゃいますか。 

○上野 俊市町長   

本当に、この男女共同参画というのは非常に重要であるということは、もうこれまでも申し

上げてきているところでありまして、また先ほど回答いたしましたように、若い女性の方々が特

に流出が多いというようなことから、今回新たにＧＤＸセンターも設置いたしまして、若い女性

の働く場の開拓ということを進めてきているところであります。 

そのようなことから、やはり優先度といいますか、重要度というのは、非常に認識している

ところでございます。 

今後につきましても、男女共同参画、女性の様々な登用率等も含めまして、これが進んでい

くように、最大限の努力はしていきたいと思っているところでございます。 

○上別府ユキ議員   

それでは、認識しているということですので、性別にかかわらず、個性と能力を発揮できる

社会を目指し、男女の人権尊重、家庭生活と活動の両立、政策決定の参画など、そういうことを

基本理念とした男女共同参画推進条例の制定を考えられませんか。 

○大平  誠総合政策課長   

条例制定について考えられないかというような質問でございます。 

この男女共同参画推進条例につきましては、県内で約４割が条例を制定されております。 

全国でも平均４割の制定率ということで、理解をしているところでございますけれども、こ

の条例制定におきましては、まず一つ目に、理念というものが必要でございます。男女の個人と

しての尊厳・尊重やあらゆる分野への共同参画、それから２番目に責務として、行政だけでなく、

地域住民や事業者、教育などの責務の明確化、それから、阻害行為禁止ということで、ここ最近

のこういった条例をつくられるときのトレンドでございますけれども、セクハラやＤＶなどの人

権侵害禁止、それから、施策の推進としては、ワークライフバランス、ＤＶ被害者保護というよ

うなことです。多岐にわたるものを制定をしているような状況が、全国では見られるということ

でございますので、社会的な情勢から性的マイノリティーなどの多様化に資する内容をさつま町

としても検討していくというようなことでございますけれども、来年度、このいきいきプランに

つきましては、新たな計画を策定するために動き出す年でございます。 

今、議員のほうから、いろいろ御指摘等がございましたけれども、それらも含めて、計画づ

くりの中で議論をさせていただいて、条例制定まで含めて、最終的には、制定する形になるかも

しれませんし、まだ早いということで目標をまず設定をして、目標を達成してからというような

ところもあるかもしれませんけれども、そういったものを、皆さんから御意見をいただいて先を

進めていきたいというふうに考えております。 

○上別府ユキ議員   

先に進めていきたいというお言葉で取ってよろしいですね。ぜひ、そのようにお願いしたい

と思っているところです。 

では、次の質問に入りたいと思います。 

猫の適正飼養についてという部分の質問に入りたいと思います。 
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先ほど御回答いただきましたとおり、評価していただくということで有難く思っているとこ

ろです。 

実は本町では、増え過ぎた飼い主のいない猫の問題が多発化して、苦情が役場に寄せられて

いた、その頃、令和３年１２月議会において、同僚議員の一般質問によって、このＴＮＲ活動と

いうのが認識され、翌２月より本町でも実施されるようになって４年が経過しました。 

Ｔというのはトラップ、捕獲する、Ｎというのは、ニューター、不妊去勢手術を施し、Ｒは

元に戻すという意味でのＴＮＲ活動という活動です。 

これ以上、不幸な命を増やさず、一代限りの命をまっとうさせ、地域トラブルを軽減する目

的があります。手術をしたという印として、耳先をカットした猫は「さくら猫」と呼ばれていま

す。 

この活動が進められて４年になり、１,５００匹の実績ですが、毎月約３０匹から４０匹の無

料猫による「さくら猫」が発生していた経緯があります。 

ここで質問ですが、この活動の課題や問題点は認識されていますか。 

○堀  孝志町民環境課長   

ＴＮＲ活動では猫を捕獲し、不妊去勢手術を行ったあと、元の場所に戻すことから、地域で

のトラブルに対する直接的な解決につながらない場合もあり、地域住民からの理解を得ることが

難しいこともあります。 

これまでの猫の適正飼育やＴＮＲ活動に関するチラシの配布などを行ってきたところですが、

今後もＴＮＲ活動に関する正しい情報の発信を行うなど、理解促進に努めてまいりたいと考えて

おります。 

○上別府ユキ議員   

これから地域の皆さん、町内の皆さんに認識していただくことが大事というところですが、

理解をいただく方法というのをどういうふうに進められていかれるおつもりでしょうか。 

○堀  孝志町民環境課長   

先ほどの答弁と同じになりますけど、ＴＮＲ活動に関するチラシの配布などを行って、正し

い情報を町民の方々にしっかりと情報発信していきたいと考えているところです。 

○上別府ユキ議員   

正しい情報を町民の皆様に分かっていただくというところだと思いますが、あくまでもこの

ＴＮＲ活動は、飼い主のいない猫、昔から言われている野良猫というところなんですけれども、

そこの理解がないと、どうしてもちょっとしたトラブルとか、飼い猫は、ペットは、というよう

な部分であったりするので、そこの部分の正しい理解というのを進めていっていただきたいと思

います。 

この活動を担う団体が町内で１団体あります。 

主に保護猫、保護犬活動をされておられるわけです。しかし、町内外の方々の適切な動物の

飼い方がなされないために、不幸な犬や猫たちが増えている、そういう状況が多いです。その啓

発のための活動をされたり、相談に乗ったりされています。また、保護猫譲渡活動や子どもたち

と学ぶさくら猫の学習会を開いたりされています。 

ＴＮＲ活動の今後を考えると、ただ一つの団体では、十分とは言えないと思います。今後に

つながる策は何かございますか。 

○堀  孝志町民環境課長   

令和８年度当初予算に計上しております「動物愛護活動団体補助事業」の新設等により、動

物愛護団体数が今後、増えることが期待されているところでございます。 
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○上別府ユキ議員   

新たな補助事業で、それを補っていこうという考えということでありますが、先ほど町長か

らの説明がありましたが、この活動は、さらなる自主財源確保の一環と考えているところであり

ますが、猫の愛護団体補助に対する活動以外に、町長が施政方針で言われた、さらなる自主財源

確保の一環となる活動というのは、ほかにもあるんですか。クラウドファンディング型ふるさと

納税というのを使った、ほかの活動はありますか。 

○垣内 浩隆財政課長   

今回、新たな取組ということで、クラウドファンディング型ふるさと納税の活用ということ

でございますが、ただいま質問であります動物愛護の関係以外に、学校教育課が行っております

未来クエスト授業（探究学習の関係）であります。それと、さつまＰＲ課が行っております薩摩

のさつまブランド共創推進事業、この３つの事業に取り組むということになっております。 

それぞれ目標額を１事業当たり１００万円と見込んだ形で、今回、取り組むという形になっ

ております。 

○上別府ユキ議員   

それでは、そのクラウドファンディング型ふるさと納税の説明というか、一般町民が分かる

ように説明していただきたいと思います。 

○舟倉 直人ふるさと物産係長   

ただいまのクラウドファンディング型ふるさと納税の制度について、御説明をさせていただ

きます。 

クラウドファンディング型ふるさと納税につきましては、通常のふるさと納税の仕組みを活

用しまして、寄附の使い道をより明確化することで、事業自体に、ダイレクトに寄附できる仕組

みとなっております。 

通常のふるさと納税と同様に、寄附者の方は、税額控除でありましたり、返礼品を受け取る

ことができます。 

なお、返礼品につきましては、自治体が寄附を募集する事業ごとに返礼品を提供するかどう

かを選択することが可能となっております。 

○上別府ユキ議員   

このクラウドファンディング型ふるさと納税のメリットまたはデメリットというのは、どう

いうものがありますか。 

○舟倉 直人ふるさと物産係長   

メリット・デメリットについてお答えいたします。 

まず、寄附者側のメリットとしましては、御自分が応援したい事業、自治体にダイレクトに

寄附をすることができるというものが挙げられます。 

それで、事業の進捗や成果などが共有されますので、寄附をされた実感が、手応えを感じら

れる。それから、通常のふるさと納税と同様に、税額控除でありましたり、返礼品を受け取るこ

とができるという点がございます。 

自治体側としましては、通常のふるさと納税同様、財源確保という面もございますが、従来

の中でも、従来の納税者とは異なる層から寄附が獲得できる可能性がある。 

それから募集を通じまして、事業自体のプロモーションができる。地域課題の解決に向けた

自治体の主体的な姿勢をアピールできるなど、シティープロモーションも期待できるところでご

ざいます。 

○上別府ユキ議員   
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 聞くところによりますと、このクラウド型ふるさと納税は町内の町民の皆様も参加できるとい

うのを聞いたんですけど、そこはどうですか。 

○舟倉 直人ふるさと物産係長   

クラウドファンディング型ふるさと納税に限らず、通常のふるさと納税も町民の方も寄附す

ることは可能でございます。 

ただし、そのほとんどが返礼品を受け取るケースが多いため、町民の方が寄附サイトを通じ

た寄附というのは、ほとんどができないという形になっております。ですので、町への直接寄附

などで寄附することが可能となっております。 

○上別府ユキ議員   

ということであれば、できるだけたくさんの方たちにこの制度、この取組というのを知って

いただきたいと思うのですが、たくさんの人たちへの周知をどう図っていかれますか。 

○堀  孝志町民環境課長   

広報紙や町のホームページ、イベント等での周知等を検討しております。 

○上別府ユキ議員   

令和８年度から始まるこの補助事業については、大体御説明いただきました。 

できるだけたくさんの皆さんが、たくさんのふるさと納税をしていただくという方向で進め

ていけたら大変いいかと思っているところです。 

次の質問ですが、多頭飼育崩壊予防のために早期発見対策のチェックリストみたいなのはど

うなっていくのですか。また、その情報共有体制は今後どうされるのですか。 

○堀  孝志町民環境課長   

現在、他市町村等でチェックシートを使った取組をされていることは認識しているところで

す。 

町としましても、今後、先行事例等を参考にしながら、本町に適した対策について横断的に

検討してまいりたいと考えております。 

○上別府ユキ議員   

今後、横断的に検討していくということですが、ぜひ、前向きに進めていっていただきたい

なと思っているところです。 

現在の猫問題は、先ほど町長がおっしゃったように、動物愛護の問題であると同時に、地域

環境、福祉、そして町民の安心安全に関わる行政課題であると思っています。 

理念の共有にとどまらずに、具体的な行動につながるような施策を是非展開していただくよ

うに強く要請して、私の質問を終わりたいと思います。 

○新改 秀作議長   

 以上で、上別府ユキ議員の質問を終わります。 

 ここで、しばらく休憩します。再開は、おおむね午前１０時３５分とします。 

 

休憩 午前１０時２２分 

 

再開 午前１０時３５分 

 

○新改 秀作議長   

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次は、１３番、中村慎一議員に発言を許します。 
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〔中村 慎一議員登壇〕 

○中村 慎一議員   

本日２人目の一般質問ですが、１人目のところで、議場のこのシステムの説明がございまし

た。今日から、ちょっと水差しを準備していただきましたので、せっかく準備していただきまし

たので、使わせていただきたいというふうに思います。 

６０分ぎりぎりのところまでいけば、また今度はモニターの色が変わったり、ブザーが鳴っ

たりするそうですので、驚かれないように、お願いをしたいというふうに思います。よろしくお

願いします。 

それでは、まず通告に従いまして質問させていただきたいと思います。 

まず１番目、施政方針についてでございます。 

最初、商工業の振興についてでございますが、これまで新規就業者等の確保につきましては、

従来からずっと取組を継続されてきています。 

今回、施政方針の中で、事業承継人の確保に向けた支援について取り組むんだということで

表明してございます。後継者がなくて廃業を考えているといったような、こういう事業主は多い

んじゃないかなというふうに考えます。 

数年前、昔からの老舗の経営者ですが、そういう話をされました。驚きました。 

当時、後継者問題への取組事例の報道番組とかありまして、一度、議会の委員会で尋ねた経

緯もあります。 

今この問題につきまして、国の中小機構、独立行政法人ですが、中小企業基盤整備機構、こ

の情報発信を盛んにされているようであります。地方においては、深刻な問題だというふうに思

います。具体的な取組をどういうふうにされるのか、その内容と今後の方針について、御答弁を

いただきたいというふうに思います。 

二つ目に、この観光の振興についてでございます。 

今回、方針の中で、宗功寺公園・虎居城址・川内川・鶴田ダムを核としたインフラツーリズ

ムによるこの回遊性の取組を進めたいということです。 

現在、このダムとか橋梁、トンネル、発電所、工場夜景、これは、コンビナートとかはござ

いませんが、この土木遺産とか、廃鉱、まだまだコンテンツはあるようですが、インスタグラム

を使って情報発信をするというのが盛んにされているようです。既存のパッケージツアーにない、

新しい観光の形態だというふうに思いますが、これらの回遊性を持たせるための具体的な取組、

その内容と方針を御答弁いただければというふうに思います。 

それから、併せて今回新たにイベント民泊、これを利用した宿泊施設の確保に取り組むとさ

れました。 

ツーリズムへの対応もあるかと思いますが、宿泊事業については、制度的な縛りが多々ある

のが現状だろうというふうに思います。今回の取組は、制度上問題ないのか。具体的な内容とそ

の方法、方針について御答弁をいただきたいというふうに思います。 

それから三つ目は、この住みやすい地域づくりのための町道管理についてです。 

生活基盤分野の中で、生活道路の安全対策、誰もが安全に移動できる環境改善を計画的に進

めると今回表明されています。昨年に比べて、力が入っているなというふうに思ったところです。 

高齢化率が高くて、高齢者の運転免許保有率も高いです。県平均よりも１０ポイントぐらい

高いという数字が出されております。そういう本町で、日常の生活空間で車の運転というのは、

切り離せないわけですね。 

昨年、３月は施政方針で町長が、老朽化対策を含めて、道路の安全安心の確保に取り組むと

－ 101 －



いうふうにされました。 

ただ、地域から白線が見えなくて、安心して車の運転もできないと、いつも冷や冷やだとい

うような、そういう声を聞いておりましたので、一般質問でしたところでございます。 

今年度の予算を見てみますと、維持補修体制とか予算面ではあまり進展がないように見うけ

ます。 

具体的にどういう取組を考えておられるのか、その内容や方針について、御回答いただけれ

ばというふうに思います。 

それから２番目です。 

交通対策と移動支援についてお聞きをしたいと思います。 

まず、移動手段としての交通問題、これまでいくつかの質問がなされてきておりますけれど

も、運転手等のエッセンシャルワーカー、こういう皆さん方が減少をしていると。バス・タク

シーの運転士の皆さんの確保というのは、大変難しい局面にあるということは分かっているつも

りでありますが、今年、令和８年度を迎えるに当たりまして、今の町内の乗り合いタクシーとか、

公共交通機関、ライドシェアも始まっておりますが、この利用の実態、それから現状と今後の課

題はどうなのか、今後の方針について、どういうお考えであるのか、御答弁をいただきたいとい

うふうに思います。 

また運転免許を持たない交通弱者の移動支援について、県内外の自治体でもこの先進的な取

組が進められているようです。この問題に対する課題とその対策、自治体ライドシェアという取

組も、ちらほら聞いたりもいたしますが、今後の方針について御答弁をお願いします。 

最後に、施政方針の高齢者福祉のところで御説明をされた地域全体で支える体制づくりを進

めるというふうにされております。これについては、地域の支え合いによる住民主体の取組がな

されてきております。この移動支援の取組も始まっているようです。１０年前からの取組ですが、

なかなか広まらないというのが実情です。 

公共交通の取組とは、すみ分けが必要になるというふうに思うんですが、これを後押しする

ような取組が必要であるというふうに思います。この住民活動による取組を普及されていく考え

はないのか、御答弁をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

〔中村 慎一議員降壇〕 

〔上野 俊市町長登壇〕 

○上野 俊市町長   

それでは、中村慎一議員からの御質問にお答えいたします。 

１点目の商工業の振興の関係等についてであります。 

新規就業者の確保対策につきましては、創業時の経営安定を図るため商工業新規参入者支援

事業や商工業制度資金利子補給事業により、経営支援に努めているところでございます。 

少子高齢化等の影響を受けまして、様々な職種で人材不足等が進んでいく中で、商工業にお

きましても、同様に後継者や担い手不足等が大きな課題となっているところであります。 

このような中、国におきましては、事業承継Ｍ＆Ａ補助金により事業承継事業再編及び事業

統合に伴う経営資源の引継ぎ、または引継ぎ後の経営統合に係る経費の一部を補助することによ

って、事業の承継、それから事業再編及び事業統合を促進し、地域経済の活性化を図ることを目

的とした制度も創出しているところであります。 

しかしながら、この制度自体がなかなかこの申請期限がおおむね１か月程度の公募事業でご

ざいますため、経営承継のタイミングと補助事業の申請受付期間が合わないケースもあるなど、

なかなか利用しにくい場合もあるとお聞きしているところであります。 
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今後におきましては、先進事例等も参考にしながら、商工会とも連携し、制度の周知啓発に

取り組むとともに、町内で長くこの商工業に従事できる制度や、安心して経営承継ができる制度

の創設に向けまして取り組んでまいりたいと考えております。 

次に、観光の振興についてであります。 

Ｎｉｔｅｒｒａ日特スパークテックＷＫＳ公園（北薩広域公園）でございますけれども、の

びのびゾーンにおきまして、現在、虎居城跡につながる吊り橋の架橋工事が進んでいるところで

ございます。 

川内川分水路周辺においては、かわまちづくり支援制度を活用したカヌーやパックラフトな

どの川遊びが楽しめる河川空間の整備と併せまして、その利活用による地域のにぎわいを創出す

る施策について、国、河川管理者は国でございますので、との連携を図りながら、検討を進めて

いきたいと考えているところであります。 

また、令和８年度の当初予算におきましては、宗功寺公園等に直接バス等が入っていけない

ということでございまして、特に、高齢者の方々から非常にあそこを歩いていくのは困難である

というようなこともお聞きしておりましたので、今回、令和８年度予算におきまして、バス等が

直接乗り入れできるような、この取付け道路も新設したいと考えているところであります。 

さらに、今進められております高規格道路の関係等につきましても、このインターチェンジ

も虎居地区に建設される予定となっているところでございます。 

これらをつなぐ道路の改良も含めまして、この虎居に今あります工芸センターもございます。

これも竹だけではなく、本町の工芸品が扱える、そこで体験できるような施設等につきまして、

これも見直しを図りながら、ここの活用も含めまして、点から線へつなぎ、鶴田ダムを核とした

インフラツーリズムと連動した大きなこの面に広げていくことで、回遊性のある滞在型の観光に

広げていきたいと考えているところであります。 

また、かわまちづくりの関係等につきましては、今、時吉地区のほうが、ホタルの観賞地の

関係等で進められておりますけれども、それが一定程度、目途が立った段階で、次のかわまちづ

くり事業ということで、ここも含めた一体的な整備計画を含めまして、これも国と連携を図りな

がら進めてまいりたいと考えているところでございます。 

また、イベント民泊の関係でございます。 

かぐや姫グラウンド及びＮｉｔｅｒｒａ日特スパークテックＷＫＳ公園運動広場、並びにこ

のアクシーズアリーナ宮之城などの運動施設につきましては、近年、合宿で利用される中学生及

び高校生並びに指導者など、高い評価を受けているところでありまして、非常に多くの方々に利

用していただいているところであります。 

しかしながら、夏休みなど長期休業期間中に合宿が行われ、様々な競技合宿が重複して行わ

れるため、宿泊施設が不足し、近隣自治体へ宿泊するなどし、本町にとりましては、大きな経済

損失があるということも認識しているところであります。 

このような中にありまして、国に対しまして、このイベント民泊についての規制緩和に向け

た要望等を行ってきているところでございます。 

今回、国から通知がなされまして、イベント民泊ガイドラインの運用の明確化によりまして、

一つは、宿泊施設については、自宅のみでなく、公共施設や集会施設を対象とすることが可能と

なったこと。 

２番目に、宿泊者につきましては、町民でも対象とできること、３番目に、教育機関やＰＴ

Ａが主催するイベントなども対象となること、それから４番目に、宿泊者の入浴については、自

宅提供の浴室に代えて、地域の公衆浴場を利用することが可能であることなどが、決定されたと
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ころであります。 

今後におきましては、旅館業法などを管轄する県などとも協議しながら、町内の集会施設な

どでのイベント民泊に取り組み、地域経済の活性化や宿泊者との交流による地域の活性化に取り

組んでいきたいと考えているところであります。 

次に、住みやすい地域づくりのための町道管理についてであります。 

本町の道路につきましては、通勤・通学・買い物など、町民の日常生活を支える重要な基盤

でございまして、安全性の確保は、町政の最優先の課題でもあります。 

施政方針でも申し上げましたけれども、主要幹線道路の整備促進や生活道路の安全対策など、

誰もが安全で移動できる環境改善については、令和８年度において維持管理の強化と、計画的な

道路改良の二つを柱として取り組んでまいります。 

まず、維持管理の面におきましては、劣化の早期把握、適切な補修・修繕、支障木伐採に加

え、集落による維持活動への補助などを行いながら、日常の危険を取り除く対策を計画的に実施

してまいります。 

次に、道路改良では、国の交付金や地方債等を組合せて財源を確保し、主要路線の測量設計

や改良舗装、橋梁の詳細点検・補修を計画的に進め、災害時も含めた道路ネットワークの安全性

を高めてまいります。 

一方で、整備におきましては、財源や人員にも限界がございます。すべての要望に即時対応

することは、難しい現実があるところでございます。そのため、危険度や利用状況・通学路・高

齢者利用の多い路線などを踏まえ、優先順位を総合的に評価判断しながら、地域と行政が協力し

て、道路環境を守る体制を維持してまいりたいと考えているところであります。 

これらの取組を総合的に進めることで、町民の皆様が安心して移動できる道路環境の整備を

着実に図ってまいります。 

次に、２点目の地方交通対策と移動支援についての質問でございます。 

まず地方交通対策でございますけれども、本町におきまして、高齢者の免許返納後の移動手

段の確保、そして、未来を担う子どもたちの通学環境の整備は町政の最重要課題の一つでもある

と認識いたしているところであります。 

まず、現状の利用実態について申し上げます。 

本町のコミュニティーバスは、現在７路線を運行しておりますけれども、令和６年度の年間

利用者数は２万３,５１１人となっております。 

その内訳を見ますと、９７.６％が通学利用の子どもたちであり、一般の方々の利用は

２.４％にとどまっているのが実情でございます。 

一方、町内９つのエリアで運行している乗り合いタクシーにつきましては、令和６年度の年

間利用者数は１万２０１人の方に利用いただいているところであります。 

特に登尾エリアや柊野・紫尾エリアでの利用が多く、高齢者の皆様の貴重な通院・買い物へ

の移動手段として、定着しつつあるところであります。 

また、ライドシェアの制度としましては、日本版ライドシェアと公共ライドシェアの二つが

ございます。本町では、日本版ライドシェアを導入しているところでございます。 

日本版ライドシェアは、曜日や時間帯による一時的なタクシー不足への対応として位置づけ

られており、ドライバー不足を補う新たな手段として期待をいたしているところであります。 

次に、課題についてでございます。 

町民の方々からは、将来の移動手段への不安が強く示される一方、乗り合いタクシーやコミ

ュニティーバスの前日予約制という制度に、なかなか馴染まないという御意見もいただいている
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ところでございます。 

前日予約制という制度につきましては、乗り合いの運行する上で予約状況により運行ルート

を確定し、ドライバーを配置する方式をとっているため、当日予約による運行ルート変更は非効

率的なものとなります。 

運行に御協力いただいておりますタクシー事業者にとりましても、ドライバーの配置、雇用

管理など、通常のタクシー事業に大きな負担を与えることとなってしまいます。 

また、タクシー事業者につきましては、本町に限らず、全国的なドライバー不足が問題とな

っているところであります。 

コミュニティーバスと乗り合いタクシーにつきましては、町内で営業しておりますタクシー

会社２社に運行を担っていただいているところであります。コミュニティーバスと乗り合いタク

シーの運行に、ドライバーが分かれる中で、通常タクシーも併せて営業している状況にあります。

制度の継続と事業者の共存による持続可能な公共交通の構築が必要となるところであります。 

今後の方針といたしましては、町内公共交通の最適化を図るため、各エリアの分析を進め、

エリア見直しやライドシェアの運行拡充の検討、運転士不足対策という問題に対しまして、これ

まで行っております二種免許取得経費補助など、継続的な支援・検討を図ってまいりたいと考え

ているところでございます。 

次に、移動支援の取組についての御質問でございます。 

本町の高齢化の進行や公共交通機関の維持が課題となる中、高齢者が住み慣れた地域で安心

して暮らし続けるには、移動手段の確保は重要な課題であると認識いたしているところでありま

す。 

現在、高齢者のちょっとした困り事に対応するため、地域住民が主体となった支え活動団体、

いわゆる「お助け隊」が町内に８団体組織されております。 

一部の団体では、買い物支援や通院といった日常生活の移動支援に取り組んでいただいてい

るところであります。こうした住民同士の共助による支援につきましては、単なる移動手段の確

保にとどまらず、外出機会の創出による孤立防止、それから健康寿命の延伸に寄与する極めて重

要な役割を担うものと考えているところであります。 

今後におきましても、このお助け隊の取組の普及・拡大を図るため、補助制度の周知や補助

内容の充実を図るとともに、各公民館等でお助け隊の立ち上げの意向がある場合には、社会福祉

協議会に委託しております「生活支援コーディネーター」と町が共同で立ち上げ支援を行ってま

いります。また、活動中の安全対策として、行政や社会福祉協議会の補償制度に加入していただ

き、皆様が安心して活動や利用ができる環境を整えてまいりたいと考えているところでございま

す。 

〔上野 俊市町長降壇〕 

○中村 慎一議員   

たくさんの項目に回答いただきました。ありがとうございます。 

順次、一問一答方式ということですので、質疑をさせていただきたいと思います。 

１番目の継業支援の関係でございます。 

昨年１０月に求名の名前を出していいのか、ちょっとですが、熊田商店の閉店の問題、非常

に衝撃的であったというふうに私も思っております。ニュースが流れておりますので見てみます

と、１０年前から頭の隅にあったということも話をされておりました。日々の業務が忙しい中で、

あっという間の１０年だったろうというふうに推察をいたします。課題は、いくつもあるという

ふうに思うんですが、これまで、過去、こういう商店主など、事業者の将来の意向、続けられる
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のか、どうするのかといったような、そういう調査をされた経緯はないのかなというふうに思っ

て、その結果があれば対策も講じられたのではないかというふうに思ったりもいたしますが、そ

れについては、どうでしょうか。 

○白石 慎司商工観光係長   

今の質問に対してですが、これは国や県からの調査がなされた折に、後継者がいない商工業

者に個別にアンケート調査への回答を依頼することはありましたが、会員全員を対象としたアン

ケート調査については実施したことがないということでありました。 

また、町内において、この事業承継Ｍ＆Ａの補助金、前身の事業である事業承継引継ぎ補助

金を、町内のスーパーが令和２年度に活用されたということで聞いております。 

この活用されたので高齢者向けの駐車場の整備や電動シャッターの整備、トイレの改修など

を行ったということでありますが、数年のうちでは、ここが１件ということで聞いております。 

○中村 慎一議員   

国・県の個別アンケートは、会員全員ではないということで、抽出でということですかね。

商店のそれぞれの意向というのは、表立って出されない部分かなというふうに思いますが、そう

いうことがある中で、相談ができるとか、対策を講じられるとか、いろんな取組ができるんじゃ

ないかなというふうに思っております。話を聞いてみますと、国の中小機構とか、民間のＭ＆Ａ

というのは、費用の採算問題もあってこの小規模な店舗の場合は、非常に難しいんだということ

であります。いろいろ調べてみますと、自治体で取り組んでいるところもあるようです。そして、

地域おこし協力隊を活用したり、商工会と連携したり、小規模なものに引き直して、取組をされ

ているところもあります。財政的な面では、令和７年度から市町村の取組に対しまして、特別交

付税措置もされるということで財政負担も軽くなってきているといったようなことであります。 

近辺では、日南市が令和５年４月から要綱をつくられて取組を進められています。 

インターネット等でちょっと情報を見てみますと、そういうサイトがありまして、これは、

商店に限らず、農業とか、製造業ですね。いろんな分野の皆さん方が、そういうところに、継業

の情報を上げていらっしゃるわけです。 

そういうところがあるんですけれども、どうでしょう町長、もうちょっと積極的に取組を進

めていただけないかなというふうに思います。おそらく新しい取組ですので、どこまでできるか

といったようなとこもあろうかと思いますけれども、そういったところをぜひ進めていただいて、

今残っている営業で頑張っていらっしゃるそういう商工業者、農業者もですが、何らかのこの光

を差し込んでやれないかなというふうに思うんですけれども、どうでしょう。 

○上野 俊市町長   

先ほど、求名の商店の方の例をちょっと出されましたけれども、私も、決められてから２回

ほどお会いしまして、いろいろお話を聞いたところでございまして、続けていきたかったんだけ

れども、やはり非常に設備等に多額の経費がかかるというようなことと、将来のことも考えてな

かなか継続が難しかったというお話も聞いたところであります。 

私自身、やはりもう少し早くそういう状況、どういう状況に置かれるかというのを把握でき

なかったのかなというのが、非常にあとで非常に悔やまれたところでございます。 

今、中村議員がおっしゃったように、早くそういう情報、状況等をしっかりやっぱり把握し

ておく必要があると、これも商工会に任せるだけじゃなくて、やっぱり商工会と協力しながら、

やはりいろんなその実情、悩み等々を、やっぱり聞く場というのをつくっていく必要があったの

かなと思って反省しているところであります。 

農業関係については、御案内のとおり農地プランということで１０年後の経営をどうしてい
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くかということで、今計画づくりも進めております。まさしくこれが、事業承継をどうしていく

かということの一つだと思っているところであります。 

本当にまだまだ多くのこういう問題は抱えているところであります。畜産にしてもそうです

し、先ほど申しました農業にしてもそうだと思っております。やっぱり幅広く、そういう状況等

をお聞きしながらしていく必要があると思っているところであります。 

○中村 慎一議員   

非常にそういう取組を、やはり全体的に主管課だけでなくて、役場の組織の中で横の連携を

持って取組を進めていただきたいというふうに思います。 

御承知のこととは思いますが、この民間の取組の中で、日本継業バンクというのがありまし

て、資料に今日はアップしていただいていますが、これはもう一部資料です。全国のそういう取

組を、市町村の取組をちょっと上げてあります。この中のサイトを見ていきますと、継業で手を

挙げてらっしゃる直接の農家の方とか、そういう製造業を営んでいらっしゃる方とか、個人の

方々が、自分たちの実情と、継業をするに当たっては、こういう条件でといったようなところま

で示されて出されております。農業・林業・水産業・商工業・製造業・観光業・建設業・その他、

地域の美容室とか、簡易郵便局とか、交通事業者、それからエリアマネジャーまで募集が出され

ておりますので、ぜひ、そういったところを研究していただきまして、よりよいものをつくって

いただければなというふうに思います。これはぜひ、そういう形で取組を進めていただきたいと

いうふうに思います。 

次に、観光の振興の関係でありますが、令和６年３月議会、改選前の議会ですけれども、宗

功寺周辺等の整備について観光拠点として、何か新しい構想、ビジョンを描けないかといったよ

うな質問をいたしました。そのときは、町長は具体的な回答はされませんでしたが、観光拠点と

して有効的に使えるよう要望を続けたいということだけであります。 

今回、この川遊びができるような取組とか、それから宗功寺公園へのバスの乗り上げとかと

いう説明がありましたけれども、イメージ的に今、吊り橋の架橋工事に入っていらっしゃいます

が、これの完成見込みとか、それから、虎居城の城址公園、これなんかは、まだ不明瞭です。こ

れについて、県のほうの説明というのはあったのかなというふうに思いますけれども、どうです

か。 

○原田 健二建設課長   

ただいま県立公園の歴史ゾーンの関係での御質問になるかと思います。 

ただいま県のほうと連携をしながら、こういったことの構想の話も進めているところでござ

いますけれども、今、吊り橋の工事というのが下流側のほうにございますが、その吊り橋のほう

の工事に入っております。工期として、令和７年３月７日から令和９年２月２４日までというこ

とで進めている状況でございます。 

それから、それ以降の園地の整備とか、そういったものにつきましては、今のところではや

はり、虎居城跡の文化財調査を継続しながらということでございまして、段階的に整備が進めら

れるということでありまして、詳細なところはまだ確認できていないところでございます。 

○中村 慎一議員   

よく分かりました。 

この文化財調査そのものも慎重にされているというふうに思います。時間がかかるんでしょ

う。こういうものが進められておりますけれども、インフラツーリズムを推進するんだという話

なんですが、今説明がございました、この川遊びとか、宗功寺公園、それから、伝統工芸セン

ター、そういったものと、それから、時吉のかわまちづくり事業とかいう話でございますが、ま
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だまだ宗功寺周辺、河川敷も国にきれいにしていただきましたけれども、もうちょっと違うビジ

ョンがあってもいいんじゃないかなというふうに思うわけです。 

このインフラツーリズムを進めるとなると、役場だけが進めるということじゃなくて、町民

の皆さんの理解、それと、インフラへの案内、町民の皆さん方のやっぱり活動、そういったもの

も大事になるんじゃないかなというふうに思います。こういうことを町民の皆さん方に説明しな

がら、理解を求めて夢を持ってもらうといったような意味では、こういうものに対する参加とい

うのをもうちょっと促して、やっぱりいろんなこの意見を集約しながら取組を進めていかれない

といけないような気がするんですけれども、そこについてはどうでしょう。 

○上野 俊市町長   

今、中村議員が言われたとおりであると、私も考えているところであります。 

今現在、国・県にもある程度、私もそうですけれども、こういう構想を持っているというこ

とで、県のほうにも話をしながら、国のほうにも話をしながらやっているところでありまして、

なるべく早い段階で、あそこあたり一帯の整備計画といいますか、そういう絵を描いていきたい

と考えているところでありまして、またそこには、今議員がおっしゃったように、やはり町民の

皆様の理解等が必要になってくるかと思っております。 

ある程度、早い段階でそういうのが示せれば、町民の皆さん方にまた意見等もお聞きしなが

ら、また協力もいただきながら、これを進めていく必要があると思っております。 

冒頭申し上げましたように、今まで点在する、それぞれの観光資源を点から線へ結びつけ、

点から面に広げていくということが大事だろうと思っているところでございます。 

○中村 慎一議員   

そういうことで大変でしょうけれども、担当課は今日課長が欠席ですが、取組を進めていた

だきたいというふうに思います。 

もう一つこのイベント民泊につきまして、お話をお聞きしますと、この民間住宅の活用、そ

れから、公衆浴場の活用といったようなことで出されておりまして、いろんな集まりに利用でき

るというようなことで、大変ちょっと取組が非常に期待できるところもあるかなというふうに考

えました。取組を進めるに当たりましては、今年表明されたわけですが、町民の皆さん方に、や

っぱりこの理解をいただいて、そして、協力をいただかないとできない部分ですよね。この取組

の背景と目的、それから民泊の受け皿になる部分の整備費用とかいったような、そういうことは

今後出てこないのか。そこらを含めて、もうちょっと説明がやっぱり必要になるんじゃないかな

と思うんですが、それについては、具体的にはまだなんでしょうけれども、その方針的には、ど

ういったことになるんでしょうか。 

○白石 慎司商工観光係長   

イベント民泊につきましては、今後進めていくに当たりまして、公民館長連絡協議会の会合

とか、そういった中で、主的な目的、そういったのを説明しながら周知をしていけたらと考えて

いるところです。 

○中村 慎一議員   

もう一つ、費用の問題ですね。民泊に係る整備費用。例えば、今の住宅をそのまま提供でき

るのか、もうちょっとこう何か整備が必要なのか、そこらについては、おそらく国の方針転換の

中で示されている部分もあると思うんですが、それらについては、何かないわけですかね。どう

なんですか。もう今までも、自分たちでやってくれと言った、そういうことになるんですか。 

○上野 俊市町長   

イベント民泊の関係等について、まだ個人の住居等々のことではなくて、まず我々が想定し
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ているのは、各集会施設等が、こういうのに転用できないかと、活用できないかということでい

たしているところであります。 

こういう集会施設等の整備の関係等については、公民館施設の整備補助金等もございますの

で、そういう補助金等も活用するというのも一つの方法であろうと思っていますし、やはりこれ

が今後、利用を伸ばしていくとなりますと、何らかの形の支援といいますか、そういうのも考え

ていく必要があろうかと考えているところであります。 

○中村 慎一議員   

 公民館にということでありますので、公民館の活用もぜひ進んでいければいいなあというふう

に思います。 

ただ、この個人の住宅も活用できるといったようなところでありますから、そういった部分

では、町民の皆さん方も期待されるところがあるのではないかなというふうに思いますので、そ

れにつきましては、また十分もんで取組をしていただければというふうに思います。 

次に、町道管理の関係であります。 

この町道が、説明では約１,２００路線、約８００キロメートルということで、地域からの要

望件数等も大変多いんじゃないかなというふうに思いますが、この要望に対する対応というのは、

大体どれぐらいの実績があるのか、数字が出ていればちょっとお知らせください。 

○原田 健二建設課長   

ただいま道路の維持管理の状況ということで、数字的部分の御質問でございます。 

維持管理につきましては、維持と修繕ということで集計をしているところでございます。 

令和７年度で、維持の関係が２２９件、修繕の関係が１３６件、その他も合わせまして

４５２件ということであります。 

これについて対応状況でございますけれども、要望自体は現在形で増えている状況でござい

ますので、それを対応しているという意味合いでとっていただけると、９６％程度を消化してい

っているといったような状況でございます。 

○中村 慎一議員   

９６％ということで非常に高い率で対応していただいて、有難いというふうに思いますが、

今年の維持管理予算が、維持管理と、それから維持補修工事で１億４,０００万円が当初予算に

計上されております。去年が１億４,７００万円、あんまり変わらないんですが、資材費等が高

騰をする中で、逆に今年度の工事量は相当少なくなるんじゃないかなというふうに思うんですが、

そこらはどうですか。 

○原田 健二建設課長   

ただいま議員の御指摘のとおり、高騰等の関係で工事の延長自体の制限というのは、認識し

ているところでございます。 

そういう中におきましても、やはり優先順位をつけながら、実施をしていくということで町

のほうでは考えている状況でございます。 

○中村 慎一議員   

やっぱり工事費が相当伸びていますし、人件費も伸びています。工事量が少なくなるという

ふうに思います。これにつきましては、またいろいろと要望に応じて対応していただきたいとい

うふうに思います。 

今回、施政方針で、生活道路の安全対策を誰もが安全に移動できる計画的な環境改善という

ことで、非常にこれまでの表現と違ったわけです。非常に期待をするわけですけれども、町内あ

ちこちする中で、これも地域のことを言ってもよくないんでしょうけれども、開拓上場線、上場

－ 109 －



から山ノ神に下りる町道がございます。これは生活道路だということで、あそこは上のほうの

方々は、生活道路として毎回使っているということでした。若い頃は草が繁茂する頃は、自分た

ちでできたんだけど、もうできなくなったということで、定期的にみえる検診の皆さんも道が危

ないなというふうに言われるそうです。 

数が多いので、要望も多くて対応ができないということになれば、もう言われれば、それま

でなんですけれども、やはりそういうところに生活をされている方々が、交通量は少ないんでし

ょうけれども、いらっしゃるわけです。安心安全な道路の運行ということを、打ち出されている

わけですから、道路視点で整備をするということもですけれども、住民の皆さん方の生活の視点

で、そこに住んでいる方々の生活の視点で、いつ頃したらいいんだろうかとか、そういうことを

頭に入れて計画的に進めていただければ、大変有難いんだというふうに思います。 

昨年、来ていただいてきれいにしていただいたんだけど、１０月でしたと、本当はもうちょ

っと早く来ていただけたら大変、助かるんだけれどもといったような、そういうことであります

から、そういうところに視点を置いて計画的に、早め早めにしていただければ、皆さん喜ばれる

んじゃないかというふうに思いますので、そこら辺については、十分、御留意いただきたいとい

うふうに思っております。 

時間があと１３分ということで、もうちょっと画面が変わったり、ブザーが鳴ったりすると

いうことですから、そこらをちょっと早めにまくっていきたいと思います。 

交通対策で、非常に今利用の度合い等も説明がありました。非常に厳しい状況だということ

だと思います。タクシーの交通事業者も数が限られていますし、車両、それから運転士さんたち

も少ないでしょうから、大変だというふうに思います。 

阿久根のライドシェアの実証実験の話が昨日の朝、新聞に出ていまして、非常に大変な取組

になっているなあというふうな感じを受けたところです。ただ、この新聞記事の中で、阿久根市

の担当課が、採算はとれないがニーズがあるので、今後も協議を続けて方法を考えたいというコ

メントを出されております。非常に粘り強い取組を進めますというような、そういう意思表示だ

というふうに思うんですけれども、町長、この公共交通というものに対して、町長は、難しい状

況にあって打開策というのはないかもしれないんですが、これについては、町長とされて、どう

いうお考えであるかちょっとお伺いしたいと思います。 

○上野 俊市町長   

本町におきましても、今、ライドシェアの取組というのも進めているところでありまして、

やはり用意はしたが使う人が少ないと、または逆に、タクシーを呼んでもなかなかその時間に来

てくれないと、だからもう使えない、使わないというような、やっぱり非常にこのミスマッチン

グといいますか、そういう状況があります。 

しかしながら、やはり夜の店を経営されている方々にとりましては、やはり足の確保、そう

いうタクシーの確保というのは、非常にやっぱり大事ですので、ここについては我々もしっかり

と粘り強く「飲んでください」、「出てください」ということも積極的に、いろんなところで声

をかけていますけれども、やはり使う方がたくさんいないことには、採算性がとれないというの

は、やっぱりそこにありますので、ここにまで我々が細かく手を差し伸べるのは、まだちょっと

できない状況でございますが、とにかく利用する人を増やしていくということがあれば、またタ

クシー業界のほうも、何とか採算ベースといいますか、そういう形でできるんじゃなかろうかと

思っていますので、いろんなところであらゆる声かけもしながら、これについては取り組んでい

きたいと考えております。 

○中村 慎一議員   
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非常に利用しやすいものに、取り組んでいただきたいというふうに思います。 

これに関して、先月でした私、調剤薬局に行って、薬剤師の先生から「あなた議員だからち

ょっと言っときます」ということで、話がありました。 

１人の高齢者の方が救急車で病院に運ばれてこられて、処置が終わって薬をもらわれて、い

ざ帰るというときに、時間も遅かったんじゃないかと思うんですが、自宅に帰る手だてがなかっ

たと、救急車で来て、帰りたいが帰れないといったようなことでですね。どうすることもできず

に、空港バスの停留所に連れて行ったと、そしたら、後で見たらいらっしゃらなかったので、帰

られたんだろうと思ったと。やはり、そういったところを「どうしますか」という話でした。 

こういう場合、どのような対策ができるのか、地域の民生委員方なのか、近所の知り合いの

人なのか、行政として、何らかの手だてというのは考えられないのか、そこらを、ひとつ皆さん

方で考えていただきたいというふうに思います。その点、よろしくお願いを申し上げます。 

最後に、高齢者福祉の地域全体で支える体制づくりの関係です。 

地域の支え合いの取組は８団体あるということで説明がございました。その中で、移動支援

に携わっていらっしゃるところが３地区ですね。ただ、実績があるのが２地区ということです。

一番古いところで１０年前からされていらっしゃいます。そういうことで、地域の支え合いによ

る移動支援、病院であったり、薬局であったり、買い物であったり、いろんなところで要請があ

るということで、忙しそうにされていらっしゃいますけれども、これを何らかの方法で広げられ

ないかなというふうに思うわけです。なかなか１０年前から私も携わりましたけれども、なかな

か広まらないという問題点がどこにあるのかといったようなところなんです。 

まず、事故をしたときの対応ですね、保険の問題とか、それから運転士の確保。こういった

部分等がなかなか進まない、できないと、自分たちじゃ解決できないといったようなそういうと

ころがあるというふうに思います。 

そこのところを、やっぱりその自治体の取組をちょっと見てみますと、社協とか、町のほう

が、バックアップをされて取組が進んでいるところもあるようです。 

そういったところを行政のほうが、公費負担をしながら、社協とかあわせて、いろんな保険

の負担であったり、燃料費の補助であったり、事故対応をするときの窓口であったり、運転手の

安全講習とか、そういったところの自分たちでできないようなところの取組を、行政サイドのほ

うでしていくと、そういう条件整備をするということで進むような気がするんですけれども、そ

れらについて取組を進めていただきたいと思うんですが、町長が勉強せいといったようなことを、

主幹課に言っていただいて、進められるんじゃないかなというふうに思うんですけども、どうで

しょう。 

○上野 俊市町長   

これについては、議員からも言われましたけれども、もう既に担当課のほうには、もう少し

これをしっかりと増やすといいますか、どんどん、どんどんまだできるような対策を講じるとい

うことで指示をいたしているところであります。 

なかなか受け手のほうが、非常にやっぱりこの先ほど言われたような問題もありますので、

そういうのを解決しながら、これを何とか増やしていく方向でしっかりと取り組んでまいります。 

○中村 慎一議員   

残り５分となりましたが、画面が変わらないですね。 

非常に大変難しい状況だと思います。取組を成功させれば、非常にモデル的な事例になると

思いますので、もうぜひ現場の職員の方々も頑張っていただきたいというふうに思います。 

この介護保険の総合事業の中で、訪問型のいろんな方法がございます。付添い支援というの
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もあるんですが、やはりケアマネのプランが必要になるということで、大変難しい部分があるん

ですね。ですから、そこらをちょっとこう解消できれば、また取組も違うような気がいたします。

そういうことでぜひ、そういう取組を進めていただきたい。今年は皆さん方の取組に希望を持っ

て、臨みたいというふうに思います。 

これで、一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○新改 秀作議長   

 以上で、中村慎一議員の質問を終わります。 

 ここで、しばらく休憩します。再開は、おおむね午前１１時４０分とします。 

 

休憩 午前１１時３１分 

 

再開 午前１１時４０分 

 

○新改 秀作議長   

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次は、１１番、有川美子議員に発言を許します。 

〔有川 美子議員登壇〕 

○有川 美子議員   

改めまして、お疲れさまです。 

それでは３月議会、一番最後となりました。私、１１番、有川美子質問をさせていただきま

す。 

ただその前に、最近やはり世界情勢が大変不安定でございます。日本でなくとも、海外で苦

しい思いをしている皆様にも心を寄せながら、粛々とさつま町の議員として仕事をしてまいりた

いと思います。 

それでは、私の一般質問は、大項目二つになります。 

まず、１番目、施政方針について。 

子育て分野について質問をいたします。 

令和８年度の新規事業、ファミリーサポートセンター事業の運営方法は。 

大項目２、今後の財政運営と財政状況の見える化について。 

町長は、施政方針の予算編成の中で、財政の健全化に言及をされていますが、町民にとって

最も見えにくく、理解しにくいのが町の財政状況です。今後の財政運営と財政状況の見える化に

ついて、３つに分けて質問をいたします。 

１、自主財源確保のための入湯税引上げについて。 

２、宮之城文化センター改修断念に伴うさつま町文化施設建設基金の今後について。 

３、財政調整基金の今後の積立て方針及び財政状況の見える化について。 

以上、１回目の質問を終わります。 

〔有川 美子議員降壇〕 

〔上野 俊市町長登壇〕 

○上野 俊市町長   

それでは、有川美子議員からの御質問にお答えいたします。 

まず１点目の施政方針の中で、ファミリーサポートセンター事業についてでございます。 

ファミリーサポートセンター事業につきましては、子育て中の家庭を地域で支える相互援助
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活動を推進するものでありまして、国の子育て援助活動支援事業として、位置づけられていると

ころでございます。 

本町におきましては、「第３期さつま町子ども・子育て支援事業計画」に掲載し、令和８年

度からの事業実施に向けまして、これまで事業内容や運営体制について、協議を進めてきたとこ

ろでございます。 

事業運営につきましては、市町村が実施主体となる事業でありますが、地域の実情等を踏ま

え、社会福祉協議会やＮＰＯ法人等への委託が可能とされているところであります。 

本町におきましては、地域福祉の中核的な役割を担っている、さつま町社会福祉協議会が、

事業の趣旨に沿った適切な運営を行えると判断いたしまして、同協議会に事業運営を委託する方

向で協議を進めているところでございます。 

具体的には、センターの運営、アドバイザーの配置、会員の登録や調整、研修の実施など、

国の実施要綱等に基づく業務を担っていただく予定であります。 

町としましては、社会福祉協議会と連携しながら、地域の子育て家庭が安心して利用できる

体制を整備するとともに、サービスを提供する提供会員の確保や、周知啓発にも取組、事業が円

滑に実施されるよう支援してまいります。 

次に、２点目の今後の財政運営と財政状況の見える化についてでございます。 

まず、入湯税の関係等についてでございます。 

９月定例議会の一般質問でも、この税率を引上げた場合のメリット・デメリット等を含め、

その考え方について回答させていただいたところでございますけれども、現時点におきましては、

この税率の引上げは考えていないところであります。 

本町におきましても、観光施策の財源確保は重要であると認識しているところであります。 

しかしながら、長引く物価高騰やエネルギー価格の上昇等により、家計への負担が続いてお

ります。また、宿泊業者の皆様におかれましても、人件費の上昇や資材高騰により、厳しい経営

環境にあると認識いたしているところであります。こうした状況下で、入湯税を引き上げること

につきましては、宿泊客の心理的な負担増を招き、ひいては地域経済へ影響を与える懸念もあり

ますことから、現時点では、現行税率を維持すべきと判断いたしているところであります。 

自主財源のさらなる確保は重要でありますけれども、まずはこの税率を引上げず、他の財源

確保対策をしながら、目的を達成する方法を検討していきたいと考えているところであります。 

次に、さつま町文化施設建設基金の関係でございます。 

今定例会におきまして、宮之城文化センター条例の廃止と併せまして、文化施設建設基金条

例についても廃止し、積み立てた現金等につきましては、改正後の公共施設等総合管理基金へ積

み立てる旨の条例改正について、提案させていただいているところであります。 

これまでの公共施設等の整備、長寿命化、更新のほか、今回施設の除却を加え、柔軟に対応

していく基金として設置させていただきたいと考えているところでございます。 

最後に、財政調整基金の今後の積み立て方針等についての御質問でございます。 

財政調整基金につきましては、不測の事態や大幅な減収に備え、持続可能で安定的な行政運

営を行うための自治体の貯金として、極めて重要な役割を果たすものであります。 

本町の財政調整基金の今後の積み立て方針の考え方でございますけれども、大規模災害への

備えや、中長期的な財政運営を考慮しまして、各年度末における基金残高について３０億円程度

を維持していくように、努めていきたいと考えているところであります。 

次に財政状況の見える化についてでありますけれども、町の財政状況につきましては、地方

自治法に基づき、予算の執行状況や決算状況等について、これまで広報紙とホームページでお知
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らせをしてきているところであります。 

議員御指摘のとおり、公表資料の多くが専門的な用語や数字の羅列となっていることもござ

いまして、視覚的に分かるようにグラフなどを用いながら作成しているところでございますけれ

ども、さらに、より分かりやすく関心を持っていただけるような内容となるよう、他の自治体の

取組も参考にしながら、公表に努めてまいりたいと考えているところであります。 

〔上野 俊市町長降壇〕 

○新改 秀作議長   

 ここで、しばらく休憩します。再開は、おおむね午後１時０５分とします。 

 

休憩 午前１１時４８分 

 

再開 午後１時０５分 

 

○新改 秀作議長   

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

○有川 美子議員   

それでは、１回目の回答をいただきましたので、２回目の質問へと移ってまいります。 

まずは、ファミリーサポート事業ですね、これを新規事業として、今年度、さつま町社会福

祉協議会様のほうに委託という形で準備を始めていくという形になりました。 

これ思い出していただきたいので、あえて申しますが、令和６年９月議会、ちょうど１年

５か月ほど前になります。私のほうで、「誰もが暮らしやすいまちについて」という中で、「高

齢者は買い物支援、子育て世帯には短時間の一時預かりや送迎、障害のあるお子様とその家族か

らは、学校作業所への送迎などの困り事があるんだ。」と申し上げたその中で、ファミリーサ

ポート事業を新設できないかという質問から、もう１年５か月であります。 

ただ一つ申し上げたいのは、私が申し上げたから、町が動いてくださって、このファミリー

サポート事業がなったということではなく、その前から検討は担当の課のほうでなさっていたけ

れども、少々ボランティアの育成というところで、まだちょっとできないのではないかというよ

うな時期に、私のほうから必要ではないかという質問をしたという経緯がございます。 

それでは、私が１年５か月前にさせていただいた質問を踏まえまして、その中で、町長とか、

担当課のほうからの回答の中に、まずは、子育て世帯の需要を把握したいんだ。そして、事業の

提供者については、地域資源の掘り起こしや、福祉事業所等との連携などを研究したいという回

答でございました。 

研究したいという、この結果について需要の程度どれどれほどあったか、お調べいただいて

いるでしょうか。 

○久保田春彦こども課長   

ファミリーサポート事業の需要の程度という御質問でございますけれども、令和７年度から

事業開始を行っております「第３期さつま町子ども子育て支援事業計画」の策定の段階で行った

町民へのニーズ調査におきましては、未就学児を持つ保護者３０９名に対し、定期的に利用した

い保育・教育事業または施設とは何かという質問いたしまして、上位にきましたのは、認定こど

も園、認可保育所、幼稚園と、それにつきまして全体の３４人、約１１％がファミリーサポート

センターを選択されるという状況でございました。 

町といたしましては、ある程度、一定のニーズがあり、他の自治体等の状況等も考慮した上
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で、必要な事業として位置づけたところでございます。 

○有川 美子議員   

そうですね、ニーズ調査をしていただいた中で３０９名の方に答えていただいて、３４人の

方が複数回答であると思いますが、ファミリーサポートセンターという選択をされたと。 

実際に、ファミリーサポートセンターを略して、ファミサポってみんな言うんですが、知っ

ている方と、知らない方とやっぱり分かれるんですよね。 

御存じの方からは、子育て中の保護者だけでなく、おばあちゃん、おじいちゃんからファミ

リーサポートセンターってあるんだってよっていう声が私のほうに届いておりましたので、やは

り、一定のニーズあったということでよろしいことかと思います。調査をしていただきました。 

そして、このニーズがあるというところなんですが、私は前回の質問でも申し上げました。

例えば、さつま町の社会福祉協議会がなさっていらっしゃる「支え合いサポート事業」、支え合

いネットワーク、有償ボランティアというのですね。相互に協力をするというボランティアがあ

りますが、そちらのほうは、高齢者だけでなく、子どもも、妊産婦さんとか、小さい赤ちゃんが

いる家庭も対象ということで、ボランティアのほうを育成するっていうのが、ファミリーサポー

トセンターが立ち上がったときに、別々でするのはちょっと難しいのではないかと申し上げたと

思います。一緒にこの事業をドッキングする形で、ボランティアを育てていくってことができま

せんかと質問いたしました。この点についてはいかがでしょうか。一緒にボランティアを育てて

いくという部分ですね。お願いいたします。 

○久保田春彦こども課長   

議員のほうからありました、支え合いネットワーク協力員とファミリーサポート事業の提供

会員の共有についてでございますが、協力会員の皆様はもう既に、地域支援の経験が豊富で、事

業の趣旨にも合致していることなどから、町といたしましても、支え合いネットワーク協力会員

を提供会員の中心的な担い手として登録を働きかけていく考えであります。併せまして、依頼会

員が提供会員としての役割も担います両方会員の募集や、学校応援団制度の登録者の皆様にも、

参加を呼びかけるなど、幅広く提供会員の確保に努めてまいりたいと考えております。 

今後は、社会福祉協議会と連携しながら、養成講習の実施や周知活動を進め、地域全体で子

育てを支える体制づくりを進めていく考えでございます。 

○有川 美子議員   

ありがとうございます。一緒に育てていけるようなことになっているようでありますし、私

のほうでは、学校応援団というようなことはちょっと頭の中にありませんでしたので、そうやっ

てボランティアを増やそうという活動ということで、声かけをしてくださる。どうぞ、さつま町

社会福祉協議会の担当の方とかだけでは難しいことでありますので、町のほうも一体となってボ

ランティアの声かけ、育成というのをサポートしていただきたいと思います。 

私、その質問の中で、私は介護福祉士として訪問介護をしていたわけなんですが、このボラ

ンティアというところは大変こう気持ちがあっても、自分がボランティアに行きたいんだって登

録をしても、相手から来てくださいって言われないといけないものであります。こういうの簡単

に言えば、マッチングでありますね。有償ボランティアのほうも、支え合いネットワークのほう

も、会員の人数は、前の質問でも増やしてきてくださっていたけれども、実際にマッチングが難

しいという声を聞いております。ボランティアとして登録をした人からは、せっかく登録をした

のに、「まだいけませんか」っていう、「電話もかかってこなくて、どうなっているんだろう

か」って、これ別に苦情じゃないんです。したいっていう気持ちがあるから、やりたいんだけど

っていう前向きなお声がありました。というところで、私マッチングについて町の使用している
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ＳＮＳですね、そのマッチングＬＩＮＥだっていうことを前回、ほけん福祉課長からの回答でい

ただいておりますが、このＬＩＮＥを使って、マッチングをするということ必要になってくるか

と思うんですが、今回まずは委託をする点で、マッチングっていうのは、アプリを使うのか、そ

れとも、そういうネットワークの担当の方でマッチングの作業をするのか、どちらでしょうか。 

○久保田春彦こども課長   

議員のほうからありました、マッチングアプリの活用でありますとか、あるいは町の活用と

いうことでの御質問ですが、事務局や会員の負担軽減という点から、将来的に、マッチングアプ

リの導入や町の公式ＬＩＮＥの活用は有効な手段であると、我々も考えているところでございま

す。 

しかしながら、本町での事業開始が、本年の４月以降という予定にしておりまして、まずは、

提供できるサービスの内容や利用の範囲、あるいはその運営体制、まずは会員相互への呼びかけ

等もしっかり確立した上で、事業を安定的に進めていくことが重要と考えております。 

その上で事業の状況等も踏まえながら、マッチングアプリの導入やＬＩＮＥの活用の可否に

ついて、様々な観点から費用対効果とか、安全性、運用負担などの面から調査検討を進めたいと、

現在の段階では考えているところでございます。 

○有川 美子議員   

今年、委託をするのが決まった新規事業でありますから、始める前にいろいろ申し上げるの

はあれですが、やはり先々を考えて動いていただきたいという思いで、再度、マッチングアプリ

についてお伺いいたしました。 

これは、皆様インターネットで調べていただければ、ファミリーサポートセンターマッチン

グとか、アプリとか、ファミサポアプリとかすると、私このタブレットでは長崎県の長与町とか

の事例が出てまいります。こども家庭庁のデジタルトランスフォーメーション、ＤＸ化による補

助を使いまして、なさっていたようでもあります。どうぞ、こういった点も、困ってからではな

く、研究という形で進めていただいて、先々に社協の担当がどなたか分かりませんが、決まって

いる方たちがマッチングで困らないように、そして、せっかく相互提供という形で会員になって

いただいた方が、お困り事がないようにお願いをしたいと思います。 

ファミリーサポートセンター最後ですが、質問ではなく、私の希望でございます。要望でご

ざいますが、将来的に、支え合いネットワークのほうは妊産婦さん対象なんです。もう高齢者も

ですし、障害のある方もなんですが、妊産婦さんの家庭での困り事とか、赤ちゃんがいる家庭も

対象になってくるんです。ですから、さつま町で子どもさんに恵まれて、生まれたときの手助け

という形で支え合いネットワークがあり、そして、今回のファミリーサポートセンターの対象は

小学校ですね。小学生になったら、またファミサポのほうでも子育て中の保護者を助ける仕組み、

つながった仕組みということで、どうぞ、しっかりと広報・告知のほうもしていただければと思

います。 

では、ファミリーサポートセンターのほうは以上にいたします。 

続きまして、大項目２のほうであります。 

私今回、今後の財政運営と財政状況の見える化ということで、大項目のほうを設定をいたし

ましたが、その中に３つほど分けて質問をする中で、町長から御回答いただきました１番の入湯

税であります。 

これも、去年の９月の定例議会のほうで一般質問をさせていただきました。ちょっと次の一

般質問をするには、ちょっと期間が短くて大変あれなんですが、なぜかっていうと、やはり町長

のお考えを最終的に伺いたいと思ったわけですので、私が前回の質問をしたときには検討してほ
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しいという要望を出したんですが、その結果として、今税率を引上げた場合のメリット・デメリ

ットなどを含めて、当分、今の時点では税率の引上げは行わないという御回答でありました。 

町長のお考えというのは尊重させていただきますけれども、ただやはり自主財源の確保って

いうところは、これは、執行部だけにおまかせすることではないと思います。議会もしっかりと

考えていくことでありますので、その影響についても、入湯税を私は、今５０円であるのを標準

税率の１００円に引上げてはどうかと、標準税率に引上げたらどうかと言っておりますので、こ

の点もまた私思うに、近隣の自治体を調べますと様々であります。霧島市の場合には、修学旅行

生からとかも２０円とかですね、宿泊料に応じて８０円、１５０円といろいろと決めております

ので、さつま町は、失礼しました１００円です。今。それを１５０円へということを言っており

ますが、やはり研究をしていただくことがまず大事ではないかと思うんですが、町長いかがでし

ょうか。今すぐに税率を上げないんだという御回答は、尊重いたしますけれども、今後どうなる

か分かりません。自主財源の確保ということで、担当課に研究を、研究というのは本当に調べて

ほしいということ、調査ということでするのを、指示を出すというお考えはないでしょうか。 

○上野 俊市町長   

議員がおっしゃいますように、この自主財源確保というのは、非常に重要な政策でございま

す。この自主財源の確保に向けましては、我々も様々な取組を今行っているところであります。

例を挙げてみれば、ふるさと納税の関係等につきましても、高い目標でございますけれども

１０億円を目指して、とにかく頑張れという指示もやっているところでございます。 

また、午前中もありました企業版ふるさと納税等々、クラウドファンディングを使ったもの

やら、そういうことをしながら、やっぱり自主財源の確保を図っていくということは、非常に大

事な部分でありますので、これにつきましては、今までもそうでしたけれども、今後におきまし

ても、しっかりとその自主財源確保に向けての対策の取組というのは、しっかりと指示をしてい

きたいと思っております。 

○有川 美子議員   

自主財源の確保というのは、全員の本当に宿題といいますか、課題であるというふうにおり

ます。町長の認識については、もちろん理解をしておりますけれども、先ほどおっしゃってくだ

さいました「ふるさと納税」目指せ１０億円なんですが、これも私は、一般質問させていただい

たんですが、私は、目標は高いほうがいいという考えです。目標がなくして、夢でもいいんです

が、夢や目標がなくして、そして理想がなくして、ステップを踏むのは難しいと思うんですね。

ただ、１０億円というのは少し年度かかるというふうに思っております。今年度の新年度予算で

も、３億円ほどですかね。ふるさと納税をしておりましても、その３倍以上でありますから、ど

うぞ、もちろん、執行部のほうで担当のほうなどが頑張っていらっしゃるのは重々分かっており

ますが、やはり、ほかの自主財源ということも、検討をしていただきたく、担当課のほうに、調

査・検討を指示していただければと思います。 

それでは、続きまして、小項目２のほうに質問を移してまいります。 

この小項目のほうでは、宮之城文化センターの改修断念に伴う、さつま町文化施設建設基金

の今後ということで御回答いただきました。ＹｏｕＴｕｂｅは、町民の方も、ライブで見る方も、

あとから録画で見る方もいらっしゃるのでお伝えをしたいと思います。 

さつま町の文化センターは昭和４８年４月だったでしょうか。私とほぼ１年ぐらいしか、年

が変わらないんですが、建設されて、そのあとやはり建て替えとか、いろんなことがあるという

ことで、文化施設の建設基金という形で積み立てをしてまいりました。その思いというのがある

と思います。 
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令和７年度の残額というところで見ますと、２４億９,５２０万６,０００円、約２５億円を

積み立ててくることができましたが、これも私のほうだけでなく、議会の中からも、新規で建て

替えるというよりは大規模改修。だけれども大規模改修の前に、土地が本当に大丈夫なのか試掘

調査をするようにと、議会のほうからも意見を出しました。そのあと私のほうからも、一般質問

で「ちょっと見直す時期なんじゃないですか」っていうような内容で、質問をした経緯がござい

ます。町長が「年内に（昨年）方向性決めます」とおっしゃってくださって１２月の議会で、大

規模改修断念ということが、全員協議会の中でおっしゃられました。 

これに伴って、担当のほうからも社会教育課のほうからも断念の理由であるとか、いろんな

ものの資料を私どもはいただいております。ただ、その断念のところは、私のほうは見直しを訴

えておりましたので、尊重するんですが、やはりこの積み立てた基金が約２５億円、この行く末

が町民の方にとっては大変関心が高いんですね。もう正直よく聞かれます。どうなるんだろうか

と。 

そういう中で、今回の当初予算と条例改正ということで、全額を「さつま町公共施設等総合

管理基金」へ積みますというような形で、私どものほうに資料が出ております。こちらを全額そ

のように積みますといったこと、この考えに至った経緯の説明を求めたいと思います。 

○垣内 浩隆財政課長   

今回、公共施設等総合管理基金へ積みます考えに至った経緯でございますが、議員御指摘の

とおり、文化施設建設基金につきましては、文化施設建設のために積み立て上げられた基金であ

ります。 

今後につきましては文化施設だけでなく、他の町有施設にも多額の改修経費が必要であるこ

とや、昨年購入した中心市街地の施設等もあります。こういった施設につきましても、解体等も

含めた検討、今後の活用策を検討していくことが見込まれております。 

特定の施設に限定をしない形で、また整備や長寿命化、更新とあわせまして、施設の除却も

含めながら、将来的な施設管理費の平準化を図っていきたいと考えたことから、公共施設等総合

管理基金へ積み直しを考えてきたところであります。 

○有川 美子議員   

財政課長のほうから経緯の説明をいただきました。 

おっしゃるとおり、昨年購入したパチパチ跡といえば一番さつま町の方分かりやすいんです

が、そちらのほうとか、公共施設の解体とか、いろいろ出てくるということであります。 

それはもちろん理解をするんですが、やはり文化施設のために今まで積み立てられてきたも

のであります。 

この文化というものは、お一人お一人、何が文化かっていうのはそれぞれ違うと思いますけ

れども、やはりずっと積み上げてきたお金、皆様、町民のお金ですね。私たちも含めてですが、

町民のお金というのを、やはりどっと公共施設という形で大枠にしてしまうと見えづらくなって

しまうんじゃないか、ここの私が懸念しているところであります。 

先ほど申し上げました去年の１２月に、大規模改修断念のときにくださった資料を読み返し

ますと、宮之城文化センターの改修は令和５年度が３０億円、令和１１年着工になると、

４６.９億円ぐらい。その中に、周辺ののり面工事など４億円が入っていて、５０億円を超える

んだというところで断念というところが来ました。 

ただここに解体のほうも、考えていなかったのか、あったのか、ちょっと大変見当たらなく

てですね、解体費用というところ、まだ解体を決めてないので、なかなか難しいんですけれども、

私のような素人でも相当なお金がかかるんじゃないかと思います。 
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中に入っている５１本でしたか、５２本でしたか杭もあったり、それを抜くのか、抜かない

のか、いろんなことがあると思うんですが、まず、解体というところをお伺いしたいと思います。 

この建設基金約２５億円の中から、まずは解体除却のところを、文化センターを優先すべき

ではないかと考えますが、この辺はいかがでしょうか。 

○垣内 浩隆財政課長   

議員御指摘のとおり、宮之城文化センターの建設・改修といった目的のために積み立てられ

た基金であります。 

こういったことから、優先的なというところもあるところでございますけれども、解体時期

については現在のところは未定でございます。 

ほかの廃止施設予定施設となっているものもあります。こういったものも含めながら、建築

経過年数や老朽化、防犯や災害、こういった倒壊リスク等、こういった安全面にも配慮した上で、

施設の状況を勘案しながら、優先順位を決めながら、年次的な解体計画を策定したいと考えてい

るところでございます。 

○有川 美子議員   

年次計画を立てる予定だということで、理解をいたしました。それはそうですね。立てなけ

ればいけないんであります。それは、執行部のほうでしっかりと、担当課のほうもあわせてして

くださることと思いますが、やはり、その文化施設ということなので、あそこ大変広いですし、

場所もいろいろありますので、皆様が文化施設のために、みんなで一緒に積み立ててきた基金の

使い道というか、断念するということを大変、残念に思っている町民の方もいらっしゃると思う

んです。大変私も苦しいところでありますが、その分、積み立ててきた基金をどのように、今後

利用するのかっていうのが見えていなければ、町民の方にきちっと説明がなければいけないと思

うので、このように今質問をしているところであります。 

では、解体のほうから離れまして、私が先ほどから申し上げている文化施設の建設のために

これ基金を積み上げてきたんですよねと、であるならば、やはり今、このホールがあるというと

ころでは鶴田中央公民館、薩摩農村環境改善センターございます。この２つもやはり、今後修繕

とか、そういう維持補修で費用がやはり予測されておりますが、この文化施設のところに、やは

り、文化施設建設基金という文化施設の建設とか、修繕使えるってここを残してほしいというの

が、私の意見でありますが、文化施設の除却・改修というふうに専門的に、金額としてはまだ分

かりませんが、何億円かよせるということはできなかったでしょうか。 

○垣内 浩隆財政課長   

ただいま議員の御指摘がございましたように、宮之城文化センターを自主的な建設するため、

建て替え、修繕をするための基金でございました。 

こういったことで、事業の検討の段階で改修に方向性が変わったところでございますが、最

終的には改修も断念いうところでございます。 

御指摘のとおり、文化施設に限った条例への改正の検討もしたところでございますけれども、

先ほど申しましたように他の町有施設にも多額の改修や除却費用、鶴田町中央公民館・薩摩農業

農村環境改善センター、こういったところにも多額の修繕経費が見込まれるということから、今

後、柔軟に対応できるようにということで、個別の施設に限定しない形で今回の基金への積み立

てを考えたというところでございます。 

○有川 美子議員   

財政課長から、私が申し上げたみたいに文化施設に限った、そういう基金も検討はしたんだ

と、十分に検討したというようなことであるかと思いますね。回答いただいて、その結果という
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ことであるというふうに理解をいたしました。柔軟な基金の運用といいますか、活用ということ

を考えての今回の考え方なんだということでありますが、もう一つ、文化施設にということでお

伝えしたいことがございます。 

もちろん基金のところの約２５億円の使い道というところもあるんですけれども、東俊行先

生の画伯の作品をさつま町はお預かりしております。 

これもやはり学校教育の施設のほうに、展示をしていただいていますが、まだまだ作品があ

りまして、さつま町出身の芸術家、ほかにもいらっしゃいますが、こういった方たちの作品を、

どうしてもやはり文化施設のほうに展示ということ、ミュージアムということをおっしゃる方も

いらっしゃいますが、そういったことを考えてらっしゃる方が多くいらっしゃいます。 

今回の公共施設等の総合管理基金とか、先ほど出ました、これから購入した施設のところの

件などで、やはりこういう文化っていうところは検討の中に入っているものでしょうか。施設と

いうのが、いかがでしょうか。 

○上野 俊市町長   

東先生の話もいただきましたけれども、これの関係等についても、やはりさつま町が生んだ

すごい画家でございますので、この方の絵画を広く見ていただくという場所はどこがいいかとい

うお話もしながら、これまでやってきたところでありまして、役場の町民ホール等に、そういう

展示の場ができないかということも検討させたところであります。 

また、先ほど言いましたように旧パチパチ跡の関係等についても、これは将来的には、そこ

に複合施設的なものができればと考えているところであります。これにつきましては、今後、関

係機関、団体等お聞きしながら進めてまいりますけれども、一番人が集まるところに、子ども、

それから高齢者の方々が集まる施設の中に、そういう展示室的なものができればと考えておりま

す。これは今後、検討する部分でございますけれども、そういう複合施設の中で、そのようなこ

ともまた含めてやっていきたいと思っております。 

それから、先ほど来、この文化建設基金の関係等がありましたけれども、非常にやっぱり今

後、廃止となった公共施設が増えてまいります。除却・解体等には、多額の経費がかかります。

これについてはもう補助はありません。これはもう単独事業でやるか、そういう起債が使えれば

いいんでしょうけども、なかなかそういうものもございませんので、そちらのほうにも、やっぱ

りこういう財源を充てていく必要が今後出てくると考えているところであります。 

宮之城文化センターひとつとりましても、おそらく、これは仮定でございますけれども３億

円から４億円程度の解体費用が要るだろうと。だから、解体して終わりじゃなくて、あれを解体

したあと、どう活用していくかというのまで含めた形で、これはしていきたいと考えているとこ

ろでございます。 

将来に重荷を残さないといいますか、できるだけ軽い形で、次の世代に引き継いでいくとい

うのも、我々に与えられた責務だと思っておりますので、そこあたりは御理解いただければと思

うところであります。 

○有川 美子議員   

町長からの御回答いただきました。 

そうですね、私もう、もういつでしょうか、複合施設が必要なんだってお話したこともござ

いますし、しっかりと、私が次の質問に、「宮之城文化センターを解体した後はどうというのも

考えないといけませんよね」って言おうと思ったんですが、先におっしゃってくださったので大

変安心いたしました。その点については、私が言うまでもないことでございました。 

文化センターのほうですね、私は本当にこのさつま町に移住をしてきて、総合振興計画とい
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うのを読ませていただく機会に恵まれ、一番大変素敵だなと思ったのが、「文化の薫るまち“さ

つま町”」という言葉でございました。 

どうか子どもももちろんですが、大人にも文化というのは大変必要でございますので、今後

とも検討をしていただきながら、議員としても、議会としても、私たちのできる限りの知恵を出

して、政策の提言ということができればというふうに考えております。 

それでは、２番目の質問を終わりまして、３番目最後の質問へと移ってまいります。 

これは財政調整基金の今後の積み立て方針と財政状況の見える化というふうにして、これ正

直、ひとつ財政調整基金なんですが、これの今後どうやって、どれぐらい積み立てるんですか、

適正規模ってどうですかっていうお話と、これを町民にどうやって理解していただくんですかっ

ていう、この２つを重ねた質問になっております。 

それでは、最後は適正規模について語っていきたいので、まずは、財政調整基金の今後の方

針というところなんですが、まだ、すいません決算終わっていないけれども、令和７年度末の残

高見込額、先ほど私は申し上げておりませんが、この辺をちょっと説明いただきたいと思います。

令和７年度末残高見込み、今後の方針をお願いいたします。 

○垣内 浩隆財政課長   

令和７年度末の財政調整基金残高見込みでございますが、これは最終補正予算前の状況でご

ざいますが、３２億７,０００万円と、現時点では見込んでおります。一定の健全性を確保して

いるのではないかと認識をしているところでございます。 

今後の方針でございますが、近年の当初予算編成におきましては、１０億円程度の取崩しを

しながらの予算編成となっているところでございます。 

併せて、社会保障費や公共施設の維持管理経費の増大、こういった部分から、今後も厳しい

財政運営が予想されております。貯め過ぎず且つ枯渇をさせないといったようなバランスを重視

しながら、適正な基金管理と効率的な財政運営に努めてまいりたいと考えておりまして３０億円

程度、ここを目途に積み立てを行っていきたいと考えております。 

○有川 美子議員   

令和７年度の見込みが３２億７,０００万円ということで、最終的に３０億円程度が目途です

よというふうにおっしゃっていただいております。ここで、すいません私、本日資料を提出をさ

せていただいております。確認をお願いしたいと思います。資料が３つあるうちの資料②という

のをよろしければある方はお開けください。フリップ用意できなくて、ＹｏｕＴｕｂｅを御覧の

方には大変申し訳ございません。 

これは、さつま町の財政調整基金残高の推移というのを、総務省が公表しております決算

カードに基づいて、公表されている平成１５（２００３）年度から令和５（２０２３）年度まで

を、私のほうでグラフにしたものでございます。 

ちょっと数字は見にくくて大変申し訳ないんですが、左から２番目の赤く棒グラフ伸びてい

るところが合併をしたところとなっております。そこから、合併算定替の期間などを経過いたし

まして、一番さつま町が、この財政調整基金の金額を積み立てた時期は、平成２９（２０１７）

年度というふうになって、大変失礼しました。私もちょっと眼鏡が要るようになったかもしれま

せん、大変失礼しました。その横ですね、平成３０（２０１８）年度の４７億３,２００万円の

ところが一番ピークであります。前年度も４７億円ほどというふうになっております。 

そして、黄色い線の横からなんですが、令和２年度、ちょうど私議員になる頃です。４２億

円から始まって、４３億円、４２億円。そして、令和５年度には３９億円というふうに減ってき

ております。これには、単純に減ったということだけではないんだと思いますが、その下のほう
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に、令和６年度のほうは、まだグラフに入れておりませんので、文字でいたしましたが、３７億

５,５８１万６,０００円というふうになっておりまして、令和７年度は先ほど御回答いただきま

した約３２億７,０００万円。正直申し上げて、ここ令和に入りまして、少しずつ財政調整基金

というのは、残高を減らしてきているというのを御理解いただけたらと思います。 

やはりこういう年度で、町の地方自治体の財政って、会計でも単年度なんだけれども、やは

りこの全体の動きっていうのを知っていくことも私たちの議員にも大切ですし、町民の方にも御

覧いただくっていうのも大切かというふうに思っていますので、資料②を出させていただきまし

た。 

それでは続いての質問なんですが、この私の資料の下にも標準財政規模っていうのを書いて

いるんですけれども、先ほど回答の中で、令和７年度見込みで財調の規模を３９％というのは健

全性を確保というのがありましたけれども、では、令和８年度の財調の規模ではなくて、標準財

政規模の額っていうのは分かっているでしょうか。こちらのほうを、すいませんが、数字が大き

いのでゆっくりと御回答いただければと思います。 

○垣内 浩隆財政課長   

令和８年度の標準財政規模については、令和８年度になって交付税等が決定をしてという形

になってから示されるものでございますので、現時点では、金額は分からないというところです。 

○有川 美子議員   

失礼しました。私の紙には令和７年度と書いてありました。言い間違えました、令和７年度

の標準財政規模をお示しください。 

○垣内 浩隆財政課長   

令和７年度の標準財政規模でございますが８３億４,７７９万４,０００円となっております。 

○有川 美子議員   

令和７年度も８３億円とちょっとということでありまして、令和８年度はこれから。この

８３億４,０００万円ほどの標準財政規模に対しての３９％ということで理解をいたしました。 

で、今こうやって私話をさせていただいているのですが、私、今議員として働かせていただ

きまして５年目になりました。本当におかげさまで、有意義な議員生活というか、活動をさせて

いただくんですが、正直、１年目、もうこの財政用語に大変苦労いたしました。財政調整基金っ

て今言っていますが、皆さん財調、財調とかっていうんですよね。何だろう財調って、正直もう

一生懸命調べた記憶があります。ということは、こういうやはり財政用語の難しさっていうのは

町民の方は、調べようと思ったとき感じられると思いますし、また先ほど申し上げた、お聞きし

た標準財政規模も、やはり８３億円などという大きい数字です。家計とは全く違う大きな数字、

得意な方もいらっしゃると思いますが、想像しづらいのではないかと思います。 

そこで、次の質問に移ってまいります。 

私がずっと申し上げていますが、非常に分かりづらいと申し上げているこれを、財政調整基

金に限ってで構いません。私は数式で先ほどおっしゃっていた３０億円程度というのを、町民に

分かりやすい形で示していただきたいと思っております。その資料として、資料①と資料③をお

出しいたしましたが、時間がありませんので、資料③をお開けいただきたいと思います。 

資料①では、岐阜県の飛騨市がホームページで、数式で財政調整基金について表していたも

のを資料として提出しましたので、それは後ほど御覧ください。 

この資料③は、熊本県の益城町の財政状況の資料から私のほうがピックアップしまして、計

算をしたものなんですが、ちょっと長いので単的に申し上げますと、私考えるに、財政調整基金

は３０億円が目安なんだ、例えば、「健全性を確保している」という抽象的な言い方では、なか

－ 122 －



 

なか理解いただくのは難しいと思うんです。今、文化施設の建設基金の約２５億円とか、こうい

う町の財政について、大変皆さんの関心が集まっている中で、財政調整基金を数式で説明をして

いただけないかということで出しました。 

上のほうから、３段落目なんですが、平成２８年熊本県地震で被災したのが益城町です。 

熊本県全部の市町村について、財政状況の表示、見える化については調べておりますが、益

城町が分かりやすかったので挙げております。 

益城町は、財政調整基金の残高だけでなく、減債基金、そして、公共施設の整備基金残高を、

これを、町の標準財政規模の５０％というような目標をしてあります。 

そして、これをさつま町に充てるとしたら、さつま町はさっき担当課がおっしゃってくださ

いました。「当初の予算を組むのに、まずは財政調整基金の取崩しがあるんだ」と。この取崩し

についても表をつくっております。令和４年度からの７億円から令和８年度、今回９億円の取崩

し、５年間で計５０億円、足すものではないと思いますが５０億円、平均値１０億円の取崩しを

しているということなのでありますね。あっていますよね。５０億円を５で割ったから１０億円

です。 

そういうところでいきますと、私が考えているのは財政調整基金の適正規模は、標準財政規

模の３０％程度が必要であり、なおかつ、大規模な震災であるとか、いろんなものにすぐ使える

ように貯めておく必要があるというふうに考えており、私のほうで考えるのは、最後赤字で出し

ておりますが、３０％プラス１０億円を保持するっていうのが最終的な私の考えであります。 

これ私の考えを表明するのはなぜかというと、今後、先ほどグラフで御覧いただいたように、

私どもの町は財政調整基金を積み上げ過ぎているんじゃないですかっていう議会の声もありまし

た。少しずつ減らしてきています。 

でもやはりこの現状を見ていると、やはり持っていないと、ちゃんと町民の皆様のために使

えるお金として持たないといけないってことが分かると思います。 

この私の標準財政規模３０％程度で１０億円保持っていうのを、私の考えじゃなくても、こ

んなふうに数式というような形で表していただくことはできないでしょうか。町民のために、見

える化のためです。いかがでしょうか。 

○垣内 浩隆財政課長   

こういった数式を用いて住民の皆様にお知らせするという形は、非常に有効な方法であると

考えておりますので、こういった分かりやすさといった観点からも記載方法については検討して

いきたいと考えております。 

○有川 美子議員   

長々とちょっと今回、説明が長くなりました。ＹｏｕＴｕｂｅをあとで御覧いただいてたり

とかっていう中で、やっぱり分かりづらい、財政は分かりづらいという方に、少しでも簡単では

ないけれども、御理解いただける手段を私たちとっていく必要があるという観点からでございま

したので、それでは最後まとめさせていただきます。 

まず私が一番最初に質問いたしました、ファミリーサポートセンターは言うまでもなく、令

和８年度４月からの委託でございますので、十分にいろんなことを社会福祉協議会が受けてくだ

さいましたので、お困りにならないように、十分にサポートし、協議をしながら進めていただき

たい。そして、何年後になるか分かりませんが、やはりＳＮＳを利用したマッチングっていうと

ころ、これは研究・検討というのを要請いたしたいと思います。 

そして、今まで大項目２で、今後の財政運営と財政状況の見える化ということでお話をして

まいりました。 
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入湯税については、もう町長のお考えしっかりと分かりましたので、もう要請はあえていた

しません。ただ２番目の宮之城文化センター改修についての約２５億円については、やはり文化

施設というのが外れてしまうので、このお金どこに行ったんだろうかっていう疑問を持つ町民の

方は出てくると思うんですね。ですので、私が先ほど申し上げたみたいな、見える化みたいな形

で、説明ができるようにしていただきたいんです。町長は令和８年度は、町政座談会みたいな形

で回られるんですかね。そしたら質問も出てくると思うんです。御説明を丁寧にしていただけれ

ばと思います。大変大きなお金ですので、こちらを要請いたします。 

そして最後に、財政調整基金に限ってのお話をいたしましたけれども、町民の方が理解しや

すい、もう本当に財政用語難しくて、舌をかみそうなんですが、それでも、自分が分かる範囲、

収入とか、月のお金とか、年額の収入とか、いろんなことで、分かる規模に変えていただいたり

とか、先ほど事例を２つ出しましたが、数式で、足し算、引き算で分かるものですので、この数

式で財政調整基金だけでも、お示しいただけるように見える化について、要望をして、私、有川

美子の一般質問を終わります。 

○新改 秀作議長   

 以上で、有川美子議員の質問を終わります。 

 

△散  会   

○新改 秀作議長   

 これで、本日の日程は全部終了しました。 

 明日は午前９時３０分から本会議を開き、総括質疑を行います。 

 本日は、これで散会します。 

散会時刻 午後１時５４分   
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令和８年第１回さつま町議会定例会 

 

 

 

第    ４    日 

 

 

 

令 和 ８ 年 ３ 月 １ ０ 日  





 

 

令和８年第１回さつま町議会定例会会議録 

                            （第４日） 

○開議期日    令和８年３月１０日  午前９時３０分 

 

○会議の場所   さつま町議会議場 

 

○当日の議員の出欠は次のとおり 

 出席議員（１４名） 

   １番  岸 良 光 廣 議員      ２番  上別府 ユ キ 議員 

   ３番  竪 山 秀 樹 議員      ４番  德 留 和 樹 議員 

   ５番  橋之口 富 雄 議員      ６番  古 田 昌 也 議員 

   ７番  桑波田   大 議員      ８番  武   さとみ 議員 

   ９番  宮之脇 尚 美 議員     １０番  柏 木 幸 平 議員 

１１番  有 川 美 子 議員     １２番  川 口 憲 男 議員 

１３番  中 村 慎 一 議員     １４番  新 改 秀 作 議員 

 欠席議員（なし） 

 

○出席した議会職員は次のとおり 

  早 﨑 行 宏 事 務 局 長     神 園 大 士 事務局長補佐兼議事係長 

  奥 平 一 樹 議 事 係 主 任 

 

○地方自治法第１２１条の規定による出席者は次のとおり 

  上 野 俊 市 町     長     角   茂 樹 副  町  長 

  中 山 春 年 教  育  長     富 満 悦 郎 総 務 課 長 

  大 平   誠 総合政策課長     垣 内 浩 隆 財 政 課 長 

  堀   孝 志 町民環境課長          川 﨑 里 志 ほけん福祉課長 

内 村 千 鶴 ほけん総括監     久保田 春 彦 こ ど も 課 長 

  山 口 良 浩 農 林 課 長     上谷川 征 和 森づくり推進監 

  原 田 健 二 建 設 課 長     出 水   隆 水 道 課 長 

  木 場 哲 志 消 防 長     藤 園 育 美 教育総務課長 

  中 村 英 美 社会教育課長 
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○本日の会議に付した事件 

第 １ 議案第 ４号 さつま町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制

定について 

第 ２ 議案第 ５号 さつま町公告式条例の一部改正について 

第 ３ 議案第 ６号 さつま町情報公開条例の一部改正について 

第 ４ 議案第 ７号 さつま町行政手続条例の一部改正について 

第 ５ 議案第 ８号 さつま町職員の給与に関する条例等の一部改正について 

第 ６ 議案第 ９号 さつま町社会体育施設条例の一部改正について 

第 ７ 議案第１０号 さつま町歴史民俗資料館施設条例の一部改正について 

第 ８ 議案第１１号 さつま町公設地方卸売市場条例の一部改正について 

第 ９ 議案第１２号 さつま町火入れに関する条例の一部改正について 

第１０ 議案第１３号 さつま町営住宅等条例の一部改正について 

第１１ 議案第１４号 さつま町火災予防条例の一部改正について 

第１２ 議案第１５号 さつま町宮之城文化センター条例の廃止について 

第１３ 議案第１６号 さつま町公の施設使用料徴収条例の一部改正について 

第１４ 議案第１７号 さつま町公共施設整備基金条例の一部改正について 

第１５ 議案第１８号 令和８年度さつま町一般会計予算 

第１６ 議案第１９号 令和８年度さつま町国民健康保険事業特別会計予算 

第１７ 議案第２０号 令和８年度さつま町後期高齢者医療特別会計予算 

第１８ 議案第２１号 令和８年度さつま町介護保険事業特別会計予算 

第１９ 議案第２２号 令和８年度さつま町上水道事業会計予算 

第２０ 議案第２３号 令和８年度さつま町農業集落排水事業会計予算 
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さつま町公告式条例の一部改正について 
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さつま町社会体育施設条例の一部改正について 

さつま町歴史民俗資料館施設条例の一部改正について 

さつま町公設地方卸売市場条例の一部改正について 

さつま町火入れに関する条例の一部改正について 

さつま町営住宅等条例の一部改正について 

さつま町宮之城文化センター条例の廃止について 

さつま町公の施設使用料徴収条例の一部改正について 

令和８年度さつま町一般会計予算（関係分） 

 第１条 歳入歳出予算 

  歳 入 

  １３款 分担金及び負担金（関係分） 

  １４款 使用料及び手数料（関係分） 

１５款 国庫支出金（関係分） 

１６款 県支出金（関係分） 

１７款 財産収入（関係分） 

１８款 寄附金（関係分） 

１９款 繰入金（関係分） 

２１款 諸収入（関係分） 

  歳 出 

   ２款 総務費（関係分） 

６款 農林水産業費 

   ７款 商工費 

   ８款 土木費（関係分） 

  １０款 教育費 
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△開  議  午前９時３０分   

○新改 秀作議長   

 おはようございます。ただいまから、令和８年第１回さつま町議会定例会第４日の会議を開き

ます。 

 本日の日程は、配布してあります議事日程のとおりであります。 

 これから、２月２４日に提案がありました議案第４号から議案第２３号までの議案２０件につ

いて総括質疑を行います。 

 なお、質疑にあっては、総括的な事項について質疑を願います。 

 

△日程第１「議案第４号 さつま町特定乳児等通園支援事

業の運営に関する基準を定める条例の制定について」、

日程第２「議案第５号 さつま町公告式条例の一部改正

について」、日程第３「議案第６号 さつま町情報公開

条例の一部改正について」、日程第４「議案第７号 さ

つま町行政手続条例の一部改正について」、日程第

５「議案第８号 さつま町職員の給与に関する条例等の

一部改正について」、日程第６「議案第９号 さつま町

社会体育施設条例の一部改正について」、日程第７「議

案第１０号 さつま町歴史民俗資料館施設条例の一部改

正について」、日程第８「議案第１１号 さつま町公設

地方卸売市場条例の一部改正について」、日程第９「議

案第１２号 さつま町火入れに関する条例の一部改正に

ついて」、日程第１０「議案第１３号 さつま町営住宅

等条例の一部改正について」、日程第１１「議案第

１４号 さつま町火災予防条例の一部改正について」、

日程第１２「議案第１５号 さつま町宮之城文化セン

ター条例の廃止について」、日程第１３「議案第１６号 

さつま町公の施設使用料徴収条例の一部改正について」、

日程第１４「議案第１７号 さつま町公共施設整備基金

条例の一部改正について」 

○新改 秀作議長   

 まず、日程第１「議案第４号 さつま町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める

条例の制定について」から日程第１４「議案第１７号 さつま町公共施設整備基金条例の一部改

正について」までの議案１４件を一括して議題とします。 

 各議案の提案理由については、説明済みであります。 

 これから、議案第４号から議案第１７号までの議案１４件について、一括して質疑を行います。

質疑は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第４号から議案第１７号までの議案１４件については、配

布してあります議案付託表のとおり、各常任委員会に審査を付託します。 
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△日程第１５「議案第１８号 令和８年度さつま町一般会

計予算」  

○新改 秀作議長   

 次に、日程第１５「議案第１８号 令和８年度さつま町一般会計予算」を議題とします。 

 本案の提案理由については、説明済みであります。 

 これから質疑を行います。質疑は、ありませんか。 

○有川 美子議員   

おはようございます。それでは、総括的な質疑ということで３つ質問をしてまいります。失

礼しました、２つ質問いたしますので、お願いをいたします。 

まずは、１０款２項２目、失礼しました。１０款６項３目、学校給食センターの給食セン

ター費、説明資料は１３７ページの下段になります。説明資料１３７ページ下段に①学校給食費

の保護者負担の軽減というところで３,０６５万６,０００円の予算が出ております。 

こちらもう既に説明いただいていまして、小学生、児童の分を無償というふうにして、中学

生のほうを３,０００円の月の御負担を１,０００円下げて２,０００円というような説明いただ

いておりますが、やはり私どうしても小学校・中学校、どちらも義務教育ですので、これを一緒

に無償化するという考えはなかったのかというのを、まずはお聞きしたいところです。 

あと１点、これは農林課の林政係、説明資料１０７ページの上段になります。新規事業を伺

います。「森と住まいの共生促進事業補助」これは、地域産材を利用した木造住宅建設への補助

が２００万円というのが出ているんですが、まずこれの対象者数と、すいません、地域産材とい

いましても木材って種類があると思うんですが、その辺りも御説明をお願いいたします。 

○串下 哲也学校給食センター所長   

質問にお答えさせていただきます。 

中学生の給食費につきましては、今回、国が進めるいわゆる無償化の補助対象にはなってい

ないこともあり、個人負担分をいただくようにしております。 

しかしながら、保護者の負担軽減の観点から、月額３,０００円を２,０００円に減額し、減

額分は町のほうで助成する方向で進めております。 

これにより、町から令和７年度は生徒１人当たり年額３万３,５００円の助成でしたが、令和

８年度は物価上昇分も含めて、年額２万円を上乗せした１人当たり５万３,５００円を助成する

方向で、当初予算に計上させていただいております。 

○上谷川征和森づくり推進監   

森と住まいの共生事業に係る対象者数でございますけれども、当初予算におきましては、対

象者を２戸としているところでございます。 

また、木の種類でございますけれども、スギ・ヒノキ、建築に用材として使われるスギ・ヒ

ノキを対象としているところでございます。 

○有川 美子議員   

では１点だけ、学校給食センターの説明をいただいたんですが、すいません、対象者人数だ

け小・中に分けて教えてください。 

○串下 哲也学校給食センター所長   

お答えをさせていただきます。 

中学生の生徒が、新年度予算の算定人数を４４０名で積算させていただいております。ちな

みに小学校の児童につきましては７３４名で積算をしております。 
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○新改 秀作議長   

 ほかにありませんか。 

○岸良 光廣議員   

説明資料の２点ほどお伺いしますけど、５２ページの下段の情報公開費があるんですが、こ

の中で、５名を選任しようということなんですけど、弁護士が１名、町民代表２名、商工団体代

表、それから、学識経験者とあるんですけど、これいつもこうなれば、学識経験者といえばもう

ほとんど充て職で、ほとんど同じような人がなっていると思うんですけど、実際、今回もこの例

えば、町民代表の２名とか、あるいは商工団体代表とか、学識経験者とか、どのようなものを基

準として選ばれるのかというのが一点。 

それと、６２ページの高等学校振興対策事業費、これは私は、薩摩中央高校を存続させるた

め必要な費用だと考えておりますが、その中で、まず、バスのラッピング事業で４９３万

４,０００円があるんですが、これは民間のバスのラッピングをするのか、その辺のところと、

それと実際、ここ１０年間で、特にここ二、三年、薩摩中央高校の応募者数というのが、また激

減してきているのかなとは思うんですが、その辺のところは、実際、過去をずっと補助してきて

いますけど、入学者の推移というのは、どのような形になっているのか説明をしていただきたい。 

○富満 悦郎総務課長   

それでは、情報公開の関係の審査会の御質問でございます。 

この審査会につきましては、県内の全市町村の統一の審査会となっておりまして、町村会が

事務局を担当しているところでございます。 

この選出にあたりましては、５名ということになっておりまして、選出基準の中に住民代表

が２名、学識経験者が１名、弁護士が１名、商工団体からの代表が１名ということで基準が定め

られておりまして、町村会の事務局において、この基準に沿って選出されているものというふう

に考えているところでございます。 

○大平  誠総合政策課長   

それでは、薩摩中央高校のラッピングの関係についてお答えをさせていただきます。 

新年度におきまして、県の事業を活用させていただきまして、バスにラッピングをすると、

薩摩中央高校のアピールをしていくということですけれども、今、一応計画では、民間バスのほ

うにもお願いをしております。それから、町のバス、それから今、薩摩中央高校が所有しており

ますバスにラッピングをする予定でありますけれども、今後、どういったものをするのかとか、

どういうデザインでするかとか、そういうところは今後決めていくということになるところであ

ります。 

それから、薩摩中央高校の入学者数の推移でございますけれども、平成２９年には１０１名

ということで１００人を超えておりましたけれども、令和４年でも５８名とか、令和５年で

６４名、そして令和６年で９４名というようなことでございます。令和７年度も似たような推移

でございましたけれども、少しずつ魅力化に向けて取り組んでいることが効果としては表れてき

ているんじゃないかということで、３学年でいきますと、最近は安定した生徒数になっていると

ころでございます。 

○岸良 光廣議員   

１問目の選出方法、これ私が質問したのは、住民代表とか商工団体代表とか、その選考をす

る基準ですよ。特に、今までも過去もそうなんですけども、こういう場合に一番私が何を基準な

のかなというのが、学識経験者というのがあるのですよ。学識経験者というのが大体誰が選ばれ

るかといえば、役場ＯＢの方なのです。民間ではなくて。そういう形で、どういう選考で決めら
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れるのか、そこをもうちょっと明確にしていただく方法はないのかということです。 

特に住民代表となってくると、商工会の代表者を充てるのか、あるいは一般の町民を与える

のか分からないわけです。住民代表は区長なんですか。その辺のところを、ある程度明確に出し

ていかないと、この前も出ていましたけど、充て職をどう少なくしていくかということ、町民に

一人でも多くの方が参加してもらうために、こういう、やはり選出をするんであれば、選出方法

というのをもう少し明確に、町民誰もが分かるような形でというのが、そういうことをすると、

実際こういうものに対しても町民の方の関心が少しでも出てくると思うんですよ。 

ただ、今このままの状態であれば、我々議会は分かりますけど、ただ、この後、この方に決

まりましたって言っても、町民分からないんですよね。これを全然オープンにしないわけだから。

そのへんのところを、やっぱり今後については、きちっとやはり明確に、どういう基準で選びま

したというのが言えるように、やっぱりしなきゃならないというのが一点。それについて、もう

一回、ちょっと答弁欲しいんですが、学校のほうですけど、ラッピングすることは非常にいいこ

と。 

ただ、今年も中学生が高校進学で、皆さんも新聞等読んでおられると思うんですけど、昔は

公立高校の滑り止めが私立高校だったのです。今、私立高校の滑り止めが公立高校なんです。特

に、今年の私立の例えば、樟南高校とか、鹿児島実業とか、そういう私立の学校の倍率が６倍と

か７倍、鹿児島県の公立高校が大体、募集定員に対して、確か４,０００人ぐらい不足やったか

な。どこの公立高校も一部を除いては、ほとんど定員割れなんですよね。そういうところで、実

際、ラッピング事業も大切なんですけど、やはり行政と高校側と、中学校側との３者協議という

か、中学校がやっぱり薩摩中央高校をこういうふうにしてもらえれば、生徒を送り出せますとか、

そういう話合いをする場というのを設けていかないと、今の現状では、「薩摩中央高校に行きな

さい」という指導をしていただく先生が皆無ですよ、今んところ。もう本当に今、私もびっくり

しましたけど、公立高校が滑り止めという形で、ほとんどメインが私立高校なのです。 

その中でどうやって学校を維持するかというと、やはりそういう中学校の進路指導の先生方

とも行政も入って、今後どうするかというのを協議したほうがいいと思うんですが、その辺につ

いて町長の見解を伺います。 

○富満 悦郎総務課長   

先ほどの審査会の委員の考え方ですけれど、ちょっと説明不足のところがあったようでござ

いますので、詳しく説明いたします。 

これが、町村会が事務局を持っておりまして、鹿児島県全体の共通の委員ということになっ

ております。具体的に話、内容を申し上げれば、学識経験者が大学の教授、それから住民代表は、

県の地域女性団体連絡協議会の会長、それから、もう一人の住民代表は、県の民生委員・児童委

員協議会の副会長、それから、商工会の場合は県の商工会連合会の会長というふうになっており

まして、もう県のほうで、一括して選出をしていただいているところであります。 

また、この選出の考え方につきましては、町村会事務局とも、また連絡調整をして、よく説

明ができるように、また準備をしておきたいというふうに考えております。 

○上野 俊市町長   

薩摩中央高校の関係等について、私のほうからお答えさせていただきます。 

今現在、令和７年度県立高校の将来のビジョンの検討委員会というのがございまして、私も

委員として、町村会の代表で委員として加わっておりまして今、数回、協議がなされてきており

まして３月の中旬に答申も出される予定でございます。 

議員がおっしゃるように、本当に県立高校の生徒数が減ってきております。一つは、高校の
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授業料無償化、実質無償化というのもありまして、やっぱり私立のほうに流れていくというのが、

顕著にやっぱり出てきているところであります。 

そういう状況の中にありまして、いかにこの県立高校をしていくかということで県のほうで

も議論が進んでおりまして、私もこの町村の代表という形で今入って議論に加わっておりますけ

れども、やっぱりその中でも、議員がおっしゃるように、やはり地元の学校から地元にある高校、

県立高校のほうにできるだけ、やっぱり行ってほしいというのはあるんですけれども、なかなか

今、いろいろ手厚くこの何といいますか、通学バスにしても、授業料が無償化になることによっ

て、私立のほうに流れていくというのは、いかんともしがたい状況にあるところであります。 

これまでも、小学校・中学校・高校と連携をとりながら、そういう協議もやってきているわ

けですけれども、なかなか実績として、地元の高校に多く進学してくれないという状況下にあり

ます。 

そういう中でありまして、議会の御理解もいただきながら、何とかやっぱり地元にあります

県立高校を残していきたいという思いで、これまでもいろんな様々な取組をしてきて、また今後

もそういう予定でいるところでございます。 

議員が言われましたように、さらに、やはり中学校・高校と連携をとりながら、できるだけ

この多くの生徒が地元の高校に進学してくれるように、これは私ももう強い思いを持っておりま

すので、働きかけをしていきたいと思っているところでございます。 

○岸良 光廣議員   

もう３回目ですので、ただその高校については、もう１０年ちょっと前かな、当時の教育長

に、「薩摩中央高校の学科の変更はできないんですか」という質問したことがあったんですけど

も、そのときに言われたのが、本当に薩摩中央高校の募集定員が、もうこれでは存続できないん

だというところまでいかないと、県が動いてくれないんですよという説明がありました。 

実際、薩摩中央高校もそうなんですけども、ほかの県立の学校もそうだと思うんですけど、

薩摩中央高校の今の学科、これも確か三、四年前、私、質問したことがあるんですけど、福祉科

とか、看護科とか、そういう専門的な学科への変更というのは、県のほうにも申入れはできない

ものなんですかという質問したことがあるんですけど、実際、どこの県立高校も、同じような状

況だと思うんですよ。その中で、どうやって生き残っていくかといえば、専門的な学科を増やし

て、さつま町外からも来ていただく、進学してもらう、そういう方法を選ばなきゃならん時代だ

と思うんです。そのへんについて、県のほうと、やはり専門学科を薩摩中央高校に持ってこれる

ような形でのやはり働きかけというのを、町長ぜひやっていただきたいんですが、その辺につい

てはどんなものでしょうか。 

○上野 俊市町長   

ちょっと先ほど申し上げましたけれども、県立高校の将来ビジョン検討委員会というのがご

ざいまして、その中でも今、議員が言われることは出ています。 

やはり専門学科というのをつくって、やっぱりそこに集中して学ばせるというやり方、それ

には寮もセットで検討すべきだという意見も出ています。 

それは私のほうからも、そういう話もいたしましたし、先ほど申しましたように、３月に出

されます、この答申の中にも、そのような形で触れてあると思っているところでございます。 

これにつきましては、また３月の最終の３０日の日にも、県の教育長のほうに薩摩中央高校

等の関係等について、要望に行く計画をいたしているところでございます。その中でも、こうい

う意見等につきましては、改めてまた県の教育長のほうにも申し上げながら行きたいと思ってい

るところでございます。 
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○上別府ユキ議員   

おはようございます。 

私のほうから所管が違いますので、質問したいことが２点あります。 

まず、説明資料の５５ページの防災マップ作成委託業務ということで、臨時というところで、

防災マップ作成業務というのが計上されています９１３万円というところですが、これはハザー

ドマップの件になると思うんですけれども、以前、作成された当時と、今の状況が大きく変化し

ているので、この防災マップというのは書き換える必要があるんじゃないかということを危機管

理のほうにお伺いしたとき、もうこれは県がつくるものであるからという回答で、その先は聞く

ことはできなかったんですけれども、これが計上されているということは、県の情勢が変わって

きたというところだと思うので、そこも含めて御説明をお願いしたいということと、もう一つ、

５９ページの友好交流事業費台湾宜蘭市訪問についてですが、その前に、友好交流町との交流と

いうことで、台湾宜蘭市に訪問するという文脈で理解していいのだろうかと思うんですけれども、

これは、友好交流を持っている町と一緒に宜蘭市を訪問するという見方でいいのかどうか。そし

て、誰が、いつ、どれぐらいの規模で、行うのかというところをちょっとお伺いしたいです。 

○菊野 祐二危機管理監   

ただいま防災マップの質問でございますが、防災マップにつきましては、平成２８年度に作

成した防災マップを更新するものでございまして、県の管理河川の洪水・浸水想定区域などの情

報を反映するものでございます。 

令和８年度につきましては、この防災マップの冊子を１万部、それから、Ｗｅｂ版ハザード

マップですが、これを同時に作成するというような内容になっております。 

○大平  誠総合政策課長   

それでは、宜蘭市訪問の関係でございますけれども、友好交流を結んでおります西郷菊次郎

翁を縁として、交流を結んでおりますところから「一緒に宜蘭市のほうには行きましょう」とい

うようなことでありますけれども、龍郷町のほうが以前、宜蘭市のほうには行かれておりまして、

単独で行くよりも以前、経験があられる龍郷町さん、それから、友好交流都市の方々と行きたい

ということで、今、日程の調整をさせていただいているところでございます。 

本町からは町長、それから随行が３名ということで、今回予算を計上しているところでござ

います。 

○上別府ユキ議員   

この防災マップについては、今説明があったので大体分かったんですけれども、町内の情勢

で、学校関係の施設が平成２８年度と比べると、もうがらっと変わってきている状況もあるので、

避難施設としての学校というのがなくなっているところが大変多くなっていると思うんですけど

けれども、そういう部分も含めた形の変更になっていくというところでしょうか。 

○菊野 祐二危機管理監   

今回の変更につきましては、先ほど申し上げましたとおり、県管理河川の洪水・浸水想定区

域などが変わったことから、そういったものを更新するものでございます。 

あと、レッドゾーン、イエローゾーン、そういったところの変わったところもございますの

で、そういったものを更新するものでございます。 

○武 さとみ議員   

初めてのことで分からないことばかりで、質問の仕方がよく分かってないんですけれども、

農林課と教育総務課の件で質問をいたします。 

農林課のほうでは、予算を見たときに昨年度よりも全体的には増えているんですけれども、
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この説明資料を見たときに、畜産業事務費７００万円ぐらい減っていて、それから、農地一般管

理費１０３ページ、１０２ページなんですけれども、こういう質問の仕方で７００万円ぐらい減

って、あと９９ページの中山間地域等直接支払事業費というのが１,６００万円ぐらい減ってい

るということが、これはなぜなのでしょうかというところを教えてください。 

それから、教育総務課費のところで、この予算書の中で、全体的には増えているんですけれ

ども、この説明のところを見たときに、さつまる～ムも予算がなかったり、スクールソーシャル

ワーカーの予算がなかったり、あと外国人指導児童生徒支援、英語教育支援、町ふるさと発見と

いうのがないんですが、もしかしたら、ここの一番上のところの指導員、相談員、支援員のとこ

ろにまとめてあるのかというところをちょっと教えてください。 

○山口 良浩農林課長   

ただいまの質問でございます。 

農業の一般管理費の関係については、経常経費、そして、令和７年度は農林水産祭り（産業

祭）が２０周年ということで、多く補助金を計上した関係、来年度はまた少なくなっているとい

うので、減額になっているところでございます。 

そしてまた、中山間の直接支払い、それに関しては、令和８年度から新しくなります関係で、

高齢化で集落協定が少なくなっているところがございます。そしてまた、面積関係も少なくなっ

ていること、集落協定の数も少なくなっていると、そういう状況で全体的に減額になったところ

でございます。 

○井手口 勉学校教育課長   

今、議員から御質疑いただきました内容については、学校教育課のほうの教育委員会事務局

費等で計上をさせていただいております。ＡＬＴのことであったり、さつまる～ムのことであっ

たりということについても、そちらのほうで計上をさせていただいているところでございます。 

○中村 慎一議員   

それじゃ当初予算に対しまして、全体的な部分で御質問をさせていただきます。 

本年度の予算編成につきましては１４５億２,０００万円、この当初予算の概要のところで、

るる説明がございますけれども、前年度比２.３％、３億３,３００万円増で予算計上されており

ます。 

せんだっての一般質問でもでしたが、各主管課の予算要求の中で、編成作業の中で大変な調

整作業をされたというふうに思いますけれども、この物価高騰等、光熱水費とか、燃料費、資材

費、それから人件費もですが、それから各施設等の管理委託料等の増額分とか、維持補修費とか、

補助金、扶助費、こういったものの価格転嫁がなされたりしておりまして、非常に経費がかかっ

ているんじゃないかなというふうに思います。 

そういったことで、これらについてはしっかりと価格転嫁されて、対応していただいている

というふうに思うんですが、この予算の中で、これらの物価高騰等に係る部分が、今回の３億

３,３００万円の増額になっているんですが、全体でいくらぐらいを占めているのか、この費用

の計算等ができていればですが、概略、何割ぐらいを占めるものか、ちょっと説明をいただけれ

ば、お願いをしたいというふうに思います。 

懸念されるのが、本年度の予算に占めるこの事業量の割合ですね。従来行っていた事業量等

が実質マイナスになってきているんじゃないかなという、そういう心配もありますので、そうい

った点等を把握したいというふうに思いますが、よろしくお願いします。 

○垣内 浩隆財政課長   

物件費や人件費の高騰が予算編成に与えた影響、３億３,０００万円に与えた影響ということ
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でございますが、初めに義務的経費のうち、人件費につきましては、人事院勧告による給与改定

に準じた引上げ、また最低賃金の上昇に伴う会計年度任用職員の報酬の増、こういった影響で前

年度と比較しまして１億６００万円ほどの増となっております。 

また物件費につきましても、電気・ガス・燃料費といった光熱水費や、公共施設の維持管理

費、こういった部分の委託料等のコストが上昇しております。細かく分析はできておりませんけ

れども、物件費全体で、前年度と比較しますと１億５,８００万円ほどの増。そのうち委託料が

１億２,２００万円の増となっております。こういった部分につきましては、固定経費となると

いうことで、今年度までの影響が懸念されるところでございます。 

影響額の割合ということでございますけれども、一般会計の増額３億３,０００万円に対しま

して、人件費・物件費の増額分が２億６,４００万円ということでございまして、影響額は、こ

ういった形が正しいか分かりませんけれども、影響額は８割ほどあるのではないかというところ

で考えているところでございます。 

○中村 慎一議員   

８割ぐらいということで、２億６,４００万円ぐらいが、こういう高騰にかかる費用であると

いったようなことでありますが、一応、予算審議の前に聞いておきたいというふうに思っている

んですが、こういうふうに非常に予算の経常的な支出が割合も高くなってきていて９０％超えて

いますけれども、非常に普通の政策的経費に使える重要な予算枠というのが、圧縮されてきてい

るのではないかなという、そういう懸念を持ったわけです。 

財調についても３０億円を堅持したいという、そういう答弁でしたけれども、今度の決算積

み立てを見て、そして来年度の予算編成の際の不足額補填とか、そういったものを考えていきま

すと、ひょっとして３０億円を切り込んでいくんじゃないかなというふうな、そういう観測もで

きるというふうに思います。 

あとはもう交付税頼みということで、国が税収はいいんですけれども、外貨の円の落ち込み

からいきますと、非常にインフレというのは、大きな影を落としていくんじゃないかなというふ

うに思います。国はいいんですが、地方は逆に冷え込んできているというような、そういう気が

いたします。 

町財政が緊縮ムードになっていくとなりますと、どうしても地方の私どもの地域の経済とい

うのは、沈滞ムードになっていくんじゃないかなというふうに思うんですが、そこのところで必

要とされる行政サービス、ここの部分はしっかりと確保して、地域経済をしていっていただきた

いなというふうなそういう思いがございますので、そこのところは、本日からのこの委員会審査

の中で、各委員会、それぞれ十分に審査をしていただくということになろうかと思いますが、そ

ういった点についての今後の財政的な見通しというのは、どんな形で捉えていらっしゃるかとい

うことで御説明いただければ、説明をお願いします。 

○垣内 浩隆財政課長   

当初予算編成におきましては先ほどありましたように、住民サービスに影響が出ない形、こ

ういった形に配慮しながら、予算編成に取り組んできたところでございます。 

ただ、先ほど申しましたように、固定的な支出が増える一方で、財源には限りがございます。 

予算編成の中で各担当課におきまして、事務事業の見直し、新規事業を立ち上げる際につい

ては既存事業の廃止や見直し、こういった部分につきましても、現段階から見直し作業を進めて

ほしいということで、来年度以降への予算要求を行ってほしい旨の依頼をしてきたところでござ

います。 

また国による令和８年度の地方財政措置の中で、価格転嫁対策や賃上げ、物価高騰対応とし
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まして、交付税措置が講じられる見込みではございますけれども、これにつきましても７月の交

付税算定の結果を見なければ、現在分からないという形でございまして、確定した財源とはなっ

ておりません。 

そういったことから、当初予算編成におきましては、当面は、この財政調整基金の取崩しを

しながら、確実な歳入を見込んだ上でまた積み戻しもしながら、こういった部分の財政運営をし

ていきたいということで考えているところでございます。 

○川口 憲男議員   

議案説明資料の１０５ページ農林課の中で、県営土地改良事業が、柊野が済みまして、今、

羽有地区が進んでいる状況にあります。この負担金というのは、１０％程度施設費に対する負担

金なんですが、今後、こういう有利な条件の整備事業、これはこれでおしまいなのか。これから

先にどういうような方向性がとられていくのか、また今、羽有地区にしましても、それから、柊

野地区にしても高収益作物を作るんだということで始めてこられたんですが、その流れが、今後

の今年に含めてどういうふうな流れに行くのか。そこんところ、町長に聞くべきですけど、農林

課長のほうから。 

○山口 良浩農林課長   

ただいま御質問のありました県営土地改良事業費でございます。 

羽有地区、そして、柊野地区、事業が完成の方向に向かっているところでありますが、今後、

さつま北部地区、鶴田、神子、求名、中津川、そして河川の工作物の大坪地区、求名でございま

す。そしてまた、防災減災ため池、小松原池、これは船木地区でございます。 

今後においては、防災ため池、湯田の旧塘、新塘、そういうところへ順次計画的に、県のほ

うには要望をしているところでございます。 

そしてまた、中山間総合整備事業についても、北部地区からまた別の地区のほうに、佐志地

区とか、計画を進めているところでございます。 

議員が言われたように、有利な事業を活用しながら、今、負担率が１０％とか、８％とか、

ございます。それをいかに住民の方々、支払いが少なくなるような事業を、私たちのほうで研究

しながら、地域のほうには推進を図っていきたいというふうに考えるところでございます。 

○川口 憲男議員   

課長もう一点、非常にいい事業を取り入れられて、今、柊野と羽有地区で生産性の上がる作

物もされております。 

私も、中山間総合整備事業は、それにつながるのかなあというような形もまたあったんです

けれども、住民の方々から、この２地区だけ、こういういい条件で整備が進むというのは、どう

なのかということもありましたもんですから、改めて、さつま町として、こういう事業をどんど

ん広めていくという傾向にあるということが分かれば、農林業者にとっても、そこの励みができ

てくるんじゃないかと思うのですけれども、先ほど、この中山間総合事業も、そういうふうにな

っていくということになるような話でしたので、それに合わせて、羽有地区あるいは、柊野地区

でサトイモ等をしていますけど、こういう高収益が上がる作物づくりにも努められるような流れ

をつくってほしいと思うのですけれども、その辺の考え方はどうなんでしょう。 

○山口 良浩農林課長   

国の補助事業については、それぞれ要件がございます。議員が言われたように、高収益型の

作物の生産とか、そしてまた、農地管理機構、農地バンクですね。農地バンクに土地を預けて、

そうしなければできないという要件等ございます。 

そしてまた一番大事なのは、地区の方々、地域の方々の合意形成が一番かというふうに考え
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るところでございます。 

今後は、議員が言われた作物も入ることはもちろんのこと、地域の合意形成に向けて、私た

ちのほうも取り組んでいかなければならないというふうに考えるところでございます。 

○宮之脇尚美議員   

今回の当初予算で各種の事業が計上されているわけでございますが、国の予算がまだ決定を

いたしておりません。 

従いまして、まだ未確定事業として留保分があるのかどうか。あれば、その額等をお示しい

ただきたいと思います。 

○垣内 浩隆財政課長   

当初予算編成においての留保の見込みということでございますけれども、現段階で７億円ほ

ど見込んでいるところでございます。 

○新改 秀作議長   

ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第１８号については、配布してあります議案付託表のとお

り、分割してそれぞれ所管の常任委員会に審査を付託します。 

 

△日程第１６「議案第１９号 令和８年度さつま町国民健

康保険事業特別会計予算」、日程第１７「議案第２０号 

令和８年度さつま町後期高齢者医療特別会計予算」、日

程第１８「議案第２１号 令和８年度さつま町介護保険

事業特別会計予算」、日程第１９「議案第２２号 令和

８年度さつま町上水道事業会計予算」、日程第２０「議

案第２３号 令和８年度さつま町農業集落排水事業会計

予算」 

○新改 秀作議長   

 次は、日程第１６「議案第１９号 令和８年度さつま町国民健康保険事業特別会計予算」から

日程第２０「議案第２３号 令和８年度さつま町農業集落排水事業会計予算」までの議案５件を

一括して議題とします。 

 各議案の提案理由については、説明済みであります。 

これから、議案第１９号から議案第２３号までの議案５件について、一括して質疑を行います。

質疑は、ありませんか。 

○有川 美子議員   

１点だけ、お伺いをしてまいります。 

議案第２２号の上水道事業会計予算の中で、予算書の６ページをお開けいただきたいと思い

ます。 

水道事業というのは赤字というところで、大変これから料金をどうやって上げるのか、上げ

なければならないのか、いろんな議論が進んでいく中で、１１款２項５目の他会計負担金という

のが、令和７年度は３７１万３,０００円、そして、令和８年度は６１０万１,０００円、

２３８万８,０００円増となっております。こちらのほうの説明を求めます。 
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○出水  隆水道課長   

 １１款２項２目の他会計負担、他会計補助金のことだと思いますけれども、これが基準外繰入

れのものでありまして、まず１１款２項２目の他会計補助金のほうでございますけれども、そち

らにつきましては、一般会計補助金として９７４万１,０００円ということで今回計上しており

ますが、これにつきましては、職員の人件費１名分を基準外繰入れとして受け入れるものでござ

います。 

また、５目の他会計負担金でございます。 

こちらのほうが、先ほど質問をいただいた分でございます。６１０万１,０００円、この内容

としましては、企業債の償還利息に対する繰入金でございまして、昨年度、新たに企業債を借入

れた分の利息分が増えたものでございます。昨年と比較しますとプラスの２３８万８,０００円

増というような形になっております。 

○新改 秀作議長   

 ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第１９号から議案第２３号までの議案５件については、配

布してあります議案付託表のとおり、各常任委員会に審査を付託します。 

 

△散  会   

○新改 秀作議長   

 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 ３月２５日は午前９時３０分から本会議を開き、各議案の審議を行います。 

 本日は、これで散会します。 

散会時刻 午前１０時１８分   
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内 村 千 鶴 ほけん総括監      久保田 春 彦 こ ど も 課 長 

山 口 良 浩 農 林 課 長     太 田 竜 也 産業・定住支援室長 

原 田 健 二 建 設 課 長     出 水   隆 水 道 課 長 

木 場 哲 志 消 防 長     藤 園 育 美 教育総務課長 

中 村 英 美 社会教育課長 
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○本日の会議に付した事件 

第 １ 議案第 ４号 さつま町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制

定について 

第 ２ 議案第 ５号 さつま町公告式条例の一部改正について 

第 ３ 議案第 ６号 さつま町情報公開条例の一部改正について 

第 ４ 議案第 ７号 さつま町行政手続条例の一部改正について 

第 ５ 議案第 ８号 さつま町職員の給与に関する条例等の一部改正について 

第 ６ 議案第 ９号 さつま町社会体育施設条例の一部改正について 

第 ７ 議案第１０号 さつま町歴史民俗資料館施設条例の一部改正について 

第 ８ 議案第１１号 さつま町公設地方卸売市場条例の一部改正について 

第 ９ 議案第１２号 さつま町火入れに関する条例の一部改正について 

第１０ 議案第１３号 さつま町営住宅等条例の一部改正について 

第１１ 議案第１４号 さつま町火災予防条例の一部改正について 

第１２ 議案第１５号 さつま町宮之城文化センター条例の廃止について 

第１３ 議案第１６号 さつま町公の施設使用料徴収条例の一部改正について 

第１４ 議案第１７号 さつま町公共施設整備基金条例の一部改正について 

第１５ 議案第１８号 令和８年度さつま町一般会計予算 

第１６ 議案第１９号 令和８年度さつま町国民健康保険事業特別会計予算 

第１７ 議案第２０号 令和８年度さつま町後期高齢者医療特別会計予算 

第１８ 議案第２１号 令和８年度さつま町介護保険事業特別会計予算 

第１９ 議案第２２号 令和８年度さつま町上水道事業会計予算 

第２０ 議案第２３号 令和８年度さつま町農業集落排水事業会計予算 

第２１ 議案第２５号 第３次さつま町総合振興計画基本構想の策定について 

第２２ 議案第２６号 さつま町過疎地域持続的発展計画の策定について 

第２３ 議案第２７号 令和７年度さつま町一般会計補正予算（第１１号） 

第２４ 議案第２８号 令和７年度さつま町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

第２５ 議案第２９号 令和７年度さつま町後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号） 

第２６ 議案第３０号 令和７年度さつま町介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

第２７ 議案第３１号 財産の処分について 

第２８ 議案第３２号 財産の処分について 

第２９ 議案第３３号 財産の処分について 

第３０ 議案第３４号 財産の処分について 

第３１ 議案第３５号 財産の処分について 

第３２ 議案第３６号 財産の処分について 

第３３ 議案第３７号 財産の処分について 

第３４ 議案第３８号 令和８年度さつま町一般会計補正予算（第１号） 

第３５ 議案第３９号 さつま町教育長の任命について 

第３６ 議案第４０号 さつま町教育委員会委員の任命について 

第３７ 議案第４１号 さつま町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

第３８ 議案第４２号 さつま町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

第３９ 議案第４３号 さつま町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

第４０ 議案第４４号 さつま町人権擁護委員候補者の推薦について 
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第４１ 陳情第 １号 自衛隊弾薬庫建設計画に関し、誰でも参加できる住民説明会の開催を防

衛省に求める陳情書 

第４２ 発委第 １号 さつま町議会会議規則の一部改正について 

第４３ 報告第 １号 令和７年度さつま町土地開発公社事業会計補正予算（第２号）について 

第４４ 報告第 ２号 令和７年度さつま町土地開発公社事業会計補正予算（第３号）について 

第４５ 報告第 ３号 令和８年度さつま町土地開発公社事業計画及び事業会計予算について 

第４６ 議員派遣の件 

第４７ 閉会中の継続審査・調査の件 
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△開  議  午前９時３０分   

○新改 秀作議長   

 おはようございます。ただいまから、令和８年第１回さつま町議会定例会第５日の会議を開き

ます。 

 本日の日程は、配布してあります議事日程のとおりであります。 

 なお、常任委員会審査の過程で補足説明資料等に印刷誤りがあり、執行部から訂正の申出を受

けて審査が行われております。配布のありました正誤表により、訂正されたものとして取り扱う

ことを御了承願います。 

 

△日程第１「議案第４号 さつま町特定乳児等通園支援事

業の運営に関する基準を定める条例の制定について」、

日程第２「議案第５号 さつま町公告式条例の一部改正

について」、日程第３「議案第６号 さつま町情報公開

条例の一部改正について」、日程第４「議案第７号 さ

つま町行政手続条例の一部改正について」、日程第

５「議案第８号 さつま町職員の給与に関する条例等の

一部改正について」、日程第６「議案第９号 さつま町

社会体育施設条例の一部改正について」、日程第７「議

案第１０号 さつま町歴史民俗資料館施設条例の一部改

正について」、日程第８「議案第１１号 さつま町公設

地方卸売市場条例の一部改正について」、日程第９「議

案第１２号 さつま町火入れに関する条例の一部改正に

ついて」、日程第１０「議案第１３号 さつま町営住宅

等条例の一部改正について」、日程第１１「議案第

１４号 さつま町火災予防条例の一部改正について」、

日程第１２「議案第１５号 さつま町宮之城文化セン

ター条例の廃止について」、日程第１３「議案第１６号 

さつま町公の施設使用料徴収条例の一部改正について」、

日程第１４「議案第１７号 さつま町公共施設整備基金

条例の一部改正について」、日程第１５「議案第１８号 

令和８年度さつま町一般会計予算」、日程第１６「議案

第１９号 令和８年度さつま町国民健康保険事業特別会

計予算」、日程第１７「議案第２０号 令和８年度さつ

ま町後期高齢者医療特別会計予算」、日程第１８「議案

第２１号 令和８年度さつま町介護保険事業特別会計予

算」、日程第１９「議案第２２号 令和８年度さつま町

上水道事業会計予算」、日程第２０「議案第２３号 令

和８年度さつま町農業集落排水事業会計予算」 

○新改 秀作議長   

 日程第１「議案第４号 さつま町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の

制定について」から、日程第２０「議案第２３号 令和８年度さつま町農業集落排水事業会計予

算」までの議案２０件を一括して議題とします。 
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これから、それぞれの常任委員会に付託した議案について、各委員長の審査報告を求めます。 

 まず、総務厚生常任委員長の審査報告を求めます。 

〔柏木 幸平総務厚生常任委員長登壇〕 

○柏木 幸平総務厚生常任委員長   

皆さん、おはようございます。総務厚生常任委員会の審査の過程と結果について、御報告を申

し上げます。 

当委員会に付託されました議案については、現地調査も踏まえ、慎重に審査を行った結果、

「議案第４号 さつま町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定につい

て」、「議案第５号 さつま町公告式条例の一部改正について」、「議案第６号 さつま町情報

公開条例の一部改正について」、「議案第７号 さつま町行政手続条例の一部改正について」、

「議案第８号 さつま町職員の給与に関する条例等の一部改正について」、「議案第１４号 さ

つま町火災予防条例の一部改正について」、「議案第１７号 さつま町公共施設整備基金条例の

一部改正について」、「議案第１８号 令和８年度さつま町一般会計予算」関係分、「議案第

１９号 令和８年度さつま町国民健康保険事業特別会計予算」、「議案第２０号 令和８年度さ

つま町後期高齢者医療特別会計予算」、「議案第２１号 令和８年度さつま町介護保険事業特別

会計予算」及び「議案第２３号 令和８年度さつま町農業集落排水事業会計予算」、以上の議案

１２件については、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。 

審査の過程について、その主な概要を申し上げます。 

まず、議案第４号であります。 

今回の制定は、さつま町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例に基

づき、認可を受けた事業者が、公費負担の給付対象として適していることの確認を受けるための

基準を定めるため、条例を制定するものであります。 

質疑の中で、当該事業を含め、子ども・子育て支援事業については、手厚い支援がなされて

いるものの、今後は乳幼児等が減少すると思われる。今後の保育所等の在り方について、どのよ

うに考えているかただしましたところ、出生数は年々減少し続けており、各保育所等の経営も苦

しくなってきている。各保育所等においては、様々な努力をされているが、出生数の減少につい

ては根本的な部分で何らかの措置が必要になってくると考えており、今後も継続して各保育所等

と協議を行っていくとのことであります。 

この回答を受けて、今後は厳しい状況が見込まれるため、行政も積極的に関与しながら対応

するように要請したところであります。 

次は、議案第１４号であります。 

今回の改正は、消防庁次長通知により、条例準則の一部改正が行われたことから、本条例の

一部を改正しようとするものであります。改正の主な内容は、近年のサウナブームを背景に、屋

内の浴室等でサウナ室に設置されているサウナ設備とは異なり、屋外でのテント等にサウナス

トーブを設置する簡易的なサウナ設備が増加していることから、必要な基準を定めるものであり

ます。 

質疑の中で、町内の一般サウナ設備における点検の実施状況についてただしましたところ、

営業中の一般サウナ設備が４箇所、営業開始前の施設が１箇所あり、先般、東京都内でサウナ設

備の火災が発生した際に、現地調査等を改めて実施したとのことであります。また、消火器の設

置状況については、定期的な立入検査の際に点検を実施しており、毎年消防署に提出される点検

報告書を確認し、交換時期が過ぎているものについては指導を行っているとのことであります。 

次は、議案第１７号であります。 
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今回の改正は、公共施設等において整備や長寿命化・除却等も含め、総合的に管理するため

の財源として柔軟に活用できるよう本条例の一部を改正するものであります。また、さつま町文

化施設建設基金条例を廃止し、廃止前に積み立てられた現金等は、本条例による改正後の基金に

積み立てられたものとみなすものであります。 

質疑の中で、宮之城文化センターの廃止に伴い、今後は薩摩農村環境改善センターのさらな

る利用が見込まれるが、今後改修等については検討しているのかただしましたところ、屋根や駐

車場の舗装整備、照明等の改修を計画しているとのことであります。 

次は、議案第１８号の関係分であります。 

歳出の２款１項５目、交通防災費には、防犯事業費として８６８万４,０００円が計上されて

おります。これは、町が管理する防犯灯の設置及び修繕に係る経費、防犯カメラの賃借料、各公

民会が管理する防犯灯の設置及び修繕に係る費用への補助金、地区防犯協会への運営補助金等で

あります。 

質疑の中で、防犯カメラの設置について、リース方式である理由と撮影された記録データの

管理状況についてただしましたところ、これまでは工事請負費にて設置してきたが、リース方式

のほうが費用を抑えることができることから、令和５年度からリース方式で設置している。また、

記録データについては町で管理しており、事故の際の警察署への情報提供や行方不明者の捜査時

に活用しているとのことであります。 

次に、２款１項７目、企画費には、創生ＧＤＸセンター事業に係る経費として４,５７２万円

が計上されております。これは、センターの運営やプロジェクトの進行管理に係る経費、先進地

視察等に係る経費であります。 

質疑の中で、業務委託料として４,４５０万９,０００円が計上されているが、うましき里き

ららの楽校ではどのような活動を行っているのかただしましたところ、さつま町創生ＧＤＸセン

ターとして、コールセンター業務を行っており、今後はデジタル人材の育成や企業への伴走支援

を行っていくとのことであります。また、当該施設においては現地調査を行い、高度なセキュリ

ティー体制や実際の業務の様子を確認したところであります。 

次に、２款１項１２目、財産管理費には、財産管理事務費として８,９４８万９,０００円が

計上されております。これは、普通財産及び公用車等の維持管理費や、各施設の光熱水費、修繕

費、公共施設等の清掃業務等に要する経費であります。 

質疑の中で、公共施設清掃業務の委託料として４,６８５万円が計上されているが、前年度と

比較して増額となった理由についてただしましたところ、これらの業務はシルバー人材センター

に委託するものであるが、人件費の時間単価の上昇や、今年度末に行政財産から普通財産となる

施設等の除草作業箇所が増えたこと等が主な要因であるとのことであります。 

次に、２款３項１目、戸籍住民基本台帳費には、マイナンバー事業費として６３９万

８,０００円が計上されております。これは、マイナンバーカードの申請受付及び交付事務等を

行うための経費であり、住基ネットワークシステムに係る機器賃借料等であります。 

質疑の中で、マイナンバーカードの申請及び交付手続について、これまでも毎月、日曜日に

開庁する等の対応をとっているが、令和８年度における日曜開庁の実施予定と職員体制について

ただしましたところ、今年度と比較して令和８年度は、更新者数が２倍ほど見込まれることから、

引き続き午前中に限り日曜開庁を行う予定であり、職員は２名体制での対応を考えている。また、

令和９年度には更新者数がさらに増える見込みであることから、職員の体制や手続きに必要な機

器の増設等も含めて対応を検討していくとのことであります。 

次に、３款１項２目、老人福祉費には、心の通う福祉の町づくり推進事業費として
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１,８１２万８,０００円が計上されております。これは、高齢者いきいきチケット事業に係る経

費や高齢者クラブ連合会への補助金、敬老祝い金等の経費であります。 

質疑の中で、高齢者いきいきチケットの交付状況が４７％程度であることについて、利用状

況は温泉が最も多く、次いでタクシー利用となっているとのことであるが、交付率を上げるため

に使用できる対象を見直す考えはないかただしましたところ、事業を開始した令和５年度以降、

交付率は年々増加傾向にあるものの、利用者からも事業の見直しについての意見をいただいてい

る。令和８年度に策定を予定している「高齢者福祉計画・第１０期介護保険事業計画」に併せて、

アンケート調査の結果も踏まえながら、事業の見直しを検討するとのことであります。 

次は、議案第２１号であります。 

歳出の２款１項１目、介護サービス給付費には、２６億５,６８０万円が計上されております。

これは、施設介護サービス給付費等の介護が必要とされる方を対象とする保険給付費であります。 

また、歳出の２款１項２目、介護予防サービス給付費には１億１,６５８万円が計上されてお

ります。これは、支援が必要とされる予防対象者の保険給付費であります。 

質疑の中で、在宅介護サービスの給付費が前年度と比較して減額となっている理由について

ただしましたところ、令和６年度に訪問介護事業所数が廃業により減少した影響もあり、在宅介

護から施設入所へ移行する傾向にある。その結果、在宅介護サービスの給付費が減少し、施設介

護サービスの給付費が増加傾向にあるとのことであります。 

最後に、空き家の課税の在り方について、特に町長の出席を求め、見解をただしたところで

あります。 

長年にわたり放置された空き家に係る固定資産税の住宅用地特例の適用について、全国では

空き家に対する住宅用地特例を解除し、空き家の解体・撤去の促進を図っている自治体がある。 

本町も長年放置された家屋があるかと思うが、解体・撤去の促進を図るために、こうした対

応を行う必要があるのではないか。また、近年の工事単価の増額に伴い、空き家の解体・撤去に

係る補助金の補助率を見直すべきではないか町長の見解をただしたところ、本町においては、令

和６年度時点で、空き家が約２,５００件、そのうち老朽化して著しく利用困難と思われる家屋

が約３００件確認されている。これらの対応については、空家等対策の推進に関する特別措置法

及び条例に基づき、家屋の所有者に対して連絡をとりながら、適正管理についての指導を行って

いるとのことである。 

この特別措置法では、倒壊の危険等がある不良住宅を「特定空家等」として、そのまま放置

した場合、いずれ特定空家等になるおそれのある空き家等を「管理不全空家等」として位置づけ

ており、所有者に対して改善指導を行っても是正が見られず、特別措置法に基づく勧告を行った

場合は、当該宅地に対する固定資産税の住宅用地特例の適用対象から除外される仕組みとなって

いる。これまで、町民の安全な住環境を守るため、調査結果を有効に活用し、所有者と粘り強く

交渉しながら適正管理をお願いしてきているところであるが、今後は、再三の指導にも関わらず

放置され、周辺に著しい悪影響を及ぼす不良住宅に対しては、法に基づく勧告を厳格に実施し、

固定資産税の住宅用地特例の解除を行うことで、危険家屋の解消につなげていきたいと考えてい

る。また、解体・撤去に伴う補助金については、令和８年度から見直しを行ったところであるが、

近年の物価高騰等が進んでいる状況と乖離している部分もあるため、ある程度、年限を区切って

補助金の増額を行い、集中的に解体・撤去を促していくことで効果が出てくるものと考えている。

これらの対応については、今後早急に協議を進めていきたいとのことであります。 

この回答を受けて、補助事業の集中的な実施と、空き家に対する固定資産税の住宅用地特例

の解除について検討され、空き家の解体・撤去の促進が図られるよう強く要請したところであり
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ます。 

以上、審査の概要等を申し上げましたが、報告の中で直接触れなかった事項につきましても、

慎重に審査した次第であります。 

以上で、総務厚生常任委員会の報告を終わります。 

〔柏木 幸平総務厚生常任委員長降壇〕 

○新改 秀作議長   

 これから、総務厚生常任委員長の報告に対する質疑を行います。質疑は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

 質疑なしと認めます。これで、総務厚生常任委員長に対する質疑を終わります。 

 次に、文教経済常任委員長の審査報告を求めます。 

〔橋之口富雄文教経済常任委員長登壇〕 

○橋之口富雄文教経済常任委員長   

おはようございます。文教経済常任委員会の審査の過程と結果について、御報告申し上げま

す。 

当委員会に付託されました議案については、慎重に審査を行った結果、「議案第９号 さつ

ま町社会体育施設条例の一部改正について」、「議案第１０号 さつま町歴史民俗資料館施設条

例の一部改正について」、「議案第１１号 さつま町公設地方卸売市場条例の一部改正につい

て」、「議案第１２号 さつま町火入れに関する条例の一部改正について」、「議案第１３号 

さつま町営住宅等条例の一部改正について」、「議案第１５号 さつま町宮之城文化センター条

例の廃止について」、「議案第１６号 さつま町公の施設使用料徴収条例の一部改正について」、

「議案第１８号 令和８年度さつま町一般会計予算」関係分及び「議案第２２号 令和８年度さ

つま町上水道事業会計予算」、以上の議案９件については、いずれも原案のとおり可決すべきも

のと決定した次第であります。 

審査の過程について、その主な概要を申し上げます。 

まず、議案第１０号であります。 

今回の改正は、さつま町公共施設等総合管理計画に基づき、さつま町ふるさと薩摩の館を廃

止することに伴い、本条例の一部を改正しようとするものであります。 

質疑の中で、寄託品の取扱いについてただしましたところ、現在、所有者への意思確認を行

っており、返却または寄贈による対応を進めているとのことであります。 

次は、議案第１２号であります。 

今回の改正は、令和７年大船渡市林野火災を受けて、さつま町火災予防条例に林野火災注意

報及び林野火災警報が追加されたことに伴い、本条例の一部を改正するものであります。 

質疑の中で、規制強化により営農上の野焼きが困難になり、生産者に負担を強いるのではな

いかただしましたところ、火入れが制限されることで生産者に一定の負担を与えることは認識し

ているが、林野火災防止の観点から必要不可欠な改正である。大船渡市の事例等を踏まえ、安全

確保を最優先に理解を求めたいとのことであります。 

この回答を受けて、広報紙や防災無線による周知のほか、公民館長や消防団等、地域と連携

した周知活動にも取り組まれるよう要請したところであります。 

次は、議案第１３号であります。 

今回の改正は、東谷北団地１棟３戸及び中津川団地２棟５戸を用途廃止することに伴い、本

条例の一部を改正しようとするものであります。 
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次は、議案第１５号であります。 

今回の廃止は老朽化により、さつま町宮之城文化センターを廃止することに伴い、本条例を

廃止しようとするものであります。 

廃止の理由として、施設は昭和４８年の建設から５２年が経過しており、老朽化が著しいこ

と、また、大規模改修を実施するとすれば多額の費用を要することに加え、地質調査の結果、良

質な支持基盤の確認ができなかったこと等から廃止を判断したとのことであります。 

次は、議案第１８号の関係分であります。 

まず、歳出の７款１項３目、観光振興事務費には、ねぶた購入関係の経費として５１１万

７,０００円が計上されております。 

ねぶたについては、平成２８年に寄附されたものが老朽化していることから、令和８年度か

ら制作に入り、令和９年度の夏祭りから使用するものであります。 

質疑の中で、ねぶたの発注方法は電話にて依頼予定とのことであるが、直接、現地を訪問し

て依頼すべきではないかただしましたところ、今回は友好交流町である青森県鶴田町からねぶた

師を紹介してもらい、ねぶた製作を依頼する計画である。今後、現地での詳細な協議等を含めて

検討していきたいということであります。 

この回答を受けて、高額の経費を投じて製作する「ねぶた」であることから、友好交流町と

して直接協議を行い、町の夏祭りにふさわしい作品の制作に取り組まれるよう要請したところで

あります。 

次に、７款１項８目、移住定住促進費には、民間賃貸住宅改修事業補助として５００万円が

計上されております。本事業は、令和８年度から３年間の新規事業として実施するもので、建築

後１０年以上の既存賃貸住宅を対象に、住戸部分の改修費が１戸当たり５０万円以上のものに補

助するものであります。補助率は町内施工業者が改修費の２分の１、町外施工業者が３分の１で、

いずれも上限額は５００万円、申請回数は同一住宅で２回まで可能とするものであります。 

質疑の中で、新規事業の予算が１件分のみだが積極的に募集し、件数を確保すべきではない

かただしましたところ、実績を見ながら対応するため、まずは１件分を計上したものである。需

要が増えた場合は、補正予算で対応したいとのことであります。 

次に、８款１項１目、土木総務費には、危険家屋解体撤去事業費として８００万円が計上さ

れております。 

令和８年度から補助限度額の見直しを行い、特に危険度が高い家屋への補助を４０万円から

５０万円に、通常の危険家屋への補助を２０万円から３０万円に引き上げるものであります。 

質疑の中で、危険家屋解体撤去事業は補助限度額が引上げられたが、住宅リフォーム支援事

業が現状維持である理由をただしましたところ、危険家屋については、昨年の一般質問等の指摘

を受け制度の見直しを行ったものである。リフォーム支援事業については、令和７年度の申請状

況を踏まえ現状維持したとのことであります。 

次に、１０款２項１目、学校管理費、小学校共通管理費には、令和８年度から開始する合同

水泳授業等に係る民間バス借り上げ料として２４７万１,０００円が計上されております。 

質疑の中で、各校で水泳授業を実施していた際と比較して費用対効果はどうか、また、使用

しなくなったプール管理はどうなるかただしましたところ、１校あたり２,０００万円以上が必

要な大規模修繕費を抑制できるメリットは大きい。併せて、引き続き、各校のプールを継続使用

した場合、薬剤料や水道料などの通常の維持管理経費が継続的に生じることも考慮されていると

のことであります。不使用となったプールについては、再度活用する場合に備え、プール機能を

維持するため、水を張ったままメッシュシート等で被覆し、ボウフラや藻の対策を行う計画であ
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るとのことであります。 

次に、１０款３項２目、教育振興費、地域部活動推進事業費には、地域クラブ活動指導者謝

金として６９万円が計上されております。 

質疑の中で、今回の謝金が剣道クラブのみを対象としている理由は何か、他の競技も平等に

支援すべきではないかただしましたところ、本事業は国・県の補助事業で、規約や活動計画が明

確な「ＳＡＳ－ＳＹＵ～薩州～剣道クラブ」をテストケースとして計上した。年度途中でも申請

は可能であるため、受皿となる団体の状況を慎重に見極めながら、他競技への拡大も検討してい

きたいとのことであります。 

この回答を受けて、特定の競技だけではなく、町内のスポーツ少年団やクラブ活動全体の状

況を把握し、補助対象の拡大に向けた受皿整備の指導を行うよう要請したところであります。 

次に、１０款６項３目、学校給食費には、学校給食費助成費として３,０６５万６,０００円

が計上されております。令和８年度から国が進める学校給食費の抜本的な負担軽減に伴い、小学

生については一人当たり月額５,２００円を上限とする国の補助金に加え、物価高騰等による上

昇分との差額を、町が助成することで保護者負担がゼロとするものであります。また、中学生に

ついては、国の補助対象外であることから、保護者負担額を現行の月額３,０００円から

２,０００円に減額し、物価高騰等による上昇分との差額を町が助成するものであります。 

質疑の中で、県内自治体で完全無償化とする動きはどの程度あるか、また、本町で中学生か

ら徴収を続ける理由は何かただしましたところ、県内本土２５自治体を調査したところ、小中と

もに負担なしの完全無償化が１５団体、小学生のみ負担なしの中学生一部負担が本町を含む９団

体、小中ともに一部負担金を徴収する団体が１団体という状況である。徴収を継続することにつ

いては、国からの補助がないことに加え、食の大切さを実感するためには一定の受益者負担は必

要との町長方針による判断であるとのことであります。 

この回答を受けて、近隣自治体や国の動向を注視し、情報収集を行うよう要請したところで

あります。 

次は、議案第２２号であります。 

収益的収入でありますが、１１款１項１目、給水収益には、水道使用料として３億

６,７０４万１,０００円が計上されております。給水人口及び使用水量の減少に伴い、前年度と

比較して５５４万７,０００円を減額するものであります。 

最後に、次の２点については、特に町長の出席を求め、見解をただしたところであります。 

まず、スマート農業補助の補助率・上限額については、スマート農業に係る機械は高額とな

るため、普及・振興を図るためには補助率の引き上げや補助上限額の増額が必要ではないかただ

しましたところ、スマート農業の重要性は十分に認識している。物価高騰により農業機械の価格

上昇が続いている中、令和８年度は予算枠を増額した。まずは国・県の補助事業を優先的に活用

いただき対象とならないものについては、町単独事業を活用する方針である。今後の経済情勢や

補助金の申請・活用状況等を見ながら、補助率・上限額のさらなる見直しについても検討してい

きたいとのことであります。 

この回答を受けて、補助金の利用実績がない場合、補助率の低さが原因である可能性も否定

できないことから、実験的にモデルケースを設けて効果を検証しながら振興を進めるなど、国・

県補助事業との連携を図りつつ、補助制度の具体的な充実に向けて取り組んでいただきたいと要

請したところであります。 

次に、有害鳥獣対策事業における補助上限額の引き上げについては、電柵等設置補助の補助

率が３分の１以内から２分の１以内に引き上げられたが、補助上限額は据え置きのままである。
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実質的な補助増額にならないことから、上限額の引き上げが必要ではないかただしましたところ、

本事業は年間３５件程度の実績があり、令和８年度予算額を１２０万円から１５０万円に増額し

て広く活用いただける体制を整えた。補助上限額の引き上げについては容易ではないものの、昨

今の物価高騰の状況を踏まえ、令和８年４月以降に要綱改正を含めた対応を検討したい。併せて、

集団化による取組を推進することで、国の事業も活用できることから、地域の周知・情報提供に

も努めていきたいということであります。 

この回答を受けて、地元集落での集団的な鳥獣対策の実績を踏まえ、地域住民に対して丁寧

な周知徹底を図るとともに、補助上限額の引き上げについては、物価高騰の実態に即した具体的

な対応をしっかりと進めていただきたいと要請したところであります。 

以上、審査の概要等を申し上げましたが、報告の中で直接触れなかった事項につきましても、

慎重に審査した次第であります。 

以上で、文教経済常任委員会の報告を終わります。 

〔橋之口富雄文教経済常任委員長降壇〕 

○新改 秀作議長   

 これから、文教経済常任委員長の報告に対する質疑を行います。質疑は、ありませんか。 

〔有川 美子議員登壇〕 

○有川 美子議員   

改めまして、おはようございます。所属をしております常任委員会が違いますので、文教経

済常任委員長に質問をさせていただきます。 

私が質問させていただくのは、「議案第１８号 令和８年度さつま町一般会計予算」の

１０款６項３目、学校給食費の中、学校給食費の助成費として３,０６５万６,０００円が計上さ

れております。 

小学生、中学生の児童生徒の保護者の負担軽減という観点からの補助でございますが、義務

教育は小学校６年、中学校３年の９年間でございます。小学校を無償化にするのであれば、中学

生も同時に無償化する、差をつけないというのが本来であると考えております。この審査過程に

ついて、再度説明を求めます。 

〔有川 美子議員降壇〕 

〔橋之口富雄文教経済常任委員長登壇〕 

○橋之口富雄文教経済常任委員長   

ただいまの質問にお答えいたします。 

議案第１８号の学校給食センター関係分、１０款６項３目、学校給食費助成費３,０６５万

６,０００円の審査過程についてであります。 

本予算は、令和８年度から国が進める学校給食費の抜本的な負担軽減に伴うものであります。

小学生については、一人当たり月額５,２００円を上限とする国の補助金に加え、物価高騰等に

よる上昇分との差額を町が助成することで保護者負担をゼロとするものであります。中学生につ

いては、国の補助対象外であることから、保護者負担額を現行の月額３,０００円から

２,０００円に減額し、差額を町が助成するものであります。 

審査の過程では、まず教職員に対する給食費補助についての質疑がありました。昨年度まで

地産地消推進費として年額６,０００円を補助していたものを、今年度は他自治体の動向も踏ま

え、月額精算時に生じる１００円未満の端数分を町が負担する形に変更したとのことであります。 

次に、中学生の一部負担を継続する理由と他自治体の動向について質疑がありました。 

県内本土２５自治体を調査したところ、完全無償化が１５団体、本町を含む一部負担継続が
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９団体、小中ともに一部負担が１団体との状況であります。中学生から徴収を継続することにつ

いては、国の補助がないことに加え、食の大切さを実感するためには一定の受益者負担が必要と

の町長方針によるものとの回答がありました。 

この回答を受けて、近隣自治体や国の動向を注視し、情報収集を行うよう要請したところで

あります。 

なお、本委員会における審査は以上のとおりであり、これ以上の事項については審査してお

りません。 

以上が、審査過程の概要であります。 

〔橋之口富雄文教経済常任委員長降壇〕 

〔有川 美子議員登壇〕 

○有川 美子議員   

再度、質問をさせていただきます。 

今、小・中学校同時無償化についての審査過程の説明をいただきましたが、もう一点、国の

補助金が小学生の保護者を対象に月５,２００円来ておりますが、これは恒久的な財源の確保と

いうところに私は疑問がございます。 

なぜならば、この財源が確保できなければ、さつま町の財源にやはりそこの負担が将来かか

ってくると考えるからであります。この財源確保の点についての審査、議論というのはなかった

でしょうか。 

〔有川 美子議員降壇〕 

〔橋之口富雄文教経済常任委員長登壇〕 

○橋之口富雄文教経済常任委員長   

ただいまの質問にお答えいたします。 

助成については、国の補助事業でありまして、その件につきましては、委員会のほうでは審

査しておりません。 

〔橋之口富雄文教経済常任委員長降壇〕 

○新改 秀作議長   

 ほかに質疑は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

 質疑なしと認めます。これで、文教経済常任委員長に対する質疑を終わります。 

 これから順に、討論、採決を行います。 

 まず、議案第４号について、討論を行います。討論は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから「議案第４号 さつま町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の

制定について」を採決します。 

 議案第４号に対する総務厚生常任委員長の報告は、原案可決です。 

 お諮りします。委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長  

 異議なしと認めます。よって、「議案第４号 さつま町特定乳児等通園支援事業の運営に関す

－ 152 －



る基準を定める条例の制定について」は、委員長報告のとおり原案可決されました。 

 次に、議案第５号から議案第１７号までの議案１３件について、一括して討論を行います。討

論は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから「議案第５号 さつま町公告式条例の一部改正について」から「議案第１７号 さつ

ま町公共施設整備基金条例の一部改正について」までの議案１３件を一括して採決します。 

 議案第５号から議案第１７号までの議案１３件に対する各委員長の報告は、原案可決です。 

 お諮りします。各委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

 異議なしと認めます。よって、「議案第５号 さつま町公告式条例の一部改正について」から

「議案第１７号 さつま町公共施設整備基金条例の一部改正について」までの議案１３件は、各

委員長報告のとおり原案可決されました。 

 次に、議案第１８号について、討論を行います。討論は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから「議案第１８号 令和８年度さつま町一般会計予算」を採決します。この採決は、起

立によって行います。 

各本案に対する各委員長の報告は、原案可決です。 

 各委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○新改 秀作議長  

 起立多数です。よって、「議案第１８号 令和８年度さつま町一般会計予算」は、各委員長報

告のとおり原案可決されました。 

次に、議案第１９号から議案第２３号までの議案５件について、一括して討論を行います。討

論は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから「議案第１９号 令和８年度さつま町国民健康保険事業特別会計予算」から「議案第

２３号 令和８年度さつま町農業集落排水事業会計予算」までの議案５件を一括して採決します。

この採決は、起立によって行います。 

議案第１９号から議案第２３号までの議案５件に対する各委員長の報告は、原案可決です。 

各委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○新改 秀作議長  

 起立全員です。よって、「議案第１９号 令和８年度さつま町国民健康保険事業特別会計予

算」から「議案第２３号 令和８年度さつま町農業集落排水事業会計予算」までの議案５件は、

各委員長報告のとおり原案可決されました。 
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△日程第２１「議案第２５号 第３次さつま町総合振興計

画基本構想の策定について」   

○新改 秀作議長   

 次は、日程第２１「議案第２５号 第３次さつま町総合振興計画基本構想の策定について」を

議題とします。 

本案の提案理由については、説明済みであります。 

これから質疑を行います。質疑は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっています議案第２５号は、会議規則３９条第３項の規定に

よって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

 異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定しました。 

これから討論を行います。討論は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから「議案第２５号 第３次さつま町総合振興計画基本構想の策定について」を採決しま

す。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」という者あり〕 

○新改 秀作議長  

 異議なしと認めます。よって、「議案第２５号 第３次さつま町総合振興計画構想の策定につ

いて」は、原案のとおり可決されました。 

 

△日程第２２「議案第２６号 さつま町過疎地域持続的発

展計画の策定について」   

○新改 秀作議長   

 次は、日程第２２「議案第２６号 さつま町過疎地域持続的発展計画の策定について」を議題

とします。 

 本案の提案理由については、説明済みであります。 

 これから質疑を行います。質疑は、ありませんか。 

〔「なし」という者あり〕 

○新改 秀作議長   

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

お諮りします。ただいま議題となっております議案第２６号は、会議規則第３９条第３項の規

定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」という者あり〕 

○新改 秀作議長   
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 異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定しました。 

 これから討論を行います。討論は、ありませんか。 

〔「なし」という者あり〕 

○新改 秀作議長   

 討論なしと認めます。これで討論をおわります。 

これから「議案第２６号 さつま町過疎地域持続的発展計画の策定について」を採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」という者あり〕 

○新改 秀作議長   

異議なしと認めます。よって、「議案第２６号 さつま町過疎地域持続的発展計画の策定につ

いて」は、原案のとおり可決されました。 

ここでしばらく休憩します。再開は、おおむね１０時３０分とします。 

 

休憩 午前１０時１９分 

 

再開 午前１０時３０分 

 

○新改 秀作議長   

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  

△日程第２３「議案第２７号 令和７年度さつま町一般会

計補正予算（第１１号）」、日程第２４「議案第２８号 

令和７年度国民健康保険事業会計補正予算（第３号）」、

日程第２５「議案第２９ 令和７年度さつま町後期高齢

者医療特別会計補正予算（第４号）」、日程第２６「議

案第３０号 令和７年度さつま町介護保険事業特別会計

補正予算（第３号）」 

○新改 秀作議長   

次は、日程第２３「議案第２７号 令和７年度さつま町一般会計補正予算（第１１号）」か

ら日程第２６「議案第３０号 令和７年度さつま町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）」

までの議案４件を一括して議題とします。 

各議案について、提案理由の説明を求めます。 

〔上野 俊市町長登壇〕 

○上野 俊市町長   

それでは、議案第２７号から議案第３０号まで一括して提案の理由を申し上げます。 

まず、「議案第２７号 令和７年度さつま町一般会計補正予算（第１１号）」についてであ

ります。 

これは、保育所運営費に要する経費及び児童福祉費、障害者福祉費、社会福祉総務費並びに

その他所要の経費を補正しようとするもので、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１億

８,１８１万４,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１５９億

３,０３５万円とするものであります。 

次に、「議案第２８号 令和７年度さつま町国民健康保険事業特別会計補正予算（第
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３号）」についてであります。 

これは、償還金に要する経費及び特定健康診査等事業費、保健衛生普及費、医療費適正化対

策費並びにその他所要の経費を補正しようとするもので、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ３０３万８,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２７億６,６２９万

７,０００円にしようとするものであります。 

次に、「議案第２９号 令和７年度さつま町後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）」

についてであります。 

これは、健康診査費に要する経費及び高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施に係る事

業費、賦課徴収費並びにその他所要の経費を補正しようとするもので、歳入歳出予算の総額から

歳入歳出それぞれ２５７万３,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億

２,８４１万円にしようとするものであります。 

次に、「議案第３０号 令和７年度さつま町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）」に

ついてであります。 

これは、介護予防サービス給付費及び介護サービス給付費、介護予防・生活支援サービス事

業費、高額介護給付費並びにその他所要の経費を補正しようとするもので、歳入歳出予算の総額

から歳入歳出それぞれ８,４７４万６,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ３２億３,０５０万４,０００円にしようとするものであります。 

内容につきましては、それぞれ所管の課長に説明させますので、よろしく御審議くださるよ

うお願いいたします。 

〔上野 俊市町長降壇〕 

○垣内 浩隆財政課長   

 「議案第２７号 令和７年度さつま町一般会計補正予算（第１１号）」について、御説明申し

上げます。 

〔以下議案説明により省略〕 

○内村 千鶴ほけん総括監   

 「議案第２８号 令和７年度さつま町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）」につい

て、説明いたします。 

〔以下議案説明により省略〕 

○内村 千鶴ほけん総括監   

続きまして、「議案第２９号 令和７年度さつま町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

４号）」について、説明いたします。 

〔以下議案説明により省略〕 

○川﨑 里志ほけん福祉課長   

「議案第３０号 令和７年度さつま町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）」について、

説明いたします。 

〔以下議案説明により省略〕 

○新改 秀作議長   

これから順に質疑、討論、採決を行います。 

まず、議案第２７号について質疑を行います。質疑は、ありませんか。 

○宮之脇尚美議員   

 補正予算書の８ページですが、債務負担行為で弁護士費用の繰り上げを設定してあるのですけ

れども、この紫尾小学校の関係だと思うんですけど、これについては、どのような状況になって

－ 156 －



いるのか、説明をお願いします。 

○原田 健二建設課長   

 町営住宅の関係で退去に伴いまして発生しました原状回復費用の請求業務の関係でございます。 

これに関しましては、町営住宅退去に伴いまして１９万６,５７０円について、相続人から分

納誓約を受けておりましたところ、支払いが一度も行われておりませんでしたので、顧問弁護士

のほうに示談交渉を委任しまして、令和８年２月に分割払いの合意が成立をしております。 

支払いについては、令和９年１０月まで続くということになっておりまして、弁護士業務が

今回、年度をまたぐという見込みで、今回の債務負担行為の設定となったところでございます。 

○宮之脇尚美議員   

大変失礼しました。勘違いしておりまして。 

それについては、回収見込みというのがあるのかどうか、そこら辺はどうなんですか。 

○原田 健二建設課長   

先ほど合意が成立したということで、説明させていただきました。 

これに関しましての交渉によりまして、分割で納入いただくところが、令和８年３月からと

いうことで、これが令和９年１０月までということでありまして、年度をまたぐということにな

っております。 

○新改 秀作議長   

 ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっています議案第２７号は、会議規則第３９条第３項の規定

によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

 異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定しました。 

 これから討論を行います。討論は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから「議案第２７号 令和７年度さつま町一般会計補正予算（第１１号）」を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

 異議なしと認めます。よって、「議案第２７号 令和７年度さつま町一般会計補正予算（第

１１号）」は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２８号から議案第３０号までの議案３件について、一括して質疑を行います。質

疑は、ありませんか。 

○中村 慎一議員   

それでは、２件ほど説明をお願いしたいのが、国保の補正予算の１０ページでございます。 

人間ドック補助で１５０万円の減額ということでありますが、これは概略、何人分ぐらいを

減額されているのか、あまり人気がないのか、そこらをちょっと考えていきたいと思うんですが、
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その内容を教えてください。 

それともう一つ、介護保険の補正予算ですが、１１ページでありますけれども、この介護

サービス給付費と予防サービス給付費が減額になっている部分があります。 

居宅介護サービス給付費の１,３６９万円の減額、それから、予防サービス給付費の

１,１７０万９,０００円、１,０６５万８,０００円、これらについて、いろいろと今取り沙汰さ

れているのが、専門職の不足とか、施設の関係等が原因として、いろいろ新聞等でも取り上げら

れておりますけれども、さつま町は高齢者が減少してきているといったようなことで、そういう

認定率等の問題等で減少してきているんだとか、いろいろ原因があると思うんですが、そこらに

ついて、御説明をお願いします。 

○内村 千鶴ほけん総括監   

ただいま御質問がありました、国民健康保険事業に係る「人間ドック」の受診状況につきま

して、説明させていただきます。 

当初、一般・女性・脳ドック・ＰＥＴドックと項目がありますけれども、実績としまして、

脳ドックが当初の５０件の見込みに対しまして１８件、ＰＥＴドックが２０件の見込みに対しま

して３件と、そういったところが申込みが少ない状況になっております。 

○川﨑 里志ほけん福祉課長   

ただいま質問いただきました件に関してですが、まず、介護認定審査会の回数が減っている

というところで、こちらも減額になっております。 

令和６年度の実績が１,２３０件。令和７年度の実績見込みが１,３６７件と若干増えてきて

いるところではありますが、高齢化率に伴う伸び率と比べますと、減少傾向にあるのかなという

ことで見込んでいるところであります。 

続きまして、この減少傾向にある部門につきましては、令和５年度にヘルパーステーション

の閉鎖、併せましてグループホーム等の閉鎖というようなことも引き続き行われているところで

ありますが、人材の不足、サービス提供が困難になっている状況というのが起きているというと

ころで、居宅でのサービス提供というのが難しくなってきているという話を聞いているところで

あります。施設への入所、また施設等に確認したところ、入院への移行というところも多く出て

きているというところでのサービスの減少ということにつながっているのかなということで分析

しております。 

○中村 慎一議員   

ただいま実情をお聞きいたしましたけれども、この人間ドック等は、非常に貴重な財源で、

こういう機会を通して健康管理に注意をしていただくといったような、そういうことが、今回

１５０万円の減額といったことでありますので、ここについてはまた、種類とか研究をされて、

よりよいものに変えていただければというふうに思います。 

それからもう一つ、介護の関係ですが、これについて今説明がありましたけれども、高齢者

の減少とか、審査会の件数が少なくなったとか、それから施設が閉鎖されたりというようなこと

でありますので、非常にさつま町のこういう状況については、やっぱり全国と似たような感じで、

難しい状況になりつつあるというようなことですから、そこらを分析されて、対策というのを講

じていかないといけないというふうに思いますので、それについては努力をしていただきたいと

いうふうに思っております。 

○川口 憲男議員   

私も全く同じような考え方で、まず国保の人間ドックの何と言うのかな、補正をどの辺で見

極めるのか。 
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同僚議員の説明にありますように、やっぱり人間ドック、いろんなことで高齢者の方にとっ

ても大事な事業だと思うのです。これを減額するのではなくて、私もこのどの辺か、３月補正と

いうのも当然のことですから、それをもう少し、どこらで判断するのか、その１点と、この介護

保険の中の介護サービスですよね。今、新聞等でも、いろんなところで何て言いますか、介護を

する人がいない、それから受ける側もそういうふうに少ないというような実情を聞いているんで

すけど、そこあたりのところをもう少し精査されて、補正に持っていかれるべきと思うんですけ

ど、この補正を組まれる、補正を出される時期、いつ頃されるんですか、３月当初ですか、それ

とももう少し早めで、こういう残が残るということを見極められる、課としてのあれが必要じゃ

ないかと思うんですけど、その辺りの考え方というのはどうなのですか。 

○内村 千鶴ほけん総括監   

ただいまの御質問で、人間ドックの補正の時期につきましては、やはり最終段階までは皆さ

んに御案内をしたり、周知のほうをして、受診勧奨を促しておりますので、また受けるタイミン

グが、やはり体調の問題であったりとか、通院をされている場合には、時期が後半になってくる

方もいらっしゃいますので、後半で受ければ、やっぱり次の年度も後半でとか、１年後の経過を

見て受診をされるという方々もいらっしゃいますので、やはり補正は、最終段階でということに

しております。 

○川﨑 里志ほけん福祉課長   

ただいま、川口議員のほうから質問いただいた部分についてですが、やはりサービスを提供

する側の育成、人材の発掘というところで、ほけん福祉課のほうでも、資格取得等に対する補助

等を行っているところであります。 

人材の育成等は、その辺りで事業者等にも負担を与えないというところで考えているところ

であります。 

あと利用者のほうにつきましては、先ほど答弁の中でも、お話ししましたとおり、施設入所

に関しましては、入院のほうに移行される方も多くなってきているというような状況もあるよう

であります。あと、サービスを提供する事業所のヘルパーステーション等の減少、それが施設の

ほうへの入所という形につながっているというのも話を聞いているところでありますが、そのよ

うな実績につきましては、やはり扶助費というところもありまして、実績に伴う減というところ

でしか分かりません。いつ何どき、突発的な介護等も発生するか分からないという状況にありま

すので、この段階での補正というところでみているところであります。 

○新改 秀作議長   

 ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

 質疑なしと認めます。これで、質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっております議案第２８号から議案第３０号までの議案３件

は、会議規則第３９条第３項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

異議なしと認めます。よって、議案第２８号から議案３０号までの議案３件は、委員会付託

を省略することに決定しました。 

これから、議案第２８号から議案第３０号までの議案３件について、一括して討論を行いま
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す。討論は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから「議案第２８号 令和７年度さつま町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

３号）から「議案第３０号 令和７年度さつま町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）」ま

での議案３件を一括して採決します。 

お諮りします。議案第２８号から議案第３０号までの議案３件は、原案のとおり決定するこ

とに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

異議なしと認めます。よって、「議案第２８号 令和７年度さつま町国民健康保険事業特別

会計補正予算（第３号）」から「議案第３０号 令和７年度さつま町介護保険事業特別会計補正

予算（第３号）」までの議案３件は、原案のとおり可決されました。 

ここでしばらく休憩します。再開は、おおむね１時３０分とします。 

 

休憩 午前１１時０７分 

 

再開 午後１時３０分 

 

○新改 秀作議長   

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 

△日程第２７「議案第３１号 財産の処分について」、日

程第２８「議案第３２号 財産の処分について」、日程

第２９「議案第３３号 財産の処分について」、日程第

３０「議案第３４号 財産の処分について」、日程第

３１「議案第３５号 財産の処分について」、日程第

３２「議案第３６号 財産の処分について」、日程第

３３「議案第３７号 財産の処分について」 

○新改 秀作議長   

次は、日程第２７「議案第３１号 財産の処分について」から、日程第３３「議案第３７号 

財産の処分について」までの議案７件を一括して議題とします。 

各議案について、提案理由の説明を求めます。 

〔上野 俊市町長登壇〕 

○上野 俊市町長   

それでは、議案第３１号から議案第３７号まで一括して提案の理由を申し上げます。 

まず、「議案第３１号 財産の処分について」であります。 

これは、さつま町学校跡地等利活用促進条例に基づき、永野小学校跡地の全ての土地及び建

物を処分しようとするため、さつま町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関

する条例第３条の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 

次に、「議案第３２号 財産の処分について」であります。 
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これは、永野小学校跡地及び永野保育所跡地の土地を処分しようとするため、さつま町議会

の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第３条の規定に基づき、議会の議

決を求めるものであります。 

次に、「議案第３３号 財産の処分について」であります。 

これは、さつま町財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例第３条第１項第１号に基づ

き、佐志交流館の建物を処分しようとするため、さつま町議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得または処分に関する条例第３条の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 

次に、「議案第３４号 財産の処分について」であります。 

これは、さつま町財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例第３条第１項第１号に基づ

き、山崎交流館の建物を処分しようとするため、さつま町議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得または処分に関する条例第３条の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 

次に、「議案第３５号 財産の処分について」であります。 

これは、さつま町財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例第３条第１項第１号に基づ

き、神子地区コミュニティーセンターの建物を処分しようとするため、さつま町議会の議決に付

すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第３条の規定に基づき、議会の議決を求める

ものであります。 

次に、「議案第３６号 財産の処分について」であります。 

これは、さつま町財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例第３条第１項第１号に基づ

き、鶴田地区コミュニティーセンターの建物を処分しようとするため、さつま町議会の議決に付

すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第３条の規定に基づき、議会の議決を求める

ものであります。 

最後に、「議案第３７号 財産の処分について」であります。 

これは、さつま町財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例第３条第１項第１号に基づ

き、柏原地区集会施設の建物を処分しようとするため、さつま町議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得または処分に関する条例第３条の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 

内容につきましては、それぞれ所管の課長に説明させますので、よろしく御審議くださるよ

うお願いいたします。 

〔上野 俊市町長降壇〕 

○垣内 浩隆財政課長   

 「議案第３１号 財産の処分について」御説明申し上げます。 

〔以下議案説明により省略〕 

○垣内 浩隆財政課長   

 続きまして、「議案第３２号 財産の処分について」御説明申し上げます。 

〔以下議案説明により省略〕 

○中村 英美社会教育課長   

 「議案第３３号 財産の処分について」御説明いたします。 

〔以下議案説明により省略〕 

○中村 英美社会教育課長   

 続きまして、「議案第３４号 財産の処分について」御説明いたします。 

〔以下議案説明により省略〕 

○中村 英美社会教育課長   

 続きまして、「議案第３５号 財産の処分について」御説明いたします。 
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〔以下議案説明により省略〕 

○中村 英美社会教育課長   

 続きまして、「議案第３６号 財産の処分について」御説明いたします。 

〔以下議案説明により省略〕 

○中村 英美社会教育課長   

 最後に、「議案第３７号 財産の処分について」御説明いたします。 

〔以下議案説明により省略〕 

○新改 秀作議長   

これから順に質疑、討論、採決を行います。 

まず、議案第３１号について質疑を行います。質疑は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

お諮りします。ただいま議題となっています議案第３１号は、会議規則第３９条第３項の規

定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

異議なしと認めます。よって、本案は、委員会付託を省略することに決定しました。 

これから討論を行います。討論は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから「議案第３１号 財産の処分について」を採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

異議なしと認めます。よって、「議案第３１号 財産の処分について」は、原案のとおり可

決されました。 

次に、議案第３２号について質疑を行います。質疑は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

お諮りします。ただいま議題となっています議案第３２号は、会議規則３９条第３項の規定

によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

異議なしと認めます。よって、本案は、委員会付託を省略することに決定しました。 

これから討論を行います。討論は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから「議案第３２号 財産の処分について」を採決します。 
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お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

異議なしと認めます。よって、「議案第３２号 財産の処分について」は、原案のとおり可

決されました。 

次に、議案第３３号について質疑を行います。質疑は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

お諮りします。ただいま議題となっています議案第３３号は、会議規則３９条３項の規定に

よって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

異議なしと認めます。よって、本案は、委員会付託を省略することに決定しました。 

これから討論を行います。討論は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから「議案第３３号 財産の処分について」を採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

異議なしと認めます。よって、「議案第３３号 財産の処分について」は、原案のとおり可

決されました。 

次に、議案第３４号について質疑を行います。質疑は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

お諮りします。ただいま議題となっています議案第３４号は、会議規則第３９条第３項の規

定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

異議なしと認めます。よって、本案は、委員会付託を省略することに決定しました。 

これから討論を行います。討論は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから「議案第３４号 財産の処分について」採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

異議なしと認めます。よって、「議案第３４号 財産の処分について」は、原案のとおり可
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決されました。 

次に、議案第３５号について質疑を行います。質疑は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

お諮りします。ただいま議題となっています議案第３５号は、会議規則３９条第３項の規定

によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

異議なしと認めます。よって、本案は、委員会付託を省略することに決定しました。 

これから討論を行います。討論は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから「議案第３５号 財産の処分について」を採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

異議なしと認めます。よって、「議案第３５号 財産の処分について」は、原案のとおり可

決されました。 

次に、議案第３６号について質疑を行います。質疑は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

お諮りします。ただいま議題となっています議案第３６号は、会議規則第３９条第３項の規

定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

異議なしと認めます。よって、本案は、委員会付託を省略することに決定しました。 

これから討論を行います。討論は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから「議案第３６号 財産の処分について」を採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

異議なしと認めます。よって、「議案第３６号 財産の処分について」は、原案のとおり可

決されました。 

次に、議案第３７号について質疑を行います。質疑は、ありませんか。 
〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   
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質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

お諮りします。ただいま議題となっています議案第３７号は、会議規則第３９条第３項の規

定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

異議なしと認めます。よって、本案は、委員会付託を省略することに決定しました。 

これから討論を行います。討論は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから「議案第３７号 財産の処分について」採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

異議なしと認めます。よって、「議案第３７号 財産の処分について」は、原案のとおり可

決されました。 

 

△日程第３４「議案第３８号 令和８年度さつま町一般会

計補正予算（第１号）」 

○新改 秀作議長   

 次は、日程第３４「議案第３８号 令和８年度さつま町一般会計補正予算（第１号）」を議題

とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

〔上野 俊市町長登壇〕 

○上野 俊市町長   

それでは、「議案第３８号 令和８年度さつま町一般会計補正予算（第１号）」についてで

あります。 

これは、公民館等管理運営費に要する経費を補正しようとするもので、歳入歳出予算の総額

に歳入歳出それぞれ１８３万５,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

１４５億２,１８３万５,０００円とするものであります。 

内容につきましては、財政課長に説明させますので、よろしく御審議くださるようお願いい

たします。 

〔上野 俊市町長降壇〕 

○垣内 浩隆財政課長   

「議案第３８号 令和８年度さつま町一般会計補正予算（第１号）」について、御説明申し

上げます。 

〔以下議案説明により省略〕 

○新改 秀作議長   

これから質疑を行います。質疑は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
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お諮りします。ただいま議題となっています議案第３８号は、会議規則第３９条第３項の規

定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

異議なしと認めます。よって、本案は、委員会付託を省略することに決定しました。 

これから討論を行います。討論は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから「議案第３８号 令和８年度さつま町一般会計補正予算（第１号）」を採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

異議なしと認めます。よって、「議案第３８号 令和８年度さつま町一般会計補正予算（第

１号）」は、原案のとおり可決されました。 

 

〔中山 春年教育長 自主退席〕 

△日程第３５「議案第３９号 さつま町教育長の任命につ

いて」 

○新改 秀作議長   

次は日程第３５「議案第３９号 さつま町教育長の任命について」を議題とします。 

本件について、提案理由の説明を求めます。 

〔上野 俊市町長登壇〕 

○上野 俊市町長   

それでは、「議案第３９号 さつま町教育長の任命について」であります。 

さつま町教育長の中山春年氏が令和８年５月９日付けをもって任期満了となることに伴い、

引き続き同氏を任命しようとするため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項

の規定に基づき、議会の同意を求めるものであります。 

内容につきましては、総務課長に説明させますので、よろしく御審議くださるようお願いい

たします。 

〔上野 俊市町長降壇〕 

○富満 悦郎総務課長   

それでは、「議案第３９号 さつま町教育長の任命について」御説明申し上げます。 

〔以下議案説明により省略〕 

○新改 秀作議長   

これから本件に対する質疑を行います。質疑は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

お諮りします。ただいま議題となっています議案第３９号は、会議規則第３９条第３項の規

定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○新改 秀作議長   

異議なしと認めます。よって、本件は、委員会付託を省略することに決定しました。 

これから討論を行います。討論は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから「議案第３９号 さつま町教育長の任命について」を採決します。 

お諮りします。本件は、同意することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

異議なしと認めます。よって、「議案第３９号 さつま町教育長の任命について」は、同意

することに決定しました。 

〔中山 春年教育長 復席〕 

 

△日程第３６「議案第４０号 さつま町教育委員会委員の

任命について」 

○新改 秀作議長   

次は、日程第３６「議案第４０号 さつま町教育委員会委員の任命について」を議題としま

す。 

本件について、提案理由の説明を求めます。 

〔上野 俊市町長登壇〕 

○上野 俊市町長   

それでは、「議案第４０号 さつま町教育委員会委員の任命について」であります。 

さつま町教育委員会委員の白坂和美氏が、令和８年５月９日付けをもって任期満了となるこ

とに伴い、引き続き同氏を任命しようとするものであり、地方教育行政の組織及び運営に関する

法律第４条第２項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 

内容につきましては、総務課長に説明させますので、よろしく御審議くださるようお願いい

たします。 

〔上野 俊市町長降壇〕 

○富満 悦郎総務課長   

「議案第４０号 さつま町教育委員会委員の任命について」御説明申し上げます。 

〔以下議案説明により省略〕 

○新改 秀作議長   

これから質疑を行います。質疑は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

お諮りします。ただいま議題となっています議案第４０号は、会議規則第３９条第３項の規

定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

異議なしと認めます。よって、本件は、委員会付託を省略することに決定しました。 
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これから討論を行います。討論は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから「議案第４０号 さつま町教育委員会委員の任命について」を採決します。 

お諮りします。本件は、同意することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

異議なしと認めます。よって、「議案第４０号 さつま町教育委員会委員の任命について」

は、同意することに決定しました。 

 

△日程第３７「議案第４１号 さつま町固定資産評価審査

委員会委員の選任について」、日程第３８「議案第

４２号 さつま町固定資産評価審査委員会委員の選任に

ついて」、日程第３９「議案第４３号 さつま町固定資

産評価審査委員会委員の選任について」 

○新改 秀作議長   

次は、日程第３７「議案第４１号 さつま町固定資産評価審査委員会委員の選任について」

から日程第３９「議案第４３号 さつま町固定資産評価審査委員会委員の選任について」までの

議案３件を一括して議題とします。 

各議案について、提案理由の説明を求めます。 

〔上野 俊市町長登壇〕 

○上野 俊市町長   

それでは、議案第４１号から議案第４３号までを一括して提案の理由を申し上げます。 

まず、「議案第４１号 さつま町固定資産評価審査委員会の委員の選任について」でありま

す。 

これは、さつま町固定資産評価審査委員会委員の松尾英行氏が、令和８年５月９日付けをも

って任期満了となることに伴い、引き続き同氏を選任しようとするものであります。 

次に、「議案第４２号 さつま町固定資産評価審査委員会委員の選任について」であります。 

これは、さつま町固定資産評価審査委員会委員の久保浩美氏が、令和８年５月９日付けをも

って任期満了となることに伴い、引き続き同氏を選任しようとするものであります。 

次に、「議案第４３号 さつま町固定資産評価審査委員会委員の選任について」であります。 

さつま町固定資産評価審査委員会委員の山口正展氏が、令和８年５月９日付けをもって任期

満了となることに伴い、新たに、松山和久氏を委員に選任しようとするものであります。 

今回の選任案３件につきましては、いずれも地方税法第４２３条第３項の規定に基づき、議

会の同意を求めるものであります。 

内容につきましては、総務課長に説明させますので、よろしく御審議くださるようお願いい

たします。 

〔上野 俊市町長降壇〕 

○富満 悦郎総務課長   

「議案第４１号 さつま町固定資産固定資産評価審査委員会委員の選任について」御説明申

し上げます。 
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〔以下議案説明により省略〕 

○富満 悦郎総務課長   

次に、「議案第４２号 さつま町固定資産評価審査委員会委員の選任について」御説明申し

上げます。 

〔以下議案説明により省略〕 

○富満 悦郎総務課長   

次に、「議案第４３号 さつま町固定資産評価審査委員会委員の選任について」御説明申し

上げます。 

〔以下議案説明により省略〕 

○新改 秀作議長   

これから議案第４１号から議案第４３号までの議案３件について、一括して質疑を行います。

質疑は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

お諮りします。ただいま議題となっています議案第４１号から議案第４３号までの議案３件

は、会議規則第３９条第３項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

異議なしと認めます。よって、議案第４１号から議案第４３号までの議案３件は、委員会付

託を省略することに決定しました。 

これから順に、討論、採決を行います。 

まず、議案第４１号について討論を行います。討論は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから「議案第４１号 さつま町固定資産評価審査委員会委員の選任について」を採決し

ます。 

お諮りします。本件は、同意することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

異議なしと認めます。よって、「議案第４１号 さつま町固定資産評価審査委員会委員の選

任について」は、同意することに決定しました。 

次に、議案第４２号について討論を行います。討論は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから「議案第４２号 さつま町固定資産評価審査委員会委員の選任について」を採決し

ます。 

お諮りします。本件は、同意することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○新改 秀作議長   

異議なしと認めます。よって、「議案第４２号 さつま町固定資産評価審査委員会委員の選

任について」は、同意することに決定しました。 

次に、議案第４３号について討論を行います。討論は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから「議案第４３号 さつま町固定資産評価審査委員会委員の選任について」を採決し

ます。 

お諮りします。本件は、同意することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

異議なしと認めます。よって、「議案第４３号 さつま町固定資産評価審査委員会委員の選

任について」は、同意することに決定しました。 

 

△日程第４０「議案第４４号 さつま町人権擁護委員候補

者の推薦について」 

○新改 秀作議長   

次は、日程第４０「議案第４４号 さつま町人権擁護委員候補者の推薦について」を議題と

します。 

本件について、提案理由の説明を求めます。 

〔上野 俊市町長登壇〕 

○上野 俊市町長   

それでは、「議案第４４号 さつま町人権擁護委員候補者の推薦について」であります。 

人権擁護委員のうち、米良瑞枝氏が令和８年６月３０日付けをもって任期満了となることに

伴い、引き続き同氏を推薦しようとするもので、人権擁護委員法第６条第３項の規定に基づき、

議会の意見を求めるものであります。 

内容につきましては、町民環境課長に説明させますので、よろしく御審議くださるようお願

いいたします。 

〔上野 俊市町長降壇〕 

○堀  孝志町民環境課長   

「議案第４４号 さつま町人権擁護委員候補者の推薦について」御説明させていただきます。 

〔以下議案説明により省略〕 

○新改 秀作議長   

これから質疑を行います。質疑は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

お諮りします。ただいま議題となっています議案第４４号は、会議規則第３９条第３項の規

定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   
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異議なしと認めます。よって、本件は、委員会付託を省略することに決定しました。 

これから討論を行います。討論は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから「議案第４４号 さつま町人権擁護委員候補者の推薦について」を採決します。 

お諮りします。本件は、提案された候補者を適任と認める意見をもって答申することに御異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

異議なしと認めます。よって、「議案第４４号 さつま町人権擁護委員候補者の推薦につい

て」は、提案された候補者を適任と認める意見をもって答申することに決定しました。 

 

△日程第４１「陳情第１号 自衛隊弾薬庫建設計画に関し、

誰でも参加できる住民説明会の開催を防衛省に求める陳

情書」 

○新改 秀作議長   

 次は、日程第４１「陳情第１号 自衛隊弾薬庫建設計画に関し、誰でも参加できる住民説

明会の開催を防衛省に求める陳情書」を議題とします。 

本件について、防衛施設等調査特別委員長の審査報告を求めます。 

〔古田 昌也防衛施設等調査特別委員長登壇〕 

○古田 昌也防衛施設等調査特別委員長   

それでは、当委員会に付託されました「令和８年陳情第１号 自衛隊弾薬庫建設計画に関し、

誰でも参加できる住民説明会の開催を防衛省に求める陳情書」について、審査の過程と結果を御

報告いたします。 

本陳情は、さつま町宮之城屋地９３１－６ 日本共産党さつま町くらしの相談室長 福元孝

洋氏から提出され、令和８年２月３日に受理されたものであります。 

陳情の主な趣旨は、さつま町中岳地区における自衛隊弾薬庫の建設計画に関し、防衛省から

の説明が不十分であり、住民の間で安全性の根拠や災害時のリスク、避難計画、経済的損失への

補償など、多くの不安が生じている。弾薬庫は住民の命と暮らしに直結する施設であり、住民と

防衛省の双方向の対話なしに計画を進めることは、地域に大きな禍根を残す恐れがある。ついて

は、具体的かつ十分な情報公開を伴う、誰でも参加できる住民説明会の開催を要請するため、本

陳情の採択を求めるというものであります。 

なお、審査は、委員１３名中１名が欠席のため、１２名の出席委員により行ったものであり

ます。 

本陳情に対し、当委員会において審査を行ったところ、委員からは次のような意見が出され

ました。 

「誰でも参加できる」という範囲が不明確である。落ちついた説明会を行うためには、対象

をさつま町の住民に限定するべきではないか。 

また、町長と議長が連名で防衛省に対し、住民への丁寧な説明を繰り返し強く要請している。

議会としても町と一体となって動いている現状において、改めてこの陳情を採択し意見書を出す

必要性は低いとの指摘がなされました。 

－ 171 －



さらに、町民の不安な声があること自体は重く受け止めるべきであるが、本陳情の内容をそ

のまま議会の意見として国に提出することは、これまでの経緯に照らしても困難であるといった

意見も出されました。 

以上の意見を受け、本陳情について採決を行ったところ、起立による採決の結果、賛成者は

なく、全会一致により「不採択とすべきもの」と決定いたしました。 

なお、不採択となりましたが、委員からは、「住民の不安の声があることは重く受け止める

べきであり、今後の要望活動等において、こうした声があることを踏まえて対応していくべきで

ある」との補足意見があったことを申し添えます。 

以上で、報告を終わります。 

〔古田 昌也防衛施設等調査特別委員長降壇〕 

○新改 秀作議長   

これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑は、ありませんか。 

〔武 さとみ議員登壇〕 

○武 さとみ議員   

本委員会の陳情審査の日に、私は体調不良のために出席できなかったために、質問を３点ほ

どさせていただきます。 

まず１点目は、誰でも参加できるという範囲が不明確であるということについてなんですけ

れども、この件について、陳情を出された福元さんのほうに、どういうことなのかということを

聞かれたのかをまず質問します。 

２点目に、「落ちついた説明会を行うためには、対象をさつま町の住民に限定すべきではな

いか」とか書かれてあるんですけれども、なぜ落ちついた説明会ができないというふうに言われ

たのか、どういう趣旨でこの意見を言われたのか教えてください。 

それから、３点目に、「本陳情の内容をそのまま議会の意見として国に提出することは、こ

れまでの経緯に照らしても困難である」といった意見も出されましたということでしたが、現在

の国の情勢なんかもあると、とても不安である住民の気持ちをすごくこの陳情は出されていると

思うんですけれども、なぜ、これまでの経緯に照らしても困難であるのかということについて、

教えてください。 

〔武 さとみ議員降壇〕 

〔古田 昌也防衛施設等調査特別委員長登壇〕 

○古田 昌也防衛施設等調査特別委員長   

ただいまの質問に対して、お答えいたします。 

まず１点目、誰でもの定義についてでございます。陳情者本人に確認を行ったかというお尋

ねでございましたが、委員会として、陳情者に直接、確認は行っておりません。 

しかしながら、委員会の審査の過程におきまして、誰でも参加できるという表現の範囲が不

明確であるという意見が複数の委員から出されました。 

一方で、陳情者の意図するところがさつま町の住民を対象としたものであったとしても、審

査において、その点が大きな論点にはなりませんでした。 

理由としては、町長と議長が連名にて、防衛省に対して、住民への丁寧な説明を繰り返し、

繰り返し、強く要請をしていた経緯があります。 

議会としても、町当局と一体となって要望活動を重ねており、改めて議会の意見書として同

様の内容を提出することの必要性について、委員からは、そういった形で意見が出されました。 

そのため、誰でもの範囲の定義にはかかわらず、これまでの要望活動の経緯、議会と町当局
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の連携状況、手続上の整合性といった観点から審査の採決を行ったものであります。 

また２つ目の「落ちついた住民説明会ができない」というところでございますが、審査の過

程において、委員からは、過去の災害時の説明会、平成１８年の説明会でも町外の方より収拾が

つかなくなった経緯があり、同様のことが行われるんではないかという意見がありました。 

続いて３点目は、報告書のほうでも言われましたが、そのことについては、町長・議長の連

名、また、その他もろもろで強く本当に幾度も幾度も要請をしておりますので、その内容が含ま

れているということに関して、必要はないという判断で採決を行ったところであります。 

〔古田 昌也防衛施設等調査特別委員長降壇〕 

○新改 秀作議長   

ほかに質疑は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから「陳情第１号 自衛隊弾薬庫建設計画に関し、誰でも参加できる住民説明会の開催

を防衛省に求める陳情書」を採決します。この採決は起立採決で行います。 

陳情第１号に対する委員長の報告は、不採択です。 

「陳情第１号 自衛隊弾薬庫建設計画に関し、誰でも参加できる住民説明会の開催を防衛省

に求める陳情書」について、採択することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○新改 秀作議長   

起立少数でございます。よって、「陳情第１号 自衛隊弾薬庫建設計画に関し、誰でも参加

できる住民説明会の開催を防衛省に求める陳情書」については、不採択とすることに決定しまし

た。 

 

△日程第４２「発委第１号 さつま町議会会議規則の一部

改正について」 

○新改 秀作議長   

次は、日程第４２「発委第１号 さつま町議会会議規則の一部改正について」を議題としま

す。 

本案について、提出者の趣旨説明を求めます。 

〔宮之脇尚美議会運営委員長登壇〕 

○宮之脇尚美議会運営委員長   

ただいま議題となりました「発委第１号 さつま町議会会議規則の一部改正について」、提

案の趣旨説明を申し上げます。 

本改正は、議場のデジタル化、さつま町議会ＤＸ推進事業に伴い、従来の起立や投票による

表決に加え、電子表決システムを用いた採決を可能とするため、所要の規定を整備するものでご

ざいます。 

改正の内容は、第８１条第２項及び第８７条において、電子表決システムを表決方法の選択
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肢に加えるとともに、第８１条の２を新設し、電子表決システムによる操作方法及び未操作時の

取扱いを定めるものであります。 

附則として、この規則は、公布の日から施行するものであります。 

以上で、発委第１号についての提案の趣旨説明を終わります。 

〔宮之脇尚美議会運営委員長降壇〕 

○新改 秀作議長   

これから質疑を行います。質疑は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

ただいま議題となっています発委第１号は、会議規則第３９条第２項の規定によって委員会

付託は行いません。 

これから討論を行います。討論は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから「発委第１号 さつま町議会会議規則の一部改正について」を採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

異議なしと認めます。よって、「発委第１号 さつま町議会会議規則の一部改正について」

は、原案のとおり可決されました。 

 

△日程第４３「報告第１号 令和７年度さつま町土地開発

公社事業会計補正予算（第２号）について」、日程第

４４「報告第２号 令和７年度さつま町土地開発公社事

業会計補正予算（第３号）について」、日程第４５「報

告第３号 令和８年度さつま町土地開発公社事業計画及

び事業会計予算について」 

○新改 秀作議長   

次は、日程第４３「報告第１号 令和７年度さつま町土地開発公社事業会計補正予算（第

２号）について」から、日程第４５「報告第３号 令和８年度さつま町土地開発公社事業計画及

び事業会計予算について」までの報告３件を一括して議題とします。 

報告の内容については、説明済みであります。何かお聞きしたいことは、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

質疑なしと認めます。これで報告を終わります。 

 

△日程第４６「議員派遣の件」 

○新改 秀作議長   

次は、日程第４６「議員派遣の件」を議題とします。 

お諮りします。議員派遣の件について、会議規則第１２９条の規定により、配布しましたと

－ 174 －



おり派遣することにしたいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

異議なしと認めます。よって、議員派遣の件は、配布しましたとおり派遣することに決定し

ました。 

 

△日程第４７「閉会中の継続審査・調査の件」   

○新改 秀作議長   

次は、日程第４７「閉会中の継続審査・調査の件」を議題とします。 

各委員長から、委員会において調査中の事件について、会議規則７５条の規定によって配布

してあります申出書のとおり、閉会中の継続審査・調査の申出があります。 

お諮りします。各委員長から申出のとおり、閉会中の継続審査・調査とすることに御異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○新改 秀作議長   

異議なしと認めます。よって、各委員長からの申出のとおり、閉会中の継続審査・調査とす

ることに決定しました。 

 

△閉  会   

○新改 秀作議長   

以上で、本日の日程は全部終了しました。 

これをもって会議を閉じ、令和８年第１回さつま町議会の定例会を閉会します。 

閉会時刻 午後２時３８分   
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